
調
査
報
告

九
十
四
―
六

翻
刻
『
論
語
義
疏
』（
大
槻
本
）

―
季
氏
篇
・
陽
貨
篇
・
微
子
篇
・
子
張
篇
・
堯
曰
篇
―

影
山
輝
國

齋
藤
建
太

相
原
健
右

洲
脇
武
志

前
回
の
顔
淵
篇
・
子
路
篇
・
憲
問
篇
・
衛
霊
公
篇
（『
年
報
』
第

三
十
三
号

平
成
二
十
六
年
三
月
）
に
引
き
続
き
、
今
回
は
季
氏
・

陽
貨
・
微
子
・
子
張
・
堯
曰
五
篇
の
翻
刻
を
掲
載
発
表
す
る
。
こ
れ

で
『
論
語
義
疏
』（
大
槻
本
）
全
篇
を
翻
刻
・
訓
読
し
た
こ
と
に
な

る
。
今
回
の
五
篇
の
う
ち
、
季
氏
篇
・
陽
貨
篇
は
影
山
が
、
微
子
篇

は
麻
布
大
学
付
属
高
等
学
校
教
諭
齋
藤
建
太
が
、
子
張
篇
は
神
奈

川
県
立
湘
南
高
等
学
校
教
諭
相
原
健
右
が
、
堯
曰
篇
は
大
東
文
化

大
学
講
師
洲
脇
武
志
が
担
当
し
た
。
原
稿
は
、
東
洋
大
学
准
教
授

中
田
妙
葉
を
加
え
た
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
全
員
で
検
討
し
た
が
、
最

終
的
に
ま
と
め
た
の
は
前
に
掲
げ
た
各
人
で
あ
る
。
有
力
な
メ
ン
バ

ー
で
あ
る
二
松
学
舎
大
学
大
学
院
生
下
村
泰
三
、
元
実
践
女
子
大

学
大
学
院
生
玉
鴿
の
両
君
は
、
中
国
滞
在
中
で
参
加
で
き
な
か
っ

た
。影

山
は
二
松
学
舎
大
学
大
学
院
、
大
東
文
化
大
学
大
学
院
、
実
践

女
子
大
学
大
学
院
に
お
い
て
、『
論
語
義
疏
』（
大
槻
本
）
を
読
み
解

く
授
業
を
長
く
行
っ
て
き
た
。
多
く
の
院
生
た
ち
が
順
番
に
原
稿
を

つ
く
り
、
そ
れ
を
皆
で
点
検
・
訂
正
し
て
い
く
作
業
は
、
実
り
あ
る

楽
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
成
果
は
こ
れ
ま
で
影
山
が
担
当
し
た

各
篇
に
表
れ
て
い
る
。
院
生
の
名
前
は
い
ち
い
ち
挙
げ
な
い
が
、
深

甚
な
る
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

『
論
語
義
疏
』
研
究
会
は
平
成
十
八
年
四
月
十
四
日
に
誕
生
し
、

平
成
二
十
六
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
、
八
年
間
、
一
三
五
回
の
会
合

を
も
っ
た
。
な
か
ん
ず
く
嬬
恋
や
石
和
温
泉
で
の
合
宿
は
思
い
出
深

い
も
の
で
あ
る
。
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機
会
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
発
表
し
た
翻
刻
を
合
わ
せ
て
、
一
冊

の
本
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

凡
例

一
、
本
訓
読
文
は
慶
応
義
塾
大
学
附
属
研
究
所
斯
道
文
庫
に
蔵
せ
ら

れ
る
文
明
十
九
年
鈔
本
『
論
語
義
疏
』（
い
わ
ゆ
る
「
大
槻

本
」）
を
、
原
文
に
附
せ
ら
れ
た
訓
点
に
従
っ
て
読
み
下
し
た

も
の
で
あ
る
。

一
、
原
文
は
毎
半
葉
九
行
、
毎
行
二
十
字
、
疏
文
小
字
双
行
で
あ
る

が
、
翻
刻
に
際
し
て
は
こ
れ
に
こ
だ
わ
ら
な
か
っ
た
。

一
、
使
用
す
る
漢
字
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
処
理
の
上
で
可
能
な
限
り

旧
字
体
と
し
た
。

一
、
原
文
の
異
体
字
は
、
原
則
と
し
て
正
字
に
改
め
た
。
ま
た
、
繰

り
返
し
符
号
で
表
記
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
相
当
す
る
漢
字
に

改
め
た
。

一
、
原
文
に
は
カ
タ
カ
ナ
で
振
仮
名
や
送
仮
名
が
附
せ
ら
れ
て
い
る

の
で
、
そ
れ
ら
は
み
な
カ
タ
カ
ナ
を
用
い
て
表
記
し
た
。
そ
の

際
、「
㐅
」「

」「
寸
」「
云
」「
子
」
な
ど
は
、
そ
れ
ぞ
れ

「
シ
テ
」「
コ
ト
」「
ト
キ
」「
イ
フ
」「
ネ
」
な
ど
に
改
め
た
。

ま
た
、
繰
り
返
し
符
号
で
表
記
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
相
当
す

る
カ
タ
カ
ナ
に
改
め
た
。

一
、
振
仮
名
、
送
仮
名
に
は
若
干
の
例
外
を
除
き
濁
音
符
が
な
い
の

で
、
例
外
箇
所
を
除
き
濁
音
符
を
附
け
る
こ
と
は
し
て
い
な

い
。

一
、
振
仮
名
と
送
仮
名
は
、
な
る
べ
く
原
書
に
忠
実
に
従
う
こ
と
に

努
め
た
が
、
両
者
の
判
別
が
困
難
な
場
合
、
原
則
と
し
て
活
用

語
は
語
幹
を
振
仮
名
と
見
做
し
て
漢
字
の
脇
に
、
活
用
語
尾
を

送
仮
名
と
見
做
し
て
漢
字
の
下
に
表
記
し
た
。
そ
の
他
の
語
も

な
る
べ
く
読
み
や
す
い
形
で
表
記
し
た
。

一
、
カ
タ
カ
ナ
が
、
読
み
の
一
部
分
だ
け
し
か
示
し
て
い
な
い
場
合

は
、
残
り
の
読
み
を
推
定
し
、
ひ
ら
が
な
を
用
い
て
補
っ
た
。

そ
の
際
、
原
則
と
し
て
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
則
り
、
音
便
形
を

用
い
て
い
な
い
。

一
、
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
「
曰ノ

ク

」、「
則ハ」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
ノ
た

う
は
ク
」、「
と
き
ハ
」
と
も
読
め
る
が
、
こ
こ
で
は
「
ノ
た
ま

は
ク
」、「
と
き
ん
ハ
」
と
訓
じ
た
。
ま
た
、「
欲
」、「
雖
」
は
、

「
ほ
り
す
」、「
い
ふ
と
も
」
で
は
な
く
、「
ほ
つ
す
」、「
い
へ
と

も
」
と
訓
じ
た
。

一
、
漢
字
の
左
右
に
二
通
り
の
訓
が
あ
る
場
合
は
、
右
傍
訓
を
優
先

し
て
表
記
し
、
左
傍
訓
は
括
弧
に
入
れ
て
表
記
し
た
。
間
々
、

漢
字
の
右
側
に
二
通
り
の
訓
が
あ
る
事
が
あ
る
が
、
そ
の
場
合

は
よ
り
漢
字
に
近
接
す
る
訓
を
優
先
し
て
表
記
し
、
遠
い
訓
は

括
弧
に
入
れ
た
。

一
、
漢
字
の
右
側
に
附
せ
ら
れ
た
振
仮
名
は
右
側
に
、
左
側
に
附
せ
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ら
れ
た
振
仮
名
は
左
側
に
附
し
た
。

推
定
し
て
補
っ
た
読
み
も
、
右
側
に
あ
る
べ
き
も
の
は
右
側

に
、
左
側
に
あ
る
べ
き
も
の
は
左
側
に
附
し
た
。

一
、
訓
読
文
中
で
は
不
読
字
（
置
き
字
）
は
す
べ
て
省
略
し
た
。
ど

の
文
字
を
省
略
し
た
か
は
、
訓
読
文
の
前
に
示
し
た
白
文
（
読

点
附
き
）
か
ら
判
断
願
い
た
い
。

一
、
訓
読
文
中
で
は
再
読
文
字
は
そ
の
文
字
を
再
度
表
出
し
て
、
あ

た
か
も
そ
の
文
字
が
二
度
使
用
さ
れ
て
い
る
か
の
ご
と
く
表
記

し
て
あ
る
。
そ
の
際
、
一
々
再
読
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
な

い
の
で
、
ど
の
文
字
を
再
読
し
た
か
に
つ
い
て
も
、
訓
読
文
の

前
に
示
し
た
白
文
か
ら
判
断
願
い
た
い
。

一
、
地
名
・
人
名
・
官
名
・
書
名
な
ど
を
示
す
朱
引
は
、
す
べ
て
省

略
し
た
。

一
、
原
文
で
は
句
点
と
読
点
の
区
別
が
な
く
、
す
べ
て
行
の
中
央
に

朱
点
が
附
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
句
点
を
用
い
ず
、

す
べ
て
読
点
を
用
い
た
。
朱
点
は
な
る
べ
く
忠
実
に
表
示
し
た

が
、
明
ら
か
に
誤
り
附
け
た
と
思
わ
れ
る
も
の
は
訂
正
し
た
。

ま
た
、
附
け
落
と
し
と
思
わ
れ
る
個
所
に
は
、
読
み
や
す
さ
に

資
す
る
最
少
の
範
囲
で
白
抜
き
の
読
点
を
補
っ
た
。

一
、
原
文
に
は
墨
筆
の
縦
線
で
、
漢
字
の
右
脇
に
音
読
符
、
漢
字
間

の
中
央
に
音
合
符
、
左
側
に
訓
合
符
が
附
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
は
す
べ
て
忠
実
に
再
現
す
る
よ
う
に
努
め
た
が
、
明
ら
か

に
誤
り
の
あ
る
も
の
は
訂
正
し
て
読
ん
だ
。
そ
の
際
、
一
々
注

記
す
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
。

一
、
原
文
に
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
心
覚
え
の
た
め
と
思
わ
れ
る
文

字
や
記
号
は
省
略
し
た
。

一
、
一
部
に
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
邢
昺
の
疏
は
、
省
略
し
た
。

一
、
各
章
末
に
、
武
内
義
雄
刊
『
論
語
義
疏
』（
大
正
十
三
年
一
月

懐
徳
堂
記
念
会
発
行
「
武
内
本
」
と
略
称
す
る
）
と
の
文
字

の
異
同
を
記
し
た
。
武
内
本
は
誤
植
が
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
必

ず
し
も
拠
る
べ
き
最
善
の
テ
キ
ス
ト
と
は
言
え
な
い
が
、
多
く

の
方
が
参
考
に
す
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

翻
刻
掲
載
に
あ
た
っ
て
は
、
大
槻
本
を
所
蔵
す
る
慶
応
義
塾
大
学

附
属
研
究
所
斯
道
文
庫
の
承
諾
を
得
た
。
特
に
記
し
て
感
謝
の
意
を

表
す
る
。

九十四―六 翻刻『論語義疏』（大槻本）
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論
語
季
氏
十(一
)六(二
)

疏(三
)

（
一
）
「
十
」
上
、
武
内
本
有
「
第
」
字
。

（
二
）
「
六
」
下
、
武
内
本
有
「
何
晏
集
解
」
四
字
、「
凡
四
十

章
」
四
字
（
小
字
單
行
）。

（
三
）
「
疏
」、
武
内
本
別
行
跳
格
。

【
疏
】

季
氏
者
、
魯
國
上
卿
、
豪
強
僭
濫
者
也
、
所
以
次
前
者
、
既
明
君
惡

故
據
臣
凶
、
故
以
季
氏
次
衞
靈
公
也
、

季
氏
ハ
、
魯
國
ノ
上
-卿
、
豪
強
僭
-濫
ナ
ル
者も
ノ

ナ
リ
、
前
ニ
次つ
い

ツ
ル

所
_以
ゆ
ゑ
ん

ハ
、
既
ニ
君
ノ
惡
ハ
故
コ
と
さ
ら

ニ
臣
ノ
凶
ニ
據
ル
コ
ト
ヲ
明
ス
、

故
ニ
季
氏
ヲ
以
テ
衞
ノ
靈
公
ニ
次
ツ
、

【
經
】

季
氏
將
伐
顓
臾
、

季
氏
將
ニ
顓
臾
ヲ
伐ウ

タ
ン
ト
將ス
、

【
疏
】

此
章
明
季
氏
專
征
濫
伐
之
惡
也
、
顓
臾
魯
之
附
庸
也
、
其
地
與
季
氏

菜(一
)邑

相
近
、
故
季
氏
將(二
)伐

而
幷
之
也
、
故
云
、
季
氏
將
伐
顓
臾
也(三
)、

此
ノ
章
ニ
ハ
季
氏
カ
專
-征
濫
-伐
ノ
惡
ヲ
明
ス
、
顓
臾
ハ
魯
ノ
附

（
附ツキ
）-庸
ナ
リ
、
其
ノ
地
季
氏
カ
菜
-邑
與ト

相
ヒ
_近
シ
、
故
ニ
季
氏

將
ニ
伐
テ
之
ヲ
幷ア
ハ

セ
ン
ト
將ス
、
故
ニ
云
ク
、
季
氏
將
ニ
顓
臾
ヲ
伐
ン

ト
將ス
、

【
經
】

冉
有
季
路
見
於
孔
子

冉
有
季
路
孔
子
ニ
見マ
み
え

テ

【
疏
】

二
人
時
仕
季
氏
爲
臣
、
見
季
氏
欲
濫
伐
、
故
來
見
孔
子
告
道
之
也
、

二
-人
時
ニ
季
氏
ニ
仕
テ
臣
爲タ

リ
、
季
氏
カ
濫ミ
タ

リ
ニ
伐
ン
ト
欲
ス
ル

ヲ
見
ル
、
故
ニ
來
テ
孔
子
ニ
見マ
み
え

テ
告ツ
け

テ
之
ヲ
道
フ
、

【
經
】

曰
﹆

季
氏
將
有
事
於
顓
臾
、

曰
ク
﹆

季
氏
將
ニ
顓
臾
ニ
事コ
ト

有
ラ
ン
ト
將ス
、
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【
疏
】

此
冉
有
告
孔
子
之
辭
也
、
有
事
、
謂
有
征
伐
之
事
也
、

此
ハ
冉
有
カ
孔
子
ニ
告
ル
ノ
辭
ナ
リ
、
事
有
リ
ト
ハ
、
謂い

は
ゆ

ル
征
-伐

ノ
事
有
ル
ソ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
顓
臾
宓
犧
之
後
、
風
姓
之
國
、
本
魯
之
附
庸
、
當
時
臣

屬
魯
、
季
氏
貪
其
地(四
)、

欲
滅
而
有
之
、
冉
有
與
季
路
爲
季
氏
臣
、
來

告
孔
子
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
顓
臾
宓フ
ツ

（
宓ヒツ
）
犧
ノ
後
、
風
-姓
ノ
國
ナ
リ
、
本も
ト

魯
ノ
附
庸
ナ
リ
、
當
-時
臣
ト
シ
テ
魯
ニ
屬
ス
、
季
氏
其
ノ
_地
ヲ
貪

テ
、
滅
シ
テ
之
ヲ
有タ
モ

タ
ン
ト
欲
ス
、
冉
有
ト
季
路
與ト

季
氏
カ
臣
爲タ

リ
、
來
テ
孔
子
ニ
告
ク
、

【
經
】

孔
子
曰
、
求
無
乃
爾
是
過
與
、

孔
子
ノ
曰
ク
、
求
無
_乃
ム
シ
ロ

爾な
ん
チ

是
レ
過ア
ヤ
マ

テ
ル
與カ

、

【
疏
】

求
冉
有
名
也
、
爾
汝
也
、
雖
二
人
倶
來
而
告
、
冉
有
獨
告
嫌
冉
有
又

爲
季
氏
有
聚
斂
之
失
、
故
孔
子
獨
呼
其
名
而
問
云
、
此
征
伐
之
事
、

無
乃
是
汝
之
罪
過
與
、
言
是
其
敎
導(五
)季

氏
、
爲
之
也
、

求
ハ
冉
有
カ
名
ナ
リ
、
爾
ハ
汝
ナ
リ
、
二
-人
倶
ニ
來
テ
告
ク
ト
雖

モ
、
冉
有
獨
リ
告ツ

ク
ル
コ
ト
ハ
冉
有
又
季
氏
カ
爲
ニ
聚
-斂
ノ
失
有

ル
コ
ト
ヲ
嫌キ
ラ

ツ
テ
ナ
リ
、
故
ニ
孔
子
獨
リ
其
ノ
_名
ヲ
呼
テ
問
テ
云

ク
、
此
ノ
征
-伐
ノ
事
ハ
、
無
_乃
ム
シ
ロ

是
レ
汝
ノ
罪
-過
與カ

、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
是

レ
其
レ
季
氏
ヲ
敎
ヘ
_導
テ
、
之
ヲ
爲ナ

サ
シ
ム
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
冉
求
爲
季
氏
宰
、
相
其
室
爲
之
聚
斂
、
故
孔
子
獨
疑
求

敎
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
冉
求
季
氏
カ
宰
ト
爲シ

テ
、
其
ノ
_室
ヲ
相タ
ス

ケ
テ
之

カ
爲
ニ
聚
-斂
ス
、
故
ニ
孔
子
獨
リ
求
敎
ヘ
ケ
ン
ト
疑
フ
、

【
經
】

夫
顓
臾
昔
者
先
王
以
爲
東
蒙
主
、

夫
レ
顓
臾
ハ
昔む
か
シ

先
-王
以
コ
れ
を
も

テ
東
蒙
ノ
主
ト
爲ス

、

九十四―六 翻刻『論語義疏』（大槻本）〈季氏篇〉
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【
疏
】

孔
子
拒
冉
有
不
聽
伐
之
也
、
言
顓
臾
是
昔
先
王
聖
人
之
所
立
、
以
主

蒙
山
之
祭
、
蒙
山
在
東
、
故
云
東
蒙
主
也
、
既
是
先
王
所
立
、
又
爲

祭
祀
之
主
、
故
不
可
伐
也
、

孔
子
冉
有
ヲ
拒フ
せ
き

テ
之
ヲ
伐
ン
コ
ト
ヲ
聽ユ
ル

サ
不ス

、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
顓
臾
ハ
是

レ
昔む
か
シ

先
-王
聖
-人
ノ
立た
つ

ル
所
ナ
リ
、
以
テ
蒙
山
ノ
祭
ニ
主
タ
ラ
シ

ム
、
蒙
山
ハ
東
ニ
在
リ
、
故
ニ
云
ノ
た
ま
は

ク
東
蒙
ノ
主
ナ
リ
、
既
ニ
是
レ

先
-王
ノ
立
ツ
ル
所
ナ
リ
、
又ま

タ
祭
-祀
ノ
主
爲タ

ラ
シ
ム
、
故
ニ
伐
ツ

可へ
か
ら

不ス

、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
使
主
祭
蒙
山
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
蒙
山
ヲ
祭ま
ツ

ル
ニ
主
タ
ラ
使シ

ム
、

【
經
】

且
在
邦
域
之
中
矣
、

且
ツ
邦
-域
ノ
中
ニ
在
リ
、

【
疏
】

言
且
顓
臾
在
魯
七
百
里
封
内
、
故
云
、
在
邦
域
中
之
也
、

言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
且ま

タ
顓
臾
ハ
魯
七
-百
-里
ノ
封
-内
ニ
在
リ
、
故
ニ
云
ノ
た
ま
は

ク
、
邦
-域
ノ
中
ニ
在
リ
ト
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
魯
七
百
里
之
邦
、
顓
臾
爲
附
庸
、
在
其
域
中
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
魯
ハ
七
-百
-里
ノ
邦
、
顓
臾
ハ
附
-庸
ト
爲シ

テ
、

其
ノ
域
-中
ニ
在
リ
、

【
經
】

是
社
稷
之
臣
也
、

是
レ
社
-稷
ノ
臣
ナ
リ
、

【
疏
】

國
主
社
稷
、
顓
臾
既
屬
魯
國
、
故
是
社
稷
之
臣
也
、

國
ハ
社
-稷
ヲ
主
ト
ス
、
顓
臾
ハ
既
ニ
魯
國
ニ
屬
ス
、
故
ニ
是
レ
社
-

稷
ノ
臣
ナ
リ
、
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【
經
】

何
以
爲
伐
也
、

何
ヲ
_以
テ
カ
伐ウ

ツ
コ
ト
ヲ
爲セ

ン
、

【
疏
】

既
歴
陳
不
可
伐
之
事
、
而
此
改
問
、
其
何
以
用
伐
滅
之
爲
也
、

既
ニ
伐
ツ
可へ
か
ら

不さ
る

ノ
事
ヲ
歴ヘ

_陳ノ

ヘ
テ
、
而
シ
テ
此
レ
ハ
改
メ
テ
問

フ
、
其
レ
何
ヲ
_以
テ
カ
用
テ
之
ヲ
伐
チ
_滅
ス
コ
ト
ヲ
爲セ

ン
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
已
屬
魯
爲
社
稷
之
臣
、
何
用
滅
之
爲
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
已
ニ
魯
ニ
屬
シ
テ
社
-稷
ノ
臣
爲タ

リ
、
何
ヲ
_用
テ

カ
之
ヲ
滅ホ
ろ
ほ

ス
コ
ト
ヲ
爲セ

ン
、

【
疏
】

鄭
注
詩
曰(六
)、

諸
侯
不
臣
附
庸
、
而
此
云
是
社
稷
臣
者
、
當
爾
時
、
已

臣
屬
魯
故
也
、

鄭
カ
注
ノ
詩
ニ
曰
ク
、
諸
侯
ハ
附
-庸
ヲ
臣
ト
セ
不ス

、
而
ル
ヲ
此コ
コ

ニ

是
レ
社
-稷
ノ
臣
ト
云
コ
ト
ハ
、
爾ソ

ノ
_時
ニ
當
テ
、
已
ニ
臣
ト
シ
テ

魯
ニ
屬
ス
ル
故
ナ
リ
、

【
經
】

冉
有
曰
、
夫
子
欲
之
、

冉
有
カ
曰
ク
、
夫
-子
之
ヲ
欲ホ
つ

ス
、

【
疏
】

夫
子
指
季
氏
也
、
冉
有
言
、
伐
顓
臾
之
事
、
是
季
氏
所
欲
、
故
云
夫

子
欲
之
也
、

夫
-子
ト
ハ
季
氏
ヲ
指
ス
、
冉
有
カ
言
ク
、
顓
臾
ヲ
伐
ツ
ノ
事
ハ
、

是
レ
季
氏
カ
欲
ス
ル
所
ナ
リ
、
故
ニ
云
ク
夫
-子
之
ヲ
欲
ス
ト
、

【
經
】

吾
二
臣
者
、
皆
不
欲
也
、

吾わ
レ

二
-臣
ハ
、
皆み
ナ

欲
セ
不ス

、

【
疏
】

稱
吾
二
臣
、
是
冉
有
自
謂
及
子
路
也
、
言
我
二
臣
、
皆
不
欲
伐
之
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也
、
冉
有
恐
孔
子
不
獨
信
己
、
故
引
子
路
爲
儔
證
也
、

吾わ
レ

二
-臣
ト
稱
ス
ル
コ
ト
ハ
、
是
レ
冉
有
自
ミ
つ
か
ら

謂
テ
子
路
ニ
及
ス
、

言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
我わ
レ

二
-臣
ハ
、
皆み
ナ

之
ヲ
伐
ン
コ
ト
ヲ
欲
セ
不ス

、
冉
有
孔
子
ノ

獨ひ
と
り

己お
の
レ

ヲ
信
セ
不さ
ら

ン
コ
ト
ヲ
恐
ル
、
故
ニ
子
路
ヲ
引
テ
儔ト
モ

ト
爲シ

テ
證ア
か

ス
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
歸
咎
於
季
氏(七
)、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
咎ト
カ

ヲ
季
氏
ニ
歸
ス
、

【
經
】

孔
子
曰
求
、

孔
子
ノ
曰
ク
求
、

【
疏
】

孔
子
不
許
冉
有
歸
咎
於
季
氏
、
故
云
又
呼
求
名
而(八
)語

之
也
、

孔
子
冉
有
カ
咎ト
カ

ヲ
季キ

氏
ニ
歸
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
不ス

、
故
ニ
云
ノ
た
ま
は

ク
又

求
カ
名
ヲ
呼
テ
之
ニ
語
ル
、

【
經
】

周
任
有
言
、
曰
陳
力
就
列
、
不
能
者
止
、

周
任
言
ヘ
ル
コ
ト
有
リ
曰
ク
、
力
ヲ
陳ノ
ヘ

テ
列
ニ
就
ク
、
能
ハ
不さ

ル
ト

キ
ハ
止
ム
、

【
疏
】

此
語
之
辭
也
、
周
任
古
之
良
史
也
、
周
任
有
言
云
、
人
生
事
君
、
當

先
量
後
入
、
若
計
陳
我
才
力
所
堪
、
乃
後
就
其
列
次
、
治
其
職
任

耳
、
若
自
量
才
不
堪
、
則
當
止
而
不
爲
也
、

此
レ
ハ
語
ル
ノ
辭
ナ
リ
、
周
任
古
ノ
良
-史
ナ
リ
、
周
任
言
ヘ
ル
コ

ト
有
リ
云
ク
、
人
-生
君
ニ
事
ツ
か
う
ま
つ

ル
コ
ト
、
當
ニ
先
ツ
量
テ
後
ニ
入

ル
當ヘ
シ
、
若
シ
我
カ
才
-力
ノ
堪タ

フ
ル
所
ヲ
計
リ
_陳の
へ

テ
、
乃
チ
後
ニ

其
ノ
列
-次
ニ
就
テ
、
其
ノ
職
-任
ヲ
治
ム
ル
耳ノ
ミ

、
若
シ
自
ミ
つ
か
ら

才
ヲ
量

テ
堪
ヘ
不マ
ジ

キ
、
則と
き
ん

ハ
當
ニ
止
テ
爲セ

不サ

ル
當ヘ
シ
、

【
注
】

馬
融
曰
、
周
任
古
之
良
史
也
、
言
當
陳
其
才
力
、
度
己
所
任
、
以
就

其
位
、
不
能
則
當
止
也
、

馬
融
カ
曰
ク
、
周
任
ハ
古
ノ
良
-史
ナ
リ
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
當
ニ
其
ノ
才
-
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力
ヲ
陳ノ

ヘ
テ
、
己
カ
任
ス
ル
所
ヲ
度ハ
カ

ツ
テ
、
其
ノ
_位
ニ
就
ク
當ヘ
シ
、

能
ハ
不さ

ル
則と
き
ん

ハ
當
ニ
止
ム
當ヘ
シ
、

【
經
】

危
而
不
持
、
顚
而
不
扶
、
則
將
焉
用
彼
相
矣
、

危ア
や
ふ

ケ
レ
ド
モ
持タ
モ

タ
不ス

、
顚
ク
ツ
カ
ヘ

レ
_而ト
モ

扶
ケ
不ス

ン
ハ
、
將
ニ
焉
イ
つ
く
ん

ソ
彼

ノ
相
ヲ
用
ン
、

【
疏
】

既
量
而
就
、
汝
今
爲
人
之
臣
、
臣
之
爲
用
、
正
至
匡
弼
、
持
危
扶

顚
、
今
假
季
氏
欲
爲
濫
伐
、
此
是
危
顚
之
事
、
汝
宜
諫
止
、
而
汝
不

諫
止
、
乃
云
夫
子
欲
之
、
吾
等
不
欲
則
、
何
用
汝
爲
彼
之
輔
相
乎
、

若
必
不
能
、
是
不
量
而
就
之
也
、

既
ニ
量
テ
就
テ
、
汝な
ん
チ

今
人
ノ
臣
爲タ

リ
、
臣
ノ
用
爲タ

ル
コ
ト
、
正
ニ

匡
-弼
シ
テ
（
匡タタ
シ
弼タス
ク
）、
危
ヲ
持タ
も

チ
顚
ヲ
扶
ク
ル
ニ
至
ル
、
今
假カ
リ

ニ
季
氏
濫
-伐
ヲ
爲セ

ン
ト
欲
、
此
レ
ハ
是
レ
危
-顚
ノ
事
ナ
リ
、
汝
宜

ク
諫
メ
_止
ム
宜ヘ
シ
、
而
ル
ヲ
汝な
ん
チ

諫
メ
_止
メ
不ス

、
乃
チ
云
ク
夫
-子

之
ヲ
欲
ス
、
吾わ
レ

_等
欲
セ
不ス

ト
イ
フ
則と
き
ん

ハ
、
何
ソ
汝
ヲ
用
テ
彼
カ

輔
-相
ト
爲セ

ン
乎ヤ

、
若
シ
必
ス
能
ク
セ
不す

ン
ハ
、
是
レ
量
ラ
不す

シ
テ

之
ニ
就
ク
ナ
リ
、

【
注
】

苞
氏
曰
、
言
輔
相
人
者
、
當
能
持
危
扶
顚
、
若
不
能
、
何
用
相
爲

也
、

苞
氏
カ
曰
ク
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
人
ヲ
輔タ
ス

ケ
_相タ
ス

ク
ル
者
ハ
、
當
ニ
能
ク
危
ヲ

持た
も

チ
顚
ル
ヲ
扶
ク
當ヘ
シ
、
若
シ
能
ハ
不す

ン
ハ
、
何
ヲ
_用
テ
カ
相タ
ス

ク

ル
コ
ト
ヲ
_爲セ

ン
、

【
經
】

且
爾
言
過
矣
、
虎
、
兕
出
柙
、
龜
、
玉
毀
櫝
中
、
是
誰
之
過
與
、

且
ツ
爾
カ
言コ
ト

過ア
や
ま

テ
リ
、
虎
、
兕シ

柙カ
フ

ヲ
出
テ
、
龜
、
玉
櫝ヒ
ツ

ノ
_中ナ
カ

ニ
毀ヤ
フ

レ
ナ
ハ
、
是
レ
誰
カ
過
チ
ソ
與ヤ

、

【
疏
】

又
罵
之
而
設
譬
也
、
兕
如
牛
而
色
青
、
柙
檻
也
、
檻
貯
於
虎
兕
之
器

也
、
櫝
函(九
)、

貯
龜
玉
之
匣
也
、
言
汝
云
吾
二
臣
皆
不
欲
也
、
此
是
汝

之
罪
也
、
汝
爲
人
輔
相
、
當
主
諫
君
失
﹆

譬
如
爲
人
掌
虎
兕
龜
玉
、

若
使
虎
兕
破
檻
而
逸
出
、
及
龜
玉
毀
碎
於
函
匱
之
中
、
此
是
誰
過
、

則
豈
非
守
檻
函
者
過
乎
、
今
季
氏
濫
伐
、
此
是
誰
過
、
則
豈
非
汝
輔
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相
之
過
乎
、
何
得
言
吾
二
臣
不
欲
耶(一
〇
)、

又ま
た

之
ヲ
罵
テ
譬
ヲ
設
ク
、
兕シ

ハ
牛
ノ
如
ニ
シ
テ
色い
ロ

_青
シ
、
柙
ハ
檻

ナ
リ
、
檻
ハ
虎
-兕
ヲ
貯タ

ク
ワ

ウ
ル
ノ
器
ナ
リ
、
櫝ト
ク

ハ
函カ
ン

ナ
リ
、
龜
-玉

ヲ
貯
タ
く
は
ふ

ル
ノ
匣ヒ
ツ

ナ
リ
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
汝な
ん
チ

吾わ
レ

二
-臣
ハ
皆み
な

欲
セ
不ス

ト
云
フ
、

此
レ
ハ
是
レ
汝
カ
罪
ナ
リ
、
汝な
ん
チ

人
ノ
輔
-相
ト
爲シ

テ
ハ
、
當
ニ
君
ノ

失
ヲ
諫
ム
ル
コ
ト
ヲ
主
ト
ス
當ヘ
シ
﹆

譬
ハ
人
ノ
爲
ニ
虎
-兕
龜
-玉
ヲ

掌
ツ
か
さ
と

ル
カ
如
シ
、
若
シ
虎
-兕シ

ヲ
使シ

テ
檻
ヲ
破
テ
逸
-出
シ
、
及
ヒ

龜
-玉
ヲ
函
-匱
ノ
中
ニ
毀
-碎
セ
使シ
メ
ハ
、
此
レ
是
ハ
誰
カ
過ア
ヤ
マ

チ
ソ

ヤ
、
則
チ
豈
ニ
檻
-函
ヲ
守
ル
者も
ノ

ノ
過
ニ
非
ス
ヤ
、
今
季
-氏
濫
-伐

ス
、
此
レ
ハ
是
レ
誰
カ
過
チ
ソ
ヤ
、
則
チ
豈
ニ
汝な
ん
チ

輔
-相
ノ
過
ニ
非

ス
ヤ
、
何
ソ
言
フ
コ
ト
ヲ
得
ン
吾わ
レ

二
-臣
ハ
欲
セ
不ス

ト
耶ヤ

、

【
注
】

馬
融
曰
、
柙
檻
也
、
櫝
櫃
也
、
失
毀
非
典
守
者
之
過
耶
也
、

馬
融
カ
曰
ク
、
柙カ
フ

ハ
檻カ
ン

、
櫝ト
ク

ハ
櫃キ

、
失
-毀
典
ツ
カ
サ
ト

リ
_守
ル
_者も
ノ

ノ
過ア
や
ま

チ
ニ
非
ス
耶ヤ

、

【
疏
】

櫃
即
函
也
﹆

欒
肇
云
、
陽
虎
家
臣
而
外
叛
、
是
出
虎
兕
於
檻
也
、
伐

顓
臾
於
邦
内
、
是
毀
龜
玉
於
櫝
中
也
﹆

張
憑
云(一
一
)、

虎
兕
出
於(一
二
)柙

、

喩
兵
擅
用
於
外
也
、
龜
玉
毀
於
櫃
中
、
喩
仁
義
廢
於
内
之
也
、

櫃
ハ
即
チ
函
ナ
リ
﹆

欒
肇
カ
云
ク
、
陽
虎
家
-臣
ト
シ
テ
叛ソ
ム

ク
、
是

レ
虎
-兕シ

ヲ
檻
ヨ
リ
出
ス
ナ
リ
、
顓
臾
ヲ
邦
-内
ニ
伐
ツ
、
是
レ
龜
-

玉
ヲ
櫝ト
ク

-中
ニ
毀
ル
ナ
リ
﹆

張
憑
カ
云
ク
、
虎
-兕シ

ノ
柙
ヨ
リ
出
ル

ハ
、
兵
ヲ
_
擅
ホ
シ
イ
マ
マ

ニ
外
ニ
用
ル
ニ
喩
フ
、
龜
-玉
ノ
櫃
-中
ニ
毀ヤ
フ

ル
ル

ヲ
ハ
、
仁
-義
ノ
内
ニ
廢ス
タ

ル
ル
ニ
喩
フ
、

【
經
】

冉
有
曰
、
今
夫
顓
臾
固
而
近
於
費
、

冉
有
カ
曰
ク
、
今い
マ

夫
ノ
顓
臾
ハ
固カ
た
く

シ
テ
費ヒ

ニ
近
シ
、

【
疏
】

固
謂
城
郭
甲
兵
堅
利
、
費
季
氏
菜(一
三
)邑

名
也
、
冉
有
既
得
孔
子
罵
及

譬
喩
、
而
輸
城(一
四
)服
罪
、
更
説
顓
臾
宜
伐
之
意
也
、
言
所
以
伐
顓
臾

者
、
城
郭
甲
兵
堅
利
、
復
與
季
氏
邑
、
相
近
之
也
、

固
ト
ハ
城
-郭
甲
-兵
ノ
堅
-利
ナ
ル
ヲ
謂
フ
、
費
ハ
季
氏
カ
菜
-邑
ノ

名
ナ
リ
、
冉
有
既
ニ
孔
子
ノ
罵
リ
及
ヒ
譬
-喩
ス
ル
ヲ
得
テ
、
城
ヲ

輸イ
タ

シ
テ
罪
ニ
服
ス
、
更
ニ
顓
臾
カ
宜
ク
伐
ツ
宜ヘ
キ
ノ
意
ヲ
説
ク
、
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言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
顓
臾
ヲ
伐
ツ
所
_以
ゆ
ゑ
ん

ハ
、
城
-郭
甲
-兵
堅
-利
ニ
シ
テ
、
復ま
た

季
氏
カ
邑
與ト

、
相
_近
シ
、

【
注
】

馬
融
曰
、
固
謂
城
郭
完
堅
、
兵
甲
利
也
、
費
季
氏
之
邑
也
、

馬
融
カ
曰
ク
、
固
ト
ハ
城
-郭
ノ
完マ
ツ
タ

ク
_堅
ク
、
兵
-甲
ノ
利
ナ
ル
ヲ

謂
フ
、
費
ハ
季
氏
カ
邑
ナ
リ
、

【
疏
】

兵
刃
也
、
甲
鎧
也
、

兵
ハ
刃
、
甲
ハ
鎧
、

【
經
】

今
不
取
、
後
世
必
爲
子
孫
憂
、

今い
マ

取
ラ
不す

ン
ハ
、
後
-世
必
か
な
ら
す

子
-孫
ノ
憂
ヲ
爲ナ

サ
ン
、

【
疏
】

子
孫
、
季
氏
之
子
孫
也
、
冉
有
又
言
、
顓
臾
既
城
郭
堅
、
甲
兵
利
、

又
與
費
邑
相
近
、
其
勢
力
方
豪
、
及
其
今
日
、
猶
可
撲
滅
、
若
今
日

不
伐
取
、
則
其
後
世
、
必
伐
於
費
所
以
爲
後
世
子
孫
之
憂
也
、

子
-孫
ト
ハ
、
季
氏
カ
子
-孫
ナ
リ
、
冉
有
又
言
ク
、
顓
臾
既
ニ
城
郭

堅
ク
、
甲
-兵
利
ニ
シ
テ
、
又
費
ノ
邑
與ト

相
_近
シ
、
其
ノ
勢
-力
方マ
サ

ニ
豪
ナ
リ
、
其
レ
今
-日
ニ
及
テ
ハ
、
猶
ヲ
撲ウ

チ
_滅
ス
可
シ
、
若
シ

今
-日
伐う
ち

テ
_取
ラ
不す

ン
ハ
、
其
レ
後
-世
ニ
、
必
ス
費
ヲ
伐ウ
ち

テ
後
-世

子
-孫
ノ
憂
ヲ
爲
サ
ン
所
_以
ゆ
ゑ
ん

ナ
リ
、

【
經
】

孔
子
曰
、
求
﹆

君
子
疾
夫
、

孔
子
ノ
曰
の
た
ま
は

ク
、
求
﹆

君
-子
ハ
夫カ
レ

ヲ
疾ニ
ク

ム
、

【
疏
】

孔
子
聞
冉
有
言
、
知
其
虚
妄
、
故
更
呼
而
語
之
也
、
夫
夫
冉
有
之
言

也
、
季
氏
欲
伐
實
是
貪
顓
臾
之
地
、
今
汝
不
言
季
孫
是
貪
顓
臾
、
欲

伐
取
之
、
而
假
云
顓
臾
固
而
近
費
、
恐
爲
子
孫
憂
、
如
汝
此
言
、
是

君
子
之
所
謂
疾
也
﹆

故
云
、
君
子
疾
夫
也
、

孔
子
冉
有
カ
言コ
ト

ヲ
聞
テ
、
其
ノ
虚
-妄
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
、
故
ニ
更

ニ
呼
テ
之
ニ
語
ル
、
夫カ
レ

ト
ハ
冉
有
カ
言コ
ト

ニ
夫か
レ

ソ
、
季
氏
カ
伐
ン
ト
欲

ス
ル
ハ
實
ハ
_是
レ
顓
臾
ノ
地
ヲ
貪ム
さ
ほ

ル
、
今い
マ

ニ
_
汝な
ん
チ

季
孫
是
レ
顓
臾
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ヲ
貪
テ
、
伐
テ
之
ヲ
取
ン
ト
欲
ス
ト
言
ハ
不す

シ
テ
、
而
シ
テ
假カ
リ

ニ
云

ク
顓
臾
カ
固カ
た
く

シ
テ
費
ニ
近
シ
、
子
-孫
ノ
憂
ヲ
爲ナ

サ
ン
コ
ト
ヲ
恐
ル

ト
、
汝
カ
此
ノ
_言
ノ
如
キ
ン
ハ
、
是
レ
君
-子
ノ
謂
テ
疾ニ
ク

ム
所
ナ

リ
﹆

故
ニ
云
ノ
た
ま
は

ク
、
君
-子
ハ
夫カ
レ

ヲ
疾
ム
ト
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
疾
如
汝
之
言
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
汝
カ
言コ
ト

ノ
如
ク
ナ
ル
ヲ
疾ニ
ク

ム
、

【
經
】

捨(一
五
)曰

欲
之
而
必
更
爲
之
辭
、

欲ホ
つ

ス
ト
曰
フ
ヲ
捨
テ
テ
必
ス
更
ニ
辭
ヲ
爲ツ
ク

ル
、

【
疏
】

此
是
君
子
所
疾
者
也
、
捨
猶
除
也
、
冉
有
不
道
季
氏
貪
欲
濫
伐
、
是

捨
曰
欲
、
之
而
假
稱
顓
臾
固
近
費
、
是
是
而
必
爲
之
辭
、

此
レ
ハ
是
レ
君
-子
ノ
疾に
く

ム
所
ノ
者も
ノ

ナ
リ
、
捨
ハ
除
ノ
猶こ
と

シ
、
冉
有

季
氏
貪
-欲
シ
テ
濫
-伐
ス
ト
道い

ハ
不す

シ
テ
、
是
レ
欲
ス
ト
曰
フ
ヲ
捨

テ
テ
、
而
シ
テ
假か
り

ニ
顓
臾
固カ
タ

フ
シ
テ
費
ニ
近
シ
ト
稱
ス
、
是
レ
ヲ
是

ト
シ
テ
必
ス
之
ノ
辭
ヲ
爲
ス
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
捨(一

六
)其

貪
利
之
説
、
而
更
作
他
辭
、
是
所
疾
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
其
ノ
貪
-利
ノ
説
ヲ
捨
テ
テ
、
更
ニ
他
ノ
_辭
ヲ
作つ
ク

ル
、
是
レ
疾ニ
ク

ム
所
ナ
リ
、

【
經
】

丘
也
聞
、
有
國
有
家
者
、
不
患
寡
、
而
患
不
均
、

丘
聞
ク
、
國
ヲ
有タ
モ

チ
家
ヲ
有
ツ
者も
ノ

ハ
、
寡ス
ク
ナ

キ
コ
ト
ヲ
患
ヘ
不ス

、
均ヒ
ト

シ
カ
ラ
不さ

ル
コ
ト
ヲ
患
フ
、

【
疏
】

孔
子
罵
冉
有
既
竟
、
而
更
自
稱
名
、
爲
其
説
季
氏
子
孫
之
憂
不
顓
臾

也
、
將
欲
言
之
、
故
先
廣
陳
其
理
也
、
不
敢
云
出
己
、
故
曰
聞
也
、

有
國
、
謂
諸
侯
也
、
有
家
謂
卿
大
夫
也
、
言
夫
爲
諸
侯
及
卿
大
夫

者
、
不
患
土
地
人
民
寡
少
、
所
患
政
之
不
能
均
平
耳
、
今
季
氏
爲
政

不
能
均
平
、
則
何
用
濫
伐
、
欲
多
土
地
人
民
爲
耶(一
七
)、

孔
子
冉
有
ヲ
罵
ル
コ
ト
既
ニ
竟
テ
、
而
シ
テ
更
ニ
自
ミ
つ
か
ら

名
ヲ
稱
シ
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テ
、
其
ノ
爲
ニ
季
氏
カ
子
-孫
ノ
憂
ヘ
顓
臾
ニ
不あ
ら
さ

ラ
ン
コ
ト
ヲ
説

ク
、
將
ニ
之
ヲ
言
ハ
ン
ト
欲
ス
、
故
ニ
先
ツ
廣
ク
其
ノ
_理
ヲ
陳ノ

フ
、

敢
テ
己お
の
レ

ヨ
リ
出
ツ
ト
云
ハ
不す

、
故
ニ
聞
ク
ト
曰
フ
、
國
ヲ
有タ
モ

ツ
ト

ハ
、
諸
侯
ヲ
謂
フ
、
家
ヲ
有た
も

ツ
ト
ハ
卿
大
夫
ヲ
謂
フ
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
夫

レ
諸
侯
及
ヒ
卿
大
夫
爲タ

ル
者も
ノ

ハ
、
土
-地
人
-民
ノ
寡
-少
ナ
ル
コ
ト

ヲ
患
ヘ
不ス

、
患
ル
所
ハ
政
ノ
均
-平
ナ
ル
コ
ト
能
ハ
不さ

ル
耳ノ
ミ

、
今
季

氏
政
ヲ
爲ス

ル
コ
ト
均
-平
ナ
ル
コ
ト
能
ハ
不ス

、
則
チ
何
ソ
濫
-伐
ヲ
用

テ
、
土
-地
人
-民
ヲ
多お
ほ
か

ラ
ン
コ
ト
ヲ
欲
シ
テ
爲ス

ル
ヤ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
國
諸
侯
也
、
家
卿
大
夫
也
、
不
患
土
地
人
民
之
寡
少
、

患
政
治
之
不
均
平
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
國
ト
ハ
諸
侯
ソ
、
家
ト
ハ
卿
大
夫
ソ
、
土
-地
人
-

民
ノ
寡
-少
ナ
ル
コ
ト
ヲ
患
ヘ
不ス

、
政
-治
ノ
均
-平
ナ
ラ
不さ

ル
コ
ト

ヲ
患
フ
、

【
經
】

不
患
貧
而
患
不
安
、

貧
シ
キ
コ
ト
ヲ
患
ヘ
不ス

安や
ス

ン
セ
不さ

ル
コ
ト
ヲ
患
フ
、

【
疏
】

爲
國
家
者
、
何
患
民
貧
乏
耶
、
政
患
不
能
使
民
安
、

國
-家
ヲ
爲ヲ

サ

ム
ル
者も
ノ

ハ
、
何
ソ
民
ノ
貧
-乏
ヲ
患
ヘ
ン
ヤ
、
政
ノ
民
ヲ

使シ

テ
安
セ
使シ
ム
ル
コ
ト
能
ハ
不さ

ル
コ
ト
ヲ
患
フ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
憂
不
能
安
民
耳
、
民
安
則
國
富
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
民
ヲ
安や
ス

ン
ス
ル
コ
ト
能
ハ
不さ

ル
コ
ト
ヲ
憂
ル
耳ノ
ミ

、

民
_安
キ
則と
き
ん

ハ
國
_富
メ
リ
、

【
疏
】

百
姓
足
、
君
孰
與
不
足
、
是
也
、

百
-姓
足タ

ン
ナ
ハ
、
君
_孰タ
レ

ト
與ト
モ

ニ
カ
足
ラ
不さ
ら

ン
ト
イ
フ
、
是
ナ
リ
、

【
經
】

蓋
均
無
貧
、

蓋
シ
均ヒ
ト

シ
キ
ト
キ
ハ
貧
シ
キ
コ
ト
無
シ
、
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【
疏
】

結
前
事
也
、
此
結
前
不
貧
之
事
也
、
若
爲
政
均
平
則
、
國
家
自
富
、

故
無
貧
乏
也
、

前
ノ
_事
ヲ
結
ス
、
此
ハ
前
ノ
貧
シ
カ
ラ
不さ

ル
ノ
事
ヲ
結
ス
、
若
シ

政
ヲ
爲ス

ル
コ
ト
均
-平
ナ
ル
則と
き
ん

ハ
、
國
-家
自
ヲ
の
つ
か
ら

_富
ム
、
故
ニ
貧
-

乏ホ
フ

無
シ
、

【
經
】

和
無
寡
、

和
ス
ル
ト
キ
ハ
寡
キ
コ
ト
無
シ
、

【
疏
】

此
結
不
寡
也
、
言
政
若
能
和
則
、
四
方
來
至
、
故
土
地
民
人
不
寡
少

也
、

此
レ
寡
カ
不ら
さ

ル
ヲ
結
ス
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
政
ま
つ
り
こ
と

若
シ
能
ク
和
ナ
ル
則と
き
ん

ハ
、

四
-方
ヨ
リ
來
リ
_至
ル
、
故
ニ
土
-地
民
-人
寡
-少
ナ
ラ
不ス

、

【
經
】

安
無
傾
、

安や
ス

ン
ス
ル
ト
キ
ハ
傾か
た
ム

ク
コ
ト
無
シ
、

【
疏
】

若
能
安
民
則
、
君
不
傾
危
也
﹆

然
上
云
、
不
患
寡
、
患
不
均
、
不
患

貧
、
患
不
安
、
則
下(一
八
)
應
云
均
無
寡
、
安
無
貧(一
九
)、
今
云
、
均
無
貧
、

和
無
寡
、
又
長
云
、
安
無
傾
者
、
竝
相
互
爲
義
、
由
均
和
、
故
安
無

傾
之
也
、

若
シ
能
ク
民
ヲ
安
ス
ル
則と
き
ん

ハ
、
君
傾
キ
_危
カ
ラ
不ス
﹆

然
ル
ニ
上
ニ

云
ノ
た
ま
は

ク
、
寡
コ
ト
ヲ
患
ヘ
不ス

、
均
シ
カ
ラ
不さ

ル
コ
ト
ヲ
患
フ
、
貧
キ

コ
ト
患
ヘ
不ス

、
安
ン
セ
不さ

ル
コ
ト
ヲ
患
フ
ト
云
フ
、
則と
き
ん

ハ
下
ニ
均

キ
ト
キ
ハ
寡
キ
コ
ト
無
シ
、
安
ン
ス
ル
ト
キ
ハ
貧
キ
コ
ト
無
シ
ト
云

フ
應へ

シ
、
今い
マ

云
ノ
た
ま
は

ク
、
均
キ
ト
キ
ハ
貧
シ
キ
コ
ト
無
シ
、
和
ナ
ル
ト

キ
ハ
寡
キ
コ
ト
無
シ
、
又
長
シ
テ
（
長マ
シ
テ
）
云
ノ
た
ま
は

ク
、
安
ス
ル
ト

キ
ハ
傾
ク
コ
ト
無
シ
ト
ハ
、
竝
ニ
相
ヒ
_互タ
カ

ヘ
テ
義
ヲ
爲ナ

ス
、
均
-和

ニ
由
ル
、
故
ニ
云
ノ
た
ま
は

ク
安
ス
ル
ト
キ
ハ
傾
ク
コ
ト
無
シ
ト
、

【
注
】

苞
氏
曰
、
政
敎
均
平
則
、
不
患
貧
矣
、
上
下
和
同
、
不
患
寡
矣
、
小

大
安
寧
﹆

不
傾
危
也
、

苞
氏
カ
曰
ク
、
政
-敎
均
-平
ナ
ル
則と
き
ん

ハ
、
貧
シ
キ
コ
ト
ヲ
患
ヘ
不ス

、
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上
-下
和
-同
ス
ル
ト
キ
ハ
、
寡
キ
コ
ト
ヲ
患
ヘ
不ス

、
小
-大
安
-寧
ナ

ル
ト
キ
ハ
﹆

傾
キ
_危
カ
ラ
不ス

、

【
經
】

夫
如
是
故
、
遠
人
不
服
則
、
修
文
德
以
來
之(二
〇
)、

夫
レ
是
ノ
如
ナ
ル
故
ニ
、
遠
-人
服
セ
不さ

ル
則と
き
ん

ハ
、
文
-德
ヲ
修
メ

テ
以
テ
之
ヲ
來
タ
ス
、

【
疏
】

此
明
不
患
寡
少
之
由
也
、
如
是
猶
如
此
也
、
若
國
家
之
政
能
如
此
、

安
不
傾
者
、
若
遠
人
猶
有
不
服
化
者
、
則
我
廣
修
文
德
於
朝
、
使
彼

慕
德
而
來
至
也
、
故
舜
舞
干
羽
於
兩
階
、
而
苗
民
至
也(二
一
)、

此
レ
ハ
寡
-少
ナ
ル
コ
ト
ヲ
患
ヘ
不さ

ル
ノ
由
ヲ
明
ス
、
如
-是
ハ
如
-

此
ノ
猶こ
と

シ
、
若
シ
國
-家
ノ
政
ま
つ
り
こ
と

能
ク
此
ノ
如
ク
、
安
ス
ル
ト
キ
ハ

傾
カ
不さ

ル
者も
ノ

ナ
リ
、
若
シ
遠
-人
猶
ヲ
化
ニ
服
セ
不さ

ル
者も
ノ

有
ラ
ハ
、

我わ
レ

廣
ク
文
-德
ヲ
朝
ニ
修
メ
テ
、
彼
ヲ
使シ

テ
德
ヲ
慕
テ
來
リ
至
ラ
使シ

ム
、
故
ニ
舜
干
-羽
ヲ
兩
-階
ニ
舞
シ
テ
、
苗
-民
至
ル
、

【
經
】

既
來
之
則
安
之
、

既
ニ
來
タ
ル
則と
き
ん

ハ
之
ヲ
安
ン
ス
、

【
疏
】

遠
方
既
至
則
、
又
用
德
澤
、
撫
安
之
、

遠
-方
既
ニ
至
ル
則と
き
ん

ハ
、
又
德
-澤
ヲ
用
テ
、
之
ヲ
撫
-安
ス
、

【
經
】

今
由
與
求
也
相
夫
子
、

今
由
ト
求
與ト

ハ
夫
-子
ヲ
相タ
ス

ケ
テ
、

【
疏
】

夫
子
季
氏
也
、
言
今
汝
及
由
二
人
相
於
季
氏
、
無
恩
德
也
、

夫
-子
ト
ハ
季
氏
ナ
リ
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
今い
マ

汝な
ん
チ

及
ヒ
由
二
-人
季
氏
ヲ
相タ
す
け

テ
、
恩
-德
無
シ
、

【
經
】

遠
人
不
服
、
而
不
能
來
也
、

遠
-人
服
セ
不さ

レ
ト
モ
、
來
タ
ス
コ
ト
能
ハ
不ス

、
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【
疏
】

言
汝
二
人
爲
季
氏
相
、
不
能
修
文
德
、
以
來
服
遠
人
也
、

言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
汝な
ん
チ

二
-人
季
氏
カ
相
ト
爲シ

テ
、
文
-德
ヲ
修
メ
テ
、
遠
-人

ヲ
來
-服
ス
ル
コ
ト
能
ハ
不ス

、

【
經
】

邦
分
崩
離
柝(二
二
)而

不
能
守
也
、

邦
分
-崩
離
-柝セ
キ

ス
レ
ト
モ
守
ル
コ
ト
能
ハ
不ス

、

【
疏
】

言
汝
二
人
相
季
氏
、
季
氏
治
魯
、
既
外
不
來
遠
人
、
而
内
又
離
柝(二
三
)、

不
能
守
國
也

言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
汝な
ん
チ

二
-人
季
氏
ヲ
相た
す

ク
、
季
氏
魯
ヲ
治
ム
、
既
ニ
外ほ
カ

遠
-人

ヲ
來
タ
不さ
ス

、
内う
チ

又
離
-柝
ス
、
國
ヲ
守
ル
コ
ト
能
ハ
不ス

【
注
】

孔
安
國
曰
、
民
有
異
心
曰
分
、
欲
去
曰
崩
、
不
可
會
聚
曰
離
柝(二
四
)、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
民
ノ
異
-心
有
ル
ヲ
分
ト
曰
フ
、
去
ラ
マ
ク
欲
ス

ル
ヲ
崩
ト
曰
フ
、
會
-聚
ス
可
ラ
不さ

ル
ヲ
離
-柝セ
キ

ト
曰
フ
、

【
經
】

而
謀
動
干
戈
於
邦
内
、

干
-戈
ヲ
邦
-内
ニ
動
サ
ン
コ
ト
ヲ
謀
ル
、

【
疏
】

汝
二
人
既
不
能
來
遠
安
近
、
而
唯
知
與
動
干
戈
、
以
自
伐
邦
國
内

地
、
何
也
、

汝な
ん
チ

二
-人
既
ニ
遠
キ
ヲ
來
タ
シ
近
ヲ
安
ス
ル
コ
ト
能
ハ
不す

シ
テ
、
唯

タ
與ト
モ

ニ
干
-戈
ヲ
動
シ
テ
、
以
テ
自
ミ
つ
か
ら

邦
-國
ノ
内
ノ
地
ヲ
伐
ツ
コ
ト

ヲ
知
ル
コ
ト
ハ
、
何
ソ
ヤ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
干
楯
也
、
戈
戟
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
干
ハ
楯ジ
ユ
ン

、
戈
ハ
戟
、

【
經
】

吾
恐
、
季
孫
之
憂
不
在
顓
臾
、
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吾わ
レ

恐
ク
ハ
、
季
孫
カ
憂う
れ
ひ

顓
臾
ニ
在
ラ
不す

シ
テ
、

【
疏
】

冉
有
云
、
顓
臾
近
費
、
恐
爲
後
世
子
孫
憂
、
孔
子
廣
陳
事
理(二
五
)已

竟
、

故
此
改
答
也
、
言
我
之
所
思
、
恐
異
於
汝
也
、
汝
恐
顓
臾
、
而
我
恐

季
孫
後
世
之
憂
不
在(二
六
)顓
臾
也
、

冉
有
カ
云
ク
、
顓
臾
ハ
費
ニ
近
シ
、
後
-世
ニ
子
-孫
ノ
憂
ヲ
爲ナ

サ
ン

コ
ト
ヲ
恐
ル
ト
ハ
、
孔
子
廣
ク
事
-理
ヲ
陳ノ

フ
ル
コ
ト
已
ニ
竟
ル
、

故
ニ
此コ
コ

ニ
改
メ
_答
フ
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
我
カ
思
フ
所
ハ
、
恐
ラ
ク
ハ
汝
ニ

異
ナ
リ
、
汝
ハ
顓
臾
ヲ
恐
ル
、
而
ル
ヲ
我
ハ
季
孫
カ
後
-世
ノ
憂
ハ

顓
臾
ニ
在
ラ
不さ

ラ
ン
コ
ト
ヲ
恐
ル
、

【
經
】

而
在
蕭
牆
之
内
也
、

蕭
牆
ノ
内
ニ
在
ラ
ン
コ
ト
ヲ
、

【
疏
】

此
季
孫
所
憂
者
也
、
蕭
肅
也
、
牆
屏
也
、
人
君
於
門
樹
屏
、
臣
來
至

屏
而
起
肅
敬
、
故
謂
屏
爲
蕭
牆
也
、
臣
朝
君
之
位
、
在
蕭
牆
之
内

也
、
今
云
、
季
孫
憂
在
蕭
牆
内
、
謂
季
孫
之
臣
必
作
亂
也
﹆

然
天
子

外
屏
、
諸
侯
内
屏
、
大
夫
以
簾
、
士
以
帷
、
季
氏
是
大
夫
應
無
屏
、

而
云
蕭
牆
者
、
季
氏
皆
僭
爲
之
也
、
蔡
謨
云
、
冉
有
季
路
竝
以
王
佐

之
姿
、
處
彼
家
相
之
任
、
豈
有
不
諫
季
孫
以
成
其
惡
、
所
以
同
其

謀
、
者
將
有
以
也
、
量
己
揆(二
七
)勢

、
不
能
制
其
悖
心
於
外
、
順
其
意
、

以
告
夫
子
、
實
欲
致
大
聖
之
言
、
以
救
斯
弊
、
是
以
夫
子
發
明
大

義
、
以
酬
來
感
、
弘
擧
治
體
、
自
救
時
難
、
引
喩
虎
兕
、
爲
以
罪
相

者
、
雖
文
譏
二
子
、
而
旨
在
季
孫
、
既
示
安
危
之
理
、
又
抑
強
臣
擅

命
、
二
者
兼
著
、
以
寧
社
稷
、
斯
乃
聖
賢
同
符
、
相
爲
表
裏
者
也
、

然
守
文
者
衆
、
達
微
者
寡
也
、
覩
其
見
軌
、
而
昧
其
玄
致
、
但
釋
其

辭
、
不
釋
所
以
辭
、
懼
二
子
之
見
幽
、
將
長
淪
於
腐
學
、
是
以
正

之
、
以
莅
來
旨
也
、

此
レ
ハ
季
孫
カ
憂
ル
所
ノ
者も
ノ

ナ
リ
、
蕭
ハ
肅シ
ユ
ク

、
牆
ハ
屏
ナ
リ
、
人
-

君
ハ
門
ニ
於
テ
樹
-屏
ス
（
屏
ヲ
樹タ

ツ
）、
臣
_來
テ
屏
ニ
至
テ
肅
-敬

ヲ
起
ス
、
故
ニ
屏
ヲ
謂
テ
蕭
-牆
ト
爲ス

、
臣
君
ニ
朝
ス
ル
ノ
位
、
蕭
-

牆
ノ
内
ニ
在
リ
、
今い
マ

云
ノ
た
ま
は

ク
、
季
孫
カ
憂う
れ
ヘ

蕭
-牆
ノ
内
ニ
在
ラ
ン
ト

ハ
、
季
孫
カ
臣
ノ
必
ス
亂
ヲ
作
ン
コ
ト
ヲ
謂
フ
﹆

然
ル
ニ
天
-子
ハ

外
-屏
、
諸
侯
ハ
内
-屏
、
大
夫
ハ
簾
ヲ
以
シ
、
士
ハ
帷
ヲ
以
テ
ス
、

季
氏
ハ
是
レ
大
夫
ニ
シ
テ
屏
無
カ
ル
應へ

シ
、
而
ル
ヲ
蕭
-牆
ト
云
フ

コ
ト
ハ
、
季
氏
皆み
ナ

僭
シ
テ
之
ヲ
爲ナ

ス
、
蔡
謨
カ
云
ク
、
冉
有
季
路
竝

ニ
王
-佐
ノ
姿
（
姿スカタ
）
ヲ
以
テ
、
彼
ノ
家
-相
ノ
任
ニ
處
ル
、
豈
ニ

季
孫
ヲ
諫
メ
不す

シ
テ
其
ノ
惡
ヲ
成
サ
シ
ム
ル
コ
ト
有
ン
ヤ
、
其
ノ
謀
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ニ
同
シ
キ
所
_以
ゆ
ゑ
ん

ハ
、
將
ニ
以ユ
ヘ

有
ラ
ン
ト
將ス
、
己お
の
レ

ヲ
量
リ
勢
ヲ
揆ハ
カ

ル

ニ
、
其
ノ
悖ハ
イ

-心
ヲ
外
ニ
制
ス
ル
コ
ト
能
ハ
不ス

、
其
ノ
意
ニ
順
テ
、

夫
-子
ニ
告
ク
、
實
ハ
大
-聖
ノ
言コ
ト

ヲ
致
シ
テ
、
斯
ノ
_弊
ヲ
救
ハ
ン

ト
欲
ス
、
是
ヲ
_以
テ
夫
-子
大
-義
ヲ
發
-明
シ
テ
、
來
-感
ニ
酬ム

ク

ヒ
、

弘
ク
治
-體
ヲ
擧
テ
、
自
ミ
つ
か
ら

時
ノ
難
ヲ
救
ヒ
、
喩
ヲ
虎
兕シ

ニ
引
テ
、

以
テ
相
ヲ
罪
ス
ル
コ
ト
ヲ
爲ス

ル
コ
ト
ハ
、
文
二
-子
ヲ
譏ソ
シ

ル
ト
雖い
へ
ト

モ
、
而
ト
モ
旨む
ネ

季
孫
ニ
在
リ
、
既
ニ
安
-危
ノ
理
ヲ
示
シ
、
又
強
臣

ノ
命
ヲ
擅
ホ
し
い
ま
ま

ニ
ス
ル
コ
ト
ヲ
抑
フ
、
二
ノ
者も
ノ

兼か

ネ
_
著ア
ラ
ハ

シ
テ
、
社
-

稷
ヲ
寧ヤ
ス

ン
ス
、
斯
レ
乃
チ
聖
-賢
符
ヲ
同
シ
テ
、
相
ヒ
表
-裏
爲タ

ル
者も
ノ

ナ
リ
、
然
ト
モ
文
ヲ
守
ル
者
ハ
も

ノ

衆ヲ
ヲ

ク
、
微
ニ
達
ス
ル
者も
ノ

ハ
寡す
く
な

シ
、

其
ノ
見
-軌
ヲ
覩み

テ
、
其
ノ
玄
-致
ヲ
昧ク
ラ
く

シ
、
但
タ
其
ノ
_辭
ヲ
釋
シ

テ
、
辭こ
と
ハ

ス
ル
所
_以
ゆ
ゑ
ん

ヲ
釋
セ
不ス

、
二
-子
ノ
幽
セ
見ラ

レ
テ
（
二
-子
ノ

見
幽クラ
ク
シ
テ
）、
將
ニ
長
ク
腐
-學
ニ
淪シ
ツ

マ
ン
コ
ト
ヲ
懼
ル
、
是
ヲ
_

以
テ
之
ヲ
正
シ
テ
、
來
-旨
ニ
莅ノ
ソ

（
莅リ
）
ム
、

【
注
】

鄭
玄
曰
、
蕭
之
言
肅
也
、
蕭
牆
謂
屏
、
君
臣
相
見
之
禮
、
至
屏
而
加

肅
敬
焉
、
是
以
謂
之
蕭
牆
、
後
季
氏
之(二
八
)家

臣
陽
虎
果
囚
季
桓
子
也
、

鄭
玄
カ
曰
ク
、
蕭
カ
言コ
ト

ハ
肅シ
ユ
ク

、
蕭
-牆
ハ
屏
ヲ
謂
フ
、
君
-臣
相
ヒ
_

見マ
み
ゆ

ル
ノ
禮
、
屏
ニ
至
テ
肅
-敬
ヲ
加
フ
、
是
ヲ
_以
テ
之
ヲ
蕭
-牆
ト

謂
フ
、
後
ニ
季
氏
カ
家
-臣
陽
虎
果ハ
タ

シ
テ
季
桓
子
ヲ
囚ト
ラ

フ
、

【
疏
】

證
是
在
蕭
牆
也
、

是
ハ
蕭
-牆
ニ
在
ラ
ン
コ
ト
ヲ
證
ス
、

（
一
）
「
菜
」、
武
内
本
作
「
采
」。

（
二
）
「
將
」、
武
内
本
作
「
欲
」。

（
三
）
「
也
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
四
）
「
地
」
上
、
武
内
本
有
「
土
」
字
。

（
五
）
「
導
」、
武
内
本
作
「
道
」。

（
六
）
「
曰
」、
武
内
本
作
「
云
」。

（
七
）
「
氏
」
下
、
武
内
本
有
「
也
」
字
。

（
八
）
「
而
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
九
）
「
函
」
下
、
武
内
本
有
「
也
」
字
。

（
一
〇
）
「
耶
」、
武
内
本
作
「
邪
」、
下
同
。

（
一
一
）
「
云
」、
武
内
本
作
「
曰
」。

（
一
二
）
「
於
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
一
三
）
「
菜
」、
武
内
本
作
「
釆
」。

（
一
四
）
「
城
」、
武
内
本
作
「
誠
」。

（
一
五
）
「
捨
」、
武
内
本
作
「
舍
」。

（
一
六
）
「
捨
」、
武
内
本
作
「
舍
」。

（
一
七
）
「
耶
」、
武
内
本
作
「
也
」。

－18－



（
一
八
）
「
下
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
一
九
）
「
貧
」、
武
内
本
作
「
傾
」。

（
二
〇
）
「
之
」、
武
内
本
作
「
也
」。

（
二
一
）
「
也
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
二
二
）
「
柝
」、
武
内
本
作
「
折
」。

（
二
三
）
「
柝
」、
武
内
本
作
「
折
」。

（
二
四
）
「
柝
」、
武
内
本
作
「
拆
也
」。

（
二
五
）
「
理
」
下
、
武
内
本
有
「
也
」
字
。

（
二
六
）
「
在
」
下
、
武
内
本
有
「
於
」
字
。

（
二
七
）
「
揆
」、
武
内
本
作
「
撥
」。

（
二
八
）
「
之
」、
武
内
本
無
此
字
。

【
經
】

孔
子
曰
、
天
下
有
道
則
、
禮
樂
征
伐
自
天
子
出
、

孔
子
ノ
曰
ノ
た
ま
は

ク
、
天
-下
道
有
ル
則と
き
ん

ハ
、
禮
-樂
征
-伐
天
-子
自
リ

出
ツ
、

【
疏
】

禮
樂
先
王
所
以
飾
喜
、
鈇
鉞
先
王
所
以
飾
怒
、
故
有
道
世
則
禮
樂
征

伐
、
竝
由
天
子
出
也
、

禮
-樂
ハ
先
-王
ノ
喜
ヲ
飾カ
サ

ル
所
_以
ゆ
ゑ
ん

ナ
リ
、
鈇フ

-鉞エ
ツ

ハ
先
-王
ノ
怒
ヲ

飾
ル
所
_以

ゆ
ゑ
ん

ナ
リ
、
故
ニ
有
-道
ノ
世
ニ
ハ
禮
-樂
征
-伐
、
竝
ニ
天
-

子
ニ
由
テ
出
ツ
、

【
經
】

天
下
無
道
則
、
禮
樂
征
伐
自
諸
侯
出
、

天
-下
道
無
キ
則と
き
ん

ハ
、
禮
-樂
征
-伐
諸
侯
自
リ
出
ツ
、

【
疏
】

若
天
下
無
道
、
天
子
微
弱
、
不
得
任
自
由
、
故
禮
樂
征
伐
從
諸
侯
出

也
、

若
シ
天
-下
無
-道
ニ
シ
テ
、
天
-子
微
-弱
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
任
ス
ル
コ

ト
自
-由
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
不ス

、
故
ニ
禮
-樂
征
-伐
諸
侯
從
リ
出
ツ
、

【
經
】

自
諸
侯
出
、
蓋
十
世
希
不
失
矣
、

諸
侯
自
リ
出
テ
テ
ハ
、
蓋
シ
十
-世
ニ
シ
テ
失
セ
不さ

ル
ハ
希ス
ク

ナ
シ
、
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【
疏
】

希
少
也
、
若
禮
樂
征
伐
、
從
諸
侯
出
、
非
其
所
、
故
僭
濫
之
國
、
十

世
少
有
不
失
國
者
也
、
諸
侯
是
南
面
之
君
、
故
至
全
數
之
年
、
而
失(一
)

也
、

希
ハ
少
ナ
リ
、
若
シ
禮
-樂
征
-伐
、
諸
侯
從
リ
出
ル
ハ
、
其
ノ
所
ニ

非
ス
、
故
ニ
僭
-濫
ノ
國
ハ
、
十
-世
ニ
シ
テ
國
ヲ
失
セ
不ス

ト
イ
フ
者も
ノ

有
ル
コ
ト
少
シ
、
諸
侯
ハ
是
レ
南
-面
ノ
君
ナ
リ
、
故
ニ
全
-數
ノ
年

ニ
至
テ
、
失
ス
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
希
少
也
、
周
幽
王
爲
犬
戎
所
殺
、
平
王
東
遷
周
始
微

弱
、
諸
侯
自
作
禮
樂
、
專(二
)征

伐
、
始
於
隱
公
至
昭
公
十
世
失
政
、
死

乾
侯
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
希
ハ
少
、
周
ノ
幽
王
犬
-戎
ノ
爲
ニ
殺
サ
所ル

、
平

王
東
-遷
シ
テ
周
始
メ
テ
微
-弱
ナ
リ
、
諸
侯
自
ミ
つ
か
ら

禮
-樂
ヲ
作ツ
ク

リ
、

征
-伐
ヲ
專
ニ
ス
、
隱
公
ニ
始
メ
テ
昭
公
ニ
至
ル
マ
テ
十
-世
ニ
シ
テ

政
ヲ
失
シ
テ
、
乾カ
ン

侯
ニ
死
ス
、

【
疏
】

證
十
世
爲
濫
失
國
之
君
也
、
周
幽
王
無
道
、
爲
犬
戎
所
殺
、
其
子
平

王
東
遷
雒
邕(三
)、

於
是
周
始
微
弱
、
不
能
制
諸
侯
、
故
于
時
魯
隱
公
始

專
征
濫
伐
、
至
昭
公
十
世
、
而
昭
公
爲
季
氏
所
出
、
死
於
乾
侯
之
地

也
、
十
世
者
、
隱
一
、
桓
二
、
莊
三
、
閔
四
、
僖
五
、
文
六
、
宣

七
、
成
八
、
襄
九
、
昭
十
也

十
-世
ニ
シ
テ
濫
ヲ
爲ナ

シ
テ
國
ヲ
失
ス
ル
ノ
君
ヲ
證
ス
、
周
ノ
幽
王

無
-道
ニ
シ
テ
、
犬
-戎
ノ
爲
ニ
殺
サ
所ル

、
其
ノ
子
平
王
東
カ
タ
雒ラ
ク

邕

ニ
遷
ル
、
是
ニ
於
テ
周
始
メ
テ
微
-弱
ニ
シ
テ
、
諸
侯
ヲ
制
ス
ル
コ

ト
能
ハ
不ス

、
故
ニ
時
于ニ

魯
ノ
隱
公
始
テ
專
-征
濫
-伐
ス
、
昭
公
ニ
至

テ
十
-世
ニ
シ
テ
、
昭
公
季
氏
カ
爲
ニ
出
サ
所ル

、
乾カ
ン

侯
ノ
地
ニ
死
ス
、

十
-世
ト
ハ
、
隱
一
、
桓
二
、
莊
三
、
閔
四
、
僖
五
、
文
六
、
宣
七
、

成
八
、
襄
九
、
昭
十

【
經
】

自
大
夫
出
、
五
世
希
不
失
矣
、

大
夫
自
リ
出
テ
テ
ハ
、
五
-世
ニ
シ
テ
失
セ
不さ

ル
ハ
希ス
ク

ナ
シ
、

【
疏
】

若
禮
樂
征
伐
、
從
大
夫
而
專
濫
則
、
五
世
此
大
夫
少
有
不
失
政
者

也
、
其
非
南
面
之
君
、
道
從
勢
短
、
故
半
諸
侯
之
年
、
所
以
五
世
而

失
之
也
、
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若
シ
禮
-樂
征
-伐
、
大
夫
從
リ
專
-濫
ナ
ル
則と
き
ん

ハ
、
五
-世
ニ
シ
テ

此
ノ
大
夫
政
ヲ
失
セ
不ス

ト
イ
フ
者も
ノ

有
ル
コ
ト
少
シ
、
其
レ
南
-面
ノ

君
ニ
非
ス
、
道
_從
テ
勢
ヒ
_短
シ
、
故
ニ
諸
侯
ノ
年
ニ
半
ハ
シ
テ
、

五
-世
ニ
シ
テ
失
ス
ル
所
_以
ゆ
ゑ
ん

ナ
リ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
季
文
子
初
得
政
、
至
桓
子
五
世
、
爲
家
臣
陽
虎
所
囚
也

孔
安
國
カ
曰
ク
、
季
文
子
初
メ
テ
政
ヲ
得
テ
、
桓
子
ニ
至
テ
五
-世

ニ
シ
テ
、
家
-臣
陽
虎
カ
爲
ニ
囚ト
ラ

ハ
所ル

【
疏
】

此
證
大
夫
專
濫
五
世
而
失
家
者
﹆

季
文
子
始
得
政
而
專
濫
至
五
世
桓

子
爲
臣
所
囚
也
、
五
世
者
、
文
子
一
、
武
子
二
、
悼
子
三
、
平
子

四
、
桓
子
五
也(四
)、

此
レ
ハ
大
夫
專
-濫
シ
テ
五
-世
ニ
シ
テ
家
ヲ
失
ス
ル
者
ヲ
證
ス
﹆

季

文
子
始
メ
テ
政
ヲ
得
テ
專
-濫
ニ
シ
テ
五
-世
ニ
至
テ
桓
子
臣
ノ
爲
ニ

囚ト
ラ

ハ
所レ

タ
リ
、
五
-世
ト
ハ
、
文
子
一
、
武
子
二
、
悼
子
三
、
平
子

四
、
桓
子
五
、

【
經
】

陪
臣
執
國
命
、
三
世
希
不
失
矣
、

陪
臣
國
-命
ヲ
執
テ
ハ
、
三
-世
ニ
シ
テ
失
セ
不さ

ル
ハ
希ス
ク

ナ
シ
、

【
疏
】

陪
重
也
、
其
爲
臣
之
臣
、
故
云
重
也
、
是
大
夫
家
臣
、
僭
執
邦
國
敎

令
也
、
此
至
三
世
必
失(五
)、

既
卑
故
不
至
五
也
、
則
半
十
而
五
、
三
亦

半
五
、
大
者(六
)

難
傾
、
故
至
十
、
十
極
數
也(七
)、

小
者
易
危
、
故
轉
相

半
、
理
勢
使
然
、
亡
國
喪
家
、
其
數
皆
然
、
未
有
過
此
而
不
失
者

也
、
按
此
但
云
執
國
命
、
不
云
禮
樂
征
伐
出
者
、
其
未(八
)能

僭
禮
樂
征

伐
也
、
繆
播
云
、
大
夫
五
世
、
陪
臣
三
世
者
、
苟
得
之
有
由
、
則
失

之
有
漸
、
大
者
難
傾
、
小
者
易
滅
、
近
本
罪
輕
、
彌
遠
罪
重
、
輕
故

禍
遲
、
重
則
敗
速
、
二
理
同
致
自
然
之
差
也
、

陪
ハ
重
ナ
リ
、
其
レ
臣
ノ
臣
爲タ

リ
、
故
ニ
重
ト
云
フ
、
是
レ
大
-夫

ノ
家
-臣
ナ
リ
、
僭
シ
テ
邦
-國
ノ
敎
-令
ヲ
執
ル
、
此
レ
三
-世
ニ
至

ル
ト
キ
ハ
必
ス
失
ス
、
既
ニ
卑
シ
故
ニ
五
ニ
至
ラ
不ス

、
則
チ
十
ニ
半

ハ
シ
テ
五
ツ
、
三
モ
亦
五
ニ
半
ナ
リ
、
大
ナ
ル
者も
ノ

ハ
傾
キ
難
シ
、
故

ニ
十
ニ
至
ル
、
十
ハ
極
-數
ナ
リ
、
小
ナ
ル
者も
ノ

ハ
危
カ
リ
易
シ
、
故

ニ
轉ウ
タ

タ
相
ヒ
_
半な
か
ハ

ス
、
理
ノ
_勢
ヒ
然
カ
ラ
使
ム
、
國
ヲ
亡
シ
家
ヲ

喪
ス
、
其
ノ
數か
ス

皆み
ナ

然し
カ

リ
、
未
タ
此
ヲ
過ス
き

テ
失
セ
不さ

ル
者も
ノ

有
ラ
未シ
、
此
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ヲ
按
ス
ル
ニ
但
タ
國
-命
ヲ
執
ル
ト
云
テ
、
禮
-樂
征
-伐
出
ツ
ト
云

ハ
不さ

ル
コ
ト
ハ
、
其
レ
未
タ
禮
-樂
征
-伐
ヲ
僭
ス
ル
コ
ト
能
ハ
未ス
、

繆
播
カ
云
ク
、
大
夫
ハ
五
-世
、
陪
-臣
ハ
三
-世
ト
ハ
、
苟
ニ
之
ヲ

得
ル
ニ
由ヨ

シ

有
リ
、
則
チ
之
ヲ
失
ス
ル
ニ
漸
有
リ
、
大
ナ
ル
_者も
ノ

ハ
傾

キ
難
シ
、
小
ナ
ル
者も
ノ

ハ
滅ほ
ろ

ヒ
易
シ
、
本
ニ
近
キ
ハ
罪つ
ミ

_輕
シ
、
彌
い
よ
い
ヨ

遠
キ
ハ
罪つ
ミ

_重
シ
、
輕
キ
故
ニ
禍
ヒ
_遲
シ
、
重
キ
則と
き
ん

ハ
敗
レ
速
ス
み
や
か

ナ
リ
、
二
-理
致ム
ネ

ヲ
同
ス
ル
ハ
自
-然
ノ
差シ
ナ

ナ
リ
、

【
注
】

馬
融
曰
、
陪
重
也
、
謂
家
臣
也
、
陽
氏
爲
季
氏
家(九
)臣

、
至
虎
三
世
而

出
奔
齊
也
、

馬
融
カ
曰
ク
、
陪
ハ
重
、
家
-臣
ヲ
謂
フ
、
陽
氏
季
氏
カ
家
-臣
ト
爲シ

テ
、
虎
ニ
至
ル
マ
テ
三
世
ニ
シ
テ
齊
ニ
出
-奔
ス
、

【
疏
】

證
陪
臣
執
政
、
三
世
而
失
者
也
、

陪
-臣
政
ヲ
執
テ
、
三
-世
ニ
シ
テ
失
ス
ル
者
ヲ
證
ス
、

【
經
】

天
下
有
道
則
、
政
不
在
大
夫
、

天
-下
道
有
ル
則と
き
ん

ハ
、
政
ま
つ
り
こ
と

大
夫
ニ
在
ラ
不す

、

【
疏
】

政
由
於
君
、
故
不
在
大
夫
、
在
大
夫
、
由
天
下
失
道
故
也
、

政
ハ
君
ニ
由
ル
、
故
ニ
大
夫
ニ
在
ラ
不ス

、
大
夫
ニ
在
ル
ハ
、
天
-下

道
ヲ
失
ス
ル
ニ
由
ル
カ
故
ナ
リ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
制
之
由
君
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
之
ヲ
制
ス
ル
コ
ト
君
ニ
由
ル
、

【
經
】

天
下
有
道
則
、
庶
人
不
議
、

天
-下
道
有
ル
則と
き
ん

ハ
、
庶
-人
議ハ
カ

ラ
不ス

、

【
疏
】

君
有
道(一
〇
)、

頌
之
聲
興
、
載
路
有
時
雍
之
義
則
、
庶
人
民
下
無
所
街

群
巷
聚
、
以
評
議
天
下
四
方
之
得
失
也
、
若
無
道
則
、
庶
人
共
有
所

非
議
也
、
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君
道
有
ル
ト
キ
ハ
、
頌
ノ
聲
興
テ
、
載ス
ナ
ハ

チ
路ヲ
ヲ

イ
ニ
時
ニ
雍ヤ
ワ
ラ

ク
ノ
義

有
ル
則と

き
ん

ハ
、
庶
-人
民
-下
街
-群
巷
-聚
シ
テ
、
天
-下
四
-方
ノ
得
-

失
ヲ
評
-議
ス
ル
所と
こ
ロ

無
シ
、
若
シ
道
無
キ
則と
き
ん

ハ
、
庶
-人
共
ニ
非
-

議
ス
ル
所
有
リ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
無
所
非
議
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
非
-議
ス
ル
所
無
キ
ソ
、

【
疏
】

非
猶
鄙
也
、
鄙
議
風
政
之
不
是(一
一
)、

非
ハ
鄙
ノ
猶こ
と

シ
、
風
-政
ノ
是
ナ
ラ
不さ

ル
コ
ト
ヲ
鄙
-議
ス
、

（
一
）
「
失
」
下
、
武
内
本
有
「
之
」
字
。

（
二
）
「
專
」
下
、
武
内
本
有
「
行
」
字
。

（
三
）
「
邕
」、
武
内
本
作
「
邑
」。

（
四
）
「
也
」
上
、
武
内
本
有
「
是
」
字
。

（
五
）
「
失
」
下
、
武
内
本
有
「
也
」
字
。

（
六
）
「
者
」、
武
内
本
作
「
夫
」。

（
七
）
「
也
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
八
）
「
未
」、
武
内
本
作
「
不
」。

（
九
）
「
家
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
一
〇
）
「
道
」
下
、
武
内
本
有
「
則
」
字
。

（
一
一
）
「
是
」
下
、
武
内
本
有
「
也
」
字
。

【
經
】

孔
子
曰
、
祿
之
去
公
室
五
世
矣
、

孔
子
ノ
曰
ノ
た
ま
は

ク
、
祿
ノ
公
-室
ヲ
去
ル
コ
ト
五
-世
、

【
疏
】

禮
樂
征
伐
自
大
夫
出
、
五
世
希
有
不
失
、
于
時
孔
子
見
其
數
將
爾
知

季
氏
必
亡
、
故
發
斯
旨
也
、
公
君
也
、
祿
去
君
室
、
謂
制
爵
祿
出
於

大
夫
、
不
復
關
君
也
、
制
爵
祿
不
關
君
、
于
時
已
五
世
也
、
故
云
去

公
室
五
世(一
)、

禮
-樂
征
-伐
大
夫
自
リ
出
テ
、
五
-世
ニ
シ
テ
失
セ
不ス

ト
イ
フ
コ
ト

有
ル
コ
ト
希ス
く
な

シ
、
時
于ニ

孔
子
其
ノ
數
ノ
將ま
さ

ニ
爾シ
カ

ラ
ン
ト
將ス
ル
ヲ
見

テ
季
氏
必
ス
亡
ン
コ
ト
ヲ
知
ル
、
故
ニ
斯
ノ
旨
ヲ
發
ス
、
公
ハ
君
ナ

リ
、
祿
君
-室
ヲ
去
ル
ト
ハ
、
爵
-祿
ヲ
制
ス
ル
コ
ト
大
-夫
ヨ
リ
出

テ
、
復
君
ニ
關ア
ツ
カ

ラ
不さ

ル
ヲ
謂
フ
、
爵
-祿
ヲ
制
ス
ル
コ
ト
君
ニ
關あ
つ
か

ラ
不さ

ル
コ
ト
、
時
于ニ

已
ニ
五
-世
ナ
リ
、
故
ニ
云
ノ
た
ま
は

ク
公
-室
ヲ
去
ル

九十四―六 翻刻『論語義疏』（大槻本）〈季氏篇〉

－23－



コ
ト
五
-世
ト
、

【
注
】

鄭
玄
曰
、
言
此
之
時
、
魯
定
公
之
初
也
、
魯
自
東
門
襄
仲
殺
文
公
之

子
赤
、
而
立
宣
公
、
於
是
政
在
大
夫
、
爵
祿
不
從
君
出
、
至
定
公
爲

五
世(二
)、

鄭
玄
カ
曰
ク
、
此
ヲ
言
フ
ノ
時
ハ
、
魯
ノ
定
公
ノ
初
ソ
、
魯
ハ
東
門

ノ
襄
仲
カ
文
公
ノ
子
赤
ヲ
殺
シ
テ
、
宣
公
ヲ
立
テ
シ
自
リ
、
是コ
コ

ニ
於

テ
政
ま
つ
り
コ
ト

コ
ト
大
夫
ニ
在
リ
、
爵
-祿
君
從
リ
出
テ
不ス

、
定
公
ニ
至
ル

マ
テ
五
-世
爲タ

リ
、

【
疏
】

襄
仲
既
殺
赤
立
宣
公
、
宣
公
雖
立
而
微
弱
、
不
敢
自
專
、
故
爵
祿
不

復
關
己
也
、
宣
公
一
、
成
二
、
襄
三
、
昭
四
、
定
五
也
、

襄
仲
既
ニ
赤
ヲ
殺
シ
テ
宣
公
ヲ
立
ツ
、
宣
公
立
ツ
ト
雖
モ
微
-弱
ナ

リ
、
敢
テ
自
ミ
つ
か
ら

專も
は

ラ
セ
不ス

、
故
ニ
爵
-祿
復
タ
己お
の
レ

ニ
關あ
つ
か

ラ
不ス

、
宣

公
一
、
成
二
、
襄
三
、
昭
四
、
定
五
、

【
經
】

政
逮
於
大
夫
四
世
矣
、

政
ま
つ
り
こ
と

大
夫
ニ
逮ヲ
ヨ

フ
コ
ト
四
-世
、

【
疏
】

逮
及
也
、
制
祿
不
由
君
、
故
及
大
夫
也
、
季
文
子
初
得
政
、
至
武
子

悼
子
平
子
四
世
、
是
孔
子
時
所
見
、
故
云
四
世
、

逮タ
イ

ハ
及
ナ
リ
、
祿
ヲ
制
ス
ル
コ
ト
君
ニ
由よ

ラ
不ス

、
故
ニ
大
夫
ニ
及

フ
、
季
文
子
初
メ
テ
政
ヲ
得
テ
、
武
子
悼タ
フ

子
平
子
ニ
至い
た
る

マ
テ
四
-

世
、
是
レ
孔
子
ノ
時
ニ
見み
る

所と
こ
ろ

ナ
リ
、
故
ニ
四
-世
ト
云
フ
、

【
注
】

鄭
玄
曰
、
文
子
武
子
悼
子
平
子
也

鄭
玄
カ
曰
ク
、
文
子
武
子
悼
子
平
子

【
經
】

故
夫
三
桓
之
子
孫
微
矣
、

故
ニ
夫カ

ノ
三
-桓
ノ
子
孫
微
ナ
リ
、

【
疏
】

大
夫
執
政
五
世
必
失
、
而
季
氏
已
四
世
、
故
三
桓
子
孫
轉
以
弱
也
、
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謂
爲
三
桓
者
、
仲
孫
叔
孫
季
孫
、
三
家
同
出
桓
公
、
故
云
三
桓
也
、

初
三
家
皆
豪
濫
、
至
爾
時
、
竝
衰
、
故
云
微
也
、

大
夫
政
ヲ
執
ル
コ
ト
五
-世
ニ
シ
テ
必
ス
失
ス
、
而
ル
ヲ
季
氏
已
ニ

四
-世
ナ
リ
、
故
ニ
三
-桓
ノ
子
-孫
轉ウ
タ

タ
弱
ナ
リ
、
謂
テ
三
-桓
ト
爲ス

ル
コ
ト
ハ
、
仲
孫
叔
孫
季
孫
ノ
、
三
-家
同お
な
し

ク
桓
公
ヨ
リ
出
ツ
、
故

ニ
三
-桓
ト
云
フ
、
初
メ
三
-家
皆
ナ
豪
-濫
ナ
リ
、
爾そ

ノ
_時
ニ
至

テ
、
竝な
ら
ひ

ニ
衰
お
と
ろ
へ

タ
リ
、
故
ニ
微
ナ
リ
ト
云
フ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
三
桓
者
、
謂
仲
孫
叔
孫
季
孫
也
、
三
卿
皆
出
桓
公
、
故

曰
三
桓
也
、
仲
孫
氏
改
其
氏
稱
孟
氏
、
至
哀(三
)公

皆
衰
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
三
-桓
ト
ハ
、
仲
孫
叔
孫
季
孫
ヲ
謂
フ
、
三
-卿
ハ

皆み
ナ

桓
公
ヨ
リ
出
タ
リ
、
故
ニ
三
-桓
ト
曰
フ
、
仲
孫
氏
其
ノ
氏
ヲ
改

メ
テ
孟
氏
ト
稱
ス
、
哀
公
ニ
至
テ
皆み
ナ

衰
ヘ
タ
リ
、

【
疏
】

又(四
)後

改
仲
孫(五
)稱

孟
氏
、
故
多
云
孟
孫
氏
也
、

又
後
ニ
仲
孫
ヲ
改
テ
孟
氏
ト
稱
ス
、
故
ニ
多
ク
孟
孫
氏
ト
云
フ
、

（
一
）
「
世
」
下
、
武
内
本
有
「
也
」
字
。

（
二
）
「
世
」
下
、
武
内
本
有
「
矣
」
字
。

（
三
）
「
哀
」、
武
内
本
作
「
襄
」。

（
四
）
「
又
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
五
）
「
孫
」
下
、
武
内
本
有
「
氏
」
字
。

【
經
】

孔
子
曰
、
益
者
三
友
、

孔
子
ノ
曰
ク
、
益
-者
三
-友
、

【
疏
】

明
與
朋
友
、
益
者
有
三
事
、
故
云
益
者
三
友
、

朋
-友
ニ
與ク
ミ

シ
テ
、
益
ス
ル
_者も
ノ

三
-事
有
ル
コ
ト
ヲ
明
ス
、
故
ニ
益
-

者
三
-友
ト
云
フ
、

【
經
】

損
者
三
友
、

損
-者
三
-友
、
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【
疏
】

又
明
與
朋
友
、
損
者
只
有
三
事
、
故
云
損
者
三
友
也
、

又
朋
-友
ニ
與ク
ミ

シ
テ
、
損
ス
ル
_者も
ノ

只
タ
三
-事
有
ル
コ
ト
ヲ
明
ス
、

故
ニ
云
ノ
た
ま
は

ク
損
-者
三
-友
ト
、

【
經
】

友
直
、

直
ヲ
友
ト
シ
、

【
疏
】

一
益
也
、
所
友
得
正
直
之
人
也
、

一
ノ
益
ナ
リ
、
友
ト
ス
ル
所と
こ
ロ

正
-直
ノ
人
ヲ
得
、

【
經
】

友
諒
、

諒
ヲ
友
ト
シ
、

【
疏
】

二
益
也
、
所
友
得
有
信
之
人
也
、
諒
信
也
、

二
ノ
益
ナ
リ
、
友
ト
ス
ル
所と
こ
ロ

信
有
ル
ノ
人
ヲ
得
、
諒
ハ
信
ナ
リ
、

【
經
】

友
多
聞
益
矣
、

多
-聞
ヲ
友
ト
ス
ル
ハ
益
ナ
リ
、

【
疏
】

三
益
也
、
所
友
得
能
多
所
聞
解
之
人(一
)也

、
益
矣
、
上
所
言
三
事
、
皆

是
有
益
之
朋
友(二
)、

三
ノ
益
ナ
リ
、
友
ト
ス
ル
所
能
ク
聞
-解
ス
ル
所
多
キ
ノ
人
ヲ
得
ル

ハ
、
益
ナ
リ
、
上
ニ
言
フ
所
ノ
三
-事
ハ
、
皆み
ナ

是
レ
益
有
ル
ノ
朋
-友

ナ
リ
、

【
經
】

友
便
辟
、

便
-辟
ヲ
友
ト
シ
、
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【
疏
】

此
一
損
也
、
謂
與
便
辟
之
人
、
爲
朋
友
者
也
、

此
レ
一
ノ
損
ナ
リ
、
便
-辟
ノ
人
與ト

、
朋
-友
爲タ

ル
ヲ
謂
フ
、

【
注
】

馬
融
曰
、
便
僻(三
)、
巧
避
人(四
)所
忌
、
以
求
容
媚
者
也
、

馬
融
カ
曰
ク
、
便
-僻
ハ
、
巧
ニ
人
ノ
忌
ム
所
ヲ
避
ケ
テ
、
媚コ
ヒ

ヲ
容イ

レ
ン
コ
ト
ヲ
求
ム
ル
者も
ノ

ナ
リ
、

【
疏
】

謂
語
巧
能
爲(五
)人

所
忌
者
、
爲
便
辟
也
、

謂い
は
ゆ

ル
語
巧
ニ
シ
テ
能
ク
人
ノ
爲
ニ
忌
ム
所と
こ
ロ

ノ
者も
ノ

ヲ
、
便
-辟
ト
爲ス

、

【
經
】

友
善
柔
、

善
-柔
ヲ
友
ト
シ
、

【
疏
】

二
損
也
、
謂
所
友
者
、
善
柔
者
也
、
善
柔
謂
面
從
而
背
毀
者
也
、

二
ノ
損
ナ
リ
、
謂い
は
ゆ

ル
友
ト
ス
ル
所
ノ
者も
ノ

、
善
-柔
ナ
ル
者も
ノ

ナ
リ
、

善
-柔
ト
ハ
面お
も
テ

_從
テ
而
背ウシロ
_毀ソシ
ル
者
ヲ
謂
フ
、

【
注
】

馬
融
曰
、
面
柔
者
也
、

馬
融
カ
曰
ク
、
面
_
柔
ヤ
は
ら
か

ナ
ル
者も
ノ

ソ
、

【
經
】

友
便
佞
、

便
-佞
ヲ
友
ト
ス
ル
ハ
、

【
疏
】

三
損
也
、
謂
與
便
佞
爲
友
也
、
便
佞
、
謂(六
)辨

而
佞
者
也
、

三
ノ
損
ナ
リ
、
便
-佞
與ト

友
爲タ

ル
ヲ
謂
フ
、
便
-佞
ト
ハ
、
辨
ニ
シ
テ

佞
ア
ル
_者
ヲ
謂
フ
、
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【
經
】

損
也(七
)、

損
ナ
リ
、

【
疏
】

上
三
事
、
皆
是
爲
損
之
朋
友
也
、

上
ノ
三
-事
ハ
、
皆み
ナ

是
レ
損
ヲ
爲ナ

ス
ノ
朋
-友
ナ
リ
、

【
注
】

鄭
玄
曰
、
便
辨
也
、
謂
佞
而
辨
也
、

鄭
玄
カ
曰
ク
、
便
ハ
辨
ナ
リ
、
佞
ニ
シ
テ
辨
ナ
ル
ヲ
謂
フ
、

（
一
）
「
之
人
」、
武
内
本
作
「
人
之
」。

（
二
）
「
友
」
下
、
武
内
本
有
「
也
」
字
。

（
三
）
「
僻
」、
武
内
本
作
「
辟
」。

（
四
）
「
人
」
下
、
武
内
本
有
「
之
」
字
。

（
五
）
「
爲
」、
武
内
本
作
「
辟
」。

（
六
）
「
謂
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
七
）
「
也
」、
武
内
本
作
「
矣
」。

【
經
】

孔
子
曰
、
益
者
三
樂

孔
子
ノ
曰
ク
、
益
-者
三
-樂ガ
ウ

【
疏
】

謂
以
、
心
中
有
所
愛(一
)樂
之
事
、
三
者
爲
益
人
者
也
、

謂い
は
ゆ

ル
以
テ
、
心
-中
愛
-樂ガ
ウ

ス
ル
所
ノ
事
有
リ
、
三
ノ
者も
ノ

ハ
人
ノ
益

爲タ

ル
者も
ノ

ナ
リ
、

【
經
】

損
者
三
樂
、

損
-者
三
-樂
、

【
疏
】

又
謂
以
、
心
中
所
愛
樂
、
有
三
事
爲
損
人
者
也
、

又
謂い
は
ゆ

ル
以も
て

、
心
-中
ニ
愛
-樂ガ
フ

ス
ル
所と
こ
ロ

、
三
-事
有
テ
人
ヲ
損
ス
ル

コ
ト
ヲ
爲ス

ル
者も
ノ

ナ
リ
、
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【
經
】

樂
節
禮
樂
、

禮
-樂
ヲ
節
ス
ル
コ
ト
ヲ
樂ネ

カ

ヒ
、

【
疏
】

一
益
也
、
謂
心
中
所
愛
樂
、
樂
得
於
禮
樂
之
節
也
、

一
ノ
益
ナ
リ
、
謂い
は
ゆ

ル
心
-中
愛
-樂ガ
フ

ス
ル
所
、
禮
-樂
ノ
節
ヲ
得
ル
コ

ト
ヲ
樂ネ
カ

フ
、

【
注
】

動
靜
得
於
禮
樂
之
節
也
、

動
-靜
禮
-樂
ノ
節
ヲ
得
ル
ソ
、

【
疏
】

動
靜
樂
得
禮
樂
之
節
也
、

動
-靜
禮
-樂
ノ
節
ヲ
得
ン
コ
ト
ヲ
樂ね
か

フ
、

【
經
】

樂
道
人
之
善
、

人
ノ
善
ヲ
道イ

フ
コ
ト
ヲ
樂ね
か

ヒ
、

【
疏
】

二
益
也
、
心
中
所
愛
樂
、
愛(二
)樂
道
説
揚
人
之
善
事
也
、

二
ノ
益
ナ
リ
、
心
-中
ニ
愛
-樂ガ
フ

ス
ル
所と
こ
ロ

、
道
（
道ユイ
）-説
（
説トク
）
シ

テ
人
ノ
善
-事
ヲ
揚
ル
コ
ト
ヲ
愛
-樂
ス
、

【
經
】

樂
多
賢
友
、

賢
-友
多お
ほ
か

ラ
ン
コ
ト
ヲ
樂ネ
カ

フ
ハ
、

【
疏
】

三
益
也
、
心
中
所
愛
樂
、
樂
得
多
賢
爲
朋
友
也
、

三
ノ
益
ナ
リ
、
心
-中
愛
-樂
ス
ル
所
、
多
ク
_賢
ヲ
得
テ
朋
-友
爲タ

ラ

ン
コ
ト
ヲ
樂ね
か

フ
、
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【
經
】

益
矣
、

益
ナ
リ
、

【
疏
】

此
上
三
樂
、
皆
是
爲
益
之
樂
也
、

此
ノ
上
ノ
三
-樂ガ
ウ

ハ
、
皆み
ナ

是こ

レ
益
爲タ

ル
ノ
樂カ
フ

（
樂ネカイ
）
ナ
リ
、

【
經
】

樂
驕
樂
、

驕
-樂ラ
ク

ヲ
樂ネ
カ

イ
、

【
疏
】

此
明
一
損
也
、
心
中
所
愛
樂
、
爲
驕
傲
、
以
自
樂
也
、

此
レ
ハ
一
ノ
損
ヲ
明
ス
、
心
-中
愛
-樂カ
フ

ス
ル
所と
こ
ロ

、
驕
（
驕ヲコリ
）-傲ガ
フ

（
傲ホコル
）
ヲ
爲ナ

シ
テ
、
自ミ
つ
か

ラ
樂
ム
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
恃
尊
貴
以
自
恣
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
尊
-貴
ヲ
恃タ
ノ

ム
テ
以
テ
自ミ
つ
か

ラ

恣

ホ
し
い
ま
ま
に
す
る

ナ
リ
、

【
經
】

樂
佚
遊
、

佚イ
ツ

-遊
ヲ
樂ネ
カ

イ
、

【
疏
】

此
二
損
也
、
心
中
所
愛
樂
、
恣
於
自
逸
悆
、
悆(三
)

而
遨
遊
不
用
節
度

也
、

此
レ
二
ノ
損
ナ
リ
、
心
-中
ニ
愛
-樂ガ
フ

ス
ル
所
、
自ミ
つ
か

ラ
逸
（
逸

ス
ク
ル
ル

）-

悆ヨ

（
悆
ホ
シ
イ
マ
マ

）
ヲ
恣
ホ
シ
イ
マ
マ

ニ
シ
テ
、
悆
ほ
し
い
ま
ま

ニ
遨ガ
フ

（
遨ヲコリ
）-遊
シ
テ
節
-

度ト

ヲ
用
ヒ
不ス

、

【
注
】

王
肅
曰
、
佚
遊
出
入
不
知
節(四
)、
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王
肅
カ
曰
ク
、
佚イ
ツ

-遊
ト
ハ
出
-入
節
ヲ
知
ラ
不さ

ル
ソ
、

【
經
】

樂
宴
樂
、

宴
-樂ラ
ク

ヲ
樂ね
か

フ
ハ
、

【
疏
】

三
損
也
、
心
中
所
愛
樂
、
宴
飮
酖
酗(五
)、

以
爲
樂
也
、

三
ノ
損
ナ
リ
、
心
-中
愛
-樂ガ
フ

ス
ル
所
、
宴
-飮
酖タ
ン

-酗
シ
テ
、
樂
タ
の
し
み

ヲ

爲ナ

ス
、

【
經
】

損
矣
、

損
ナ
リ
、

【
疏
】

此
上
三
樂
、
皆
是
爲
損
之
樂
也
、

此
ノ
上
ノ
三
-樂ガ
フ

ハ
、
皆み
ナ

是こ

レ
損
ノ
樂ガ
フ

（
樂ネカイ
）
ト
爲ス

、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
宴
樂
沉
荒
淫
瀆
也
、
三
者
自
損
之
道
也
、

孔
安
國
曰
ク
、
宴
-樂ラ
ク

ハ
沉
荒
淫
-瀆ト
ク

ソ
、
三
ツ
ノ
_者も
ノ

ハ
自
ミ
つ
か
ら

_損
ス

ル
ノ
道
ナ
リ
、

（
一
）
「
愛
」、
武
内
本
作
「
受
」。

（
二
）
「
愛
」、
武
内
本
無
此
字

（
三
）
「
悆
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
四
）
「
節
」
下
、
武
内
本
有
「
也
」
字
。

（
五
）
「
酗
」、
武
内
本
作
「
酤
」。

【
經
】

孔
子
曰
、
侍
於
君
子
有
三
愆
、

孔
子
ノ
曰
ク
、
君
子
ニ
侍ハ
ン
ベ

ル
ニ
三
ノ
_
愆
ア
ヤ
マ
チ

（
愆ケン
）
有
リ
、

【
疏
】

愆
過
也
、
卑
侍
於
尊
、
有
三
事
爲
過
失
也
、

愆ケ
ン

ハ
過
ナ
リ
、
卑
イ
や
し
き

カ
尊
た
ふ
と
き

ニ
侍は
ん
へ

ル
ニ
、
三
-事
有
テ
過
-失
ト
爲ス

、
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【
注
】

孔
安
國
曰
、
愆
過
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
愆ケ
ン

ハ
過
、

【
經
】

言
未
及
之
而
言
、
謂
之
躁
、

言コ
ト

未
タ
及
ハ
未さ
ル
ニ
言
フ
、
之
レ
ヲ
躁
ト
謂
フ
、

【
疏
】

一
過
也
、
侍
君
子
之
坐
、
君
子
言
語
次
第
承
之
、
未
及
其
、
抄
次
而

言
、
此
是
輕
動
、
將
躁
之
者
也(一
)、

一
ノ
過
ア
や
ま
ち

ナ
リ
、
君
-子
ノ
坐
ニ
侍
ル
ト
キ
ニ
、
君
-子
ノ
言
-語
次
-

第
ニ
之
ヲ
承
リ
、
未
タ
其
レ
ニ
及
ハ
未さ
ル
ニ
、
次ツ
イ
デ

ヲ
抄ヌ
キ
ン

テ
テ
言

フ
、
此
レ
ハ
是
レ
輕
-動
シ
テ
、
將
ニ
躁サ
ハ

カ
シ
カ
ラ
ン
ト
將ス
ル
者も
ノ

ナ

リ
、

【
注
】

鄭
玄
曰
、
躁
不
安
靜
也
、

鄭
玄
カ
曰
ク
、
躁サ
フ

ハ
安
-靜
ナ
ラ
不さ

ル
ソ
、

【
經
】

言
及
之(二

)不
言
、
謂
之
隱
、

言コ
ト

及
ヘ
ト
モ
言
ハ
不さ

ル
、
之
ヲ
隱
ト
謂
フ
、

【
疏
】

二
過
也
、
言
語
次
第
、
已
應
及
其
人
、
忽
君
之
不
肯
出
言
、
此
是
情

心
不
盡
、
有
所
隱
匿
之
者
也
、

二
ノ
過
ア
や
ま
ち

ナ
リ
、
言
-語
次
-第
シ
テ
、
已
ニ
其
ノ
_人
ニ
及お
よ
ふ

應へ

シ
、

君
ヲ
忽
ナ
イ
カ
シ
ロ

ニ
シ
テ
肯あ
へ

テ
言こ
と

ヲ
出い
た

サ
不さ

ル
、
此
ハ
是
レ
情
-心
盡
サ

不ス

、
隱
シ
_匿カ
ク

ス
所
有
ル
ノ
者も
ノ

ナ
リ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
隱
匿
、
不
盡
情
實
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
隱
ハ
匿ト
ク

、
情
-實
ヲ
盡
サ
不さ

ル
ソ
、

【
經
】

未
見
顏
色
而
言
、
謂
之
瞽
、
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未
タ
顏
-色
ヲ
見
未す
シ
テ
言イ

フ
、
瞽コ

ト
謂
フ
、

【
疏
】

瞽
者
盲
人
也
、
盲
人
目
不
見
人
顏
色
、
而
只
言
人
之
是
非
、
今
若
不

盲
侍
坐
、
未
見
君
子
顏
色
趣
向
、
而
便
逆
言
之
、
此
是
與
盲
者
無
異

質
、
故
謂
之
爲
瞽
也
、

瞽
ト
ハ
盲
-人
ナ
リ
、
盲
-人
目
ニ
人
ノ
顏
-色
ヲ
見
不す

シ
テ
、
只た
た

人

ノ
是
-非
ヲ
言
フ
、
今い
マ

若も

シ
盲メ
シ
イ

不す

シ
テ
坐
ニ
侍
テ
、
未
タ
君
-子
ノ

顏
-色
ノ
趣
-向
ヲ
見
未す
シ
テ
、
便
チ
逆サ
カ

ツ
テ
之
ヲ
言
フ
、
此
レ
ハ
是

レ
盲
-者
與ト

異
-質
無
シ
、
故
ニ
之
ヲ
謂
テ
瞽
ト
爲ス

、

【
注
】

周
生
烈
曰
、
未
見
君
子
顏
色
所
趣
向
、
而
便
逆
先
意
語
者
、
猶
瞽
者(三
)

也
、

周
生
烈
カ
曰
ク
、
未
タ
君
-子
ノ
顏
-色
ノ
趣
-向
ス
ル
所
ヲ
見
未す
シ

テ
、
便
チ
逆
ア
ラ
カ
シ

メ
（
逆サカ
ツ
テ
）
意
ニ
先
サ
き
ん
し

テ
語
ル
ハ
、
瞽
-者
ノ
猶こ
と

シ
、（

一
）
「
也
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
二
）
「
之
」
下
、
武
内
本
有
「
而
」
字
。

（
三
）
「
者
」、
武
内
本
無
此
字
。

【
經
】

孔
子
曰
、
君
子
有
三
戒
、

孔
子
ノ
曰
ク
、
君
-子
ニ
三
ノ
_戒
メ
有
リ
、

【
疏
】

君
子
自
戒
、
其
事
有
三
、
故
云
有
三
戒
也
、

君
-子
ノ
自
ミ
つ
か
ら

_戒
ム
ル
コ
ト
、
其
ノ
_事
三
ツ
有
リ
、
故
ニ
云
ノ
た
ま
は

ク

三
ノ
_戒
メ
有
リ
ト
、

【
經
】

少
之
時
血
氣
未
定
、
戒
之
在
色
、

少ワ
カ

キ
時
ハ
血
-氣
未
タ
定
ラ
未ス
、
戒
メ
色
ニ
在
リ
、

【
疏
】

一
戒
也
、
少
謂
三
十(一
)以

前
也
、
爾
時
血
氣
猶
自
薄
、
少
不
可
過
欲
、

過
欲
則
爲
自
損
、
故
戒
之
也
、
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一
ノ
戒
ナ
リ
、
少
ト
ハ
三
-十
以
-前
ヲ
謂
フ
、
爾そ

ノ
_時
血
-氣
猶な

ヲ

自
ミ
つ
か
ら

_薄
シ
、
少わ
カ

フ
シ
テ
欲
ヲ
過
ス
可へ
か
ら

不ス

、
欲
ヲ
過
ス
則と
き
ん

ハ
自
ミ
つ
か
ら

損
ヲ
爲ナ

ス
、
故
ニ
之
ヲ
戒
ム
、

【
經
】

及
其
壯
也
血
氣
方
剛
、
戒
之
在
鬪
、

其
ノ
壯サ
カ

ン
ナ
ル
ニ
及
テ
ハ
血
-氣
方マ
サ

ニ
剛コ
ワ

シ
、
戒
メ
鬪
フ
ニ
在
リ
、

【
疏
】

二
戒
也
、
壯
謂
三
十
以
上
也
、
禮
三
十(二
)

壯
而
爲
室
、
故
不
復
戒
色

也
、
但
年
齒
已
壯
、
血
氣
方
剛
、
性
力
雄
猛
、
無(三
)所

與
讓
、
好
爲
鬪

爭(四
)、

故
戒
之
也
、

二
ノ
戒
ナ
リ
、
壯
ト
ハ
三
-十
以
-上
ヲ
謂
フ
、
禮
ニ
三
-十
ニ
シ
テ

壯
ニ
シ
テ
室
ヲ
爲ナ

ス
、
故
ニ
復ま
た

色
ヲ
戒
メ
不す

、
但
タ
年
-齒
已
ニ
壯

ニ
シ
テ
、
血
-氣
方
ニ
剛
シ
、
性
-力
雄
-猛
ニ
シ
テ
、
與ト
モ

ニ
_讓
ル
所

無
シ
、
好コ
の
み

テ
鬪
-爭
ヲ
爲ナ

ス
、
故
ニ
之
ヲ
戒
ム
、

【
經
】

及
其
老
也
血
氣
既
衰
、
戒
之
在
得
、

其
ノ
老
ス
ル
ニ
及
テ
ハ
血
-氣
既
ニ
_衰
フ
、
戒
メ
得
ル
ニ
在
リ
、

【
疏
】

三
戒
也
、
老
謂
年
五
十
以
上(五

)、
年
五
十
始
衰
、
無
復
鬪
爭
之
勢
、
而

戒
之
在
得
也
、
得
貪
得
也
、
老
人
好
貪
、
故
戒
之
也
、
老
人
所
以
好

貪
者
、
夫
年
少
象
春
夏
、
春
夏
爲
陽
、
陽
法
主
施
、
故
少
年
明
怡

也
、
年
老
象
秋
冬
、
秋
冬
爲
陰
、
陰
體
歛
藏
、
故
老
耆
好
歛
聚
多

貪(六
)、

三
ノ
戒
ナ
リ
、
老
ト
ハ
年と
シ

五
-十
以
-上
ヲ
謂
フ
、
年と
シ

五
-十
ニ
シ
テ

始
メ
テ
_衰
フ
、
復ま

タ
鬪
-爭
ノ
勢い
き
ほ

ヒ
無
シ
、
而
ル
ヲ
之
ヲ
戒
ム
ル

コ
ト
得
ル
ニ
在
リ
、
得
ハ
貪タ
ン

-得
ナ
リ
、
老
-人
ハ
貪タ
ン

ヲ
好
ム
、
故
ニ

之
ヲ
戒
ム
、
老
-人
貪
ヲ
好
ム
所
_以
ゆ
ゑ
ん

ハ
、
夫
レ
年
-少
ヲ
ハ
春
-夏
ニ

象カ
タ
ト

ル
、
春
-夏
ヲ
陽
ト
爲ス

、
陽
ノ
_法
施
ヲ
主
ト
ス
、
故
ニ
少
-年
ハ

明
-怡イ

ナ
リ
、
年
-老
ヲ
ハ
秋
-冬
ニ
象
ル
、
秋
-冬
ヲ
陰
ト
爲ス

、
陰
ノ

體
ハ
歛レ
ン

-藏
ス
（
歛オサ
メ
藏カク
ス
）、
故
ニ
老
-耆
ハ
歛
-聚
多
-貪
ナ
ル
コ

ト
ヲ
好
ム
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
得
貪
得
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
得
ハ
貪
-得
、
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（
一
）
「
三
十
」、
武
内
本
作
「
卅
」
字
。

（
二
）
「
三
十
」、
武
内
本
作
「
卅
」
字
。

（
三
）
「
無
」
上
、
武
内
本
有
「
有
」
字
。

（
四
）
「
爭
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
五
）
「
上
」
下
、
武
内
本
有
「
也
」
字
。

（
六
）
「
貧
」
下
、
武
内
本
有
「
也
」
字
。

【
經
】

孔
子
曰
、
君
子
有
三
畏
、

孔
子
ノ
曰
ク
、
君
-子
ニ
三
ノ
畏お
そ
り

有
リ
、

【
疏
】

心
服
曰
畏
、
君
子
所
畏
、
有
三
事
也
、

心
ニ
服
ス
ル
ヲ
畏
ト
曰
フ
、
君
-子
ノ
畏お
そ

ル
ル
所
、
三
-事
有
リ
、

【
經
】

畏
天
命
、

天
-命
ヲ
畏お
そ

リ
、

【
疏
】

一
畏
也
、
天
命
、
謂
作
善
降
百
祥
、
作
不
善
不
善(一

)降
百
殃
、
從
吉
逆

凶
、
是
天
之
命
、
故
君
子
畏
之
、
不
敢
逆
之
也
、

一
ノ
畏
ナ
リ
、
天
-命
ト
ハ
、
謂い
は
ゆ

ル
善
ヲ
作な

ス
ト
キ
ハ
百
-祥
ヲ
降

シ
、
不
-善
ヲ
作な

ス
ト
キ
ハ
不
善
ニ
シ
テ
百
-殃
（
殃
ワ
サ
ハ
イ

）
ヲ
降
ス
、

吉
ニ
從
し
た
か
ひ

凶
ニ
逆ソ
ム

ク
ハ
、
是
レ
天
ノ
命
ナ
リ
、
故
ニ
君
-子
ハ
之
ヲ

畏
テ
、
敢あ
へ
て

之
ニ
逆
ハ
不す

、

【
注
】

順
吉
、
逆
凶
、
天
之
命
也
、

順
ナ
ル
ト
キ
ハ
吉
ニ
、
逆
ナ
ル
ト
キ
ハ
凶
ナ
ル
ハ
、
天
ノ
命
ナ
リ
、

【
經
】

畏
大
人
、

大
-人
ヲ
畏お
そ

リ
、

【
疏
】

二
畏
也
、
大
人
聖
人
也
、
見
其
含
容
、
而
曰
大
人
也(二
)、

見
其
作
敎
正

物
、
而
曰
聖
人
也
、
今
云
畏
大
人
、
謂
居
位
爲
君
者
也
、
聖
人
在
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上
、
含
容
覆
燾(三
)、

一
雖
不
察
察
、
而
君
子
畏
之
也
、

二
ノ
畏
ナ
リ
、
大
-人
ト
ハ
聖
-人
ナ
リ
、
其
ノ
含
-容
ス
ル
ヲ
見
テ
、

大
-人
ト
曰
フ
、
其
ノ
敎
ヲ
作な

シ
テ
物
ヲ
正
ス
ル
ヲ
見
テ
、
聖
-人
ト

曰
フ
、
今い
マ

大
-人
ヲ
畏
ル
ル
ト
云
フ
ハ
、
位
ニ
居
テ
君
爲タ

ル
者
ヲ
謂

フ
、
聖
-人
ハ
上
ニ
在
テ
、
含
-容
覆
-燾タ
ウ

（
燾ヲヲウ
）
シ
テ
、
一モ
ツ
ハ

ラ
察
-

察
ナ
ラ
不ス

ト
雖
、
君
-子
ハ
之
ヲ
畏
ル
、

【
注
】

大
人
即
聖
人
、
與
天
地
合
其
德
者
也
、

大
-人
ハ
即
チ
聖
-人
ナ
リ
、
天
-地
與ト

其
ノ
_德
ヲ
合カ
な
へ

ル
者も
ノ

ナ
リ
、

【
經
】

畏
聖
人(四
)言

、

聖
-人
ノ
言コ
ト

ヲ
畏
ル
、

【
疏
】

三
畏
也
、
聖
人
之
言
、
謂
五
經
典
籍
聖
人
遺
文
也
、
其
理
深
遠
、
故

君
子
畏
也
、

三
ノ
畏
ナ
リ
、
聖
-人
ノ
言コ
ト

ハ
、
五
-經
典
-籍
聖
-人
ノ
遺
-文
ヲ
謂

フ
、
其
ノ
_理
深
-遠
ナ
リ
、
故
ニ
君
-子
ハ
畏
ル
、

【
注
】

深
遠
不
可
易
知
、
則
聖
人
之
言
也
、

深
-遠
ニ
シ
テ
知
リ
易ヤ
ス

カ
ル
可
カ
ラ
不さ

ル
ハ
、
聖
-人
ノ
言こ
と

ナ
リ
、

【
疏
】

理
皆
深
遠
、
不
可
改
易
也
、

理
_皆み
ナ

深
-遠
ニ
シ
テ
、
改
メ
_易カ

フ
可
ラ
不ス

、

【
經
】

小
人
不
知
天
命
、
而
不
畏
也
、

小
-人
ハ
天
-命
ヲ
知し
ら

不す

シ
テ
、
畏
レ
不ス

、

【
疏
】

既
小
人
與
君
子
反
、
竝(五
)

不
畏
君
子
之
所
畏
者
也
、
小
人
見
天
道
恢

疏
、
而
不
信
從
吉
逆
凶
、
故
不
畏
之
、
而
造
爲
惡
逆(六
)也

、
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既
ニ
小
-人
ハ
君
-子
與ト

反
ス
、
竝
ニ
君
-子
ノ
畏
ル
ル
所
ノ
者
ヲ
畏

レ
不ス

、
小
-人
ハ
天
-道
ノ
恢ク
ワ
イ

（
恢
ヲ
ヲ
イ
ニ

）-疏ソ

（

疏
ヲ
ロ
ソ
カ
ナ
リ

）
ナ
ル
ヲ
見

テ
、
吉
ニ
從
ヒ
凶
ニ
逆
コ
ト
ヲ
信
セ
不ス

、
故
ニ
之
ヲ
畏
レ
不す

シ
テ
、

而
シ
テ
惡
-逆
ヲ
造
-爲
ス
（
造ナ
シ
爲ナ
ス
）、

【
注
】

恢
疏
、
故
不
知
畏
也
、

恢ク
ワ
イ

-疏ソ

ナ
リ
（
恢ヲヲ
イ
ニ
疏

ヲ
ロ
ソ
カ

ナ
リ
）、
故
ニ
畏
ル
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
不ス

、

【
疏
】

天
網
恢
恢
疏
而
不
失
、
小
人
見
天
命
不
切
切
切(七
)之

急
、
謂
之
不
足
畏

也
、

天
-網
恢
-恢
疏
ニ
シ
テ
失
セ
不ス

、
小
-人
ハ
天
-命
ノ
切
-切
ノ
急
ニ

切
ナ
ラ
不さ

ル
ヲ
見
テ
、
之
ヲ
畏
ル
ル
ニ
足
ラ
不ス

ト
謂
フ
、

【
經
】

狎
大
人
、

大
-人
ニ
狎ナ

レ
、

【
疏
】

見
大
人
含
容
、
故
褻
狎(八
)慢

而
不
敬
也
、
江
煕
云
、
小
人
不
懼
德
、
故

媟
慢
也
、

大
-人
ノ
含
-容
ス
ル
ヲ
見
ル
、
故
ニ
褻ナ

レ
_狎ナ

レ
慢
ア
な
と
り

テ
敬
セ
不ス

、

江
煕
カ
云
ク
、
小
-人
ハ
德
ヲ
懼
レ
不ス

、
故
ニ
媟ナ

レ
_
慢ア
な
と

ル
、

【
注
】

直
而
不
肆
、
故
狎
之
也
、

直
ニ
シ
テ
肆
ホ
シ
イ
マ
マ

ナ
ラ
不ス

、
故
ニ
狎
ル
、

【
疏
】

肆
猶
經
威
毒
也
、
大
人
但
用
行
不
邪
、
而
不
私
威
毒
也
、

肆
ハ
威
-毒
ヲ
經ふ

ル
カ
猶こ
と

シ
、
大
-人
ハ
但
タ
行
ヲ
用
ル
コ
ト
邪
よ
こ
し
マ

ナ

ラ
不す

シ
テ
、
私
ニ
威
-毒
セ
不ス

、

【
經
】

侮
聖
人
之
言
、

聖
-人
ノ
言コ
ト

ヲ
侮ア
ナ
ト

ル
、
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【
疏
】

謂
經
籍
爲
虚
妄
、
故
輕
侮
之
也
、
江
煕
云
、
以
典
籍
爲
妄
作
也
、

經
-籍
ヲ
謂
テ
虚
-妄
ト
爲ス

、
故
ニ
之
ヲ
輕
ン
シ
_
侮ア
ナ
ト

ル
、
江
煕
カ
云

ク
、
典
-籍
ヲ
以
テ
妄
-作
ト
爲ス

、

【
注
】

不
可
小
知
、
故
侮
之
也
、

小
-知
ス
可へ
か

ラ
不ス

、
故
ニ
侮
ル
、

【
疏
】

經
籍
深
妙
非
小
人
所
知
﹆

故
云
不
可
小
知
也
、

經
-籍
ハ
深
-妙
ニ
シ
テ
小
-人
ノ
知
ル
所
ニ
非
ス
﹆

故
ニ
云イ
は

ク
小
-知

ス
可へ
か
ら

不ス

ト
、

（
一
）
「
不
善
」、
武
内
本
無
此
二
字
。

（
二
）
「
也
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
三
）
「
燾
」、
武
内
本
作
「
幬
」。

（
四
）
「
人
」
下
、
武
内
本
有
「
之
」
字
。

（
五
）
「
竝
」、
武
内
本
作
「
故
」。

（
六
）
「
逆
」
下
、
武
内
本
有
「
之
」
字
。

（
七
）
「
切
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
八
）
「
狎
」、
武
内
本
無
此
字
。

【
經
】

孔
子
曰
、
生
而
知
之
者
上
也
、

孔
子
ノ
曰
の
た
ま
は

ク
、

生
ム
ま
れ
な
か
ら

ニ
シ
テ
知
ル
ハ
上
ナ
リ
、

【
疏
】

此
章
勸
學
也
、
故
先
從
聖
人
始
也
、
若
生
而
自
有
知
識
者
、
此
明
是

上
智
聖
人
、
故
云
上
也
、

此
ノ
章
ニ
ハ
學
ヲ
勸
ム
、
故
ニ
先
ツ
聖
-人
從
リ
始
マ
ル
、
若
シ

生
ム
ま
れ
な
か
ら

ニ
シ
テ
自
ヲ
の
つ
か
ら

知
-識
有
ル
者も
ノ

ハ
、
此
レ
ハ
是
レ
上
-智
ノ
聖
-

人
ヲ
明
ス
、
故
ニ
云
ノ
た
ま
は

ク
上
ナ
リ
ト
、

【
經
】

學
而
知
之
者
次
也
、

學
テ
知
ル
ハ
次
ナ
リ
、
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【
疏
】

謂
上
賢
也
、
上
賢
既
不
生
知
、
資
學
以
滿
分
、
故
次
生
知
者
也
、

上
-賢
ヲ
謂
フ
、
上
-賢
ハ
既
ニ
生
ニ
シ
テ
知
ラ
不す

、
學
ニ
資ヨ

リ
テ
分

ヲ
滿
ツ
、
故
ニ

生
む
ま
れ
な
か
ら

ニ
シ
テ
知
ル
者も
ノ

ニ
次
ク
、

【
經
】

困
而
學
之
、
又
其
次
也
、

困ク
ル
シ

ン
_而テ

學
フ
ハ
、
又
其
ノ
次
ナ
リ
、

【
疏
】

謂
中
賢
以
下
也
、
本
不
好
學
、
特
以
己
有
所
用
於
理
困
憤
不
通
、
故

憤
而
學
之
、
只
此
次
前
上
賢
人
也
、

中
-賢
以
-下
ヲ
謂
フ
、
本も
ト

學
ヲ
好
マ
不ス

、
特ヒ
ト

リ
己お
の
レ

カ
用
ル
所と
こ
ろ

理
ニ

於
テ
困
-憤
シ
テ
通
セ
不さ

ル
コ
ト
有
ル
ヲ
以
テ
ノ
、
故ユ
ゑ

ニ
憤
イ
き
と
ほ
り

_而テ

之
ヲ
學
フ
、
只
タ
此
ハ
前
ノ
上
-賢
-人
ニ
次
ク
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
困
謂
有
所
不
通
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
困
ト
ハ
通
セ
不さ

ル
所と
こ
ロ

有
ル
ヲ
謂
フ
、

【
經
】

困
而
不
學
、
民
斯
爲
下
矣
、

困
テ
學
ヒ
不さ

ル
、
民
斯こ
れ

ヲ
下
ト
爲ス

、

【
疏
】

謂
下
愚
也
、
既
不
好
學
、
而
困
又
不
學
、
此
是
下
愚
之
民
也
、
故
云

民
斯
爲
下
也
、

下
-愚
ヲ
謂
フ
、
既
ニ
學
ヲ
好
マ
不ス

、
而
ル
ニ
困
テ
モ
又ま

タ
學
ヒ
不ス

、

此
レ
ハ
_是
レ
下
-愚
ノ
民
ナ
リ
、
故
ニ
云
ノ
た
ま
は

ク
民
斯こ
れ

ヲ
下
ト
爲ス

、

【
經
】

孔
子
曰
、
君
子
有
九
思
、

孔
子
ノ
曰
ク
、
君
-子
ハ
九
ノ
_思
ヒ
有
リ
、

【
疏
】

言
君
子
所
宜
思
之
事
、
其
條
有
九(一
)、
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言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
君
-子
ノ
宜
ク
思
フ
宜ヘ
キ
所
ノ
事コ
ト

、
其
ノ
_
條
ヲ
チ
ヲ
チ

九
ツ
有
リ
、

【
經
】

視
思
明
、

視
ル
コ
ト
ハ
明
ヲ
思
フ
、

【
疏
】

一
也
、
若
自
瞻
視
萬
事
、
不
得
孟
浪
、
唯
思
分
明
也
、

一
ナ
リ
、
若
シ
自
ミ
つ
か
ら

萬
-事
ヲ
瞻ミ

_視
ル
コ
ト
、
孟
-浪
（
孟
浪
ミ
タ
リ
ナ
リ

）
ナ

ル
コ
ト
ヲ
得
不ス

、
唯
タ
分
-明
ナ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
思
フ
、

【
經
】

聽
思
聰
、

聽
ク
コ
ト
ハ
聰
ヲ
思
フ
、

【
疏
】

二
也
、
若
耳
聽
萬
理
、
不
得
落
漠
、
唯
思
聰
了
也
、

二
ナ
リ
、
若
シ
耳
萬
-理
ヲ
聽
ク
コ
ト
、
落
-漠バ
ク

ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
不ス

、

唯
タ
聰
-了
セ
ン
コ
ト
ヲ
思
フ
、

【
經
】

色
思
温
、

色
ハ
温
ヲ
思
フ
、

【
疏
】

三
也
、
若
顏
色
平
常
、
不
得
嚴
切
、
唯
思
温
和
也
、
李
充
云(二
)、

靜
容

謂
之
和
、
柔
暢
謂
之
温
也
、

三
ナ
リ
、
若
シ
顏
-色
平
-常
ニ
シ
テ
、
嚴
-切
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
不す

、

唯
タ
温
-和
ヲ
思
フ
、
李
充
カ
云
ク
、
靜
-容
之
ヲ
和
ト
謂
フ
、
柔
-

暢
之
ヲ
温
ト
謂
フ
、

【
經
】

貌
思
恭
、

貌か
た
ち

ハ
恭
ヲ
思
フ
、

【
疏
】

四
也
、
若
容
貌
接
物
不
得
違
逆
、
唯
思
遜
恭
也
、
李
充
云
、
動
容
謂
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之
貌
、
謙
接
謂
之
恭
也
、

四
ナ
リ
、
若
シ
容
-貌
物も
ノ

ニ
接マ
シ

ハ
ル
コ
ト
違タ
カ

イ
_逆サ
カ

フ
コ
ト
ヲ
得
不す

、

唯
タ
遜
-恭
ナ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
思
フ
、
李
充
カ
云
ク
、
容
ヲ
動
ス
之
ヲ

貌
ト
謂
フ
、
謙
-接
ス
ル
之
ヲ
恭
ト
謂
フ
、

【
經
】

言
思
忠
、

言コ
ト

ハ
忠
ヲ
思
フ
、

【
疏
】

五
也
、
若
有
所
言
語
、
不
得
虚
僞
、
唯
思
盡
於
忠
心
也
、

五
ナ
リ
、
若
シ
言
-語
ス
ル
所
有
レ
ハ
、
虚
-僞ギ

（
僞
イ
ツ
ハ
ル

）
ヲ
得
不ス

、

唯
タ
忠
-心
ヲ
盡
サ
ン
コ
ト
ヲ
思
フ
、

【
經
】

事
思
敬
、

事ワ
サ

ハ
敬
ヲ
思
フ
、

【
疏
】

六
也
、
凡
行
萬
事
、
不
得
傲
慢
、
唯
思
於
敬
也
、
故
曲
禮
云
、
無
不

敬
也
、

六
ナ
リ
、
凡
ソ
萬
-事
ヲ
行
コ
ト
、
傲
（
傲ヲコル
）-慢
ヲ
得
不ス

、
唯
タ
敬

ヲ
思
フ
、
故
ニ
曲
禮
ニ
云
ク
、
敬ツ
ツ
シ

マ
不ス

ト
イ
フ
コ
ト
無
シ
ト
、

【
經
】

疑
思
問
、

疑
ハ
シ
キ
ハ
問
ハ
ン
コ
ト
ヲ
思
フ
、

【
疏
】

七
也
、
心
有
所
疑
、
不
得
輙
自
斷
決
、
當
思
諮
問
於
事
有
識
者
也
、

七
ナ
リ
、
心
ニ
疑
フ
所
有
レ
ハ
、
輙
チ
（
輙タヤス
）
自
ミ
つ
か
ら

斷
（
斷

コ
ト
ハ
リ

）-

決
（
決

サ
タ
ム
ル

）
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
不ス

、
當
ニ
事
ニ
於
テ
識
ル
コ
ト
有
ル
者

ニ
諮と

ヒ
_問
ハ
ン
コ
ト
ヲ
思
フ
當ヘ
シ
、

【
經
】

忿
思
難
、
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忿イ
カ

リ
ニ
ハ
難
ヲ
思
フ
、

【
疏
】

八
也
、
彼
有
違
理
之
事
、
來
觸
於
我
、
我
必
忿
怒
於
彼
、
雖
然
不
得

乘
此
忿
心
、
以
報
於
彼
、
當
思
於
忽
有
急
難
日
也
、
一
朝
之
忿
忘
其

身
、
以
及
其
親
、
是
謂
難
也
、

八
ナ
リ
、
彼か
レ

理
ニ
違
フ
ノ
事
有
テ
、
來
テ
我
ニ
觸
ル
ル
ト
キ
ハ
、
我わ
レ

必
ス
彼
ニ
忿イ
カ

リ
_怒
ル
、
然
ト
雖
モ
此
ノ
忿
-心
ニ
乘
シ
テ
、
彼
ニ
報

セ
ン
コ
ト
ヲ
得
不ス

、
當
ニ
忽
タ
ち
ま
ち

ニ
急
-難
有
ル
ノ
日
ヲ
思
フ
當ヘ
シ
、

一
-朝
ノ
忿い
カ

リ
ニ
其
ノ
_身
ヲ
忘
レ
テ
、
其
ノ
親
ニ
及
ス
、
是
ヲ
難
ト

謂
フ
、

【
經
】

見
得
思
義
、

得
ル
ヲ
見
テ
ハ
義
ヲ
思
フ
、

【
疏
】

九
也
、
不
義
而
富
且
貴
、
於
我
如
浮
雲
、
若
見
己
應
有
所
得
、
當
思

是(三
)取

也
、
江
煕
云
、
義(四
)後

取
也
、

九
ナ
リ
、
不
-義
ニ
シ
テ
富
ミ
且
ツ
貴
キ
ハ
、
我
ニ
於
テ
浮
ヘ
ル
_雲

ノ
如
シ
、
若
シ
己お
の
レ

カ
得
ル
所
有
ル
應へ

キ
見
テ
ハ
、
當
ニ
是
ヲ
思
テ

取
ル
當ヘ
シ
、
江
煕
カ
云
ク
、
義
ア
リ
テ
後
ニ
取
ル
ソ
、

（
一
）
「
九
」
下
、
武
内
本
有
「
也
」
字
。

（
二
）
「
李
充
云
」、
武
内
本
作
「
李
充
曰
」、
下
同
。

（
三
）
「
是
」
下
、
武
内
本
有
「
義
」
字
。

（
四
）
「
義
」
下
、
武
内
本
有
「
然
」
字
。

【
經
】

孔
子
曰
、
見
善
如
不
及
、

孔
子
ノ
曰
ノ
た
ま
は

ク
、
善
ヲ
見
テ
ハ
及
ハ
不さ

ル
カ
如
ク
ス
、

【
疏
】

見
有
善
者
、
當
慕
而
齊
之
、
恆
恐
己
不
能
相
及
也
、
袁
氏
云(一
)、

恆
恐

失
之
、
故
馳
而
及
之(二
)、

善
有
ル
者
ヲ
見
テ
ハ
、
當
ニ
慕
テ
之
ト
齊ヒ
と
し

カ
ル
當ヘ
シ
、
恆ツ
ね

ニ
己お
の
レ

カ

相
ヒ
_及
フ
コ
ト
能
ハ
不さ
ら

ン
コ
ト
ヲ
恐
ル
、
袁
氏
カ
云
ク
、
恆
ニ
之

ヲ
失
コ
ト
ヲ
恐
ル
、
故
ニ
馳ハ
せ

テ
之
ニ
及
フ
、
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【
經
】

見
不
善
如
探
湯
、

不
-善
ヲ
見
テ
ハ
湯
ヲ
探
ル
カ
如
ク
ス
、

【
疏
】

若
見
彼
不
善
者
則
、
己
急
宜
畏
避
不
相
染
入
、
譬
如
人
使
己
以
手
探

於
沸
湯
爲
也
、

若
シ
彼
カ
不
-善
ヲ
見
テ
ハ
則
チ
、
己お
の
レ

急
ニ
宜
ク
畏
レ
_避
テ
相
ヒ

染
-入
セ
不さ

ル
宜ヘ
シ
、
譬
ハ
人ひ
ト

己
ヲ
使シ

テ
手
ヲ
以
テ
沸フ
ツ

-湯
ヲ
探
ル
コ

ト
ヲ
爲ナ

サ
使シ
ム
ル
カ
如
シ
、

【
經
】

吾
見
其
人
矣
、
吾
聞
其
語
矣
、

吾わ
レ

其
ノ
_人
ヲ
見
ル
、
吾わ
レ

其
ノ
_語コ
ト

ヲ
聞
ク
、

【
疏
】

孔
子
自
云
、
此
上
二
事
、
吾
嘗
見
其
人
、
亦
嘗
聞
有
其
語
也
、

孔
子
自
ミ
つ
か
ら

云
ノ
た
ま
は

ク
、
此
ノ
上
ノ
二
-事
ハ
、
吾わ
レ

嘗
テ
其
ノ
_人
ヲ
見

テ
、
亦
嘗
テ
其
ノ
語こ
と

有
ル
コ
ト
ヲ
聞
ケ
リ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
探
湯
喩
去
惡
疾
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
湯
ヲ
探
ル
ヲ
ハ
惡
ヲ
去
ク
ル
コ
ト
ノ
疾ト

キ
ニ
喩

フ
、

【
疏
】

去
猶
避
也(三
)、

疾
速
也
、
謂
避
惡
之
速
、
顏
特
進
云
、
好
善
如
所
慕
、

惡
惡
如
所
畏
、
合
義
之
情
、
可
傳
之
理
、
既
見
其
人
、
又
聞
其
語

也
、

去
ハ
避
ノ
猶こ
と

シ
、
疾
ハ
速
ナ
リ
、
惡
ヲ
避
ク
ル
ノ
速
ヲ
謂
フ
、
顏
特

進
カ
云
ク
、
善
ヲ
好
コ
ト
慕
フ
所
ノ
如
シ
、
惡
ヲ
惡
ニ
く
み
ん

ス
ル
コ
ト
畏

ル
ル
所
ノ
如
シ
、
義
ニ
合か
な

フ
ノ
情
、
傳
フ
可
キ
ノ
理
、
既
ニ
其
ノ
_

人
ヲ
見
テ
、
又
其
ノ
_語
ヲ
聞
ク
、

【
經
】

隱
居
以
求
其
志
、
行
義
以
達
其
道
、

隱
-居
シ
テ
以
テ
其
ノ
志
ヲ
求
メ
、
義
ヲ
行
テ
其
ノ
_道
ヲ
達
ス
、
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【
疏
】

志
違
昏
亂
、
故
願
隱
居
遁
、
言
幽
居
以
求
其
志
也(四
)、

行
義
以
達
其

道(五
)、

常
願
道
申(六
)、

故
躬
行
仁
義
、
以
達
其
道
也(七
)、

志
シ
昏
-亂
ニ
違た
か

フ
、
故
ニ
隱
-居
シ
テ
遁
レ
ン
コ
ト
ヲ
願
フ
、

言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
幽
-居
シ
テ
其
ノ
_志
ヲ
求
ム
、
義
ヲ
行
テ
其
ノ
道
ヲ
達
ス
、

常
ニ
道
ノ
申ノ

ヒ
ン
コ
ト
ヲ
願
フ
、
故
ニ
躬ミ

仁
-義
ヲ
行
テ
、
其
ノ
道

ヲ
達
ス
、

【
經
】

吾
聞
其
語
矣
、
未
見
其
人
也
、

吾わ
レ

其
ノ
語コ
ト

ヲ
聞
ク
、
未
タ
其
ノ
_人
ヲ
見
未ス
、

【
疏
】

唯
聞
昔
有
夷
齊
能
然
、
是
聞
有(八
)其

語
也
、
而
今
世
無
復
此
人
、
故
云

未
見
其
人
也
、
顏
特
進
云
、
隱
居
所
以
求
志
、
於
世
表
、
行
義
所
以

達
道
於
古
人
、
無
立
之
高
難
能
之
行
、
徒
聞
其
語
、
未
見
人(九
)也

、

唯
タ
聞
ク
昔む
か
シ

夷
齊
有
リ
能
ク
然
リ
ト
、
是
レ
其
ノ
_語コ
ト

有
ル
ヲ
聞
ク

ナ
リ
、
而
ル
ヲ
今
-世
復
タ
此
ノ
_人
無
シ
、
故
ニ
云
ノ
た
ま
は

ク
未
タ
其
ノ

_人
ヲ
見
未ス
ト
、
顏
特
進
カ
云
ク
、
隱
-居
シ
テ
志
ヲ
求
ム
ル
所
_以
ゆ
ゑ
ん

ハ
、
世
-表
ニ
於
テ
、
義
ヲ
行
テ
道
ヲ
古
-人
ニ
達
ス
ル
所
_以
ゆ
ゑ
ん

ナ
リ
、

立
コ
ト
無
キ
ノ
高
キ
能
ク
シ
難
キ
ノ
行
、
徒
ニ
其
ノ
語
ヲ
聞
テ
、
未

タ
人
ヲ
見
未ス
、

（
一
）
「
云
」、
武
内
本
作
「
曰
」。

（
二
）
「
之
」
下
、
武
内
本
有
「
也
」
字
。

（
三
）
「
也
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
四
）
「
志
違
昏
亂
、
故
願
隱
居
遁
、
言
幽
居
以
求
其
志
也
」、
武

内
本
此
十
七
字
在
經
文
「
隱
居
以
求
其
志
」
句
直
下
、
但

「
違
」
作
「
達
」。

（
五
）
「
行
義
以
達
其
道
」、
武
内
本
無
此
六
字
。

（
六
）
「
申
」、
武
内
本
作
「
中
」。

（
七
）
「
也
」、
武
内
本
作
「
矣
」。

（
八
）
「
有
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
九
）
「
人
」
上
、
武
内
本
有
「
其
」
字
。

【
經
】

齊
景
公
有
馬
千
駟
、

齊
ノ
景
公
馬
千
-駟
有
リ
、
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【
疏
】

千
駟
四
千
匹
馬
也
、

千
駟
ハ
四
-千
匹
ノ
馬
ナ
リ
、

【
經
】

死
之
日
、
民
無
得
稱
焉
、

死
ス
ル
ノ
日
、
民
得
テ
稱
ス
ル
コ
ト
無
シ
、

【
疏
】

生
時
無
德
而
多
馬
、
一
死
則
身(一
)名

倶
消
、
故
民
無
所
稱
譽
也
、

生
ケ
ル
時
ニ
德
無な
く

シ
テ
馬
多
シ
、
一ひ
と
た

ヒ
死
ス
ル
則と
き
ん

ハ
身
-名
倶
ニ

消
ス
、
故
ニ
民
稱
-譽
ス
ル
所
無
シ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
千
駟
四
千
匹
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
千
-駟
ハ
四
-千
-匹
ソ
、

【
經
】

伯
夷
叔
齊
餓
于
首
陽
之
下
、

伯
夷
叔
齊
ハ
首
陽
ノ
下も
ト

ニ
餓
ス
、

【
疏
】

夷
齊
是
孤
竹
君
之
二
子
也
、
兄
弟
讓
國
、
遂
入
隱
于
首
陽
之
山
、
武

王
伐
紂
﹆

夷
齊
扣(二
)武

王
馬
諫
曰
、
爲
臣
伐
君
﹆

豈
得
忠
乎
、
橫
尸
不

葬
、
豈
得
孝
乎
、
武
王
左
右
欲
殺
之
、
太
公
曰
、
此
孤
竹
君
之
子
、

兄
弟
讓
國
、
大
王
不
然
制
也
、
隱
於
首
陽
山
合
方
立
義
、
不
可
殺
、

是
賢
人
、
即
止
也
、
夷
齊
反
首
陽
山
責
周
不
食
周
粟
、
唯
食
草
木
而

已
、
後
遼
西
令
支
縣
祐(三
)家

白
張
石
虎
往
蒲
坂
採
材
、
謂
夷
齊
云
、
汝

不
食
周
粟
、
何
食
周
草
木
、
夷
齊
聞
言
即
遂
不
食
、
七
日
餓
死
也(四
)、

云
首
陽
下
者
、
在
山
邊
側(五
)也

、

夷
齊
ハ
是
レ
孤
竹
ノ
君
ノ
二
-子
ナ
リ
、
兄
-弟
國
ヲ
讓
テ
、
遂
ニ
入

テ
首
陽
ノ
山
ニ
隱
ル
、
武
王
紂
ヲ
伐
ツ
﹆

夷
齊
武
王
ノ
馬
ヲ
扣
テ
諫

メ
テ
曰
ク
、
臣
ト
爲シ

テ
君
ヲ
伐
ツ
﹆

豈
ニ
忠
ヲ
得
ン
乎ヤ

、
尸

（
尸

シ
ニ
カ
ハ
ネ

）
ヲ
橫
ヨ
こ
た
へ

テ
葬
ラ
不す

、
豈
ニ
孝
ヲ
得
ン
乎ヤ

、
武
王
ノ
左
-右

之
ヲ
殺
サ
ン
ト
欲ス

、
太
公
ノ
曰
ク
、
此
レ
ハ
孤
竹
ノ
君
ノ
子
、
兄
-

弟
國
ヲ
讓
ル
、
大
王
モ
然し

カ
ン
シ
_制
セ
不ス

、
首
陽
山
ニ
隱
テ
方ミ
チ

ニ

合カ
ナ

ヒ
義
ヲ
立
ツ
、
殺
ス
可へ
か
ら

不す

、
是
レ
賢
-人
ナ
リ
ト
、
即
チ
_止
ム
、

九十四―六 翻刻『論語義疏』（大槻本）〈季氏篇〉

－45－



夷
齊
首
陽
山
ニ
反
テ
周
ヲ
責セ

メ
テ
周
ノ
粟
ヲ
食ハ

マ
不す

、
唯
タ
草
-木

ヲ
食
ス
ル
而
_已
ノ

ミ

、
後
ニ
遼レ
ウ

西
令
支
縣
祐
-家
白
張
石
虎
蒲
坂
ニ
往
テ

材
ヲ
採
ル
、
夷
齊
ニ
謂
テ
云
ク
、
汝な
ん
チ

周
ノ
粟
ヲ
食は

マ
不ス

、
何
ソ
周

ノ
草
-木
ヲ
食は

ム
ヤ
、
夷
齊
言こ
と

ヲ
聞
テ
即
チ
遂
ニ
食は

マ
不ス

、
七
-日
ニ

シ
テ
餓
-死
ス
、
首
陽
ノ
下も
と

ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
山
-邊
ノ
側
カ
た
は
ら

ニ
在
レ

ハ
ナ
リ
、

【
注
】

馬
融
曰
、
首
陽
山
在
河
東
蒲
坂
華
山
之
北
河
曲
之
中
也
、

馬
融
カ
曰
ク
、
首
陽
山
ハ
河
東
蒲
坂
華
山
ノ
北
河
曲
ノ
中
ニ
在
リ
、

【
經
】

民
致(六
)于

今
稱
之
、

民
今い
マ

ニ
致
ル
マ
テ
稱
ス
、

【
疏
】

雖
無
馬
而
餓
死
、
而
民
到(七
)孔

子
之
時
、
相
傳
揄
揚
愈
盛
也
、

馬
無な
く

シ
テ
餓
-死
ス
ト
雖
モ
、
民
孔
子
ノ
時
ニ
到
ル
マ
テ
、
相
_傳
テ

揄ア

ケ
_揚ア

ク
ル
コ
ト
愈
イ
ヨ
イ
ヨ

盛
ナ
リ
、

【
經
】

其
斯
之(八
)謂

與

其
レ
斯こ
れ

ヲ
謂
フ
與カ

【
疏
】

斯
此
也
、
言
多
馬
而
無
德
、
亦
死
即
消
、
雖
餓
而
有
德
、
稱
義
無

息
、
言
有
德
不
可(九
)重

其
此
之
謂(一
〇
)也

斯
ハ
此
ナ
リ
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
馬
多
シ
テ
德
無
キ
ト
キ
ハ
、
亦
タ
_死
シ
テ

即
チ
_消
ス
、
餓
ス
ト
雖
モ
德
有
ル
ト
キ
ハ
、
義
ヲ
稱
シ
テ
息ヤ

ム
コ

ト
無
シ
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
有
-德
ハ
重
ン
ス
可へ
か
ら

不ス

ト
ハ
其
レ
此
ノ
謂
ナ
リ

【
注
】

王
肅
曰
、
此
所
謂
、
以
德
爲
稱
者
也
、

王
肅
カ
曰
ク
、
此
ハ
謂
ハ
所ゆ

ル
、
德
ヲ
以も
て

稱
ス
ル
コ
ト
ヲ
爲ス

ル
者も
ノ

ナ

リ
、（

一
）
「
身
」
下
、
武
内
本
有
「
與
」
字
。

（
二
）
「
扣
」、
武
内
本
作
「
叩
」。

（
三
）
「
祐
」、
武
内
本
作
「
佑
」。
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（
四
）
「
也
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
五
）
「
側
」
下
、
武
内
本
有
「
者
」
字
。

（
六
）
「
致
」、
武
内
本
作
「
到
」。

（
七
）
「
到
」、
武
内
本
作
「
至
」。

（
八
）
「
之
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
九
）
「
可
」
下
、
武
内
本
有
「
不
」
字
。

（
一
〇
）
「
之
謂
」、
武
内
本
作
「
謂
之
」。

【
經
】

陳
亢
問
於
伯
魚
曰
、
子
亦
有
異
聞
乎
、

陳
亢カ
ウ

伯
魚
ニ
問
テ
曰
ク
、
子
亦
異
-聞
有
リ
乎ヤ

、

【
疏
】

陳
亢
即
子
禽
也
、
伯
魚
即
鯉
也
、
亢
言
伯
魚
是
孔
子
之
子
、
孔
子
或

私
敎
伯
魚
有
異
門
徒
聞
、
故
云
子
亦
有
異
聞
不
也
、
呼
伯
魚
而
爲
子

也
、

陳
亢
ハ
即
す
な
は
ち

子
禽
ナ
リ
、
伯
魚
ハ
即
チ
鯉
ナ
リ
、
亢
言ヲ
モ

ヘ
ラ
ク
伯
魚

ハ
是
レ
孔
子
ノ
子
ナ
リ
、
孔
子
或
ハ
私
ニ
伯
魚
ニ
敎
ヘ
テ
門
-徒
ノ

聞キ

キ
ニ
異
ナ
ル
コ
ト
有
ン
ト
（
伯
魚
ハ
是
レ
孔
子
ノ
子
ナ
リ
、
孔
子

或
ハ
私
ニ
伯
魚
ニ
敎
ヘ
テ
門
-徒
ノ
聞キ

キ
ニ
異
ナ
ル
コ
ト
有
ン
ト
言ヲモ

ヘ
リ
）、
故
ニ
云
ク
子
亦
異
-聞
有
リ
ヤ
不い
な

ヤ
ト
、
伯
魚
ヲ
呼
テ
子
ト

爲ス

、
【
注
】

馬
融
曰
、
以
爲
伯
魚
孔
子
之
子
、
所
聞
當
有
異
也
、

馬
融
カ
曰
ク
、
以
_爲
お
も
へ

ラ
ク
伯
魚
ハ
孔
子
ノ
子
ナ
リ
、
聞
ク
所と
こ
ロ

當
ニ

異
有
ル
當ヘ
シ
ト
（
伯
魚
ハ
孔
子
ノ
子
ナ
リ
、
聞
ク
所と
こ
ロ

當
ニ
異
有
ル

當ヘ
シ
ト
以お
_爲も
ヘ
リ
）、

【
經
】

對
曰
未
也
、

對
テ
曰
ク
未い
ま
た

シ
、

【
疏
】

伯
魚
對
陳
亢
云
、
我
未
嘗
有
異
聞
也
、

伯
魚
陳
亢
ニ
對
テ
云
ク
、
我わ
レ

未
タ
嘗
テ
異
-聞
有
ラ
未ス
、

【
經
】

嘗
獨
立
、
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嘗
テ
獨
リ
立
テ
リ
、

【
疏
】

此
述
己
生
平
私
得
孔
子
見
語
之
時
也
、
言
孔
子
嘗
獨
立
、
左
右
無
人

也
、

此
レ
ハ
己お
の
レ

生
-平
私
ニ
孔
子
ニ
語
ラ
見ル

ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ノ
時
ヲ
述

フ
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
孔
子
嘗
テ
獨
リ
立
テ
リ
、
左
-右
ニ
人
無
シ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
獨
立
謂
孔
子
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
獨
-立
ト
ハ
孔
子
ヲ
謂
フ
、

【
經
】

鯉
趨
而
過
庭
、

鯉
趨
テ
庭
ヲ
過
ク
、

【
疏
】

孔
子
獨
立
在
堂
、
而
己
趨
從
中
庭
過
也
、

孔
子
獨
リ
_立
テ
堂
ニ
在マ

ス
、
而
ル
ヲ
己お
の
レ

趨
テ
中
-庭
從
リ
過
ク
、

【
經
】

曰
學
詩
乎

曰
ノ
た
ま
は

ク
詩
學
ヒ
タ
リ
乎ヤ

【
疏
】

孔
子
見
伯
魚
從
庭
過
、
呼
而
問
之
曰(一
)、

汝
嘗
學
詩
不
乎
、

孔
子
伯
魚
ノ
庭
從
リ
過
ル
ヲ
見
テ
、
呼
テ
之
ヲ
問
テ
曰
ノ
た
ま
は

ク
、
汝な
ん
チ

嘗
テ
詩
學
タ
リ
ヤ
不い
な

ヤ
、

【
經
】

對
曰
未
之
、

對
ヘ
テ
曰
ク
未い
ま
た

シ
、

【
疏
】

伯
魚
述
己
擧(二
)答

孔
子
言
、
未
嘗
學
之
詩
也
、

伯
魚
己
ヲ
述
テ
孔
子
ニ
擧
ケ
_答
テ
言
ク
、
未
タ
嘗か
つ
て

詩
ヲ
學
ヒ
未ス
、

－48－



【
經
】

曰
不
學
詩
無
以
言
也
、

曰
ノ
た
ま
は

ク
詩
學
ヒ
不ス

ン
ハ
以
テ
_
言
モ
の
い
ふ

コ
ト
無な
か

レ
、

【
疏
】

孔
子
問(三
)伯
魚
未
嘗
學
詩
、
故
以
此
語
之
、
言
詩
有
比
興
答
對
酬
酢
、

人
若
不
學
詩
則
、
無
以
與
人
言
語
也
、

孔
子
伯
魚
ニ
問
フ
ニ
未
タ
嘗
テ
詩
ヲ
學
ヒ
未ス
ト
イ
フ
、
故
ニ
此
ヲ
以も
て

之
ニ
語
ル
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
詩
ニ
比
-興
答
-對
酬
-酢サ
ク

有
リ
、
人
若
シ
詩
ヲ

學
ヒ
不す

ン
ハ
、
以
テ
人
與ト

言
-語
ス
ル
コ
ト
無な
か

レ
、

【
經
】

鯉
退
而
學
詩
、

鯉
退
テ
詩
ヲ
學
フ
、

【
疏
】

伯
魚
得
孔
子
之
旨
、
故
退(四
)還

己
舍
、
而
學
詩
之
也
、

伯
魚
孔
子
ノ
旨
ヲ
得
テ
、
故
ニ
己
カ
舍
ニ
退
キ
_還
テ
、
詩
ヲ
學
フ
、

【
經
】

他
日
又
獨
立
、

他
-日
ニ
又
獨
リ
_立
テ
リ
、

【
疏
】

他
日
、
又
別
日
也
、
孔
子
又
在
堂
獨
立
也
、

他
-日
ト
ハ
、
又
別
-日
ナ
リ
、
孔
子
又
堂
ニ
在マ

シ
テ
獨
リ
_立
テ
リ
、

【
經
】

鯉
趨
而
過
庭
、

鯉
趨
テ
庭
ヲ
過
ク
、

【
疏
】

伯
魚
又
從
中
庭
過
也
、

伯
魚
又
中
-庭
從
リ
過
ク
、
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【
經
】

曰
學
禮
乎
、

曰
ノ
た
ま
は

ク
禮
學
ヒ
タ
リ
ヤ
、

【
疏
】

孔
子
又
問
伯
魚
、
汝(五
)學
禮
不
乎
、

孔
子
又
伯
魚
ニ
問
フ
、
汝な
ん
チ

禮
學
ヒ
タ
リ
ヤ
不い
な

ヤ
、

【
經
】

對
曰
未
也
、

對
テ
曰
ク
未い
ま
た

シ
、

【
疏
】

亦
答
云
、
未
學
禮
之
也
、

亦
答
テ
云
ク
、
未
タ
禮
ヲ
學
ヒ
未ス
、

【
經
】

不
學
禮
無
以
立
、

禮
學ま
な
ひ

不す

ン
ハ
以
テ
_立
ツ
コ
ト
無な
か

レ
、

【
疏
】

孔
子
又
語
伯
魚
云
、
禮
是
恭
儉
莊
敬
、
立
身
之
本
、
人
有
禮
則
安
、

無
禮
則
危
、
若
不
學
禮
則
、
無
以
自
立
身
也
、

孔
子
又
伯
魚
ニ
語
テ
云
ノ
た
ま
は

ク
、
禮
ハ
是
レ
恭
-儉
莊
-敬
シ
テ
、
身
ヲ

立
ル
ノ
本
ナ
リ
、
人
ハ
禮
有
ル
則と
き
ん

ハ
安
シ
、
禮
無
キ
則と
き
ん

ハ
危
シ
、

若
シ
禮
ヲ
學
ヒ
不す

ン
ハ
、
自
ミ
つ
か
ら

身
ヲ
立
ツ
ル
コ
ト
無
ケ
ン
、

【
經
】

鯉
退
而
學
禮
、

鯉
退
テ
禮
ヲ
學
フ
、

【
疏
】

鯉
從
孔
子(六
)旨
、
退
而
學
禮
也
、

鯉
孔
子
ノ
旨
ニ
從
テ
、
退
テ
禮
ヲ
學
フ
、

【
經
】

聞
斯
二
者
矣
、
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斯こ

ノ
二
ノ
_者
ヲ
聞
ク
、

【
疏
】

又
答
陳
亢
﹆

言
己
爲
孔
子
之(七
)唯

私
聞
學
詩
學
禮
二
事
也
、

又
陳
亢
ニ
答
フ
﹆

言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
己お
の
レ

孔
子
ノ
爲
ニ
唯
タ
私
ニ
詩
ヲ
學
ヒ
禮

ヲ
學
フ
ノ
二
-事
ヲ
聞き

キ
キ
、

【
經
】

陳
亢
退
而
喜
曰
、
問
一
得
三
、

陳
亢
退
テ
喜
テ
曰
ク
、
一
ヲ
問
テ
三
ヲ
得
タ
リ
、

【
疏
】

陳
亢
得
伯
魚
答
己
二
事
、
故
退
而
歡
喜
也
、
言
我
問
異
聞
之
一
事
、

而
今
得
聞
三
事
也
、

陳
亢
伯
魚
己お
の
レ

ニ
答
ル
ノ
二
-事
ヲ
得
タ
リ
、
故
ニ
退
テ
歡
-喜
ス
、

言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
我
レ
異
-聞
ノ
一
-事
ヲ
問
テ
、
今
得
テ
三
-事
ヲ
聞き

キ
キ
、

【
經
】

聞
詩
聞
禮
又
聞
君
子
之
遠
其
子
也
、

詩
聞
キ
キ
禮
聞
キ
キ
又
君
-子
ノ
其
ノ
子
ヲ
遠さ
く

ル
コ
ト
ヲ
聞
ク
、

【
疏
】

伯
魚
二
也
、
又
君
子
遠
其
子
三
也
、
伯
魚
是
孔
子
之
子
、
一
生
之
中

唯
知(八
)聞
二
事
、
即
是
君
子
不
獨
親
子
、
故
相
疎
遠
、
是
亢(九
)今
得
聞
君

子
遠
於
其
子
也
、
范
寧
云(一
〇
)、
孟
子
云
、
君
子
不
敎
子
何
也
、
勢
不

行
也
、
敎
者
必
以
正
、
以
正
不
行
、
繼
之
以
怒
、
繼
之
以
怒
則
、
反

夷
矣
、
父
子
相
夷
惡
也
、

伯
魚
二
ナ
リ
、
又
君
-子
ノ
其
ノ
子
ヲ
遠さ
く

ル
コ
ト
三
ナ
リ
、
伯
魚
ハ

是
レ
孔
子
ノ
子
ナ
リ
、
一
-生
ノ
中
ニ
唯
タ
二
-事
ヲ
聞
ク
ヲ
知
ル
、

即
チ
是
レ
君
-子
ハ
獨
リ
子
ヲ
親
ン
セ
不ス

、
故
ニ
相
疎
-遠
ナ
リ
、
是

レ
亢
今い
マ

君
-子
ノ
其
ノ
子
ヲ
遠さ
く

ル
コ
ト
ヲ
聞
コ
ト
ヲ
得
タ
リ
、
范
寧

カ
云
ク
、
孟
子
ニ
云
ク
、
君
-子
ノ
子
ヲ
敎
ヘ
不さ

ル
コ
ト
ハ
何
ソ
ヤ
、

勢
ヒ
行
ハ
レ
不さ

レ
ハ
ナ
リ
、
敎
ヘ
ハ
必
ス
正
ヲ
以
テ
ス
、
正
ヲ
以
ス

ル
ニ
行
ハ
レ
不さ

ル
ト
キ
ハ
、
之
レ
ニ
繼
ク
ニ
怒
ヲ
以
テ
ス
、
之
ニ
繼

ク
ニ
怒
ヲ
以
テ
ス
ル
則と
き
ん

ハ
、
反
テ
夷ヤ
フ

ル
（
夷イ
ナ
リ
）、
父
-子
相
ヒ

夷
レ
（
夷
ニ
シ
テ
)_惡
キ
ナ
リ
、

（
一
）
「
曰
」、
武
内
本
作
「
云
」。

（
二
）
「
擧
」、
武
内
本
作
「
學
」。

（
三
）
「
問
」、
武
内
本
作
「
聞
」。
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（
四
）
「
退
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
五
）
「
汝
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
六
）
「
孔
子
」、
武
内
本
無
此
二
字
。

（
七
）
「
之
」
下
、
武
内
本
有
「
子
」
字
。

（
八
）
「
知
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
九
）
「
亢
」
上
、
武
内
本
有
「
陳
」
字
。

（
一
〇
）
「
云
」、
武
内
本
作
「
曰
」。

【
經
】

邦
君
之
妻
、
君
稱
之
曰
夫
人
、

邦
-君
ノ
妻
、
君
之
ヲ
稱
シ
テ
ハ
夫
-人
ト
曰
フ
、

【
疏
】

當
時
禮
亂
、
稱
謂
不
明
、
故
此
正
之
也
、
邦
君
自
呼
其
妻
、
曰
夫

人(一
)、

當
-時
禮
_亂
テ
、
稱
-謂
明
ナ
ラ
不ス

、
故
ニ
此コ
コ

ニ
之
ヲ
正
ス
、
邦
-君

自
ミ
つ
か
ら

其
ノ
妻
ヲ
呼
テ
ハ
、
夫
-人
ト
曰
フ
、

【
經
】

夫
人
自
稱
曰
小
童
、

夫
-人
自
ミ
つ
か
ら

稱
シ
テ
ハ
小
-童
ト
曰
フ
、

【
疏
】

此
夫
人
向
夫
自
稱
則
、
曰
小
童
、
小
童
幼
少
之
目
也
、
謙
不
敢
自
以

比
於
成
人
也
、

此
レ
ハ
夫
-人
夫
ニ
向
テ
自
ミ
つ
か
ら

稱
ス
ル
則と
き
ん

ハ
、
小
-童
ト
曰
フ
、
小
-

童
ト
ハ
幼
-少
ノ
目ナ

ナ
リ
、
謙
シ
テ
敢
テ
自
ミ
つ
か
ら

成
-人
ニ
比
セ
不ス

、

【
經
】

邦
人
稱
之
曰
君
夫
人
、

邦く
に

_人た
み

之
ヲ
稱
シ
テ
ハ
君
-夫
-人
ト
曰
フ
、

【
疏
】

邦
人
、
其
國
民
人
也
、
若
其
國
之
民
、
呼
其(二
)妻

則
、
曰
君
夫
人
也
、

君
自
稱
云
、
單
曰
夫
人
、
故
夫
人
民
人
稱
、
帶
君
言
之
也
、

邦く
に

_人た
み

ト
ハ
、
其
ノ
國
ノ
民
-人
ナ
リ
、
若
シ
其
ノ
國
ノ
民
、
其
ノ
妻

ヲ
呼
フ
則と
き
ん

ハ
、
君
-夫
-人
ト
曰
フ
、
君
自
ミ
つ
か
ら

稱
シ
テ
云
フ
ト
キ
ハ
、

單ヒ
と
へ

ニ
夫
-人
ト
曰
フ
、
故
ニ
夫
-人
ヲ
民
-人
稱
シ
テ
ハ
、
君
ヲ
帶
テ

之
ヲ
言
フ
、
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【
經
】

稱
諸
異
邦
、
曰
寡
小
君
、

異
-邦
ニ
稱
シ
テ
ハ
、
寡
-小
-君
ト
曰
フ
、

【
疏
】

自
我
國
臣
民
向
他
邦
人
、
稱
我
君
妻
則
、
曰
寡
小
君
也
、
君
自
稱
曰

寡
人
、
故
臣
民
稱
君
爲
寡
君
、
稱
君
妻
爲
寡
小
君
之(三
)也

、

自
ミ
つ
か
ら

我わ

カ
國
ノ
臣
-民
他
-邦
ノ
人
ニ
向
フ
ト
キ
ハ
、
我わ

カ
君
ノ
_妻

ヲ
稱
シ
テ
ハ
、
寡
-小
-君
ト
曰
ヒ
、
君
_
自
ミ
つ
か
ら

稱
シ
テ
ハ
寡
-人
ト
曰

フ
、
故
ニ
臣
-民
君
ヲ
稱
シ
テ
寡
-君
ト
爲ス

、
君
ノ
妻
ヲ
稱
シ
テ
寡
-

小
-君
ト
爲ス

ル
ナ
リ
、

【
經
】

異
邦
人
稱
之
、
亦
曰
君
夫
人
也
、

異
-邦
ノ
人
之
ヲ
稱
シ
テ
ハ
、
亦
君
-夫
-人
ト
曰
フ
、

【
疏
】

若
異
邦
臣
來
、
即
稱
主
國
君
之
妻
則
、
亦
同
曰
君
夫
人
也
、

若
シ
異
-邦
ノ
臣
_來
テ
、
即
チ
主
-國
-君
ノ
妻
ヲ
稱
ス
ル
則と
き
ん

ハ
、

亦
同
ク
君
-夫
-人
ト
曰
フ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
小
君
君
夫
人
之
稱
也
、
對
異
邦
謙
、
故
曰
寡
小
君
、
當

此
之
時
、
諸
侯
嫡
妾
不
正
、
稱
號
不
審
、
故
孔
子
正
言
其
禮
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
小
-君
ハ
君
-夫
-人
ノ
稱
ソ
、
異
-邦
ニ
對
ス
ル
ト

キ
ハ
謙
ス
、
故
ニ
寡
-小
-君
ト
曰
フ
、
此
ノ
時
ニ
當
テ
、
諸
侯
ノ

嫡
-妾
正タ
た
し

カ
ラ
不ス

、
稱
-號
審ア
キ

ラ
カ
ナ
ラ
不ス

、
故
ニ
孔
子
正タ
た

シ
ク
其

ノ
_禮
ヲ
言
フ
、

（
一
）
「
人
」
下
、
武
内
本
有
「
也
」
字
。

（
二
）
「
其
」、
武
内
本
作
「
君
」。

（
三
）
「
之
」、
武
内
本
無
此
字
。

論
語
義
疏
卷(一
)第

八(二
)

（
一
）
「
卷
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
二
）
「
八
」
下
、
武
内
本
有
「
經
一
千
七
百
七
十
四
字
／
注
一

千
九
百
七
十
字
」
十
七
字
（
小
字
雙
行
）。

（
季
氏
篇
担
当

影
山
輝
國
）
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論
語
義
疏
卷
第
九
陽
貨
／
微
子(一
)

何
晏
集
解

凡
廿
／
四
章(二
)

陽(三
)貨

第
十
七(四
)

疏(五
)

（
一
）
「
陽
貨
／
微
子
」
四
字
、
小
字
雙
行
。

（
二
）
「
凡
廿
／
四
章
」
四
字
、
小
字
雙
行
。「
何
晏
集
解

凡

廿
／
四
章
」、
武
内
本
作
「
梁
國
子
助
敎
呉
郡
皇
侃
撰
」。

（
三
）
「
陽
」
上
、
武
内
本
有
「
論
語
」
二
字
。

（
四
）
「
七
」
下
、
武
内
本
有
「
何
晏
集
解
」
四
字
、「
凡
廿
四

章
」
四
字
（
小
字
單
行
）。

（
五
）
「
疏
」、
武
内
本
別
行
跳
格
。

【
疏
】

陽
貨
者
、
季
氏
家
臣
、
亦(一
)凶

惡
者
也
、
所
以
次
前
者
、
明
於
時
凶
亂

非
唯
國
臣
無
道
、
至
於
陪
臣
賤
、
亦
竝
凶
愚
、
故
陽
貨
次
季
氏
也

陽
貨
ハ
、
季
氏
カ
家
-臣
ニ
シ
テ
、
亦
タ
凶
-惡
ナ
ル
者も
ノ

ナ
リ
、
前
ニ

次
ツ
ル
所
_以
ゆ
ゑ
ん

ハ
、
時
ニ
凶
-亂
ナ
ル
コ
ト
唯
タ
國
-臣
ノ
無
-道
ナ
ル

ノ
ミ
ニ
非
ス
、
陪
-臣
ノ
賤
キ
ニ
至
マ
テ
、
亦
竝
ニ
凶
-愚
ナ
ル
コ
ト

ヲ
明
ス
、
故
ニ
陽
貨
ヲ
季
氏
ニ
次
ツ

（
一
）
「
亦
」、
武
内
本
無
此
字
。

【
經
】

陽
貨
欲
見
孔
子

陽
貨
孔
子
ヲ
見ミ

マ
ク
欲
ス

【
疏
】

陽
貨
者
、
季
氏
家
臣
陽
虎
也
、
于
時
季
氏
稍
微
、
陽
氏
爲
季
氏
宰
、

專
魯
國
政
、
欲
使
孔
子
任(一
)己

、
故
使
人
召
孔
子
欲
與
孔
子
相
見
也
、

陽
貨
ハ
、
季
氏
カ
家
-臣
陽
虎
ナ
リ
、
時
ニ
季
氏
稍ヤ
ウ
ヤ

ク
_微
ナ
リ
、

陽
氏
季
氏
カ
宰
ト
爲シ

テ
、
魯
國
ノ
政
ヲ
專
ニ
ス
、
孔
子
ヲ
使シ

テ
己お
の
レ

ニ
任
ヘ
使シ
メ
マ
ク
欲ほ
つ
す

、
故
ニ
人
ヲ
使ツ
か
は

シ
テ
孔
子
ヲ
召
シ
テ
孔
子
與ト

相
_見マ
み

ヘ
ン
ト
欲
ス
、

【
經
】

孔
子
不
見
、

孔
子
見マ
み
え

不ス

、

【
疏
】

孔
子
惡
專
監(二
)、

故
不
與
之
相
見
也
、
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孔
子
專
-監
ヲ
惡
ム
、
故
ニ
之
レ
與ト

相
ヒ
_見
ヘ
不ス

、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
陽
貨
陽
虎
也
、
季
氏
家
臣
、
而
專
魯
國
之
政
、
欲
見
孔

子
使
仕
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
陽
貨
陽
虎
ソ
、
季
氏
カ
家
-臣
ト
シ
テ
、
魯
國
ノ

政
ヲ
專
ニ
ス
、
孔
子
ヲ
見ミ

マ
ク
欲
ス
ル
コ
ト
ハ
仕
ヘ
使シ

メ
ン
ト
ナ

リ
、

【
經
】

歸
孔
子
豚
、

孔
子
ニ
豚イ
ノ
コ

ヲ
歸ヲ
ク

レ
リ
、

【
疏
】

歸
猶
餉
也
、
既
召
孔
子
、
孔
子
不
與
相
見
、
故
又
遣
人
餉
孔
子
豚

也
、
所
以
召
不
來
、
而
餉
豚
者
、
禮
得
敵
己
以
下
餉
、
但
於
己
家
、

拜
餉
而
已
、
勝
己
以
上
、
見
餉
、
先
既
拜
於
己
家
、
明
日
又
往
於(三
)餉

者
之
室(四
)、
陽
虎
乃
不
勝
孔
子
、
然
己
交
專
魯
政
、
期
度
孔
子
必
來
拜

謝
己
、
因
得
與
相
見
也
、
得
相
見
、
而
勸
之
欲
仕
也
、

歸
ハ
餉シ
ヤ
フ

ノ
猶こ
と

シ
、
既
ニ
孔
子
ヲ
召
ス
、
孔
子
與ト
モ

ニ
相
ヒ
_見
ヘ
不ス

、

故
ニ
又
タ
人
ヲ
遣
シ
テ
孔
子
ニ
豚
ヲ
餉ヲ

ク

ラ
遣シ

ム
、
召
ス
ニ
來
ラ
不ス

、

而
ル
ヲ
豚
ヲ
餉
ル
所
_以
ゆ
ゑ
ん

ハ
、
禮
ニ
己お
の
レ

ニ
敵
ス
ル
ヨ
リ
以
-下
ノ

餉
ヲ
ク
リ
モ
ノ

ヲ
得
テ
ハ
、
但
ニ
己お
の
レ

カ
_家
ニ
於
テ
、
餉
を
く
リ
モ
ノ

ヲ
拜
ス
ル

而
_已
ノ

ミ

、
己お
の
レ

ヨ
リ
勝
レ
ル
以
-上
ノ
、
餉
を
く
り
モ
ノ

ヲ
見
テ
ハ
、
先
ツ
既
ニ

己お
の
レ

カ
_家
ニ
拜
シ
テ
、
明
-日
ニ
シ
テ
又
餉
ル
者
ノ
室
ニ
往
ク
、
陽

虎
ハ
乃
チ
孔
子
ニ
勝マ
さ

ラ
不ス

、
然
ル
ニ
己お
の
レ

カ
_交
リ
魯
ノ
政
ヲ
專
ニ

ス
、
孔
子
ノ
必
ス
來
テ
己お
の
レ

ヲ
拜
-謝
セ
ン
コ
ト
ヲ
期
-度タ
ク

ス
、
因
テ

與ト
モ

ニ
相
ヒ
_
見
マ
み
ゆ
る

コ
ト
ヲ
得
ン
、
相
ヒ
_
見ま
み
ゆ

ル
コ
ト
ヲ
得
テ
、
而
シ

テ
之
ヲ
勸
メ
テ
仕
ヘ
シ
メ
ン
ト
欲
ス
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
欲
使
往
謝
、
故
遺
孔
子
豚
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
往
テ
_謝
セ
使シ

メ
マ
ク
欲
ス
、
故
ニ
孔
子
ニ
豚
ヲ

遺ヲ
ク

レ
リ
、

【
經
】

孔
子
時
其
亡
、
也
而
往
拜
之
、

孔
子
其
ノ
亡ナ

キ
ヲ
時
ト
シ
テ
、
往
テ
拜
ス
、
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【
疏
】

亡
無
也
、
無(五
)謂

虎
不
在
家
時(六
)也

、
孔
子
曉
虎
見
餉
之
意
、
故
往
拜
謝

也
、
若
往
謝
必
與
相
見
、
相
見
於
家
、
事
或
盤
桓
、
故
伺
取(七
)虎

不
在

家
時
、
而
往
拜
於
其
家
也(八

)、

亡
ハ
無
ナ
リ
、
無
ト
ハ
虎
カ
家
ニ
在
ラ
不さ

ル
ノ
時
ヲ
謂
フ
、
孔
子
虎

ニ
餉ヲ
く

ラ
見ル

ル
ノ
意
ヲ
曉サ
ト

ル
、
故
ニ
往
テ
拜
-謝
ス
、
若
シ
往
テ
謝
セ

ハ
必
ス
與ト
モ

ニ
相
ヒ
_見
ヘ
ン
、
家
ニ
相
ヒ
_見
ヘ
ハ
、
事
或
ハ
盤
-桓

セ
ン
、
故
ニ
虎
カ
家
ニ
在
ラ
不さ

ル
ノ
時
ヲ
伺ウ
カ
カ

イ
_取
テ
、
往
テ
其
ノ

_家
ニ
拜
ス
、

【
經
】

遇
諸
塗
、

塗ミ
チ

ニ
遇
ヘ
リ
、

【
疏
】

塗
道
路
也
、
既
伺
其
不
在
、
而
往
拜
、
拜
竟
而
還
、
與
之
相
逢
於
路

中
也
、
孔
子
聖
人
所
以
不
計
避
之
、
而
在
路
與
相
逢
者
、
其
有
所
以

也
、
若
遂
不
相
見
則
、
陽
虎
求
召
不
已
、
既
得
相
見
、
期
其
意
畢

耳
、
但
不
欲
久
與
相
對
、
故
造
次
在
塗
路
也
、
所
以
知
是
已
拜
室
還

與
相
逢
者
、
既
先
云
時
亡
也
﹆

後
云
遇
塗
、
故
知
已
至
其
家
也
、
其

若
未
至
室
則
、
於
禮
未
畢
、
或
有
更
隨
其
至
己
家
之
理
、
故
伺(九
)不

在

而
往
、
往
畢
還
而
相
逢
也
、

塗
ハ
道
-路
ナ
リ
、
既
ニ
其
ノ
在
ラ
不さ

ル
コ
ト
ヲ
伺ウ
カ
カ

ツ
テ
、
往
テ
拜

ス
、
拜
シ
_竟
テ
還
ル
、
之
レ
與ト

路
-中
ニ
相
ヒ
_逢
フ
、
孔
子
ハ
聖
-

人
ニ
シ
テ
之
ヲ
避
ケ
ン
コ
ト
ヲ
計
ラ
不す

シ
テ
、
路
ニ
在
テ
與と
も

ニ
相
ヒ

_逢
フ
所
_以
ゆ
ゑ
ん

ハ
、
其
レ
所
_以
ユ

ヘ

有
リ
、
若
シ
遂
ニ
相
ヒ
_見
ヘ
不さ

ル

則と
き
ん

ハ
、
陽
虎
求
メ
_召
ス
コ
ト
已ヤ

マ
不シ

、
既
ニ
相
ヒ
_見
ル
コ
ト
ヲ

得
ル
コ
ト
ハ
、
其
ノ
意
ノ
畢
ン
コ
ト
ヲ
期
ス
ル
耳ノ
ミ

、
但
タ
久
ク
與と
も

ニ

相
ヒ
_對
ン
コ
ト
ヲ
欲
セ
不ス

、
故
ニ
造
-次
ニ
（
造
次

ス
ミ
ヤ
カ

ニ
）
塗
-路
ニ

在ヲ
ヒ
テ

ス
、
是
レ
_已
ニ
室
ニ
拜
シ
テ
還
テ
與と
も

ニ
相
_逢
ト
知
ル
所
_以
ゆ
ゑ
ん

ハ
、
既
ニ
先
ツ
亡ナ

キ
ヲ
時
ト
ス
ト
云
ヒ
﹆

後
ニ
塗
ニ
遇
フ
ト
云
フ
、

故
ニ
已
ニ
其
ノ
_家
ニ
至
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
、
其
レ
若
シ
室
ニ
至
ラ
未さ
る

ノ
則
と
き
ん
は

、
禮
ニ
於お
い
て

未い
ま

タ
畢
ヘ
未ス
、
或
ハ
更
ニ
_隨
ヘ
テ
其
ノ
己お
の
レ

カ
_

家
ニ
至
ル
ノ
理
有
ラ
ン
、
故
ニ
在
ラ
不さ

ル
ヲ
伺ウ
カ
カ

ツ
テ
往
ク
、
往
キ
_

畢
テ
還
テ
相
ヒ
_逢
フ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
塗
道
也
、
於
道
路
與
相
逢
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
塗
ハ
道
、
道
-路
ニ
於
テ
與ト
モ

ニ
相
_逢
ソ
、
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【
疏
】

一
家
通
云
、
餉
豚
之
時
、
孔
子
不
在
、
故
往
謝
之
也
、
然
於
玉
藻

中
、
爲
便
、
而
不
勝
此
集
解
通
也
、

一
-家
ノ
通
ニ
云
ク
、
豚
ヲ
餉
ル
ノ
時
、
孔
子
在
ラ
不ス

、
故
ニ
往
テ

之
ヲ
謝
ス
、
然
ル
ニ
玉
藻
ノ
中
ニ
於
テ
、
便タ
ヨ
リ

ト
爲ス

、
而
ト
モ
此
ノ

集
-解
ノ
通
ニ
勝マ
さ

ラ
不ス

、

【
經
】

謂
孔
子
曰
來
、

孔
子
ニ
謂カ
た
り

テ
曰イ
は

ク
來
レ
、

【
疏
】

貨
於
路(一
〇
)見

孔
子
而
呼
孔
子
令
來
孔
子
趨
就
己
也
、

貨
路み
ち

ニ
於
テ
孔
子
ヲ
見
テ
而
シ
テ
孔
子
ヲ
呼
テ
孔
子
ヲ
來
タ
シ
テ

趨ワ
し
り

テ
己お
の
レ

ニ
就
カ
令し

ム
、

【
經
】

予
與
爾
言
、

予わ
レ

爾な
ん
チ

與ト

言イ

ハ
ン
、

【
疏
】

予
我
也
、
爾
汝
也
、
貨
先
呼
孔
子
來
、
而
又
云
、
我
與
汝
言
也
、

予
ハ
我
ナ
リ
、
爾
ハ
汝
ナ
リ
、
貨
先
ツ
孔
子
ヲ
呼
テ
來
タ
シ
テ
、
而

シ
テ
又
タ
云イ
は

ク
、
我わ
レ

汝
與ト

言イ

ハ
ン
、

【
經
】

曰
懷
其
寶
而
迷
其
邦
、
可
謂
仁
乎
、

曰イ
は

ク
其
ノ
_寶
ヲ
懷
イ
テ
其
ノ
_邦
ヲ
迷
ハ
ス
ヲ
ハ
、
仁
ト
謂
フ
可
シ

ヤ
、

【
疏
】

此
是(一
一
)

貨
與
孔
子
所
言
之
辭
也
、
既
欲
令
仕
己
、
故
先
發
此
言
也
、

此
罵
孔
子
不
仁(一
二
)也

、
寶
猶
道
也
、
言
仁
人
之
行
、
當
惻
隱
救
世
以

安
天
下
、
而
汝
懷
藏
佐
時
之
道
、
不
肯
出
仕
﹆

使
邦
國
迷
亂
、
爲
此

之
事
、
豈
可
謂
爲
仁
乎
、

此
レ
ハ
是
レ
貨
孔
子
與ト

言
フ
所
ノ
辭
ナ
リ
、
既
ニ
己お
の
レ

ニ
仕
ヘ
令し

メ

ン
ト
欲
ス
、
故
ニ
先
ツ
此
ノ
言
ヲ
發
ス
、
此
レ
ハ
孔
子
ヲ
不
-仁
ナ
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リ
ト
罵
ル
、
寶
ハ
道
ノ
猶こ
と

シ
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
仁
-人
ノ
行
、
當
ニ
惻

（
惻イタム
）-隱
シ
テ
世
ヲ
救
テ
天
-下
ヲ
安
ン
ス
當ヘ
シ
、
而
ル
ヲ
汝な
ん
チ

時
ヲ

佐タ
す
く

ル
ノ
道
ヲ
懷
-藏
シ
テ
、
肯
テ
出
テ
_仕
ヘ
不ス
﹆

邦
-國
ヲ
使シ

テ

迷
-亂
ナ
ラ
使シ
ム
、
此
ノ
事
ヲ
爲ナ

ス
、
豈
ニ
仁
ヲ
爲
ス
ト
謂
フ
可
シ

乎ヤ

、
【
經
】

曰
不
可

曰
ノ
た
ま
は

ク
不
-可
ナ
リ

【
疏
】

孔
子
曉
虎
之
言
、
故
遜
辭
求
免
、
而
答
己
不
可
也
、
言
不
可
謂
此
爲

仁
人
也
、

孔
子
虎
カ
言
ヲ
曉
ル
、
故
ニ
辭
ヲ
遜シ
タ
カ

ヘ
テ
免
レ
ン
コ
ト
ヲ
求
メ
テ
、

己お
の
レ

不
-可
ナ
リ
ト
答
フ
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
此
ヲ
謂
テ
仁
-人
ト
爲ス

可
ラ
不す

シ

テ
、

【
注
】

馬
融
曰
、
言
孔
子
不
任
、
是
懷
寶
也
、
知
國
不
治
、
而
不
爲
政
、
是

迷
邦
也
、

馬
融
カ
曰
ク
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
孔
子
任
ヘ
不ス

、
是
レ
寶
ヲ
懷
ク
ナ
リ
、
國

ノ
治
マ
ラ
不さ

ル
コ
ト
ヲ
知
テ
、
而
シ
テ
政
ヲ
爲
不
セ

ス

、
是
レ
邦
ヲ
迷
ス

ナ
リ
、

【
經
】

好
從
事
、
而
亟
失
時
、
可
謂
智
乎
、

事
ニ
從
ハ
ン
コ
ト
ヲ
好コ
の
み

テ
、
亟
シ
ハ
シ
ハ

時
ヲ
失
ス
ル
ヲ
ハ
、
智
ト
謂
フ

可
シ
乎ヤ

、

【
疏
】

此
亦
罵
孔
子
不
知(一
三
)也

、
好
從
事
、
謂
好
周
流
東
西
從
於
世
事(一
四
)、

亟

數
也
、
言
智
者
以
照
了
爲
用
、
動
無
失
時
、
而
孔
子
數
栖
栖
遑
遑
、

東
西
從
事
、
而
數
失
時
、
不
爲
時
用
、
如
此
、
豈
可
謂
汝
爲
聖
人

乎(一
五
)、

此
ハ
亦
孔
子
ヲ
不
-知
ト
罵
ル
、
事
ニ
從
ハ
ン
コ
ト
ヲ
好
ム
ト
ハ
、

好コ
の
み

テ
東
-西
ニ
周
-流
シ
テ
世
-事
ニ
從
ヲ
謂
フ
、
亟キ
ク

ハ
數サ
ク

ナ
リ
、

言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
智
-者
ハ
照
-了
ヲ
以
テ
用
ト
爲ス

、
動
テ
時
ヲ
失
ス
ル
コ
ト

無
シ
、
而
ル
ヲ
孔
子
數
シ
ハ
シ
ハ

栖
-栖
遑
-遑
ト
シ
テ
、
東
-西
事
ニ
從
テ
、

－58－



數
シ
ハ
シ
ハ

時
ヲ
失
シ
テ
、
時
ノ
爲た
メ

ニ
用
ラ
レ
不さ

ル
コ
ト
、
此
ノ
如
シ
、
豈

ニ
汝
ヲ
謂
テ
智
-人
ト
爲ス

可
シ
乎ヤ

、

【
經
】

曰
不
可
、

曰
ノ
た
ま
は

ク
不
-可
ナ
リ
、

【
疏
】

又
遜
辭
云
不
可
也
、

又
辭
ヲ
遜シ
タ
カ

ヘ
テ
不
-可
ナ
リ
ト
云
フ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
言
孔
子
栖
栖
、
好
從
事
、
而
數
不
遇
失
時
、
不
爲
有
智

也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
孔
子
栖
-栖
ト
シ
テ
、
事
ニ
從
ハ
ン
コ
ト

ヲ
好
メ
ト
モ
、
數
シ
ハ
シ
ハ

遇
ハ
不ス

時
ヲ
失
シ
テ
、
智
有
ト
爲
不
セ

シ

、

【
經
】

日
月
逝
矣
、
歳
不
我
與
、

日
-月
逝イ

ン
ヌ
、
歳と
シ

我
ト
與ト
モ

ナ
ラ
不ス

、

【
疏
】

罵
孔
子
﹆

孔
子
辭
既
畢
、
故
貨
又
以
此
辭
、
勸
孔
子
出
任
也
、
逝
速

也
、
言
日
月
不
停
、
速
不
待
人
、
豈
得
懷
寶
至
老
而
不
仕
乎
、
我
我

孔
子
也
、

孔
子
ヲ
罵
ル
﹆

孔
子
ノ
辭
既
ニ
_畢を
は

ル
、
故
ニ
貨
又
此
ノ
_辭
ヲ
以

テ
、
孔
子
ノ
出
テ
_任
ヘ
ン
コ
ト
ヲ
勸
ム
、
逝
ハ
速
ナ
リ
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ

日
-月
停ト
ト

マ
ラ
不ス

、
速
ス
み
や
か

ニ
シ
テ
人
ヲ
待
タ
不ス

、
豈
ニ
寶
ヲ
懷
テ
老

ニ
至
マ
テ
仕
ヘ
不さ

ル
コ
ト
ヲ
得
ン
乎ヤ

、
我わ
レ

ト
ハ
孔
子
ニ
我
ソ
、

【
注
】

馬
融
曰
、
年
老
歳
月
已
往
、
當
急
仕
也
、

馬
融
カ
曰
ク
、
年
_老
テ
歳
-月
已
ニ
_往イ

ン
ヌ
、
當ま
さ

ニ
急
す
み
や
か

ニ
_仕
フ

當ヘ
シ
、

【
經
】

孔
子
曰
、
諾
吾
將
仕
矣
、

孔
子
ノ
曰
ク
、
諾
吾わ
レ

將
ニ
仕
ヘ
ン
ト
將ス
、
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【
疏
】

孔
子
得
勸
、
故
遜
辭
答
之
云
諾
、
吾
將
仕
也
、
郭
象
曰(一
六
)、

聖
人
無

心
、
仕
與
不
仕
、
隨
世
耳
、
陽
虎
勸
仕
、
理
無
不
諾
、
不
能
用
我

則
、
無(一
七
)

自
用
、
此
直
道
而
應
者
也
、
然
逸(一
八
)

遜
之
理
、
亦
在
其
中

也
、

孔
子
勸
ム
ル
コ
ト
ヲ
得ウ

、
故
ニ
辭
ヲ
遜
し
た
か
へ

テ
之
ニ
答
テ
云
ノ
た
ま
は

ク
諾
、

吾わ
レ

將
ニ
仕
ヘ
ン
ト
將ス
、
郭
象
カ
曰
ク
、
聖
-人
ハ
無
-心
ナ
リ
、
仕
フ

ル
ト
仕
ヘ
不さ

ル
與と

、
世
ニ
隨
フ
耳ノ
ミ

、
陽
虎
仕
ヘ
ン
コ
ト
ヲ
勧
ム
、
理

諾
セ
不ス

ト
イ
フ
コ
ト
無
シ
、
我
ヲ
用
ル
コ
ト
能
ハ
不さ

ル
則と
き
ん

ハ
、

自
ミ
つ
か
ら

_用
シ
ム
ル
コ
ト
無
シ
、
此
レ
道
ヲ
直な
ほ
く

シ
テ
應
ス
ル
者も
ノ

ナ
リ
、

然
レ
ト
モ
逸ノ
カ

レ
_
遜
シ
た
か
ふ

ノ
理
、
亦
其
ノ
中
ニ
在
リ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
以
順
辭
免
害
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
順
-辭
ヲ
以
テ
害
ヲ
免
ル
ル
ソ
、

（
一
）
「
任
」、
武
内
本
作
「
仕
」、
下
同
。

（
二
）
「
監
」、
武
内
本
作
「
濫
」。

（
三
）
「
於
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
四
）
「
室
」
下
、
武
内
本
有
「
也
」
字
。

（
五
）
「
無
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
六
）
「
時
」
上
、
武
内
本
有
「
之
」
字
。

（
七
）
「
伺
取
」、
武
内
本
作
「
敢
伺
」。

（
八
）
「
也
」
下
、
武
内
本
有
「
矣
」
字
。

（
九
）
「
伺
」
上
、
武
内
本
有
「
先
」
字
。

（
一
〇
）
「
路
」、
武
内
本
作
「
道
」。

（
一
一
）
「
是
」、
武
内
本
作
「
陽
」。

（
一
二
）
「
仁
」、
武
内
本
作
「
仕
」。

（
一
三
）
「
知
」、
武
内
本
作
「
智
」。

（
一
四
）
「
事
」
下
、
武
内
本
有
「
也
」
字
。

（
一
五
）
「
乎
」
下
、
武
内
本
有
「
矣
」
字
。

（
一
六
）
「
曰
」、
武
内
本
作
「
云
」。

（
一
七
）
「
無
」
上
、
武
内
本
有
「
我
」
字
。

（
一
八
）
「
逸
」、
武
内
本
作
「
免
」。

【
經
】

子
曰
、
性
相
近
也
、
習
相
遠
也
、

子
ノ
_曰
ク
、
性
相
ヒ
_近
シ
、
習
フ
ト
キ
ハ
相
ヒ
_遠サ
カ

ル
、

【
疏
】

性
者
、
人
所
稟
以
生
也
、
習
者
謂
生
後
有
百
儀(一
)、

常
所
行
習
之
事
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也
、
人
倶
稟
天
地
之
氣
、
以
生
、
雖
復
厚
薄
有
殊
、
而
同
是
稟
氣
、

故
曰
相
近
也
、
及
至
識
、
若
値
善
友
則
、
相
效
爲
善
、
逢(二

)惡
友
、
則

相
效
爲
惡
、
惡
善
既
殊
、
故
云
相
遠
也
、
故
范
寧
云
、
人
生
而
靜
、

天
之
性
也
、
感
於
物
而
動
、
性
之
欲
也
、
斯
相
近
也
、
習
洙
泗
之

敎
、
爲
君
子
、
習
申
商
之
術
、
爲
小
人
、
斯
相
遠
矣
也
、

性
ト
ハ
、
人
ノ
稟
テ
以
テ
生
ス
ル
所
ナ
リ
、
習
フ
ト
ハ
生
シ
テ
_後の
チ

百
-儀
有
テ
、
常
ニ
行
ヒ
_習
フ
所
ノ
事
ヲ
謂
フ
、
人
_倶
ニ
天
-地
ノ

氣
ヲ
稟
テ
、
以
テ
_生
ス
、
復
タ
厚
-薄
ノ
殊
有
リ
ト
雖い
へ
ト

モ
、
同
ク

是
レ
氣
ヲ
稟
ク
、
故
ニ
曰
ノ
た
ま
は

ク
相
ヒ
_近
シ
ト
、
識
ニ
至
ル
ニ
及
テ
、

若
シ
善
-友
ニ
値
フ
則と
き
ん

ハ
、
相
ヒ
_效ナ
ラ

ツ
テ
善
ヲ
爲ナ

ス
、
惡
-友
ニ
逢

フ
、
則と
き
ん

ハ
相
ヒ
_效
テ
惡
ヲ
爲ナ

ス
、
惡
-善
既
ニ
殊
ナ
リ
、
故
ニ

云
ノ
た
ま
は

ク
相
ヒ
_遠さ
か

ル
ト
、
故
ニ
范
寧
カ
云
ク
、
人
_生
シ
テ
靜
ナ
ル

ハ
、
天
ノ
性
ナ
リ
、
物
ニ
感
シ
テ
動
ク
ハ
、
性
ノ
欲
ナ
リ
、
斯こ

レ
相

ヒ
_近
ナ
リ
、
洙
泗
ノ
敎
ヲ
習
テ
ハ
、
君
-子
ト
爲ナ

ル
、
申
商
カ
術
ヲ

習
テ
ハ
、
小
-人
ト
爲ナ

ル
、
斯こ

レ
相
ヒ
_遠さ
か

ル
ナ
リ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
君
子
愼
所
習
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
君
-子
ハ
習
フ
所
ヲ
愼
ム
、

【
疏
】

然
情
性(三

)之
義
、
説
者
不
同
、
且
依
一
家
舊
釋
云
、
性
者
生
也
、
情
者

成
也
、
性
是
生
而
有
之
、
故
曰
生
也
、
情
是
起
欲
、
動
彰
事
、
故
曰

成
也
、
然
性
無
善
惡
、
而
有
濃
薄
、
情
是
有
欲
之
心
、
而
有
邪
正
、

性
既
是
全
生
、
而
有
未
渉
乎
用
、
非
唯
不
可
名
爲
惡
、
亦
不
可
目
爲

善
、
故
性
無
善
惡
也
、
所
以
知
然
者
、
夫
善
惡
之
名
、
恆
就
事
而

顯
、
故
老
子
云(四
)、
天
下
以
知
美
之
爲
美
、
斯
惡
己(五
)、
以
知
善
之
爲

善
、
斯
不
善
己(六
)﹆

此
皆
據
事
而
談
、
情
有
邪
正
者
、
情
既
是
事
、
若

逐
欲
流
遷
、
其
事
則
邪
、
若
欲
當
於
理
、
其
事
則
正
、
故
情
不
得
不

有
邪
有
正
也
、
故
易
云(七
)、

利
貞
者
性
情
也
、
王
弼
云(八
)、

不
性
其
情
、

焉
能
久
行
其
正
﹆

此
是
情
之
正
也
、
若
心
好
流
蕩
失
眞
、
此
是
情
之

邪
也
、
若
以
情
近
性
、
故
曰(九
)性

其
情
、
情
近
性
者
、
何
妨
是
有
欲
、

若
逐
欲
遷
、
故
曰(一
〇
)遠

也
、
若
欲
而
不
遷
、
故
曰
近
、
但
近
性
者
正
、

而
即
性
非
正
、
雖
即
性
非
正
而
能
使
之
正
、
譬
如
近
火
者
熱
、
而
即

火
非
熱
、
雖
即
火
非
熱
而
能
使
之
熱
、
能
使
之
熱
者
何
﹆

氣
也
﹆

熱

也
﹆

能
使
之
正
者
何
﹆

儀
也
﹆

靜
也
﹆

又
知
其
有
濃
薄
者
、
孔
子

云(一
一
)、

性
相
近
也
、
若
全
同
也
、
相
近
之
辭
不
生
、
若
全
異
也
、
相

近
之
辭
、
亦
不
得
立
、
今
云
近
者
、
有
同
有
異
、
取
其
共
是
無
善
無

惡
則
同
也
、
有
濃
有
薄
則
異
也
、
雖
異
而
未
相
遠
、
故
曰
近
也
、

然
ル
ニ
情
-性
ノ
義
、
説
-者
同
カ
ラ
不ス

、
且
タ
一
-家
ノ
舊
-釋
ニ
依

テ
云
ハ
ン
、
性
ハ
生
ナ
リ
、
情
ハ
成
ナ
リ
、
性
ハ
是
レ

生
ム
マ
レ
ナ
カ
ラ

ニ
シ
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テ
之
レ
有
リ
、
故
ニ
生
ト
曰
フ
、
情
ハ
是
レ
欲
ヨ
リ
起
ル
、
動
ト
キ

ハ
事
ニ
彰ア
ラ
ハ

ル
、
故
ニ
成
ト
曰
フ
、
然
ル
ニ
性
ニ
善
-惡
無
シ
、
而
ト

モ
濃
-薄
有
リ
、
情
ハ
是
レ
有
-欲
ノ
心
ナ
リ
、
而
シ
テ
邪
-正
有
リ
、

性
ハ
既
ニ
是
レ
全
ク
_生
シ
テ
、
未
タ
用
ニ
渉ワ

タ

ラ
未サ
ル
コ
ト
有
リ
、

唯
タ
名
テ
惡
ト
爲ス

可ヘ

ラ
不さ

ル
ノ
ミ
ニ
非
ス
、
亦
タ
目ナ

ツ
ケ
テ
善
ト
爲ス

可ヘ

カ
ラ
不ス

、
故
ニ
性
ニ
善
-惡
無
シ
、
然
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
所
_以
ゆ
ゑ
ん

ハ
、

夫
レ
善
-惡
ノ
名
ハ
、
恆ツ
ね

ニ
事
ニ
就
テ
顯
ル
、
故
ニ
老
子
ノ
云
ノ
た
ま
は

ク
、

天
-下
以
テ
美
ノ
美
爲タ

ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ハ
、
斯
レ
己お
の
レ

ヲ
惡ニ
く
む

ナ
リ
、

以
テ
善
ノ
善
爲タ

ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ハ
、
斯
レ
己お
の
レ

ヲ
善ヨ
ミ

セ
不ス

ト
イ
フ
﹆

此
皆み
ナ

事
ニ
據
テ
談
ス
、
情
ニ
邪
-正
有
ル
コ
ト
ハ
、
情
ハ
既
ニ
是
レ

事
ナ
リ
、
若
シ
欲
ヲ
逐ヲ

ツ
テ
流
-遷
セ
ハ
、
其ソ

ノ
_事
則
チ
_邪
ナ
リ
、

若
シ
欲
理
ニ
當
ラ
ハ
、
其ソ

ノ
_事
則
チ
_正
ナ
リ
、
故
ニ
情
ニ
邪
有
リ

正
有
ラ
不さ

ル
コ
ト
ヲ
得
不ス

、
故
ニ
易
ニ
云
ク
、
利
-貞
ハ
情
ヲ
性
ニ

ス
、
王
弼
カ
云
ク
、
其ソ

ノ
_情
ヲ
性
ニ
セ
不す

ン
ハ
、
焉
ソ
能
ク
久
ク

其ソ

ノ
_正
ヲ
行
ハ
ン
﹆

此
レ
_ハ
是
レ
情
ノ
正
ナ
リ
、
若
シ
心
流
-蕩

ヲ
好
テ
眞
ヲ
失
セ
ハ
、
此
レ
ハ
_是
レ
情
ノ
邪
ナ
リ
、
若モ

シ
ク
ハ
情

ヲ
以
テ
性
ニ
近チ
カ

ク
ス
ル
カ
、
故ユ
ゑ

ニ
其ソ

ノ
情
ヲ
性
ニ
ス
ト
曰
フ
、
情
性

ニ
近
キ
者も
ノ

ハ
、
何
ソ
是
レ
欲
有
ル
ニ
妨
ケ
ア
ラ
ン
、
若
シ
ク
ハ
欲
ヲ

逐
テ
遷う
つ
る

カ
、
故
ニ
遠
ル
ト
曰
フ
、
若
シ
ク
ハ
欲
ア
リ
テ
遷
ラ
不さ

ル

カ
、
故
ニ
近
ト
曰
フ
、
但
タ
性
ニ
近
キ
者も
ノ

ハ
正
シ
、
而
ル
ヲ
即
チ
性

正
ナ
ラ
シ
ム
ル
ニ
非
ス
、
即
チ
性
正
ナ
ラ
シ
ム
ル
ニ
非
ス
ト
雖
モ
能

ク
之
ヲ
使シ

テ
正
カ
ラ
使シ
ム
、
譬
ハ
近
ク
火
ニ
者も
ノ

熱
ス
ル
カ
如
シ
、
即

チ
火
熱
ス
ル
ニ
非
ス
、
即
チ
火
熱
ス
ル
ニ
非
ス
ト
雖
ト
モ
而
モ
能
ク

之
ヲ
使シ

テ
熱
セ
使シ
ム
、
能
ク
之
ヲ
使
テ
熱
セ
使シ

ム
ル
者も
ノ

ハ
何
ソ
ヤ
﹆

氣
ナ
リ
﹆

熱
ナ
リ
﹆

能
ク
之
ヲ
使シ

テ
正
ナ
ラ
使シ

ム
ル
コ
ト
ハ
者も
ノ

ハ
何

ソ
ヤ
﹆

儀
ナ
リ
﹆

靜
ナ
リ
﹆

又
タ
其ソ

ノ
濃
-薄
有
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
コ

ト
ハ
、
孔
子
ノ
云
ノ
た
ま
は

ク
、
性
相
ヒ
_近
シ
、
若モ

シ
全
ク
_同
ク
ン
ハ
、

相
ヒ
_近
キ
ノ
辭
ハ
生ナ

ラ
不ス

、
若モ

シ
全
ク
異
ナ
ラ
ハ
、
相
ヒ
_近
キ
ノ

辭
ハ
、
亦
タ
立
コ
ト
ヲ
得
不ス

、
今い
マ

近
シ
ト
云
コ
ト
ハ
、
同
有
リ
異
有

リ
、
其ソ

レ
共
ニ
是
レ
善
無
ク
惡
無
キ
ニ
取
ル
則と
き
ん

ハ
同
シ
、
濃
有
リ

薄
有
ル
則と
き
ん

ハ
異
ナ
リ
、
異
ナ
リ
ト
雖
モ
未
タ
相
ヒ
_遠
カ
ラ
未ス
、
故

ニ
近
シ
ト
曰
フ
、

（
一
）
「
生
後
有
百
儀
」、
武
内
本
作
「
生
而
後
有
儀
」。

（
二
）
「
逢
」
上
、
武
内
本
有
「
若
」
字
。

（
三
）
「
情
性
」、
武
内
本
作
「
性
情
」。

（
四
）
「
云
」、
武
内
本
作
「
曰
」。

（
五
）
「
己
」、
武
内
本
作
「
已
」。

（
六
）
「
己
」、
武
内
本
作
「
已
」。

（
七
）
「
云
」、
武
内
本
作
「
曰
」。

（
八
）
「
云
」、
武
内
本
作
「
曰
」。

（
九
）
「
曰
」、
武
内
本
作
「
云
」。

（
一
〇
）
「
曰
」、
武
内
本
作
「
云
」。
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（
一
一
）
「
云
」、
武
内
本
作
「
曰
」。

【
經
】

子
曰
、
唯
上
智
與
下
愚
不
移
、

子
ノ
曰
ノ
た
ま
は

ク
、
唯た

タ
上
-智
ト
下
-愚
與ト

ハ
移
ラ
不ス

、

【
疏
】

前
既
云
性
近
習
遠
、
而
又
有
異
、
此
則
明
之
也
、
夫
降
聖
以
還
、
賢

愚
萬
品
若
大
而
言
之
、
且
分
爲
三
、
上
分
是
聖
、
下
分
是
愚
、
愚
人

以
上
、
聖
人
以
下
、
其
中
階
品
不
同
、
而
共
爲
一
、
此
之
共
一
則
、

有
推
移
、
今
云
上
智
謂
聖
人
、
下
愚
愚
人
也
、
夫
人
不
生
則
已
、
若

有
生
之
始
、
便
稟
天
地
陰
陽
氛
氳
之
氣
、
氣
有
清
濁
、
若
稟
得
淳
清

者
、
則
爲
聖
人
、
若
得
淳
濁
者
、
則
爲
愚
人
、
愚
人
淳
濁
、
雖
澄
亦

不
清
、
聖
人
淳
清
、
攪
之
不
濁
、
故
上
聖
遇
昏
亂
之
世
、
不
能
撓
其

眞
、
下
愚
値
重
堯
疊
舜
不
能
變
其
惡
、
故
云
、
唯
上
知(一
)與

下
愚
不
移

也
、
而
上
知
以
下
、
下
愚
以
上
、
二
者
中
閒
顏
閔
以
下
、
一
善
以

上
、
其
中
亦
多
清
少
濁
、
或
多
濁
少
清
、
或
半
清
半
濁
、
澄
之
則

清
、
攪
之
則
濁
、
如
此
之
徒
、
以
隨
世
變
改
、
若
遇
善
則
清
升
、
逢

惡
則
滓
淪
、
所
以
別
云
、
性
相
近
習
相
遠(二
)、

前
ニ
既
ニ
性
_近
シ
習
フ
ト
キ
ハ
遠さ
か

ル
ト
云
フ
、
而
ト
モ
又ま

タ
異こ
と
な

ル

コ
ト
有
リ
、
此コ
コ

ニ
則
チ
之
ヲ
明
ス
、
夫
レ
降
-聖
ヨ
リ
以
_還

ヲ
チ
ツ
カ
タ

、
賢
-

愚
萬
-品
若
シ
大
ニ
シ
テ
之
ヲ
言
フ
ト
キ
ハ
、
且
タ
分
テ
三
ト
爲ス

、

上
-分
ハ
是
レ
聖
、
下
-分
ハ
是
レ
愚
、
愚
-人
以
-上
、
聖
-人
以
-

下
、
其ソ

ノ
中
ノ
階
-品
同
カ
ラ
不ス

、
而
ル
ヲ
共
ニ
一
ト
爲ス

、
此
レ
之

ノ
共
ニ
一
ナ
ル
_
則と
き
ん

ハ
、
推
シ
_移
ス
コ
ト
有
リ
、
今い
マ

上
-智
ト
云
フ

ハ
聖
-人
ヲ
謂イ

フ
、
下
-愚
ト
ハ
愚
-人
ナ
リ
、
夫
レ
人ひ
ト

生
レ
不さ

ル
則と
き
ん

ハ
已ヤ
み

ヌ
、
若
シ
生
有
ル
ノ
始
ハ
、
便
チ
天
-地
陰
-陽
氛フ
ム

-氳ウ
ム

ノ
氣
ヲ

稟
ク
、
氣
ニ
清
-濁
有
リ
、
若
シ
稟ウ
く

ル
ニ
淳
-清
ヲ
得
ル
者も
ノ

ハ
、
則
チ

聖
-人
爲タ

リ
、
若モ

シ
淳
-濁
ヲ
得
ル
者も
ノ

ハ
、
則
チ
愚
-人
爲タ

リ
、
愚
-人

ハ
淳
-濁
ナ
リ
、
澄ス

マ
ス
ト
雖
ト
モ
亦
タ
清ス

マ
不ス

、
聖
-人
ハ
淳
-清

ナ
リ
、
之
ヲ
攪カ

ケ
ト
モ
、
濁
ラ
不ス

、
故
ニ
上
-聖
ハ
昏
-亂
ノ
世
ニ
遇

テ
モ
、
其
ノ
_眞
ヲ
撓タ
ワ

ム
ル
コ
ト
能
ハ
不ス

、
下
-愚
ハ
重
-堯
疊
-舜
ニ

値
テ
モ
其
ノ
_惡
ヲ
變
ス
ル
コ
ト
能
ハ
不ス

、
故
ニ
云
ノ
た
ま
は

ク
、
唯た

タ
上
-

知
ト
下
-愚
與ト

移
ラ
不ス

ト
、
而
ル
ニ
上
-知
以
-下
、
下
-愚
以
-上
、

二
ツ
ノ
者も
ノ

中
-閒
顏
閔
以
-下
、
一
-善
以
-上
、
其ソ

ノ
_中
亦ま

タ
清
多

ク
濁
少
ク
、
或
ハ
濁
多
ク
清
少
ク
、
或
ハ
半
-清
半
-濁
ナ
リ
、
之
ヲ

澄ス

マ
ス
則と
き
ん

ハ
清ス

ミ
、
之
ヲ
攪
ク
則と
き
ん

ハ
濁
ル
、
此
ノ
如
キ
ノ
徒
、
以

テ
世
ニ
隨
テ
變
-改
ス
、
若
シ
善
ニ
遇
フ
則と
き
ん

ハ
清
-升
シ
、
惡
ニ
逢

フ
則と
き
ん

ハ
滓シ

-淪
ス
（
滓シツ
ミ
淪シツ
ム
）、
所
_以
コ
ノ
ユ
ヘ

ニ
別
ニ
云
ノ
た
ま
は

ク
、
性
相あ

ヒ

_近
シ
習
フ
ト
キ
ハ
相
ヒ
_遠さ
か

ル
ト
、
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【
注
】

孔
安
國
曰
、
上
智
不
可
使
強
爲
惡
、
下
愚
不
可
使
強
賢(三
)、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
上
-智
ヲ
ハ
強
イ
テ
惡
ヲ
爲ナ

サ
使シ

ム
可
ラ
不ス

、
下
-

愚
ヲ
ハ
強
テ
賢
ナ
ラ
使シ

ム
可へ
か
ら

不ス

、

（
一
）
「
上
知
」、
武
内
本
作
「
上
智
」、
下
同
。

（
二
）
「
遠
」
下
、
武
内
本
有
「
也
」
字
。

（
三
）
「
賢
」
下
、
武
内
本
有
「
也
」
字
。

【
經
】

子
游(一
)之

武
城
、
聞
絃(二
)歌

之
聲
、

子
游
武
城
ニ
之ユ

イ
テ
、
絃
-歌
ノ
聲
ヲ
聞
ク
、

【
疏
】

之
往
也
、
于
時
子
游
爲
武
城
宰
、
而
孔
子
往
焉
、
既
入
其
邑
、
聞
絃

歌
之
聲
也
﹆

但
解
聞
絃
歌
之
聲
、
其
則
有
二
、
一
云
、
孔
子
入
武
城

堺
、
聞
邑
中
人
家
家
有
絃
歌
之
響
、
由
子
游
正
化
和
樂
故
也
、
故(三
)繆

播
云
、
子
游
宰
小
邑
、
能
令(四
)民

得
其
可
絃
歌
以
樂(五
)、

又
一
云
、
謂
孔

子
入
城
、
聞
子
游
身
自
絃
歌
、
以
敎
民
也
、
故
江
煕
云
、
小
邑
但
當

令
足
衣
食
敎
敬
而
已
、
反
敎
歌
詠
先
王
之
道
也
、

之
ハ
往
ナ
リ
、
時
于ニ

子
游
武
城
ノ
宰
爲タ

リ
、
而
ル
ヲ
孔
子
往
テ
、
既

ニ
其ソ

ノ
_邑
ニ
入
テ
、
絃
-歌
ノ
聲
ヲ
聞
ク
﹆

但
シ
絃
-歌
ノ
聲
ヲ
聞

ク
コ
ト
ヲ
解
ス
ル
コ
ト
、
其ソ

レ
則
チ
二
有
リ
、
一
ニ
云
ク
、
孔
子
武

城
ノ
堺サ
カ
イ

ニ
入
テ
、
邑
-中
ノ
人
ノ
家
-家
絃
-歌
ノ
響
有
ル
ヲ
聞
ク
、

子
游
カ
正
-化
和
-樂ラ
ク

ス
ル
ニ
由
ル
故ユ
ゑ

ナ
リ
、
故
繆
播
カ
云
ク
、
子
游

小
-邑
ニ
宰
ト
シ
テ
、
能
ク
民
ヲ
令シ

テ
其ソ

ノ
絃
-歌
シ
テ
以
テ
_樂
ム

可へ
き

コ
ト
ヲ
得
セ
令シ
ム
、
又
タ
一
ニ
云
ク
、
謂ユ
ワ
ユ

ル
孔
子
城
ニ
入
テ
、

子
游
カ
身
_
自
ミ
つ
か
ら

絃
-歌
シ
テ
、
以
テ
民
ニ
敎
ル
ヲ
聞
ク
、
故
ニ
江
煕

カ
云
ク
、
小
-邑
ハ
但
タ
當
ニ
衣
-食シ

ヲ
足
ラ
令し

メ
敬
ヲ
敎
フ
當ヘ
キ

而
_已
ノ

ミ

、
反
テ
先
-王
ノ
道
ヲ
歌
-詠
ス
ル
コ
ト
ヲ
敎
フ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
子
游
爲
武
城
宰
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
子
游
武
城
ノ
宰
爲タ

リ
、

【
經
】

夫
子
莞
爾
而
咲
、

夫
子
莞ク
ワ
ン

-爾
ト
シ
テ
咲わ
ら

フ
、
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【
疏
】

孔
子
聞
絃
歌
聲
、
而
咲
之
也
、

孔
子
ノ
絃
-歌
ノ
聲
ヲ
聞
テ
、
之
ヲ
咲わ

ら
ふ

、

【
注
】

莞
爾
者(六
)、
小
咲
貌
也
、

莞
爾
ハ
、
小
シ
咲わ
ら
ふ

_
貌か
た
チ

、

【
經
】

曰
、
割
鷄
焉
用
牛
刀
、

曰
ノ
た
ま
は

ク
、
鷄
ヲ
割サ

ク
ニ
焉
イ
つ
く
ん

ソ
牛
ノ
_刀
ヲ
用
ヒ
ン
、

【
疏
】

孔
子
説
可
咲
之
意
也
、
牛
刀
大
刀
也
、
割
鷄
宜
用
鷄
刀
、
割
牛
宜
用

牛
刀
、
若
割
鷄
而
用
牛
刀
、
刀
大
而
鷄
小
、
所
由
之
過
也
、
譬
如
武

城
小
邑
之
政
、
可
由
小
才
而
已
、
用
子
游
之
大
才
、
是
大
才(七
)而

用
小

也
、
故
繆
播
云
、
惜
其
不
得
導
千
乘
之
國
、
如
牛
刀
割
鷄
、
不
盡
其

才
也
、
江
煕
云
、
如
牛
刀
割
鷄
非
其
宜
也
、

孔
子
咲
フ
可ヘ

キ
ノ
意
ヲ
説
ク
、
牛
ノ
_刀
ハ
大
-刀
ナ
リ
、
鷄
ヲ
割さく
ニ

ハ
宜よ

ろ
し

ク
鷄
ノ
_刀
ヲ
用
フ
宜ヘ
シ
、
牛
ヲ
割
ニ
ハ
宜
ク
牛
ノ
_刀
ヲ
用

フ
宜ヘ
シ
、
若
シ
鷄
ヲ
割
テ
牛
ノ
_刀
ヲ
用
ル
ト
キ
ハ
、
刀
_大
ニ
シ
テ

鷄
_小
キ
ナ
リ
、
由モ
ち
ゐ

ル
所と
こ
ロ

過ス

ク
、
譬
ハ
武
城
ノ
小
-邑
ノ
政
ノ
如
ン

ハ
、
小
-才
ヲ
由モ
チ

ユ
可
キ
而
_已
ノ

ミ

、
子
游
カ
大
-才
ヲ
用
フ
、
是
レ
大
-

才
ニ
シ
テ
小
ヲ
用
ル
ナ
リ
、
故
ニ
繆
播
カ
云
ク
、
其
ノ
千
-乘
ノ
國

ヲ
導
ク
コ
ト
ヲ
得
不さ

ル
コ
ト
ヲ
惜
ム
、
牛
-刀
ノ
鷄
ヲ
割
テ
、
其ソ

ノ
_

才
ヲ
盡
サ
不さ

ル
カ
如
シ
、
江
煕
カ
云
ク
、
牛
-刀
ノ
鷄
ヲ
割
ク
コ
ト

其ソ

ノ
宜ヨ
ロ
シ

キ
ニ
非
ル
カ
如
シ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
言
治
小
何
須
用
大
道
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
小
ヲ
治
ム
ル
ニ
何
ソ
大
-道
ヲ
用
フ
須へ

キ
、

【
經
】

子
游
對
曰
、
昔
者
偃
也
聞
諸
夫
子
曰
、
君
子
學
道
則
愛
人
、
小
人
學

道
則
易
使
也
、

子
游
對
ヘ
テ
_曰
ク
、
昔
_者
ム
カ
シ

偃
夫
-子
ニ
聞
キ
キ
曰
ノ
た
ま
は

ク
、
君
-子
道

ヲ
學
フ
則と
き
ん

ハ
人
ヲ
愛
ス
、
小
-人
道
ヲ
學
フ
則と
き
ん

ハ
使
ヒ
易
シ
ト
、
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【
疏
】

子
游
得
孔
子
咲
己
、
故
對
對(八
)所

以
絃
歌
之
意
也
、
先
據
聞
之
於
孔
子

言
云
、
若
君
子
學
禮
樂
、
則
必
以
愛
人
爲
用
、
小
人
學
道
則
易
使
、

爲
樂
業
、
而
偃
今
日
所
以
有
此
絃
歌
之
化
也
﹆

一
云
、
子
游
既
學
道

於
孔
子
、
今
日
之
化
政
、
是
小
人
易
使
、
故
謬(九
)
播
云
、
夫
博
學
之

言
、
亦
可
進
退
也
、
夫
子
聞
鄕
黨
人
之(一
〇
)言
、
便
引
得
射
御
、
子
游

聞
牛
刀
之
喩
、
且
取
非
宜
、
故
曰
、
小
人
學
道
則
易
使
也
、
其
不
知

之
者
、
以
爲
戲
也
、
其
知
之
者
、
以
爲
賢
聖
謙
之(一
一
)意

也
、

子
游
孔
子
ノ
己お
の
レ

ヲ
咲
コ
ト
ヲ
得
、
故
ニ
對コ
た

フ
ル
ニ
絃
-歌
ス
ル

所
_以
ゆ
ゑ
ん

ノ
意
ヲ
對
フ
、
先
ツ
據ヨ

リ
テ
之
ヲ
孔
子
ノ
言コ
ト

ニ
聞
キ
キ
云
ノ
た
ま
は

ク
、
若
シ
君
-子
禮
-樂
ヲ
學マ
ナ

フ
、
則と
き
ん

ハ
必
ス
人
ヲ
愛
ス
ル
ヲ
以
テ

用
ト
爲ス

、
小
-人
道
ヲ
學
フ
則と
き
ん

ハ
使
ヒ
易や
す
く

シ
テ
、
業
ヲ
樂
ム
コ
ト

ヲ
爲ス

、
而
シ
テ
偃
今
-日
此
ノ
絃
-歌
ノ
化
有
ル
所
_以
ゆ
ゑ
ん

ナ
リ
﹆

一
ニ

云
ク
、
子
游
既
ニ
道
ヲ
孔
子
ニ
學
フ
、
今
-日
ノ
化
-政
ハ
、
是
レ

小
-人
使
ヒ
易
カ
ラ
ン
ト
ナ
リ
、
故
ニ
謬
播
カ
云
ク
、
夫
レ
博
-學
ノ

言コ
ト

、
亦
タ
進
-退
ス
可
シ
、
夫
-子
鄕
-黨
ノ
人
ノ
言
ヲ
聞
テ
、
便
チ

射
-御
ヲ
引ヒ

キ
_得
タ
リ
、
子
游
牛
-刀
ノ
喩
ヲ
聞
テ
、
且
タ
宜
キ
ニ

非
ル
ヲ
取
ル
、
故
ニ
曰
ク
、
小
-人
道
ヲ
學
フ
則と
き
ん

ハ
使
ヒ
易
シ
ト
、

其ソ

レ
之
ヲ
知
ラ
不さ

ル
者も
ノ

ハ
、
以
テ
戲
ト
爲ス

、
其ソ

レ
之
ヲ
知
ル
者も
ノ

ハ
、

以
テ
賢
-聖
ノ
謙
ノ
意
ト
爲ス

、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
道
謂
禮
樂
也
、
樂
以
和
人
、
人
和
則
易
使
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
道
ト
ハ
禮
-樂
ヲ
謂
フ
、
樂
ハ
_以
テ
人
ヲ
和
ス
、

人
_和
ス
ル
則と
き
ん

ハ
使
ヒ
易
シ
、

【
疏
】

就
如
注
意
、
言
子
游
對
、
所
以
絃
歌
化
民
者
、
欲
使
邑
中
君
子
、

聞(一
二
)之

則
愛
人
、
邑
中
小
人
學
之
則
易
使
也

如モ

シ
注
ノ
_意
ニ
就
カ
ハ
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
子
游
對コ
タ

フ
、
絃
-歌
シ
テ
民
ヲ

化
ス
ル
所
_以
ゆ
ゑ
ん

ハ
、
邑
-中
ノ
君
-子
ヲ
使シ

テ
ハ
、
之
ヲ
聞
テ
則
チ
人

ヲ
愛
セ
シ
メ
、
邑
-中
ノ
小
-人
ハ
之
ヲ
學
フ
則と
き
ん

ハ
使
ヒ
易
や
す
か
ら

ン
コ

ト
ヲ
欲
ス

【
經
】

子
曰
、
二
三
子
、

子
ノ
曰
ノ
た
ま
は

ク
、
二
-三
-子
、

【
疏
】

二
三
子
、
從
孔
子
行
者
也
、
孔
子
將
欲
美
偃(一
三
)之

是
、
故
先
呼
從
行
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之
二
三
子
也
、

二
-三
-子
ト
ハ
、
孔
子
ニ
從
テ
行
ク
者
ナ
リ
、
孔
子
將
ニ
偃
カ
是
ナ

ル
コ
ト
ヲ
美ほ

メ
ン
ト
欲
ス
、
故
ニ
先
ツ
行
ニ
從
フ
二
-三
-子
ヲ
呼

フ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
從
行
者
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
從
テ
_行
ケ
ル
者も
ノ

ナ
リ
、

【
經
】

偃
之
言
是
也
、

偃
カ
言コ
ト

是
ナ
リ
、

【
疏
】

言
子
游
之
言
、
所
以
用
絃
歌
之
化
是
也
、

言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
子
游
カ
言コ
ト

、
絃
-歌
ヲ
用
テ
化
ス
ル
所
_以
ゆ
ゑ
ン

是
ナ
リ
、

【
經
】

前
言
戲
之
耳
、

前サ
キ

ノ
言コ
ト

ハ
戲
た
は
ふ
れ

ラ
ク
耳ノ
ミ

、

【
疏
】

言
我
前
云
、
割
鷄
焉
用
牛
刀
、
是
戲
是
治
小
而
才
大
也
、

言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
我わ
レ

前サ
キ

ニ
云
ク
、
鷄
ヲ
割
ク
ニ
焉
イ
つ
く
ん

ソ
牛
ノ
_刀
ヲ
用
ン
ト

ハ
、
是
レ
ハ
是
レ
小
ヲ
治
メ
テ
才
ノ
_大
ナ
ル
コ
ト
ヲ
戲
ル
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
戲
以
治
小
而
用
大
道
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
戲
ル
ル
ニ
小
ヲ
治
ム
ル
ニ
大
-道
ヲ
用
フ
ト
イ
フ

ヲ
以
テ
ス
、

（
一
）
「
游
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
二
）
「
絃
」、
武
内
本
作
「
弦
」、
下
同
。

（
三
）
「
故
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
四
）
「
令
」、
武
内
本
作
「
使
」。

（
五
）
「
樂
」
下
、
武
内
本
有
「
也
」
字
。
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（
六
）
「
者
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
七
）
「
大
才
」、
武
内
本
作
「
才
大
」。

（
八
）
「
對
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
九
）
「
謬
」、
武
内
本
作
「
繆
」。

（
一
〇
）
「
人
之
」、
武
内
本
作
「
之
人
」。

（
一
一
）
「
謙
之
」、
武
内
本
作
「
之
謙
」。

（
一
二
）
「
聞
」、
武
内
本
作
「
學
」。

（
一
三
）
「
偃
」
上
、
武
内
本
有
「
言
」
字
。

【
經
】

公
山
不
擾

公
山
不フ
ツ

擾ゼ
ウ

【
疏
】

姓
公
山
﹆

名
不
擾
也

姓
ハ
公
山
﹆

名
ハ
不
擾

【
經
】

以
費
畔
、

費ヒ

ヲ
以
テ
畔ソ
ム

ク
、

【
疏
】

費
季
氏
菜(一

)邑
也
、
畔
背
叛
也
、
不
擾
當
時
爲
季
氏
邑
宰
、
而
作
亂
、

與
陽
虎
共
執
季
氏
、
是
背
畔
於
季
氏
也
、

費
ハ
季
氏
カ
菜
-邑
ナ
リ
、
畔
ハ
背
-叛
（
背ソム
キ
叛ソム
ク
）
ナ
リ
、
不
擾

當
-時
季
氏
カ
邑
-宰
ト
爲シ

テ
、
亂
ヲ
作
シ
テ
、
陽
虎
與ト

共
ニ
季
氏
ヲ

執ト
ラ

フ
、
是
レ
季
氏
ニ
背ソ
ム

キ
_畔そ
む

ク
ナ
リ
、

【
經
】

召
子
欲
往
、

子
ヲ
召
ス
往
カ
マ
ク
欲
ス
、

【
疏
】

既
背
畔
、
使
人
召
孔
子
、
孔
子
欲
往
應
召
也
、

既
ニ
背そ
む

キ
_
畔そ
む
き

テ
、
人
ヲ
使ツ
か
は

シ
テ
孔
子
ヲ
召
ス
、
孔
子
往
テ
召
ニ

應
セ
ン
ト
欲
ス
、
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【
注
】

孔
安
國
曰
、
不
擾
爲
季
氏
宰
、
與
陽
虎
共
執
季
桓
子
而
召
孔
子
也

孔
安
國
カ
曰
ク
、
不
擾
季
氏
カ
宰
ト
爲シ

テ
、
陽
虎
與と

共
ニ
季
桓
子
ヲ

執ト
ラ

ヘ
テ
孔
子
ヲ
召
ス

【
經
】

子
路
不
悦

子
路
悦
ヒ
不す

シ
テ

【
疏
】

子
路
見
孔
子
欲
往
、
故
己
不
欣
悦
也
、

子
路
孔
子
ノ
往
マ
ク
欲
ス
ル
ヲ
見
ル
、
故
ニ
己
ニ
欣
-悦
セ
不ス

、

【
經
】

曰
末(二
)之

也
已
、
何
必
公
山
氏
之
之
也

曰
ク
之ユ

ク
コ
ト
末ナ

ク
ン
ハ
已ヤ

ン
ナ
ン
、
何
ソ
_必
シ
モ
公
山
氏
ノ
モ

ト
ニ
之ユ

カ
ン

【
疏
】

子
路
不
悦
、
而
復(三

)説
此
辭
也
、
末
無
也
、
之
適
也
、
已
止
也
、
中
之

語
助
也
、
下
之
亦
適
也
、
子
路
云
、
雖
時
不
我
用
、
若
無
所
適
往
、

則
乃
當
止
耳
、
何
必
公
山
氏
之
適
也
、

子
路
悦
ヒ
不す

シ
テ
、
復
タ
此
ノ
辭
ヲ
説
ク
、
末
ハ
無
ナ
リ
、
之
ハ
適セ
キ

ナ
リ
、
已
ハ
止
ナ
リ
、
中
ノ
之
ハ
語
ノ
助
ナ
リ
、
下
ノ
之
ハ
亦
タ
適

ナ
リ
、
子
路
カ
云
ク
、
時
ニ
我
レ
_用
ラ
レ
不ス

ト
雖
ト
モ
、
若
シ
適ユ

キ
_往
ク
所
無
ク
ン
ハ
、
乃
チ
當
ニ
止
ム
當ヘ
キ
耳ノ
ミ

、
何
ソ
_必
シ
モ
公

山
氏
ノ
モ
ト
ニ
適ユ

カ
ン
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
之
適
也
、
無
可
之
則
己
耳
、
何
必
公
山
氏
之
適
者(四
)也

、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
之
ハ
適
、
之ユ

ク
可へ

キ
コ
ト
無
ク
ン
バ
己ヤ

ン
ナ
ン

耳ノ
ミ

、
何
ソ
_必
シ
モ
公
山
氏
ノ
適ユ

カ
ン
、

【
經
】

子
曰
、
夫
召
我
者
、
而
豈
徒
哉
、

子
ノ
曰
ノ
た
ま
は

ク
、
夫
レ
我
ヲ
召
ス
者ヒ
ト

ニ
シ
テ
、
豈
ニ
徒ム
ナ

シ
カ
ラ
ン
ヤ
、
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【
疏
】

孔
子
答
子
路
所
以
欲
往
之
意
也
、
徒
空
也
、
言
夫
欲
召
我
者
、
豈
容

無
事
空
然
而
召
我
乎
、
必
有
以
也
、

孔
子
子
路
ニ
往
カ
マ
ク
欲
ス
ル
所
_以
ゆ
ゑ
ん

ノ
意
ヲ
答
フ
、
徒
ハ
空ク
ウ

ナ
リ
、

言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
夫そ
れ

我
ヲ
召
ン
ト
欲
ス
ル
者も
ノ

、
豈
ニ
無
-事
空ク
フ

-然
ニ
シ
テ
我

ヲ
召
ス
容ヘ

ケ
ン
ヤ
、
必
ス
以ゆ
ヘ

有あ
ら

ン
、

【
經
】

如
有
復(五
)用

我
者
吾
其
爲
東
周
乎
、

如モ

シ
復
タ
我
ヲ
用
ル
コ
ト
有
ラ
ハ
吾わ
レ

其
レ
東
周
ヲ
爲セ

ン
乎カ

、

【
疏
】

若
必
不
空
然
、
而
用
我
、
時
則
我
當
爲
興
周
道
也
、
魯
在
東
、
周
在

西
、
云
東
周
者
、
欲
於
魯
而
興
周
道
、
故
云
吾
其
爲
東
周
也
、
一

云
、
周
室
東
遷
洛
邑
、
故
曰
東
周
、

若
シ
必
ス
空ク
フ

-然セ
ン

ナ
ラ
不ス

シ
テ
、
我
ヲ
用
ヒ
ハ
、
時
ニ
則
チ
我わ
レ

當
ニ

周
-道
ヲ
興
ス
コ
ト
ヲ
爲ス

當ヘ
シ
、
魯
ハ
東
ニ
在
リ
、
周
ハ
西
ニ
在
リ
、

東
周
ト
云
フ
ハ
、
魯
ニ
於
テ
周
-道
ヲ
興
ン
欲
ス
、
故
ニ
云
ノ
た
ま
は

ク
吾わ
レ

其ソ

レ
東
-周
ヲ
爲セ

ン
カ
、
一
ニ
云
ク
、
周
室
東
カ
タ
洛
邑
ニ
遷
ル
、

故
ニ
東
周
ト
曰
フ
、

【
注
】

興
周
道
於
東
方
、
故
曰
東
周(六
)、

周
道
ヲ
東
-方
ニ
興
ス
、
故
ニ
東
周
ト
曰
フ
、

【
疏
】

王
弼
云
、
言
如
能
用
我
者
、
不
擇
地
、
而
興
周
道
也(七
)、

王
弼
カ
云
ク
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
如モ

シ
能
ク
我
ヲ
用
ヒ
ハ
、
地
ヲ
擇
ハ
不す

シ

テ
、
周
道
ヲ
興
サ
ン
、

（
一
）
「
菜
」、
武
内
本
作
「
采
」。

（
二
）
「
末
」、
武
内
本
作
「
未
」、
下
同
。

（
三
）
「
復
」、
武
内
本
作
「
後
」。

（
四
）
「
者
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
五
）
「
復
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
六
）
「
周
」
下
、
武
内
本
有
「
也
」
字
。

（
七
）
「
道
也
」、
武
内
本
作
「
室
道
」。
此
疏
、
武
内
本
前
經
之

疏
「
故
曰
東
周
」
下
。
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【
經
】

子
張
問
仁
於
孔
子
、
孔
子
對
曰
、
能
行
五
者
於
天
下
、
爲
仁
矣
、

子
張
仁
ヲ
孔
子
ニ
問
フ
、
孔
子
對
ヘ
テ
曰

ノ
た
ま
は

ク
、
能
ク
五
ノ
_者
ヲ

天
-下
ニ
行
フ
ヲ
、
仁
ト
爲ス

、

【
疏
】

言
若
能
行
五
事
於
天
下
、
則
可
謂
爲
仁
也(一
)、

言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
若
シ
能
ク
五
-事
ヲ
天
-下
ニ
行
フ
、
則と
き
ん

ハ
謂イ

ツ
テ
仁
ト
爲ス

可ヘ

シ
、

【
經
】

請
問
之
、

請コ

ヒ
問
フ
、

【
疏
】

子
張
不
曉
五
者
之
事
、
故
反
請
問
其
目
也
、

子
張
五
ノ
者
ノ
事
ヲ
曉サ
ト

ラ
不ス

、
故
ニ
反
テ
其ソ

ノ
_目ナ

ヲ
請コ

イ
_問
フ
、

【
經
】

曰
﹆

恭
、
寛
、
信
、
敏
、
惠
、

曰
ノ
た
ま
は

ク
﹆

恭
、
寛
、
信
、
敏
、
惠
、

【
疏
】

答
五
者
之
目
也
、

五
ノ
者
ノ
目ナ

ヲ
答
フ
、

【
經
】

恭
則
不
侮
、

恭
ナ
ル
則と
き
ん

ハ
侮ア
ナ
ツ

ラ
不ス

、

【
疏
】

又
爲
歴
解
五
事
所
以
爲
仁
之
義
也
、
言
人
若(二
)行

己
、
能
恭
則
、
人
以

敬
己
﹆

不
敢
見
輕
侮
也
、
故
江
煕
云
、
自
敬
者
人
、
亦
敬
己
也
、

又ま

タ
爲
ニ
五
-事
ヲ
仁
ト
爲ス

ル
所
_以
ゆ
ゑ
ん

ノ
義
ヲ
歴へ

_解
ク
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
人

_若
シ
己お
の
レ

ヲ
行
テ
、
能
ク
恭
ナ
ル
則と
き
ん

ハ
、
人
_以
テ
己お
の
レ

ヲ
敬
ス
﹆

敢
テ
輕
ン
シ
_
侮あ
な
つ

ラ
見レ

不ス

、
故
ニ
江
煕
カ
云
ク
、
自
ミ
つ
か
ら

敬
ス
ル
者も
ノ
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ハ
、
人ひ
ト

亦
タ
己お
の
レ

ヲ
敬
ス
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
不
見
侮
慢
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
侮あ

な
つ

（
侮ブ
）
リ
_
慢あ
な
つ

見ラ

レ
不ス

、

【
經
】

寛
則
得
衆
、

寛
ナ
ル
_
則と
き
ん

ハ
衆
ヲ
得
、

【
疏
】

人
君
所
行
、
寛
弘
則
、
衆
附
歸
之
、
是
故
得
衆
也
、

人
-君
ノ
行
フ
所
、
寛
-弘
ナ
ル
則と
き
ん

ハ
、
衆
之
ニ
附フ

（
附ツキ
）-歸
ス
、

是
ノ
_故
ニ
衆
ヲ
得
、

【
經
】

信
則
人
任
焉
、

信
ナ
ル
則と
き
ん

ハ
人
ニ
任
セ
ラ
ル
、

【
疏
】

人
君
立
言
、
必
信
則
爲
人
物
、
所
見
委
任
也
、
一
云
、
人
思
任
其

事
、
不(三
)見

冥
也
、

人
-君
言
ヲ
立
ル
コ
ト
、
必
ス
信
ア
ル
則と
き
ん

ハ
人
-物
ノ
爲
ニ
、
委
-任

セ
見ラ

ル
ル
所
ナ
リ
、
一
ニ
云
ク
、
人
其
ノ
_事
ニ
任
セ
ラ
レ
ン
コ
ト

ヲ
思
テ
、
冥ク
ラ

マ
サ
見レ

不ス

、

【
經
】

敏
則
有
功
、

敏
ナ
ル
則と
き
ん

ハ
功
有
リ
、

【
疏
】

敏
疾
也
、
人
君
行
事
、
不
懈
而
能
進(四
)能

進
疾
也
則
、
事
以
成
而
多
功

也
、

敏
ハ
疾
ナ
リ
、
人
-君
事
ヲ
行
フ
、
懈
ラ
不す

シ
テ
能
ク
_進
ミ
能
ク
進

ミ
_疾
キ
則と
き
ん

ハ
、
事
以
テ
成
テ
功
多
シ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
應
事
疾
則
、
多
成
功
也
、
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孔
安
國
カ
曰
ク
、
事
ニ
應
ス
ル
コ
ト
疾
キ
則と
き
ん

ハ
、
成
-功
多
シ
、

【
經
】

惠
則
足
以
使
人
、

惠
ナ
ル
則と
き
ん

ハ
以
テ
人
ヲ
使
フ
ニ
足
レ
リ
、

【
疏
】

人
君
、
有
恩
惠
加
民
、
民
則
以
不
憚
勞
役
也
、
故
江
煕
云
、
有
恩
惠

則
、
民
忘
勞
也
、

人
-君
、
恩
-惠
有
テ
民
ニ
加
フ
ル
ト
キ
、
民
_則
チ
以
テ
勞
-役
ヲ

憚ハ
バ
カ

ラ
不ス

、
故
ニ
江
煕
カ
云
ク
、
恩
-惠
有
ル
則と
き
ん

ハ
、
民
勞
ヲ
忘
ル
、

（
一
）
「
則
可
謂
爲
仁
也
」、
武
内
本
作
「
則
可
謂
之
爲
仁
人
也

矣
」。

（
二
）
「
若
」、
武
内
本
作
「
君
」。

（
三
）
「
不
」
上
、
武
内
本
有
「
故
」
字
。

（
四
）
「
能
進
」、
武
内
本
無
此
二
字
。

【
經
】肹(一

)召

胇

胇ヒ
ツ

肹キ
ツ

（
子
ヲ
）
召
ス

【
疏
】肹

使
人
召
於
孔
子
也(二
)、

胇
肹
人
ヲ
使シ

テ
孔
子
ヲ
召
サ
使シ
ム
、

胇
【
經
】

子
﹆

欲
往
、

（
子
ヲ
﹆

）
往
カ
マ
ク
欲
ス
、

【
疏
】

孔
子
欲
應
召
使
而
往
也
、

孔
子
召
-使
ニ
應
シ
テ
往
カ
マ
ク
欲
ス
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
晉
大
夫
趙
簡
子
之
邑
宰
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
晉
ノ
大
夫
趙
簡
子
カ
邑
宰
ソ
、
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【
經
】

子
路
曰
、
昔
者
由
也
聞
諸
夫
子
曰
、
親
於
其
身
、
爲
不
善
者
、
君
子

不
入
也(三
)、

子
路
カ
曰
ク
、
昔む
か
シ

由
夫
-子
ニ
聞
ケ
リ
曰
ノ
た
ま
は

ク
、
親ミ
つ
か

ラ
其
ノ
_身
ニ

於
テ
、
不
-善
ヲ
爲ス

ル
ニ
ハ
、
君
-子
ハ
入
ラ
不ス

ト
、

【
疏
】

子
路
見
孔
子
欲
應

肹
之
召
、
故
據
昔
聞
孔
子
之
言
、
而
諫
止
之

胇

也
、
子
路
云
、
由
昔
親
聞
夫(四
)

子
之
言(五
)、

若
有
人
自
親
行
不
善
之
事

者
、
則
君
子
不
入
其
家
也
、

子
路
孔
子
ノ

肹
カ
召
ス
ニ
應
セ
ン
ト
欲
ス
ル
ヲ
見
ル
、
故
ニ
昔む
か
シ

胇

孔
子
ニ
聞
ク
ノ
言コ
ト

ニ
據ヨ

ツ
テ
、
之
ヲ
諫
メ
_止と
と

ム
、
子
路
カ
云
ク
、

由
昔む
か
シ

親
ミ
つ
か
ら

夫
-子
ノ
言
ヲ
聞き

キ
キ
、
若
シ
人
有
テ
自
_親
ミ
ツ
カ

ラ
不
-善
ノ

事
ヲ
行
フ
者も
ノ

ニ
ハ
、
君
-子
ハ
其ソ

ノ
_家
ニ
入
ラ
不ス

ト
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
不
入
其
國
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
其
ノ
_國
ニ
入
ラ
不ス

、

【
經
】肹

以
中
牟
畔
、

胇
肹
中
牟ム

ヲ
以
テ
畔ソ
ム

ク
、

胇
【
疏
】

據

肹
身
自
爲
不
善
之
事
也
、

肹
經
爲
中
牟
邑
宰
而
遂
背
畔
、
此

胇

胇

是
不
善
之
事
也
、

肹
身ミ

_
自ミ
つ
か

ラ
不
-善
ノ
事
ヲ
爲ナ

ス
ニ
據
ル
、

肹
中
牟
ノ
邑
-宰
爲タ

胇

胇

ル
コ
ト
ヲ
經ヘ

テ
而
テ
遂
ニ
背
キ
_畔
ク
、
此
レ
ハ
_是
レ
不
-善
ノ
事

ナ
リ
、

【
經
】

子
之
往
之(六
)如

之
何
、

子
ノ
往ユ

カ
ン
コ
ト
如
_之
_何

イ

カ

ン

、

【
疏
】肹

身
爲
不
善
、
而
今
夫
子
若
爲
往
之
、
故
云
如
之
何
也
、

胇
肹
身ミ

不
-善
ヲ
爲ナ

ス
、
而
ル
ヲ
今い
マ

夫
-子
若イ
カ

ン
_爲シ

テ
カ
之
レ
ニ
往

胇
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ク
、
故
ニ
如
_之
_何

い

か

ン

ト
云
フ
、

【
經
】

子
曰
然
、
有
是
言
也
、

子
ノ
曰
ノ
た
ま
は

ク
然シ
カ

ナ
リ
、
是
ノ
_言コ
ト

有
リ
、

【
疏
】

然
如
此
也
、
孔
子
答
曰
、
有
如
此
所
説
也
、
我
昔
者
有
此
君
子
、
不

入
於
不
善
之
國
之
言
也(七
)、

然ゼ
ン

ハ
如
-此
、
孔
子
答
テ
曰
ノ
た
ま
は

ク
、
此
ノ
如
ク
説
ク
所
有
リ
キ
、
我わ
レ

昔む
か
シ

此
ノ
君
-子
、
不
-善
ノ
國
ニ
入
ラ
不さ

ル
ノ
言コ
ト

有
リ
、

【
經
】

曰(八
)不

曰
堅
乎
、
磨
而
不
磷
、
不
曰
白
乎
、
涅
而
不
緇
、

曰
ノ
た
ま
は

ク
堅
キ
ヲ
曰
ハ
不ス

ヤ
、
磨ト

ゲ
ト
モ
磷ヒ
ス

ラ
カ
不ス

、
白
キ
ヲ
曰
ハ
不ス

ヤ
、
涅ク
リ

ニ
ス
レ
ト
モ
緇ク
ロ

マ
不ス

、

【
疏
】

孔
子
既
然
之
、
而
更
廣
述
我
從
來
所
言
非
一
、
或
云
君
子
不
入
不
善

之
國
、
亦
云
君
子
入
不
善
之
國
、
而
不
爲
害
、
經(九
)

爲
之
設(一
〇
)

二
譬
、

譬
天
下
至
堅
之
物
、
磨
之
不
薄
、
至
白
之
物
、
染
之
不
黑
、
是
我
昔

亦
有
此
二
言
、
汝
今
那
唯
憶
不
入
、
而
不
憶
亦
入
乎
、
故
云(一
一
)不
曰

堅
乎
、
磨
而
不
磷
、
不
曰
白
乎
、
涅
而
不
緇
、
言
我
昔
亦
經
有
曰

也
、
故
云
不
曰(一
二
)乎
、
以
問
之
也
、

孔
子
既
ニ
之
ヲ
然シ
カ

ン
ス
、
而
シ
テ
更
ニ
廣
ク
我
カ
從
-來
言
フ
所と
こ
ロ

一

ニ
非
ル
コ
ト
ヲ
述
フ
、
或
ハ
云
ク
君
-子
ハ
不
-善
ノ
國
ニ
入
ラ
不ス

ト
、
亦
タ
云
ク
君
-子
ハ
不
-善
ノ
國
ニ
入
テ
モ
、
而
モ
害
ヲ
爲ナ

サ

不ス

、
經ツ
ネ

ニ
之
カ
爲た
め

ニ
二
ノ
譬た
と
へ

ヲ
設
テ
、
天
-下
至
-堅
ノ
物も
ノ

、
之
ヲ

磨と
け

ト
モ
薄ウ
ス

ラ
カ
不ス

、
至
-白
ノ
物も
ノ

ハ
、
之
ヲ
染
レ
ト
モ
黑
マ
不さ

ル
ニ

譬た
と

フ
、
是
レ
_我わ
レ

昔む
か
シ

亦
タ
此
ノ
二
ノ
言コ
ト

有
リ
、
汝な
ん
チ

_今い
マ

那な
ん

ソ
唯
タ
入

ラ
不さ

ル
コ
ト
ヲ
憶
テ
、
亦
タ
_入
ル
コ
ト
ヲ
憶
ハ
不さ

ル
乎ヤ

、
故
ニ

云
ノ
た
ま
は

ク
堅
キ
ヲ
曰
ハ
不
乎
ス

ヤ

、
磨と
け

ト
モ
磷ヒ
ス

ラ
カ
不ス

、
白
キ
ヲ
曰
ハ

不
乎
ス

ヤ

、
涅
く
り
に
す
れ

ト
モ
緇く
ろ

マ
不ス

、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
我わ
レ

昔む
か
シ

亦
タ
經ツ
ネ

ニ
曰い
ふ

コ
ト
有

リ
、
故
ニ
曰
ハ
不
乎
ス

ヤ

ト
云
テ
、
之
ニ
問
フ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
磷
薄
也
、
涅
可
以
染
皂
者
也(一
三
)、

言
至
堅
者
、
磨
之
而

不
薄
、
至
白
者
、
染
之
於
涅
而
不
黑
、
喩
君
子
雖
在
濁
亂
、
濁
亂
不

能
汚
也(一
四
)、
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孔
安
國
カ
曰
ク
、
磷
ハ
_薄
、
涅ネ
チ

ハ
以
テ
皂サ
ウ

ニ
染
ム
可ヘ

キ
者も
ノ

ソ
、

言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
至
-堅
ノ
者も
ノ

ハ
、
之
ヲ
磨と
け

ト
モ
薄う
す

ラ
カ
不ス

、
至
-白
ノ
者も
ノ

ハ
、

之
ヲ
涅く
リ

ニ
染
ム
レ
ト
モ
黑ク
ロ

マ
不ス

、
君
-子
ハ
濁
-亂
ニ
在
リ
ト
雖
ト

モ
、
濁
-亂
汚ケ

カ

ス
コ
ト
能
ハ
不さ

ル
ニ
喩
フ
、

【
疏
】

然
孔
子
所
以
有
此
二
説
、
不
同
者
、
或
其
不
入
是
爲
賢
人
、
賢
人
以

下
易
染
、
故
不
許
入
也
、
若
許
入
者
、
是
聖
人
、
聖
人
不
爲
世
俗
染

累(一
五
)、

如
至
堅
至
白
之
物
也
、
子
路
不
欲
往
﹆

孔
子
欲
往
、
故
其
告

也
、

然シ
カ

ル
ニ
孔
子
此
ノ
二
-説
有
テ
、
同
カ
ラ
不さ

ル
所
_以
ゆ
ゑ
ん

ハ
、
或
ハ
其ソ

レ

入
ラ
不さ

ル
ハ
是
レ
賢
-人
ト
爲ス

、
賢
-人
以
-下
ハ
染
ミ
易
シ
、
故
ニ

入
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
不ス

、
入
ル
コ
ト
ヲ
許
ス
カ
若
キ
ン
ハ
、
是
レ
聖
-

人
ナ
リ
、
聖
-人
ハ
世
-俗
ノ
爲
ニ
染
ミ
累ワ
ツ
ラ

ワ
サ
レ
不ス

、
至
-堅ケ
ン

至
-

白
ノ
物
ノ
如
シ
、
子
路
往
コ
ト
ヲ
欲
セ
不ス
﹆

孔
子
往
マ
ク
欲
ス
、
故

ニ
其
レ
告
ク
、

【
經
】

吾
豈
匏
苽(一
六
)也

哉
、
焉
能
繫
而
不
食
、

吾わ
レ

豈
ニ
匏
-苽ク
ワ

ナ
レ
ヤ
、
焉
イ
つ
く
ん

ソ
能
ク
繫カ

カ
ツ
テ
食ク

ハ
レ
不さ

ラ
ン
、

【
疏
】

孔
子
亦
爲
説
我
所
以
一
應
召
之
意
也
、
言
人
非
匏
苽
、
匏
苽
係
滯
一

處
、
不
須
飮
食
、
而
自
然
生
長
、
乃
得
不
用
何
通
乎
、
而
我
是
須
食

之
人
、
自
應
東
西
求
覓
、
豈
得
如
匏
苽
係
而
不
食
耶
、
一
通
云
、
匏

苽
星
名
也
、
言
人
有
才
智
、
宜
佐
時
理
務
、
爲
人
所
用
、
豈
得
如
匏

苽
係
天
而
不
可
食
耶(一
七
)、
王
弼
云
、
孔
子
機
發
後
應
、
事
形
乃
視
、

擇
地
以
處
身
、
資
敎
以
全
度
者
也
、
故
不
入
亂
人
之
邦
﹆

聖
人
通
遠

慮
微
、
應
變
神
化
、
濁
亂
不
能
汚
其
潔
、
凶
惡
不
能
害
其
性
、
所
以

避
難
不
藏
身
、
絶
物
不
以
形
也
、
有
是
言
者
、
言
各
有
所
施
也
、
苟

不
得
係
而
不
食
、
舍
此
適
彼
、
相
去
何
若
也
、

孔
子
亦
タ
爲
ニ
我
カ
一モ
ツ
ハ

ラ
召
ス
ニ
應ヲ
フ

ス
ル
所
_以
ゆ
ゑ
ん

ノ
意コ
コ
ロ

ヲ
説
ク
、

言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
人
ハ
匏
-苽
ニ
非
ス
、
匏
-苽
ハ
一
-處
ニ
係カ
カ

リ
_
滯
と
と
ま
り

テ
、

飮
-食
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ヲ
須モ
チ

イ
不ス

、
而
シ
テ
自
-然セ
ン

ニ
生シ
ヤ
ウ

-長
ス
、
乃

チ
用
ヒ
ラ
レ
不さ
る

コ
ト
ヲ
得ウ

何
ソ
通ツ
フ

セ
ン
ヤ
、
我
ハ
是
レ
須
す
へ
か
ら

ク
食
ハ

ル
須ヘ
キ
ノ
人
ナ
リ
、
自
ミ
つ
か
ら

東ト
ウ

-西
求
メ
_
覓も
と
む

ル
ニ
應ヲ
ウ

セ
ン
、
豈
ニ
匏
-

苽
ノ
係カ
カ

ツ
テ
食
ハ
レ
不さ

ル
カ
如
こ
と
く
な

ル
コ
ト
ヲ
得
ン
ヤ
、
一
-通ツ
フ

ニ
云

ク
、
匏
-苽
ハ
星ホ
シ

ノ
名
ナ
リ
、
言
イ
フ
コ
コ
ロ

ハ
人
才
-智
有
ラ
ハ
、
宜ヨ
ロ
シ

ク
時

ヲ
佐タ
ス

ケ
務ツ
ト

メ
ヲ
理ヲ
さ

メ
テ
、
人
ノ
爲
ニ
用
ヒ
所ラ

ル
宜ヘ
シ
、
豈
ニ
匏
-苽

ノ
天
ニ
係
テ
食
ワ
ル
可ヘ

カ
ラ
不さ

ル
カ
如こ
と
き

コ
ト
ヲ
得
ン
ヤ
、
王
弼
カ

云
ク
、
孔
子
機
_發
シ
テ
後
ニ
應
シ
、
事コ
ト

_
形
ア
ら
は
れ

テ
乃
チ
_視ミ

、
地
ヲ
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擇
テ
以
テ
身
ヲ
處
ス
ル
コ
ト
ハ
、
敎
ニ
資ヨ
り

テ
以
テ
度ト

ヲ
全
ス
ル
者も
ノ

ナ

リ
、
故
ニ
亂
-人
ノ
邦
ニ
入
ラ
不ス
﹆

聖
-人
ハ
遠
ヲ
通
シ
微
ヲ

慮
お
も
ひ
は
か
り

テ
、
變
ニ
應
シ
テ
化
ヲ
神
ニ
ス
、
濁
-亂
モ
其
ノ
潔
ヲ
汚
ス
コ
ト
能

ハ
不ス

、
凶
-惡
モ
其ソ

ノ
性
ヲ
害
ス
ル
コ
ト
能
ハ
不ス

、
所コ
ノ

_以ユ
ヘ

ニ
難
ヲ
避

ク
ル
ニ
身
ヲ
藏
サ
不ス

、
物
ヲ
絶
ス
ル
ニ
形
ヲ
以
テ
セ
不ス

、
是コ

ノ
_言コ
ト

有
ル
者も
ノ

ニ
ハ
、
言コ
ト

各
お
の
お
の

施
ス
所
有
リ
、
苟
イ
や
し
く

モ
係
テ
食
ハ
レ
不さ

ル
コ

ト
ヲ
得
不ス

、
此
ヲ
舍ス

テ
テ
彼
ニ
適ユ

ク
、
相
ヒ
_去
ル
コ
ト
何
_若
イ
カ
ン

（
若ニヤク
）、

【
注
】

匏
瓠
也
、
言
匏
苽
得
繫
一
處
者
、
不
食
故
也
、
吾
自
食
物
、
當
東
西

南
北
、
不
得
如
不
食
之
物
、
繫
滯
一
處
也
、

匏
ハ
瓠コ

、

言
い
ふ
こ
こ
ろ
は

匏
-苽
ノ
一
-處
ニ
繫カ

カ
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
コ
ト
ハ
、

食ク

ハ
レ
不さ

ル
故
ナ
リ
、
吾
ハ
自
ヲ
の
つ
か
ら

食
ハ
レ
ン
_物
ナ
リ
、
當ま
さ

ニ
東
-

西
南
-北
ス
當ヘ
シ
、
食
ハ
レ
不さ

ル
物も
ノ

ノ
、
一
-處
ニ
繫カ
カ

リ
_
滯と
と
ま

ル
カ

如
こ
と
き
コ
ト

ヲ
得
不シ

、

【
疏
】

江
煕
云
、
夫
子
豈
實
之
公
山

肹(一
八
)乎

、
故
欲
往
之
意
耶
、
汎
爾
無

胇

係
、
以
觀
門
人
之
情
、
如
欲
居
九
夷
、
乘
桴
浮
於
海
耳
、
子
路
見
形

而
不
及
道
、
故
聞
乘
桴
而
喜
、
聞
之
公
山
而
不
悅
、
升
堂
而
未
入

室
、
安
測
聖
人
之
趣
哉
、

江
煕
カ
云
ク
、
夫
-子
豈
ニ
實
ニ
公
山

肹
ニ
之ユ

カ
ン
ヤ
、
故
コ
ト
サ
ラ

ニ

胇

（
故マコト
ニ
）
往
カ
マ
ク
欲
ス
ル
ノ
意コ
コ
ロ

（
意イ
）
ア
ラ
ン
耶ヤ

、
汎ハ
ン

（
汎ウカフ
）-

爾
ト
シ
テ
係
ル
コ
ト
無
シ
、
以
テ
門
-人
ノ
情
ヲ
觀
ル
、
九
-夷
ニ
居

リ
桴
乘
テ
、
海
ニ
浮
ハ
ン
ト
欲
ル
カ
如
キ
耳ノ
ミ

、
子
路
形
ヲ
見
テ
道
ニ

及
ハ
不ス

、
故
ニ
桴
ニ
乘
ヲ
聞
テ
喜
ヒ
、
公
山
ニ
之ユ

ク
ヲ
聞
テ
悅
ヒ

不ス

、
堂
ニ
升
テ
未
タ
室
ニ
入
ラ
未ス
、
安
イ
つ
く
ん

ソ
聖
-人
ノ
趣ヲ
モ
ム

キ
ヲ
測ハ
カ

ラ

ン
ヤ
、

（
一
）
「

肹
」、
武
内
本
作
「

盻
」、
下
同
。

胇

䀟

（
二
）
「
也
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
三
）
「
也
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
四
）
「
夫
」、
武
内
本
作
「
孔
」。

（
五
）
「
言
」
下
、
武
内
本
有
「
云
」
字
。

（
六
）
「
之
」、
武
内
本
作
「
也
」。

（
七
）
「
也
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
八
）
「
曰
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
九
）
「
經
」、
武
内
本
作
「
徑
」。

（
一
〇
）
「
設
」、
武
内
本
作
「
説
」。

（
一
一
）
「
云
」、
武
内
本
作
「
曰
」。
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（
一
二
）
「
曰
」
下
、
武
内
本
有
「
白
」
字
。

（
一
三
）
「
也
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
一
四
）
「
也
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
一
五
）
「
累
」、
武
内
本
作
「
黑
」。

（
一
六
）
「
苽
」、
武
内
本
作
「
瓜
」、
下
同
。

（
一
七
）
「
耶
」、
武
内
本
作
「
邪
」。

（
一
八
）
「

肹
」、
武
内
本
作
「
弗
盻
」。

胇

【
經
】

子
曰
由

子
ノ
曰
ノ
た
ま
は

ク
由

【
疏
】

呼
子
路
名
而
問
之
也
、

子
路
カ
名
ヲ
呼
テ
之
ヲ
問
フ
、

【
經
】

汝
聞
六
言
六
蔽(一
)矣

乎
、

汝な
ん
チ

六
-言
六
-蔽
ヲ
聞
ク
ヤ
、

【
疏
】

夫
所
欲
問
子
路
、
汝
曾
聞
六
言
、
而
毎
言
以
有
蔽
塞
之
事
乎
、
言
既

有
六
、
故
蔽
亦
有
六
、
故
云
六
言
六
蔽
之
事
、
在
下
文
、
王
弼
云
、

不
自
見
其
過
也
、

夫
レ
子
路
ニ
問
ハ
ン
ト
欲
ス
ル
所
ナ
リ
、
汝な
ん
チ

曾か
つ

テ
六
-言
ニ
シ
テ
、

言コ
ト

毎
ニ
以
テ
蔽
-塞
（
蔽ヲヲ
イ
塞フサ
カ
ル
）
事
ヲ
有
ル
コ
ト
ヲ
聞
ク
ヤ
、

言コ
ト

既
ニ
六
ツ
有
リ
、
故
ニ
蔽
モ
亦
六
有
リ
、
故
ニ
六
-言
六
-蔽
ノ
事

ト
云
フ
、
下
ノ
_文
ニ
在
リ
、
王
弼
カ
云
ク
、
自
ミ
つ
か
ら

其
ノ
過ア
ヤ
マ

チ

（
過クワ
）
ヲ
見
不ス

、

【
注
】

六
言
六
蔽
者(二
)、

下
六
事
、
謂
仁
、
智
、
信
、
直
、
勇
、
剛
、
也

六
-言
六
蔽
ト
者ハ

、
下
ノ
六
-事
ソ
、
仁
、
智
、
信
、
直
、
勇
、
剛
ヲ

謂イ

（
謂イ
）
フ
、

【
經
】

對
曰
未
也
、

對こ
た

ヘ
テ
曰
ク
未い
ま
た

シ
、
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【
疏
】

子
路
對
曰
、
未
曾
聞
也(三

)、

子
路
對こ
た

ヘ
テ
曰
ク
、
未い
ま

タ
曾カ
ツ

（
曾ゾウ
）
テ
_聞
カ
未ス
、

【
經
】

居(四
)吾
語
汝
、

居
レ
吾わ
レ

汝
ニ
語
ラ
ン
、

【
疏
】

居
猶
復
坐
也
、
子
路
得
孔
子
問
、
避
席
而
對
曰(五
)未

也
、
故
孔
子
呼
之

使
復
座(六
)也

、
吾
當
語
汝
也
、

居
ト
ハ
坐
ニ
復カ
ヘ

レ
ト
イ
ハ
ン
カ
猶
シ
、
子
路
孔
子
ノ
問
ヲ
得
テ
、
席

ヲ
避
テ
對
ヘ
テ
_曰
ク
未い
ま
た

シ
ト
、
故
ニ
孔
子
之
ヲ
呼
テ
座
ニ
復カ
ヘ

ラ
使シ

ム
、
吾わ
レ

當ま
さ

ニ
汝
ニ
語
ル
當ヘ
シ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
子
路
起
對
、
故
使
還
座(七
)、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
子
路
起
テ
對
フ
、
故
ニ
座
ニ
還
ラ
使
ム
、

【
經
】

好
仁
不
好
學
、
其
蔽
也
愚
、

仁
ヲ
好
メ
ト
モ
學
ヲ
好
マ
不さ

ル
ト
キ
ハ
、
其
ノ
蔽ツ
イ

エ
_愚
ナ
リ
、

【
疏
】

一
也
、
然
此
以
下
六
事
、
以
謂
中
人
也
、
夫
事
得
中
適
、
莫
不
資

學
、
若
不
學
而
行
事
、
猶
無
燭
夜
行
也
、
仁
者
博
施
周
急
、
是
德
之

盛
也
、
唯
學
者
能
裁
其
中
、
若
不
學
而
施
、
施
必
失
所
、
是
與
愚
人

同
、
故
其
蔽
塞
在
於
愚
也
、
江
煕
云
、
好
仁
者
、
謂
聞
其
風
、
而
悅

之
者
也
、
不
學
不
能
深
源
乎
其
道
、
知
其
一
而
未
識
其
二
、
所
以
蔽

也
、
自
非
聖
人
、
必
有
所
偏
、
偏
才
雖
美
、
必
有
所
蔽
、
學
者
假
敎

以
節
其
性
、
觀
敎
知
變
則
、
見
所
過(八
)也

、

一
ナ
リ
、
然シ
カ

ル
ニ
此
ヨ
リ
以
-下
ノ
六
-事
ハ
、
以
テ
中
-人
ヲ
謂イ

フ
、

夫
レ
事コ
ト

中
-適
ヲ
得
ル
コ
ト
ハ
、
學
ニ
資ヨ

ラ
不ス

ト
イ
フ
コ
ト
莫
シ
、

若も

シ
學
ヒ
不す

シ
テ
事
ヲ
行
フ
ハ
、
燭
無な
く

シ
テ
夜
-行
ス
ル
カ
猶こ
と

シ
、

仁
ハ
博
ク
_施
シ
急
ヲ
周ア
マ
ネ

（
周シユ
）
ハ
ス
、
是
レ
德
ノ
盛
ナ
ル
ナ
リ
、

唯
タ
學
ハ
能ヨ

ク
其ソ

ノ
中
ヲ
裁
ス
（
裁コトハ
ル
）、
若モ

シ
學
ヒ
不す

シ
テ
施
ス

ト
キ
ハ
、
施
シ
必
ス
所
ヲ
失
ス
、
是
レ
愚
-人
與ト

同
シ
、
故
ニ
其
ノ

蔽
-塞
愚
ニ
在
リ
、
江
煕
カ
云
ク
、
仁
ヲ
好
ム
ト
ハ
、
其ソ

ノ
_風
ヲ
聞

テ
、
之
ヲ
悅
フ
者
ヲ
謂
フ
、
學
ヒ
不す

ン
ハ
深
ク
其ソ
ノ

_道
ニ
源モ
ト
ツ

ク
コ
ト
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能
ハ
不シ

、
其ソ

ノ
_一
ヲ
知
テ
未
タ
其
ノ
二
ヲ
識
ラ
未ス
、
蔽
ト
ス
ル

所
_以
ゆ
ゑ
ん

ナ
リ
、
聖
-人
ニ
非
ス
自ン

ハ
、
必
ス
偏
ナ
ル
所と
こ
ロ

有
ラ
ン
、
偏
-

才
美
ナ
リ
ト
雖い
へ
ト

モ
、
必
ス
蔽
ト
ス
ル
所と
こ
ロ

有
リ
、
學
ハ
敎
ヲ
假カ
り

テ
以

テ
其
ノ
_性
ヲ
節
ス
、
敎
ヲ
觀
テ
變
ヲ
知
ル
則と
き
ん

ハ
、
過ア
ヤ
マ

（
過クワ
）
ツ

所
ヲ
見
ル
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
仁
者
愛
物
、
不
知
所
以
裁
之
、
則
愚
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
仁
-者
ハ
物
ヲ
愛
ス
、
之
ヲ
裁
セ
ン
（
裁コトハ
ル
）

所
_以
ゆ
ゑ
ん

ヲ
知し
ら

不さ

ル
ト
キ
ハ
、
愚
ナ
リ
、

【
經
】

好
智
不
好
學
、
其
蔽
也
蕩
、

智
ヲ
好
メ
ト
モ
學
ヲ
好
マ
不さ

ル
ト
キ
ハ
、
其
ノ
_蔽ツ
イ

エ
蕩タ
フ

ナ
リ
、

【
疏
】

二
也
、
智
以
運
動
爲
用
、
若
學
而
裁
之
則
、
智
動
會
理
、
若
不
學
而

運
動
則
、
蔽
塞
在
於
蕩
、
無
所
的
守
也
、

二
ナ
リ
、
智チ

ハ
運
-動
ヲ
以
テ
用
ト
ス
、
若
シ
學
テ
之
ヲ
裁
ス
ル
則と
き
ん

ハ
、
智
ノ
動
コ
ト
理
ニ
會カ
ナ

フ
、
若
シ
學
ヒ
不す

シ
テ
運
-動
ス
ル
則と
き
ん

ハ
、
蔽
-塞
蕩
ニ
在
リ
、
的ア
タ

リ
_守
ル
所
無
シ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
蕩
無
所
適
守
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
蕩
ハ
適ア
タ

リ
_守
ル
所
無
キ
ソ
、

【
經
】

好
信
不
好
學
、
其
蔽
也
賊
也(九
)、

信
ヲ
好
メ
ト
モ
學
ヲ
好
マ
不さ

ル
ト
キ
ハ
、
其
ノ
_蔽ツ
イ

エ
賊
ナ
リ
、

【
疏
】

三
也
、
信
者
不
欺
爲
用
、
若
學
而
爲
信
、
信
則
合
宜
、
不
學
而
信
、

信
不
合
宜
、
不
合
宜
則
、
蔽
塞
在
於
賊
害
其
身
也
、
江
煕
云
、
尾
生

與
女
子
期
、
死
於
梁
下
、
宋
襄
與
楚
人
期
、
傷
泓
、
不
及
信
害(一
〇
)也

、

三
ナ
リ
、
信
ハ
欺
カ
不さ

ル
ヲ
用
ト
爲ス

、
若
シ
學
テ
信
ヲ
爲ナ

シ
テ
、
信

ア
ル
則と
き
ん

ハ
宜
ニ
合カ
ナ

フ
、
學
ヒ
不す

シ
テ
信
ア
ル
ハ
、
信
宜
ニ
合カ
ナ

ハ
不ス

、

宜
ニ
合
ハ
不さ

ル
則と
き
ん

ハ
、
蔽
-塞
其ソ

ノ
_身
ヲ
賊
-害
ス
ル
ニ
在
リ
、
江
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煕
カ
云
ク
、
尾
生
女
-子
與ト

期
シ
テ
、
梁
-下
ニ
死
ス
、
宋
ノ
襄
楚
_

人
與ト

期
シ
テ
、
泓アフ
ニ
傷ヤ
フ

ル
、
信
ニ
及
ハ
不さ

ル
ノ
害
ナ
リ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
父
子
不
知
相(一
一
)隱
之
輩
也
、

孔
安
國
曰
ク
、
父
-子
相
ヒ
_隱
ス
コ
ト
ヲ
知
ラ
不さ

ル
ノ
輩
ナ
リ
、

【
經
】

好
直
不
好
學
、
其
蔽
也
絞
、

直
ヲ
好
メ
ト
モ
學
ヲ
好
マ
不さ

ル
ト
キ
ハ
、
其
ノ
_蔽つ
ひ

ヘ
絞カ
フ

ナ
リ
、

【
疏
】

四
也
、
直
者
不
曲
爲
用
、
若
學
而
行
之
、
得
中
適
、
若
不
學
而
直

則
、
蔽
塞
在
於
絞
、
絞
猶
刺
也
、
好
譏
刺
之
人
非
、
以(一
二
)成

己
之
直

也
、

四
ナ
リ
、
直
ハ
曲
ラ
不さ

ル
ヲ
用
ト
爲ス

、
若モ

シ
學
テ
之
ヲ
行
ト
キ
ハ
、

中
-適
ヲ
得ウ

、
若モ

シ
學
ヒ
不す

シ
テ
直
ナ
ル
則と
き
ん

ハ
、
蔽
-塞
絞
ニ
在
リ
、

絞
ハ
刺シ

（
刺ソシル
）
ノ
猶こ
と

シ
、
好コ
の
み

テ
人
ノ
非
ヲ
譏
リ
_刺
テ
、
以
テ
己お
の
レ

カ
直
ヲ
成
ス
、

【
經
】

好
勇
不
好
學
、
其
蔽
也
亂
、

勇
ヲ
好
メ
ト
モ
學
ヲ
好
マ
不さ

ル
ト
キ
ハ
、
其
ノ
_蔽つ
ひ

ヘ
亂
ナ
リ
、

【
疏
】

五
也
、
勇
是
多
力
、
多
力
若
學
則
能
用
勇
、
敬
拜
於
廊
廟(一
三
)、
捍
難

於
邊
壃
、
若
勇
不
學
則
、
蔽
塞
在
於
作
亂
也
、

五
ナ
リ
、
勇
ハ
是
レ
多
-力
ナ
リ
、
多
-力
ニ
シ
テ
若
シ
學
フ
則と
き
ん

ハ

能ヨ

ク
勇
ヲ
用
フ
、
廊
-廟
ニ
敬
-拜
シ
、
難
ヲ
邊
-
壃キ
ヤ
フ

（
壃サカイ
）
ニ
捍フ
セ

ク
、
若
シ
勇
ニ
シ
テ
學
ヒ
不さ

ル
則と
き
ん

ハ
、
蔽
-塞
亂
ヲ
作な

ス
ニ
在
リ
、

【
經
】

好
剛
不
好
學
、
其
蔽
也
狂
、

剛
ヲ
好
メ
ト
モ
學
ヲ
好
マ
不さ

ル
ト
キ
ハ
、
其ソ

ノ
_蔽つ
ひ

ヘ
狂
ナ
リ
、

【
疏
】

六
也
、
剛
者
無
欲
、
不
爲
曲
求
也
、
若
復
學
而
剛
則
、
中
適
爲
美
、

若
剛
而
不
學
則
、
必
蔽
在
於
狂
、
狂
謂
抵
觸
於
人
、
無
廻
避
者
也
、
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六
ナ
リ
、
剛
ハ
欲
無
シ
、
曲
テ
求
ル
コ
ト
ヲ
爲セ

不ス

、
若
シ
復
タ
學
テ

剛
ナ
ル
則と
き
ん

ハ
、
中
-適
ニ
シ
テ
美
ヲ
爲ナ

ス
、
若
シ
剛
ニ
シ
テ
學
ヒ
不さ

ル
則と
き
ん

ハ
、
必
ス
蔽つ
ひ

ヘ
狂
ニ
在
リ
、
狂
ハ
謂ユ
ワ
ユ

ル
人
ニ
抵ツ

キ
_觸フ

レ
テ
、

廻
-避
ス
ル
コ
ト
無
キ
者も

ノ

ナ
リ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
狂
妄
抵
觸(一
四
)人
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
狂
ハ
妄ミ
タ

リ
ニ
人
ニ
抵ツ

キ
_觸フ

ル
ル
ソ
、

（
一
）
「
蔽
」、
武
内
本
作
「
弊
」、
下
同
。

（
二
）
「
者
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
三
）
「
也
」、
武
内
本
作
「
之
」。

（
四
）
「
居
」
上
、
武
内
本
有
「
曰
」
字
。

（
五
）
「
曰
」、
武
内
本
作
「
云
」。

（
六
）
「
座
」、
武
内
本
作
「
坐
」。

（
七
）
「
座
」、
武
内
本
作
「
坐
也
」。

（
八
）
「
過
」、
武
内
本
作
「
遇
」。

（
九
）
「
也
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
一
〇
）
「
不
及
信
害
」、
武
内
本
「
不
度
信
之
害
」。

（
一
一
）
「
相
」
下
、
武
内
本
有
「
爲
」
字
。

（
一
二
）
「
以
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
一
三
）
「
廊
廟
」、
武
内
本
作
「
廟
廊
」。

（
一
四
）
「
觸
」
下
、
武
内
本
有
「
於
」
字
。

【
經
】

子
曰
小
子
、

子
ノ
曰
ノ
た
ま
は

ク
小
-子
、

【
疏
】

呼
諸
弟
子
、
欲
語
之
也
、

諸
-弟
-子
ヲ
呼
テ
、
之
ニ
語
ラ
ン
ト
欲
ス
、

【
經
】

何
莫
學
夫
詩
、

何
ソ
夫カ

ノ
詩
ヲ
學
フ
コ
ト
莫
キ
、

【
疏
】

莫
無
也
、
夫
語
助
也
、
門
弟
子
、
汝
等
何
無
學
夫
詩
者
耶
、

莫
ハ
無
ナ
リ
、
夫
ハ
語
ノ
助
ナ
リ
、
門
-弟
-子シ

、
汝な
ん
チ

_等ラ

何
ソ
夫カ

ノ
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_詩シ

ヲ
學
フ
者も
ノ

無
キ
耶ヤ

、

【
注
】

苞
氏
曰
、
小
子
門
人
也
、

苞
氏
カ
曰
ク
、
小
-子
ハ
門
-人
ソ
、

【
經
】

詩
可
以
興
、

詩
ハ
以
テ
_興タ
ト

フ
可ヘ

ク
、

【
疏
】

又
爲
説
所
以
宜
學
之
由
也
﹆

興
謂
譬
喩
也
、
言
若
能
學
詩
、
詩
可
令

人
能
爲
譬
喩
也
、

又ま

タ
爲
ニ
宜
ク
學
フ
宜ベ

キ
所
_以
ゆ
ゑ
ん

ノ
由
ヲ
説ト

ク
﹆

興
ト
ハ
譬
-喩ユ

ヲ
謂

フ
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
若
シ
能
ク
詩
ヲ
學
フ
ト
キ
ハ
、
詩
ハ
人
ヲ
令シ

テ
能
ク

譬
-喩ユ

ヲ
爲ナ

サ
令シ
ム
可ヘ

シ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
興
引
譬
連
類
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
興
ト
ハ
譬
ヲ
引
キ
類
ヲ
連
ヌ
ル
ソ
、

【
經
】

可
以
觀
、

以
テ
觀
ル
可ヘ

ク
、

【
疏
】

詩
有
諸
國
之
風
、
風
俗
盛
衰
、
可
以
觀
覽
以
知
之
也
、

詩
ニ
諸
-國
ノ
風
有
リ
、
風
-俗
ノ
盛
-衰
、
以
テ
觀
_覽
テ
以
テ
之
ヲ

知
ル
可ヘ

シ
、

【
注
】

鄭
玄
曰
、
觀
觀
風
俗(一
)盛

衰
也
、

鄭
玄
カ
曰
ク
、
觀
ト
ハ
風
-俗
ノ
盛
-衰
ヲ
觀
ル
ソ
、

【
經
】

可
以
群
、

以
テ
_群
ス
可ヘ

ク
、
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【
疏
】

詩
有
如
切
如
磋
如
琢
如
磨
、
是
朋
友
之
道
、
可
以
群
居
也
、

詩
ニ
切
ス
ル
カ
如
ク
磋
ス
ル
カ
如
ク
琢
ス
ル
カ
如
ク
磨
ス
ル
カ
如
シ

ト
イ
フ
コ
ト
有
リ
、
是
レ
朋
-友
ノ
道
ナ
リ
、
以
テ
群
-居キ
ヨ

ス
可ヘ

シ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
群
居
相
切
磋
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
群
-居
シ
テ
相
ヒ
切
-磋
ス
ル
ソ
、

【
經
】

可
以
怨
、

以も
て

怨
ム
可
シ
、

【
疏
】

詩
可
以
怨
刺
諷
諫
之
法
、
言
之
者
無
罪
、
聞
之
者
足
以
戒
、
故
可
以

怨
也
、

詩
ハ
怨
-刺シ

諷
-諫
ヲ
以
テ
法
ト
ス
可
シ
、
之
ヲ
言
フ
者も
ノ

ハ
罪
無
ク
、

之
ヲ
聞
ク
者も
ノ

ハ
以
テ
戒
ム
ル
ニ
足
レ
リ
、
故
ニ
以
テ
怨
ム
可
シ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
怨
刺
上
政
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
上
ノ
_政
ヲ
怨
ミ
_刺ソ
シ

ル
ソ
、

【
經
】

邇
之
事
父
、
遠
之
事
君
、

邇チ
カ

ク
ハ
父
ニ
事
つ
か
う
ま
ツ

リ
、
遠
ク
ハ
君
ニ
事
つ
か
う
ま
ツ

ル
、

【
疏
】

邇
近
也
、
詩
有
凱
風
白
花(二
)相

戒
以
養
、
是
近
有
事
父
之
道
也
、
又
雅

頌
君
臣
之
法
、
是
有
遠
事
君
之
道(三
)也

、
江
煕
云
、
言
事
父
與
事
君
、

以
有
其
道
也
、

邇ジ

ハ
近
ナ
リ
、
詩
ニ
凱
風
白
花
有
リ
相
ヒ
_戒
ム
ル
ニ
養
ヲ
以
テ
ス
、

是
レ
近
ク
ハ
父
ニ
事
つ
か
う
ま
つ

ル
ノ
道
有
リ
、
又
雅
頌
ハ
君
-臣
ノ
法
ナ

リ
、
是
レ
遠
ク
ハ
君
ニ
事
つ
か
う
ま
つ

ル
ノ
道
有
リ
、
江
煕
カ
云
ク
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
父
ニ
事
つ
か
う
ま
ツ

ル
ト
君
ニ
事
つ
か
う
ま
つ

ル
與ト

、
其
ノ
_道
有
リ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
邇
近(四
)、
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孔
安
國
カ
曰
ク
、
邇ジ

ハ
近
、

【
經
】

多
識
於
鳥
獸
草
木
之
名
也(五
)、

多
ク
鳥
-獸
草
-木
ノ
名
ヲ
識
ル
、

【
疏
】

關
雎
鵲
巣
是
有
鳥
也
、
騶
虞
狼
跋
是
有
獸
也
、
采
蘩
葛
蕈
是
有
草

也
、
甘
棠
棫
樸
是
有
木
也
、
詩
竝
載
其
名
、
學
詩
者
則
多
識
之(六
)、

關
雎
鵲
巣
ハ
是
レ
鳥
有
リ
、
騶
虞
ニ
シ
テ
狼
跋
ハ
是
レ
獸
有
リ
、
采

蘩
葛
蕈タ
ン

ハ
是
レ
草
有
リ
、
甘
棠
棫イ
キ

樸ボ
ク

ハ
是
レ
木
有
リ
、
詩
ニ
竝
ニ
其

ノ
名
ヲ
載
ス
、
詩
ヲ
學
フ
者も
ノ

ハ
則
チ
多
ク
之
ヲ
識
ル
、

（
一
）
「
俗
」
下
、
武
内
本
有
「
之
」
字
。

（
二
）
「
花
」、
武
内
本
作
「
華
」。

（
三
）
「
道
」
下
、
武
内
本
有
「
者
」
字
。

（
四
）
「
近
」
下
、
武
内
本
有
「
也
」
字
。

（
五
）
「
也
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
六
）
「
之
」
下
、
武
内
本
有
「
也
」
字
。

【
經
】

子
謂
伯
魚
曰
、
女
爲
周
南
召(一
)南

矣
乎
、

子
伯
魚
ニ
謂カ
た
り

テ
曰
ノ
た
ま
は

ク
、
女ナ
ン
チ

周
南
召
南
ヲ
爲マ
ナ

ヒ
タ
リ
ヤ
、

【
疏
】

伯
魚
孔
子
之
子
也
、
爲
猶
學
也
、
周
南
關
雎
以
下
詩
也
、
召
南
鵲
巣

以
下
詩
也
、
孔
子
見
伯
魚
而
謂
之
云
、
汝
已
曾
學
周
召
二
南
之
詩

乎
、
然
此
問
即
是
伯
魚
趨
過
庭
、
孔
子
問
之
、
學
詩
乎
時
也
、

伯
魚
ハ
孔
子
ノ
子
ナ
リ
、
爲
ハ
學
ノ
猶こ
と

シ
、
周
南
ハ
關
雎
ヨ
リ
以
-

下
ノ
詩
ナ
リ
、
召
南
ハ
鵲
巣
ヨ
リ
以
-下
ノ
詩
ナ
リ
、
孔
子
伯
魚
ヲ

見
テ
之
ニ
謂カ
タ

ツ
テ
云
ノ
た
ま
は

ク
、
汝な
ん
チ

已
ニ
曾
テ
周
召
二
-南
ノ
詩
ヲ
學
タ

リ
乎ヤ

、
然
ル
ニ
此
ノ
問
即
チ
_是
レ
伯
魚
趨
テ
庭
ヲ
過す

ク
、
孔
子
之こ

レ
ニ
問
フ
、
詩
學
タ
リ
乎ヤ

ト
イ
フ
ノ
時
ナ
リ
、

【
經
】

人
而
不
爲
周
南
召
南
、
其
猶
正
牆
面
而
立
也
與
、

人
ト
シ
テ
周
南
召
南
ヲ
爲ま
な

ヒ
不す

ン
ハ
、
其
レ
猶な

ヲ
正マ
さ

ニ
面お
も
て

ヲ
牆か
き

ニ

シ
テ
立
テ
ル
カ
猶コト
キ
與カ

、
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【
疏
】

先
問
之
、
而
更
爲
説
周
召
二
南
、
所
以
宜
學
之
意
也
、
牆
面
、
面
向

牆
也
、
言
周
召
二
南
、
既
多
所
含
載
、
讀
之
則
、
多
識
草
木
鳥
獸
、

及
可
事
君
親
、
故
若
不
學
詩
者
、
則
如
人
面
正
向
牆
而
倚
立
、
終
無

所
瞻
見
也
、
然
此
語
、
亦
是
伯
魚
過
庭
時
、
對
曰
未
學
詩
、
而
孔
子

云
、
不
學
詩
、
無
以
言
也

先
ツ
之
レ
ニ
問
テ
、
而
シ
テ
更
ニ
爲た
め

ニ
周
召
二
-南
ノ
宜
ク
學
フ
宜ヘ

キ
所
_以
ゆ
ゑ
ん

ノ
意
ヲ
説
ク
、
面
ヲ
牆
か
き
に
す

ト
ハ
、
面
ヲ
牆
ニ
向
ク
ソ
、

言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
周
召
ノ
二
-南
、
既
ニ
含
ミ
_載
ス
ル
所
多
、
之
ヲ
讀
ム
則と
き
ん

ハ
、
多
ク
草
-木
鳥
-獸
、
及
ヒ
君
-親
ニ
事つ
か

フ
可
キ
コ
ト
ヲ
識
ル
、

故
ニ
若
シ
詩
ヲ
學
ヒ
不す

ン
ハ
、
則
チ
人
ノ
面ヲ
も
テ

正
ニ
牆
ニ
向
テ
倚
リ
_

立
ツ
カ
如
シ
、
終
ニ
瞻ミ

_見
ル
所
無
シ
、
然
ル
ニ
此
ノ
語
モ
、
亦
是

レ
伯
魚
庭
ヲ
過す
く

ル
時と
キ

、
對
ヘ
テ
_曰イ
は

ク
未
タ
詩
ヲ
學
ヒ
未ス
、
而
ル
ヲ

孔
子
ノ
云
ノ
た
ま
は

ク
、
詩
學
ヒ
不す

ン
ハ
、
以
テ
_
言も
の
い

フ
コ
ト
無な
か

レ
ト

【
注
】

馬
融
曰
、
周
南
召
南
、
國
風
之
始
、
得
淑
女
以
配
君
子
、
三
網(二
)首

、

王
敎
之
端
、
故
人
而
不
爲
、
如
向
牆
而
立
也
、

馬
融
カ
曰
ク
、
周
南
召
南
ハ
、
國
-風
ノ
始
メ
ナ
リ
、
淑
-女
ヲ
得

君
-子
ニ
配
ス
、
三
-網
ノ
首ハ
シ

メ
、
王
-敎
ノ
端は
し

ナ
リ
、
故
ニ
人
ト
シ

テ
爲マ
ナ

ヒ
不す

ン
ハ
、
牆か
き

ニ
向
テ
立
テ
ル
カ
如
シ
、

（
一
）
「
召
」、
武
内
本
作
「
邵
」、
下
經
注
同
。

（
二
）
「
網
」、
武
内
本
作
「
綱
之
」。

【
經
】

子
曰
、
禮
云
禮
云
、
玉
帛
云
乎
哉
、

子
ノ
曰
ク
、
禮
ト
云
ヒ
禮
ト
_云
フ
、
玉
-帛
ヲ
シ
モ
云
ヘ
ヤ
、

【
疏
】

此
章
辨
禮
樂
之
本
也
、
夫
禮
所
貴
、
在
安
上
治
民
、
但
安
上
治
民
、

不
因
於
玉
帛
而
不
達
、
故
行
禮
必
用
玉
帛
耳
、
當
乎
周
季
末
之
君
、

唯
知
崇
尚
玉
帛
、
而
不
能
安
上
治
民
、
故
孔
子
歎
之
云
也
、
故
重
言

禮
云
禮
云
玉
帛
云
乎
哉
、
明
禮
之
所
云
、
不
玉
帛
也
、

此
ノ
章
ニ
ハ
禮
-樂
ノ
本モ
ト

ヲ
辨
ス
、
夫
レ
禮
ノ
貴
フ
所と
こ
ロ

ハ
、
上
ヲ
安

ン
シ
民
ヲ
治
ム
ル
ニ
在
リ
、
但
タ
上
ヲ
安
ン
シ
民
ヲ
治
ム
ル
コ
ト
、

玉
-帛
ニ
因
テ
達
セ
不す

ン
ハ
ア
ラ
不ス

、
故
ニ
禮
ヲ
行
フ
ニ
必
ス
玉
-帛

ヲ
用
ル
耳ノ
ミ

、
周
ノ
季
-末
ノ
君
ニ
當
テ
、
唯
タ
玉
-帛
ヲ
崇
ヒ
_尚
コ

ト
ヲ
知
テ
、
上
ヲ
安
ン
シ
民
ヲ
治
ム
ル
コ
ト
能
ハ
不ス

、
故
ニ
孔
子
之
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ヲ
歎
シ
テ
云
フ
、
故
ニ
重
テ
禮
ト
_云
ヒ
禮
ト
_云
フ
ハ
玉
-帛
ヲ
モ

云
ヘ
乎ヤ

ト
言
フ
、
明あ
き
ら

ケ
シ
禮
ノ
云
フ
所と
こ
ロ

、
玉
-帛
ニ
不あ
ら
さ

ル
コ
ト

ヲ
、

【
注
】

鄭
玄
曰
、
玉
璋
珪(一
)之
屬
也(二
)、
帛
束
帛
之
屬
也(三
)、
言
禮
非
但
崇
此
玉
帛

而
已
、
所
貴
者
、
乃
貴
其
安
上
治
民
也
、

鄭
玄
カ
曰
ク
、
玉
ハ
璋
-珪
ノ
屬た
く
ヒ

、
帛
ハ
束
-帛
ノ
屬た
く
ひ

ソ
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
禮
ハ
但
タ
此
ノ
玉
-帛
ヲ
シ
モ
崇
フ
而
_已
ノ

ミ

ニ
非
ス
、
貴
フ
所
ハ
、

乃い
ま

シ
其
ノ
上
ヲ
安
ン
シ
民
ヲ
治
ム
ル
コ
ト
ヲ
貴
フ
、

【
經
】

樂
云
樂
云
、
鐘
鼓
云
乎
哉
、

樂
ト
_云
ヒ
樂
ト
_云
フ
、
鐘
-鼓
ヲ
シ
モ
云
ヘ
乎ヤ

、

【
疏
】

樂
之
所
貴
、
在
移
風
易
俗
、
因
於
鐘
鼓
而
宜
、
故
行
樂
必
假
鐘
鼓

耳
、
當
澆
季
之
主
、
唯
知
崇
尚
鐘
鼓
、
而
不
能
移
風
易
俗
、
孔
子
重

言
樂
云
樂
云
鐘
鼓
云
乎
哉
、
明
樂
之
所
云
不
在
鐘
鼓
也
、

樂カ
ク

ノ
貴
フ
所
ハ
、
風
ヲ
移
シ
俗
ヲ
易か
ふ

ル
ニ
在
リ
、
鐘
-鼓
ニ
因
テ
宜ヨ
ろ

シ
、
故
ニ
樂ラ
ク

ヲ
行
ヲ
こ
な
ふ

ニ
必
ス
鐘
-鼓
ヲ
假カ

ル
耳ノ
ミ

、
澆
-季
ノ
主
ニ
當

テ
、
唯
タ
鐘
-鼓
ヲ
崇
ヒ
_尚
コ
ト
ヲ
知
テ
、
風
ヲ
移
シ
俗
ヲ
易か
ふ

ル
コ

ト
能
ハ
不ス

、
孔
子
重
テ
樂
ト
_云
ヒ
樂
ト
_云
フ
鐘
-鼓
ヲ
モ
云
ヘ
_乎

_哉ヤ

ト
言
コ
ト
ハ
、
樂
ノ
云
フ
所と
こ
ロ

、
鐘
-鼓
ニ
在
ラ
不さ

ル
コ
ト
ヲ
明

ス
、

【
注
】

馬
融
曰
、
樂
之
所
貴
者
、
移
風
易
俗
也
、
非
謂
鐘
鼓
而
已
也
、

馬
融
カ
曰
ク
、
樂
ノ
貴
フ
所
ハ
、
風
ヲ
移
シ
俗
ヲ
易か

フ
、
鐘
-鼓
ヲ

謂
フ
而
_已
の

み

ニ
非
ス
、

【
疏
】

王
弼
云
、
禮
以
敬
爲
主
、
玉
帛
者
敬
之
用
飾
也(四
)、

樂
主
於
和
、
鐘
鼓

者
樂
之
器
也
、
于
時
所
謂
、
禮
樂
者
、
厚
贄
幣
、
而
所
簡
於
敬
、
盛

鐘
鼓
、
而
不
合
雅
頌
、
故
正
言
其
義
也
、
繆
播
云(五
)、

玉
帛
禮
之
用
、

非
禮
之
本
、
鐘
鼓
者
、
樂
之
器
也(六
)、

非
樂
之
主
、
假
玉
帛
以
達
禮
、

禮
達
則
、
玉
帛
可
忘
、
借
鐘
鼓
以
顯
樂
、
樂
顯
則
鐘
鼓
可
遺
、
以
禮

假
玉
帛
、
於
求
禮
、
非
深
乎
禮
者
也
、
以
樂
託
鐘
鼓
、
於
求
樂
、
非

通
乎
樂
者
也
、
苟
能
禮
正
則
、
無
持
於
玉
帛
、
而
上
安
民
治
矣
、
苟

能
暢
和
則
、
無
借
於
鐘
鼓
、
而
移
風
易
俗
也
、
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王
弼
カ
云
ク
、
禮
ハ
敬
ヲ
以も
て

主
ト
爲ス

、
玉
-帛
ハ
敬
ノ
用
ノ
飾
ナ
リ
、

樂
ハ
和
ヲ
主
ト
ス
ル
、
鐘
-鼓
ハ
樂ラ
ク

ノ
器
ナ
リ
、
時
于ニ

謂
ハ
所ゆ

ル
、

禮
-樂
ハ
、
贄シ

-幣
ヲ
厚
シ
テ
、
簡
ヲ
ロ
ソ
カ

ニ
ス
ル
所
ハ
敬
ニ
於
テ
ス
、

鐘
-鼓
ヲ
盛
ン
ニ
シ
テ
、
雅
-頌
ニ
合カ

ナ

ハ
不ス

、
故
ニ
其
ノ
義
ヲ
正タ
た

シ
_

言
フ
、
繆
播
云
ク
、
玉
-帛
ハ
禮
ノ
用
ナ
リ
、
禮
ノ
本も
ト

ニ
非
ス
、
鐘
-

鼓
ハ
、
樂ラ
ク

ノ
器
ナ
リ
、
樂
ノ
主
ニ
非
ス
、
玉
-帛
ヲ
假カ

ツ
テ
禮
ヲ
達

ス
、
禮
ヲ
_達
ス
ル
則と
き
ん

ハ
、
玉
-帛
忘
ス
可へ

シ
、
鐘
-鼓
ヲ
借
テ
樂ラ
ク

（
樂タノシ
ミ
）
ヲ
顯
ス
、
樂ラ
ク

_顯
ル
ル
則と
き
ん

ハ
鐘
-鼓
遺ワ
ス

ル
可へ

シ
、
以
テ
禮

ニ
玉
-帛
ヲ
假
テ
、
禮
ヲ
求
ム
ル
ニ
於
テ
ス
ル
ハ
、
禮
ヲ
深
ス
ル
者も
ノ

ニ
非
ス
、
以
コ
れ
を
も

テ
_樂
ハ
鐘
-鼓
ニ
託
シ
テ
、
樂ラ
ク

ヲ
求
ム
ル
ニ
於
ス
ル

ハ
、
樂ラ
ク

ヲ
通
ス
ル
者も
ノ

ニ
非
ス
、
苟
い
や
し
く

モ
能
ク
禮
正タ
た

シ
キ
則と
き
ん

ハ
、
玉
-

帛
ヲ
持
ス
ル
コ
ト
無
シ
テ
、
上か
ミ

_安
ク
民
_治
マ
ル
、
苟
い
や
し
く

モ
能
ク
和

ヲ
暢ノ

フ
ル
則と
き
ん

ハ
、
鐘
-鼓
ヲ
借
ル
コ
ト
無
シ
テ
、
風
ヲ
移
シ
俗
ヲ
易か

フ
、（

一
）
「
璋
珪
」、
武
内
本
作
「
珪
璋
」。

（
二
）
「
也
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
三
）
「
也
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
四
）
「
也
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
五
）
「
云
」、
武
内
本
作
「
曰
」。

（
六
）
「
也
」、
武
内
本
無
此
字
。

【
經
】

子
曰
、
色
厲
而
内
荏
、

子
ノ
曰
ク
、
色い
ロ

_厲ハ
ゲ

シ
フ
シ
テ
内
荏ヤ
ワ
ラ

カ
ナ
ル
ハ
、

【
疏
】

厲
矜
正
也
、
荏
柔
佞
也
、
言
人
有
顏
色
矜
正
於
外
、
而
心
柔
佞
於
内

者
也
、

厲レ
イ

ハ
矜ケ
フ

-正
ナ
リ
、
荏ジ
ン

ハ
柔
-佞
ナ
リ
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
人
顏
-色
外
ニ
矜ケ
フ

-

正
ナ
ル
コ
ト
有
テ
、
而
シ
テ
心
内
ニ
柔
-佞
ナ
ル
者も
ノ

ナ
リ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
荏
柔
也
、
謂
外
自
矜
厲
、
而
内
柔
佞
者
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
荏ジ
ン

ハ
柔
、
外
ハ
自
ミ
つ
か
ら

矜ケ
フ

-厲レ
イ

ニ
シ
テ
、
内う
チ

柔
-佞
ナ

ル
者も
ノ

ヲ
謂
フ
、

【
經
】

譬
諸
小
人
、
其
猶
穿
窬
之
盜
也
與
、

小
-人
ニ
譬
レ
ハ
、
其
レ
猶
ヲ
穿ウ
ガ

チ
_窬コ
フ

ル
盜
ノ
猶コト
キ
與カ

、
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【
疏
】

此
爲
色
厲
内
荏(一

)、
作
譬
也
、
言
其
譬
如
小
人
爲
偸
盜
之
時
也
、
小
人

爲
盜
、
或
穿
人
屋
壁
、
或
踰
人
垣
墻
、
當
此
之
時
、
外
形
恆
欲
進
爲

取
物
、
而
心
恆
畏
人
常
懷
退
走
之
路
、
是
形
進
心
退
、
内
外
相
乖
、

如
色
外
矜
正
、
而
心
内
柔
佞
者
也
、

此
レ
ハ
色
_厲
シ
テ
内
_
荏ヤ
ハ
ラ

カ
ナ
ル
カ
爲
ニ
、
譬
ヲ
作
ス
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ

其
レ
譬
ヘ
ハ
小
-人
ノ
偸
-盜
ヲ
爲ナ

ス
時
ノ
如
シ
、
小
-人
盜
ヲ
爲ス

ル

ニ
、
或
ハ
人
ノ
屋
-壁
ヲ
穿
チ
、
或
ハ
人
ノ
垣エ
ン

-墻
ヲ
踰コ

フ
、
此
ノ
時

ニ
當
テ
、
外ほ
カ

形か
た
チ

恆ツ
ね

ニ
進
ミ
_爲ナ

シ
テ
物
ヲ
取
ラ
ン
ト
欲
シ
テ
、
心
_

恆
ニ
人
ヲ
畏
テ
常
ニ
退
-走
ノ
路
ヲ
懷
フ
、
是
レ
形か
た
チ

_進
テ
心
_退

ク
、
内
-外
相
ヒ
_乖ソ
ム

ク
コ
ト
、
色
-外
矜
-正
ニ
シ
テ
、
心
-内
柔
-佞

ナ
ル
者も
ノ

ノ
如
シ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
爲
人
如
此
、
猶
小
人
之
有
盜
心
也(二
)、

穿
穿
壁
也(三
)、
窬
窬

牆
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
人
ト
爲ナ

リ
此
ノ
如
キ
ハ
、
猶
ヲ
小
-人
ノ
盜
-心
有

テ
、
壁
ヲ
穿
チ
_穿
チ
、
牆
ヲ
窬コ

ヘ
_窬
ル
カ
猶こと
シ
、

【
疏
】

江
煕
云
、
田
文
之
容(四
)、

能
爲
狗
盜
、
穿
壁
如
踰
而
入
盜
之
密
也
、
外

爲
矜
厲
、
而
實
柔
佞
之
密
也
、
峻
其
牆
宇
、
謂
之
免
盜
﹆

而
狗
盜
者

往
焉
﹆

高
其
抗
厲
謂
之
免
佞
、
而
色
厲
者
、
入
焉
、
古
聖
難
於
荏

人
、
今
夫
子
又
苦
爲
之
喩
、
明
免
者
鮮
矣
、
傳
云
、
篳
門
圭
竇(五
)也
、

江
煕
カ
云
ク
、
田
文
カ
容
、
能
ク
狗
-盜
ヲ
爲ナ

ス
、
壁
ヲ
穿
ツ
ト
ハ

踰コ

エ
テ
入
-盜
ス
ル
ノ
密
ナ
ル
カ
如
シ
、
外ほ
カ

矜ケ
フ

-厲
ニ
シ
テ
、
實
ニ

柔
-佞
ノ
密
ヲ
爲ナ

ス
、
其
ノ
牆
-宇
ヲ
峻サ
カ

シ
フ
シ
テ
、
之
ヲ
盜
ヲ
免
ま
ぬ
か
れ

タ
リ
ト
謂
フ
﹆

而
ル
ヲ
狗
-盜
ハ
焉
ニ
往
ク
﹆

其
ノ
抗カ
フ

（
抗

タ
カ
フ
リ

）-厲

（
厲

ハ
ケ
マ
ス

）
ヲ
高
シ
テ
之
ヲ
佞
ヲ
免
ま
ぬ
か
れ

タ
リ
ト
謂
フ
、
而
シ
テ
色
-厲

ハ
、
焉
ニ
入
ル
、
古
ノ
聖
モ
荏
-人
ヲ
難ハ
バ

メ
、
今
ノ
夫
-子
又
苦
ネ
ン
コ
ロ

ニ

之
ノ
喩
ヲ
爲ナ

ス
、
免
ル
ル
_者も
ノ

ノ
鮮ス
く
な

キ
コ
ト
ヲ
明
ス
、
傳
ニ
曰
ク
、

篳
-門
圭
-竇ト
フ

ナ
リ
、

（
一
）
「
荏
」、
武
内
本
作
「
莊
」。

（
二
）
「
也
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
三
）
「
也
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
四
）
「
容
」、
武
内
本
作
「
客
」。

（
五
）
「
圭
竇
」、
武
内
本
作
「
珪
窬
」。
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【
經
】

子
曰
、
鄕
原
德
之
賊
也(一
)、

子
ノ
曰
ク
、
鄕
-原
ハ
德
ノ
賊
ナ
リ
、

【
疏
】

鄕
鄕
里
也
、
原
源
本
也
、
言
人
若
凡
往
所
至
之
鄕
、
輙
憶
度
逆
用

意
、
源
本
其
人
情
、
而
待
之
者
、
此
是
德
之
賊
也
、
言
賊
害
其
德

也
、
又
一
云
、
鄕
向
也
、
謂
人
不
能
剛
毅
、
而
好
面
從
、
見
人
輙
媚

向
、
而
原
趣
求
合
、
此
是
賊
德
也
、

鄕
ハ
鄕
-里
ナ
リ
、
原
ハ
源
-本
ナ
リ
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
人
_若
シ
凡
ソ
至
ル

所
ノ
鄕
ニ
往
テ
、
輙す
な
は

チ
憶
-度タ
ク

シ
テ
逆
ア
ラ
カ
シ

メ
意
ヲ
用
テ
、
其
ノ
人
ノ

情
ヲ
源
-本
シ
テ
、
之
ヲ
待
ス
ル
者も
ノ

ハ
、
此
レ
ハ
是
レ
德
ノ
賊
ナ
リ
、

言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
其
ノ
德
ヲ
賊
-害
ス
、
又
一
ニ
云
ク
、
鄕
ハ
向
ナ
リ
、
謂い
は
ゆ

ル
_人
剛
-毅ギ

ナ
ル
コ
ト
能
ハ
不す

シ
テ
、
面
-從
ヲ
好
テ
、
人
ヲ
見
テ

輙す
な
は

チ
媚コ

ヒ
_向
テ
、
趣ヲ
も
む

キ
ヲ
原モ
ト

メ
テ
合カ
な

ハ
ン
コ
ト
ヲ
求
ム
、
此
レ

ハ
是
レ
德
ヲ
賊
ス
ル
ナ
リ
、

【
注
】

周
生
烈
曰
、
所
至
之
鄕
、
輙
原
其
人
情
、
而
爲
己
意
、
以
待
之
、
是

賊
亂
德
者
也
、
一
曰
、
鄕
向
也
、
古
字
同
、
謂
人
不
能
剛
毅
、
而
見

人
輙
厚(二
)其

趣
向
、
容
媚
而
合
之
、
言
此
所
以
賊
德
也
、

周
生
烈
カ
曰
ク
、
至
ル
所
ノ
鄕
ニ
、
輙
チ
其
ノ
人
ノ
情
ヲ
原タ
ツ

ネ
テ
、

己お
の
レ

カ
意
ト
爲シ

テ
、
待
ス
ル
ハ
、
是
レ
德
ヲ
賊
-亂
ス
ル
者も
ノ

ナ
リ
、
一

ニ
曰
ク
、
鄕
ハ
向
、
古
ニ
字
_同
シ
、
人
剛
-毅
ナ
ル
コ
ト
能
ハ
不す

シ

テ
、
人
ヲ
見
テ
輙
チ
其
ノ
趣
-向
ヲ
厚タ
ツ

ネ
テ
、
媚コ
ヒ

ヲ
容
レ
テ
之
ニ
合カ
ナ

フ
ヲ
謂
フ
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
此
レ
德
ヲ
賊
ス
ル
所
_以
ゆ
ゑ
ん

ナ
リ
、

【
疏
】

如
前
二
釋
也
﹆

張
憑
云
、
鄕
原
原
壤
也
、
孔
子
鄕
人
、
故
曰
鄕
原

也
、
彼
遊
方
之
外
也
、
行(三
)不

應
規
矩
、
不
可
以
訓
、
故
毎
抑
其
迹
、

所
以
弘
德
也
、

前
ノ
二
-釋
ノ
如
シ
﹆

張
憑
カ
云
ク
、
鄕
-原
ハ
原
壤
ナ
リ
、
孔
子
ノ

鄕
-人
ナ
リ
、
故
ニ
鄕
原
ト
曰
フ
、
彼か
レ

ハ
方
ノ
外
ニ
遊
フ
、
行
規
-矩ク

ニ
應
セ
不ス

、
以も
て

_訓ヲ
シ

フ
可へ
か
ら

不す

、
故
ニ
毎つ
ね

ニ
其
ノ
迹
ヲ
抑
フ
、
德
ヲ
弘

ム
ル
所
_以
ゆ
ゑ
ん

ナ
リ
、

（
一
）
「
也
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
二
）
「
厚
」、
武
内
本
作
「
原
」。

（
三
）
「
行
」
上
、
武
内
本
有
「
而
」
字
。
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【
經
】

子
曰
、
道
聽
而
塗
説
、
德
之
棄
也(一

)、

子
ノ
曰
ク
、
道
ニ
聽
テ
塗ミ
チ

ニ
_説
ク
ハ
、
德
ノ
棄ス

タ
ル
ル
ナ
リ
、

【
疏
】

道
道
路
也
、
塗
亦
道
路
也
、
記
問
之
學
、
不
足
以
爲
人
師
、
爲
人(二
)必

當
温
故
而
知
新
、
研
精
久
習
、
然
後
乃
可
爲
人
傳
説
耳
、
若
聽
之
於

道
路
、
道
路
仍
即
爲
人
傳
説
、
必
多
謬
妄
、
所
以
爲
有
德
者
所
棄

也
、
亦
自
棄
其
德
也
、
江
煕
云
、
今
之
學
者
、
不
爲
己
者
也
、
况
乎

道
聽
者
哉(三
)、

逐
末
愈
甚
、
棄
德
彌
深
也
、

道
ハ
道
-路
ナ
リ
、
塗
ハ
亦ま
た

道
-路
ナ
リ
、
記
-問
ノ
學
ハ
、
人
ノ
師

爲
ル
ニ
足
ラ
不ス

、
人
爲タ

ル
ハ
必
ス
當ま
さ

ニ
故フ
ル

キ
ヲ
温タ
ヅ

ネ
新
キ
ヲ
知
ル
當ヘ

シ
、
研ケ
ン

-精
（
研ミカ
キ
精クハ
シ
ク
シ
テ
）
久
-習
シ
テ
、
然
シ
テ
_後
ニ
乃

チ
人
ノ
爲
ニ
傳
-説
ス
可べ

キ
耳ノ
ミ

、
若
シ
道
-路
ニ
聽
テ
、
道
-路
仍ヨ

リ

テ
即
チ
人
ノ
爲
ニ
傳
-説
ス
ル
ハ
、
必
ス
謬ビ
フ

-妄
多
シ
、
有
-德
爲タ

ル

者も
ノ

ニ
棄
テ
所ラ

ル
ル
所
_以
ゆ
ゑ
ん

ナ
リ
、
亦ま
た

自
ミ
つ
か
ら

其
ノ
德
ヲ
棄
ツ
、
江
煕
カ

云
ク
、
今
ノ
學
-者
ハ
、
己お
の
レ

カ
爲た
メ

ニ
セ
不さ

ル
者も
ノ

ナ
リ
、
況
ン
ヤ
道
ニ

聽
ク
者も
ノ

ヲ
ヤ
、
末
ヲ
逐ヲ

フ
コ
ト
愈
イ
ヨ
イ
ヨ

_
甚
は
な
は
た

シ
、
德
ヲ
棄
ル
コ
ト

彌
い
よ
い
ヨ

_深ふ
か

シ
、

【
注
】

馬
融
曰
、
聞
之
於
道
路
、
則
傳
而
説
之
也
、

馬
融
カ
曰
ク
、
之
ヲ
道
-路
ニ
聞
テ
、
則
チ
傳
ヘ
テ
之
ヲ
説
ク
ソ
、

（
一
）
「
也
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
二
）
「
爲
人
」、
武
内
本
作
「
人
師
」。

（
三
）
「
哉
」、
武
内
本
作
「
乎
」。

【
經
】

子
曰
、
鄙
夫
可
與
事
君
也
與(一
)哉

、

子
ノ
曰
ク
、
鄙
-夫
ハ
與ト
モ

ニ
君
ニ
事つ
か

フ
可
シ
與ヤ

、

【
疏
】

言
凡
鄙
之
人
、
不
可
與
之
事
君
、
故
云
可
與
事
君
也
與
哉
、

言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
凡
-鄙
ノ
人
ハ
、
之
ト
與ト
モ

ニ
君
ニ
事つ
か

フ
可へ
か

ラ
不ス

、
故
ニ
云
ノ
た
ま
は

ク
與ト
モ

ニ
君
ニ
事つ
か

フ
可へ

シ
ヤ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
言
不
可
與
事
君
也
、
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孔
安
國
カ
曰
ク
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
與と
も

ニ
君
ニ
事つ
か

フ
可へ
か
ら

不ス

、

【
經
】

其
未
得
、
之
也(二

)患
得
之
、

其
レ
未
タ
得
未さ
ル
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
得
ン
コ
ト
ヲ
患う
れ

フ
、

【
疏
】

此
以
下
、
明
鄙
夫
不
可
與
事
君
之
由
也
、
患
得
之
、
謂
患
不
能
得

也
、
言
初
未
得
事
君
之
時
、
恆
懃(三
)患

己
不
能
得
事
君
也
、

此
ヨ
リ
以
-下
ハ
、
鄙
-夫
ノ
與ト
も

ニ
君
ニ
事つ
か

フ
可へ
か
ら

不さ

ル
ノ
由よ
シ

ヲ
明
ス
、

之
ヲ
得
ン
コ
ト
ヲ
患う
れ
ふ

ル
ト
ハ
、
謂い
は
ゆ

ル
得
ル
コ
ト
能
ハ
不さ

ラ
ン
コ
ト

ヲ
患う
れ
ふ

ル
ナ
リ
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
初
メ
未
タ
君
ニ
事つ
か
ふ

ル
コ
ト
ヲ
得
未さ
ル
ノ

時
、
恆
ニ
己お
の
レ

カ
君
ニ
事
つ
か
ふ
る

コ
ト
ヲ
得う

ル
コ
ト
能
ハ
不さ
ら

ン
コ
ト
ヲ
懃つ
と

メ
_患う
れ

フ
、

【
注
】

患
得
之
者
、
患
不
能
得
之
也(四
)、

楚
俗
言
也(五
)、

之
ヲ
得
ン
コ
ト
ヲ
患
フ
ト
ハ
、
得
ル
コ
ト
能
ハ
不さ

ラ
ン
コ
ト
ヲ
患
ル

ソ
、
楚
ノ
俗
-言
ナ
リ
、

【
疏
】

楚
之
風
俗
、
其
言
語
如
此
也
、
呼
患
不
得
、
爲
患
得
之
也
、

楚
ノ
風
-俗
、
其
ノ
言
-語
此
ノ
如
シ
、
得
不さ

ル
コ
ト
ヲ
患う
れ
ふ

ル
ヲ
呼

テ
、
之
ヲ
得
ン
コ
ト
ヲ
患う
れ
ふ

ト
爲ス

、

【
經
】

既
得
之
、
患
失
之
、

既
ニ
得
ル
ト
キ
ハ
、
失ウ
シ
ナ

ハ
ン
コ
ト
ヲ
患う
れ

フ
、

【
疏
】

患
失
之
、
患
不
失
之
也
、
既
得
事
君
、
而
生
厭
心
、
故
患
己
不
遺
失

之
也
、

之
ヲ
失
ン
コ
ト
ヲ
患
ル
ト
ハ
、
之
ヲ
失
ハ
不さ
ら

ン
コ
ト
ヲ
患
フ
ル
ナ

リ
、
既
ニ
君
ニ
事つ
か
ふ

ル
コ
ト
ヲ
得
テ
、
而
シ
テ
厭
（
厭アク
）-心
ヲ
生
ス
、

故
ニ
己お
の
レ

之
ヲ
遺
-失
セ
不さ
ら

ン
コ
ト
ヲ
患
フ
、

【
經
】

苟
患
失
之
、
無
所
不
至
矣
、
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苟
い
や
し
ク

モ
失
う
し
な
ひ

テ
ン
コ
ト
ヲ
患
ル
ト
キ
ハ
、
至
ラ
不ス

ト
イ
フ
所
無
シ
、

【
疏
】

既
患
得
失
、
在
於
不
定
、
則
此
鄙
心
廻
邪
無
所
不
至
、
或
爲
亂
也
、

既
ニ
得
-失
ヲ
患
フ
ル
ハ
、
定
ラ
不さ

ル
ニ
在
リ
、
則
チ
此
ノ
鄙
-心

廻
-邪
ニ
シ
テ
至
ラ
不ス

ト
イ
フ
所
無
シ
、
或
ハ
亂
ヲ
爲
ス
、

【
注
】

鄭
玄
曰
、
無
所
不
至(六
)、

言
邪
媚
無
所
不
爲
也
、

鄭
玄
カ
曰い
は

ク
、
至
ラ
不す

ト
イ
フ
所
無
シ
ト
ハ
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
邪ナ
ナ
メ

ニ
_媚コ
ビ

テ
爲セ

不ス

ト
イ
フ
所
無
キ
ソ
、

（
一
）
「
也
與
」、
武
内
本
無
此
二
字
、
下
疏
同
。

（
二
）
「
也
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
三
）
「
懃
」
下
、
武
内
本
有
「
懃
」
字
。

（
四
）
「
也
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
五
）
「
也
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
六
）
「
至
」
下
、
武
内
本
有
「
者
」
字
。

【
經
】

子
曰
、
古
者
民
有
三
疾
、

子
ノ
曰
ク
、
古
ノ
民
ハ
三
ノ
_
疾や
ま
ヒ

有
リ
、

【
疏
】

古
謂
淳
時
也
、
疾
謂
病(一
)、
其
事
也(二
)、
有
三
條
、
在
下
文
也(三
)、

古
ト
ハ
淳
-時
ヲ
謂
フ
、
疾
ト
ハ
病
ヲ
謂
フ
、
其
ノ
事コ
ト

、
三
-條
有

リ
、
下
ノ
文
ニ
在
リ
、

【
經
】

今
也
或(四
)之

亡
也
、

今
ハ
之
レ
亡ナ
キ

キ
コ
ト
或ア

リ
、

【
疏
】

今
謂
澆
時
也
、
亡
無
也
、
言
今
之
澆
民
、
無
復
三
疾
之
事(五
)、

今
ト
ハ
澆
（
澆ニゴル
）-時
ヲ
謂
フ
、
亡
ハ
無
ナ
リ
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
今
ノ
澆
-

民
ハ
、
復ま
た

三
-疾
ノ
事コ
ト

無
シ
、
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【
注
】

苞
氏
曰
、
言
古
者
民
疾
、
與
今
時
異
也
、

苞
氏
カ
曰
ク
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
古
ノ
民
ノ
_
疾ヤ
ま
ひ

ハ
、
今
-時
與ト

異
ナ
リ
、

【
疏
】

江
煕
云
、
今(六
)民
無
古
者
之
疾
、
而
病
過
之
也
矣
、

江
煕
カ
云
ク
、
今
ノ
民
ハ
古
ノ
疾や
ま
ヒ

無
シ
、
病や
ま
ヒ

之
ニ
過ス

キ
タ
リ
、

【
經
】

古
之
狂
也
肆
、

古
ノ
狂
ハ
肆シ

ナ
リ
、

【
疏
】

一
也
、
古
之
狂
者
、
恆
肆
意
、
所
爲
好
在
扺
觸
、
以
此
爲
病(七
)也
、

一
ナ
リ
、
古
ノ
狂
-者
ハ
、
恆ツ
ね

ニ
意
ヲ
肆
ホ
し
い
ま
ま

ニ
シ
テ
、
爲ス

ル
所と
こ
ロ

好コ
の
み

テ
扺ツ

キ
_觸
ル
ル
コ
ト
在
リ
、
此
ヲ
以も
て

病
ト
爲ス

、

【
注
】

苞
氏
曰
、
肆
極
意
敢
言
之(八
)也

、

苞
氏
カ
曰
ク
、
肆
ハ
意
ヲ
極
メ
テ
敢
テ
言
ソ
、

【
經
】

今
之
狂
也
蕩
、

今
ノ
狂
ハ
蕩
ナ
リ
、

【
疏
】

蕩
無
所
據
也
、
猶(九
)動

也
、
今
之
狂
不
復
肆
直
、
而
皆
用
意
、
澆
競
流

動
也
、
復
無
得
據
杖(一
〇
)也

、

蕩
ハ
據
ル
所
無
シ
、
動
ノ
猶こ
と

シ
、
今
ノ
狂
ハ
復
タ
直
ヲ
肆
ホ
し
い
ま
ま

ニ
セ

不す

シ
テ
、
而
シ
テ
皆み
ナ

意
ヲ
用
ル
コ
ト
、
澆
（
澆ニコリ
）-競
（
競キソウ
）
流
-

動
ナ
リ
、
復
據キ
ヨ

-杖
ス
ル
コ
ト
（
據ヨ
リ
杖ヨ
ル
コ
ト
ヲ
）
得
ル
コ
ト
無

シ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
蕩
無
所
據
也
、
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孔
安
國
カ
曰
ク
、
蕩
ハ
據
ル
所
無
キ
ソ
、

【
經
】

古
之
矜
也
廉
、

古
ノ
矜ケ
フ

ハ
廉
ナ
リ
、

【
疏
】

二
也
、
矜
莊
也
、
廉
隅
也
、
古
人
自
矜
莊
者
、
好
大
有
廉
隅
、
以
此

爲
病(一
一
)、

二
ナ
リ
、
矜
ハ
莊
ナ
リ
、
廉
ハ
隅
ナ
リ
、
古
ノ
人
ノ
自
ミ
つ
か
ら

矜
-莊
ナ

ル
者も
ノ

ハ
、
好コ
の
み

テ
大
ニ
廉
-隅
有
リ
、
此
ヲ
以
テ
病
ト
爲ス

、

【
注
】

馬
融
曰
、
有
廉
隅
也
、

馬
融
カ
曰
ク
、
廉
-隅
有
ル
ソ
、

【
疏
】

李
充
曰
、
矜
厲
其
行
向
廉
潔
也(一
二
)、

李
充
カ
曰
ク
、
其
ノ
行
ヲ
矜
-厲
ニ
シ
テ
、
廉
-潔
ニ
向
フ
、

【
經
】

今
之
矜
忿
戻
也(一
三
)、

今
ノ
矜ケ
フ

ハ
忿フ
ム

-戻レ
イ

（
戻モトル
）
ナ
リ
、

【
疏
】

今
世
之
人
、
自
矜
莊
者
、
不
能
廉
隅
、
而
因
之
爲
忿
戻
怒
物
也
、

今
-世
ノ
人
ハ
、
自
ミ
つ
か
ら

矜
-莊
ナ
ル
者も
ノ

ハ
、
廉
-隅
ナ
ル
コ
ト
能
ハ
不す

シ
テ
、
而
シ
テ
之
ニ
因
テ
忿
-戻
ヲ
爲ナ

シ
テ
物
ニ
怒
ル
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
惡
理
多
怒
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
惡
ノ
理
怒
リ
多
シ
、

【
疏
】

言
今
人
、
既
惡
則
、
理
自
多
怒
物
也
、
李
充
曰
、
矜
善
上
人
、
物
所

以
不
與
、
則
反(一
四
)之

者
至
矣
、
故
怒
以
戻
與
忿
激
也
、
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言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
今
ノ
人
ハ
、
既
ニ
惡
シ
キ
則と
き
ん

ハ
、
理
自
ヲ
の
つ
か
ら

物
ニ
怒
ル
コ

ト
多
キ
ナ
リ
、
李
充
カ
曰
ク
、
善
ニ
矜ホ
コ

リ
人
ニ
上カ
ミ

タ
ル
ハ
、
物
ノ
與ク
ミ

セ
不さ

ル
所
_以
ゆ
ゑ
ん

ナ
リ
、
則
チ
之
ニ
反ソ
ム

ク
者も
ノ

至
ル
、
故
ニ
怒
ル
ニ
戻レ
イ

（
戻モトル
）
ヲ
以
テ
シ
テ
與ト
モ

ニ
忿
-激
ス
、

【
經
】

古
之
愚
也
直
也(一
五
)、

古
ノ
愚
ハ
直
ナ
リ
、

【
疏
】

三
也
、
古
之
愚
者
、
不
用
其
智
、
不
知
俯
仰
、
病
在
直
情
恆(一
六
)

行
、

故
云
直
也
、

三
ナ
リ
、
古
ノ
愚
-者
ハ
、
其
ノ
智
ヲ
用
ヒ
不す

シ
テ
、
俯
-仰
ヲ
知
ラ

不ス

、
病や
ま
ヒ

情
ヲ
直
シ
テ
恆ツ
ね

ニ
_行
フ
ニ
在
リ
、
故
ニ
直
ト
云
フ
、

【
經
】

愚(一
七
)也

詐
而
已
矣
、

愚
ハ
詐イ
ツ
ハ

レ
ル
而
_已
ノ

ミ

、

【
疏
】

今
之
世
愚
、
不
識
可
否
、
唯
欲
欺
詐
自
利
者
也
﹆

又
一(一
八
)通

云
﹆

古

之
狂
者
唯
肆
情
而
病
於
蕩
、
今
之
狂
則
不
復
病
蕩
、
故
蕩
不
肆
也
﹆

又
古
之
矜
者
、
唯
廉
隅
而
病
於
忿
戻
、
今
之
矜
者
則
不
復
病
忿
戻
、

而
不
廉
也
﹆

又
古
之
愚
者
、
唯
直
而
病
詐
、
今
之
愚
者
、
則
不
復
病

詐
、
故
云
詐
而
不
直
也
、

今
ノ
世
ノ
愚
ハ
、
可
-否
ヲ
識
ラ
不ス

、
唯
タ
欺
キ
_
詐
イ
つ
は
り

テ
自
ミ
つ
か
ら

_利

セ
ン
ト
欲
ス
ル
者も
ノ

ナ
リ
﹆

又
一
-通
ニ
云
ク
﹆

古
ノ
狂
-者
ハ
唯
タ
情

ヲ
肆
ホ
し
い
ま
ま

ニ
シ
テ
蕩
ヲ
病
ム
、
今
ノ
狂
ハ
則
チ
復ま
た

蕩
ヲ
病
マ
不す

、
故

ニ
蕩
ニ
シ
テ
肆
ホ
し
い
ま
ま

ナ
ラ
不ス
﹆

又
古
ノ
矜
-者
ハ
、
唯
タ
廉
-隅
ニ
シ

テ
忿
-戻
ヲ
病
ム
、
今
ノ
矜
-者
ハ
則
チ
復
忿
-戻
ヲ
病
マ
不す

、
而
シ

テ
廉
ナ
ラ
不ス
﹆

又
古
ノ
愚
-者
ハ
、
唯
タ
直
ニ
シ
テ
詐い
つ
は

リ
ヲ
病
ム
、

今
ノ
愚
-者
ハ
、
則
チ
復
タ
詐
い
つ
は
り

ヲ
病
マ
不す

、
故
ニ
詐
い
つ
は
り

テ
直
ナ
ラ

不ス

ト
云
フ
、

（
一
）
「
病
」
下
、
武
内
本
有
「
也
」
字
。

（
二
）
「
也
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
三
）
「
也
」
下
、
武
内
本
有
「
矣
」
字
。

（
四
）
「
或
」
下
、
武
内
本
有
「
是
」
字
。

（
五
）
「
事
」
下
、
武
内
本
有
「
也
」
字
。

（
六
）
「
今
」
下
、
武
内
本
有
「
之
」
字
。
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（
七
）
「
病
」、
武
内
本
作
「
疾
者
」。

（
八
）
「
之
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
九
）
「
猶
」
上
、
武
内
本
有
「
蕩
」
字
。

（
一
〇
）
「
杖
」、
武
内
本
作
「
仗
」。

（
一
一
）
「
病
」
下
、
武
内
本
有
「
也
李
充
曰
矜
厲
其
行
向
廉
潔

也
」
十
二
字
。

（
一
二
）
「
李
充
曰
矜
厲
其
行
向
廉
潔
也
」、
武
内
本
無
此
十
一

字
。

（
一
三
）
「
今
之
矜
忿
戻
也
」、
武
内
本
作
「
今
之
矜
也
忿
戻
」。

（
一
四
）
「
反
」、
武
内
本
作
「
復
」。

（
一
五
）
「
也
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
一
六
）
「
恆
」、
武
内
本
作
「
徑
」。

（
一
七
）
「
愚
」
上
、
武
内
本
有
「
今
之
」
二
字
。

（
一
八
）
「
一
」、
武
内
本
無
此
字
。

【
經
】

子
曰
、
惡
紫
之
奪
朱
也
、

子
ノ
曰
ク
、
紫
ノ
朱ア
ケ

ヲ
奪う
は
ふ

コ
ト
ヲ
惡
ム
、

【
疏
】

紫
是
閒
色
、
朱
是
正
色
、
正
色
宜
行
、
閒
色
宜
降
、
不
得
用
閒
色
之

物
、
以
妨
奪
正
色
之
用
也
、
言
此
者
、
爲
時
多
以
邪
人
奪
正
人
、
故

孔
子
託
云
惡
之(一
)也

、

紫
ハ
是こ
れ

閒
-色
、
朱
ハ
是
レ
正
-色
、
正
-色
ハ
宜よ
ろ
し

ク
行
フ
宜へし
、
閒
-

色
ハ
宜
ク
降
ス
宜へし
、
閒
-色
ノ
物
ヲ
用
テ
、
以
テ
正
-色
ノ
用
ヲ
妨
ケ

_
奪う
は
ふ

コ
ト
ヲ
得え

不シ

、
此
ヲ
言
フ
コ
ト
ハ
、
時
ニ
多
ク
邪
-人
ヲ
以
テ

正
-人
ヲ
奪
フ
カ
爲
ナ
リ
、
故
ニ
孔
子
託
シ
テ
之
ヲ
惡に
く
む

ト
云
フ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
朱
正
色
也(二
)、

紫
閒
色
之
好
者
、
惡
其
邪
好
而
奪
正
色

也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
朱
ハ
正
-色
、
紫
ハ
閒
-色
ノ
好よ

キ
_者も
ノ

ナ
リ
、
其

ノ
邪
-好
ニ
シ
テ
正
-色
ヲ
奪う
は
ふ

コ
ト
ヲ
惡
ム
、

【
經
】

惡
鄭
聲
之
亂
雅
樂
也(三
)、

鄭
聲
ノ
雅
-樂
ヲ
亂
ル
コ
ト
ヲ
惡
ム
、
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【
疏
】

鄭
聲
者
、
鄭
國
之
音
也
、
其
音
淫
也
、
雅
樂
者
、
其
聲
正
也
、
時
人

多
淫
聲
以
廢
雅
樂
、
故
孔
子
惡
之(四
)也

、

鄭
-聲
ハ
、
鄭
國
ノ
音
ナ
リ
、
其
ノ
音
淫
ナ
リ
、
雅
-樂
ハ
、
其
ノ
聲

正
ナ
リ
、
時
ノ
人
多
ク
淫
-聲
以
コ
れ
を
も

テ
雅
-樂
ヲ
廢
ス
、
故
ニ
孔
子
之

ヲ
惡
ム
、

【
注
】

苞
氏
曰
、
鄭
聲
淫
聲
之
哀
者
也(五
)、

惡
其
奪
雅
樂
也
、

苞
氏
カ
曰
ク
、
鄭
-聲
ハ
淫
-聲
ノ
哀か
な
し

キ
_者も
ノ

ナ
リ
、
其
ノ
雅
-樂
ヲ

奪う
は
ふ

コ
ト
ヲ
惡
ム
、

【
經
】

惡
利
口
之
覆
邦
家
也
、

利
-口
ノ
邦
-家
ヲ
覆
ク
つ
か
へ

ス
コ
ト
ヲ
惡
ム
、

【
疏
】

利
口
辯
佞
之
口
也
、
邦
諸
侯
也
、
家
卿
大
夫
也
、
君
子
辭
達
而
已
、

不
用
辯
佞
無
實
、
而
傾
覆
國
家
、
故
爲
孔
子
所
患(六
)也

、

利
-口
ト
ハ
辯
-佞
ノ
口
ナ
リ
、
邦
ト
ハ
諸
侯
ナ
リ
、
家
ト
ハ
卿
大
夫

ナ
リ
、
君
-子
ハ
辭こ
と

ハ
達
ス
ラ
ク
而ノ

_已ミ

、
辯
-佞
ノ
實
無な
く

シ
テ
、
國
-

家
ヲ
傾
-覆
ス
ル
コ
ト
ヲ
用
ヒ
不ス

、
故
ニ
孔
子
ノ
患う
れ
ふ

ル
所
爲タ

リ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
利
口
之
人
、
多
言
少
實
、
苟
能
悦
媚
時
君
、
傾
覆(七
)其
國

家
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
利
-口
ノ
人
ハ
、
多
-言
ニ
シ
テ
實
少
シ
、
苟
い
や
し
く

モ

能
ク
時
ノ
_君
ニ
悦
ヒ
_媚
テ
（
悦ヨロコ
バ
シ
メ
媚コ
ブ
）、
其
ノ
國
-家
ヲ

傾
-覆
ス
、

（
一
）
「
之
」
下
、
武
内
本
有
「
者
」
字
。

（
二
）
「
也
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
三
）
「
也
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
四
）
「
之
」
下
、
武
内
本
有
「
者
」
字
。

（
五
）
「
淫
聲
之
哀
者
也
」、
武
内
本
作
「
淫
之
哀
者
」。

（
六
）
「
患
」、
武
内
本
作
「
惡
」。

（
七
）
「
傾
覆
」、
武
内
本
作
「
覆
傾
」。

【
經
】

子
曰
、
予
欲
無
言
、
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子
ノ
曰
ク
、
予わ
レ

言イ

フ
コ
ト
無
カ
ラ
マ
ク
欲
ス
、

【
疏
】

孔
子
忿
世
不
用
其
言
、
其
言
爲
益
之
少
、
故
欲
無
所
復
言
也
、

孔
子
世
ノ
其
ノ
_言こ
と

ヲ
用
ヒ
不さ

ル
コ
ト
ヲ
忿イ
か

ル
、
其
ノ
_言コ
ト

益
爲タ

ル
コ

ト
少
シ
、
故
ニ
復
タ
_言イ

フ
所
無な
か
ら

ン
コ
ト
ヲ
欲
ス
、

【
經
】

子
貢
曰
、
子
如
不
言
、
則
小
子
何
述
焉
、

子
貢
カ
曰
ク
、
子
如モ

シ
言
ハ
不す

ン
ハ
、
則と
き
ん

ハ
小
-子
何な
ニ

ヲ
カ
_述
ヘ

ン
、

【
疏
】

小
子
弟
子
也
、
子
貢
聞
孔
子
欲
不
復
言
、
故
疑
而
問
之
也
、
言
夫
子

若
遂
不
復
言
、
則
弟
子
等
輩
、
何
所
復
傳
述
也
、

小
-子
ハ
弟
-子
ナ
リ
、
子
貢
孔
子
ノ
復
タ
_言
ハ
不さ
ら

ン
ト
欲
ス
ル
ヲ

聞
ク
、
故
ニ
疑
テ
之
ヲ
問
フ
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
夫
-子
若
シ
遂
ニ
復ま
た

言
ハ
不す

ン
ハ
、
弟
-子
等
ノ
輩や
か
ラ

、
何
ヲ
カ
復ま
た

傳
ヘ
_述
ル
所
ト
セ
ン
、

【
注
】

言
之
爲
益
少
、
故
欲
無
言
也
、

之
ヲ
言
フ
ニ
益
爲タ

ル
コ
ト
少
シ
、
故
ニ
言い
ふ

コ
ト
無
カ
ラ
マ
ク
欲
ス
、

【
經
】

子
曰
、
天
何
言
哉
、
四
時
行
焉
、
百
物
生
焉
、
天
何
言
哉
、

子
ノ
曰
ク
、
天
何な
ニ

ヲ
カ
_言
フ
_哉ヤ

、
四
-時
行
ハ
レ
、
百
-物
生ナ

ル
、

天
何
ヲ
カ
言
フ
哉ヤ

、

【
疏
】

孔
子
既
以
有
言
無
益
、
遂
欲
不
言
、
而
子
貢
怨
若
遂
不
言
則
、
門
徒

無
述
、
故
孔
子
遂
曰
、
天
亦
不
言
、
而
四
時
遞
行
、
百
物
互
生
、
此

豈
是
天
之
有
言
使
之
然
乎
、
故
云
、
天
何
言
哉
也
、
天
既
不
言
而
事

行
、
故
我
亦
欲
不
言
而
敎
行
、
是
欲
則
天
以
行
化
也
、
王
弼
云
、
子

欲
無
言
、
蓋
欲
明
本
、
擧
本
統
末
、
而
示
物
於
極
者
也
、
夫
立
言
垂

敎
、
將
以
通
性
、
而
弊
至
於
湮(一
)、

寄
旨
傳
辭
、
將
以
正
邪
、
而
勢
至

於
繁
、
既
求
道
中
、
不
可
勝
御
、
是
以
修
本
廢
言
、
則
天
而
行
化
、

以
淳
而
觀
則
、
天
地
之
心
、
見
於
不
言
、
寒
暑
代
序
則
不
言
之
令
、

行
乎
四
時
、
天
豈
諄
諄
者
哉(二
)、
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孔
子
既
ニ
言
フ
コ
ト
有
レ
ト
モ
益
無
キ
ヲ
以
テ
、
遂
ニ
言
ハ
不さ

ラ
ン

ト
欲
ス
、
而
ル
ヲ
子
貢
若も

シ
遂
ニ
言
ハ
不さ

ル
則と
き
ん

ハ
、
門
-徒
ノ
述
ル

コ
ト
無
ラ
ン
コ
ト
ヲ
怨
ム
、
故
ニ
孔
子
遂
ニ
曰
ノ
た
ま
は

ク
、
天
_亦
タ
言

ハ
不す

シ
テ
、
四
-時
遞タ
カ
イ

ニ
_行
ハ
レ
、
百
-物
互
ニ
_生ナ

ル
、
此
レ
豈

ニ
是
レ
天
ノ
言
フ
コ
ト
有
テ
之
ヲ
使シ

テ
然
ラ
使シ
メ
ン
乎ヤ

、
故
ニ
云
ノ
た
ま
は

ク
、
天
何
ヲ
カ
言
フ
ヤ
ト
、
天
_既
ニ
言
ハ
不す

シ
テ
事
_行
ハ
ル
、
故

ニ
我
モ
亦
タ
言
ハ
不す

シ
テ
敎
-行
セ
ン
ト
欲
ス
、
是
レ
天
ニ
則
ノ
つ
と
り

テ

化
ヲ
行
ハ
ン
ト
欲
ス
、
王
弼
カ
云
ク
、
子
ノ
言
コ
ト
無
ン
ト
欲
ス
ル

ハ
、
蓋
シ
本
ヲ
明
サ
ン
ト
欲
ス
、
本
ヲ
擧
ケ
末
ヲ
統ス
へ

テ
、
物
ノ
極
ヲ

示
ス
者も
ノ

ナ
リ
、
夫
レ
言
ヲ
立
テ
敎
ヲ
垂
テ
、
將
ニ
性
ヲ
通
セ
ン
ト

將ス
、
而
ル
ヲ
弊
ハ
湮イ
ン

ニ
至
ル
、
旨む
ネ

ヲ
寄
セ
辭
ヲ
傳
へ
テ
、
將
ニ
邪
ヲ

正
サ
ン
ト
將ス
、
而
ル
ヲ
勢
い
き
ほ
ヒ

繁
ニ
至
ル
、
既
ニ
道
-中
ヲ
求
ム
、
御

ス
ル
ニ
勝タ

フ
可
ラ
不ス

、
是
ヲ
以
テ
本
ヲ
修
メ
言
ヲ
廢
シ
テ
、
天
ニ

則
ノ
つ
と
り

テ
化
ヲ
行
フ
、
淳
ヲ
以
テ
觀み

ル
_
則と
き
ん

ハ
、
天
-地
ノ
心
、
不
-言

ニ
見ア
ラ
ハ

ル
、
寒
-暑
代
-序
シ
テ
（
代カハ
リ
序ツイ
ツ
）
言
ハ
不さ

ル
ノ
令
、
四
-

時
ニ
行
ハ
ル
、
天
豈
ニ
諄シ
ユ
ン

-諄
タ
ラ
ン
ヤ
、

（
一
）
「
湮
」、
武
内
本
作
「
淫
」。

（
二
）
「
哉
」、
武
内
本
作
「
乎
」。

【
經
】

孺
悲
欲
見
孔
子
、

孺
悲
孔
子
ヲ
見ミ

マ
ク
欲
ス
、

【
疏
】

使
人
召
孔
子
、
欲
與
孔
子
相
見
也(一
)、

人
ヲ
使シ

テ
孔
子
ヲ
召
シ
テ
、
孔
子
與ト

相
_見
ヘ
ン
ト
欲
ス
、

【
經
】

孔
子
辭
之
以
病(二
)、

孔
子
辭
ス
ル
ニ
病
ヲ
以
テ
ス
、

【
疏
】

孔
子
不
欲
應
孺
悲
之
召
、
故
辭
云
、
有
疾
不
堪
往
也
、

孔
子
孺
悲
ノ
召
ス
ニ
應
セ
ン
コ
ト
ヲ
欲
セ
不ス

、
故
ニ
辭
シ
テ
云
ノ
た
ま
は

ク
、
疾や
ま
ヒ

有
リ
往
ク
ニ
堪
ヘ
不ス

、
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【
經
】

將
命
者
出
戸
、

命
ヲ
將ヲ

コ
ナ

フ
者も
ノ

戸
ヲ
出
ル
ト
キ
ニ
、

【
疏
】

將
命
者
、
謂
孺
悲
所
使
之
人
也
、
出
戸
謂
受
孔
子
疾
辭
畢
、
而
出
孔

子
戸
以
去
也
、

命
ヲ
將
フ
者も
ノ

ト
ハ
、
孺
悲
カ
使
ハ
ス
所
ノ
人
ヲ
謂
フ
、
戸
ヲ
出
ト
ハ

謂い
は
ゆ

ル
孔
子
ノ
疾
ノ
辭
ヲ
受
ケ
畢
テ
、
孔
子
ノ
戸
ヲ
出
テ
以
テ
_去
ル

ソ
、

【
經
】

取
瑟
而
歌
、
使
之
聞
之
、

瑟
ヲ
取
テ
歌
テ
、
之
ヲ
使シ

テ
聞
カ
使シ
ム
、

【
疏
】

孺
悲
使
者
去
裁
出
戸
、
而
孔
子
取
瑟
以
歌
、
欲
使
孺
悲
使
者
聞
之

也
、
所
以
然
者
、
若(三
)辭

唯
有
疾
而
不
往
、
恐
孺
悲
問
疾
差
、
又
召
己

不
止
也
、
故
取
瑟
而
歌
、
使
使
者
聞
之
、
知
孔
子
辭
疾
非
實
疾(四
)、

以

還
白
孺
悲
令
孺
悲
知
、
故
不
來
耳
、
非
爲
疾
不
來
也
、

孺
悲
カ
使
-者
去
テ
裁ワ
ツ
カ

ニ
戸
ヲ
出
ツ
、
而
ル
ヲ
孔
子
瑟
ヲ
取
テ
歌
フ

コ
ト
ハ
、
孺
悲
カ
使
-者
ヲ
使シ

テ
之
ヲ
聞
カ
使し

メ
ン
ト
欲
ス
、
然し
カ

ル

所
_以
ゆ
ゑ
ん

ハ
、
若
シ
辭
ス
ル
ニ
唯
タ
疾や
ま
ヒ

有
テ
往
カ
不す

ン
ハ
、
孺
悲
疾
ノ

_差イ

ユ
ル
ヲ
問
テ
、
又
己お
の
レ

ヲ
召
シ
テ
止や

マ
不さ
ら

ン
コ
ト
ヲ
恐
ル
、
故
ニ

瑟
ヲ
取
テ
歌
テ
、
使
-者
ヲ
使シ

テ
之
ヲ
聞
カ
使し
ム
、
孔
子
辭
ス
ル
ノ
_

疾や
ま
ヒ

實
-疾
ニ
非
ル
コ
ト
ヲ
知
テ
、
以
テ
還
テ
孺
悲
ニ
申マ
う

シ
テ
、
孺
悲

ヲ
令シ

テ
知
ラ
令シ
ム
、
故
コ
ト
さ
ら

ニ
來
ラ
不さ

ル
耳ノ
ミ

、
疾
ノ
爲
ニ
來
ラ
不さ

ル
ニ

非
ス
ト
、

【
注
】

孺
悲
魯
人
也
、
孔
子
不
欲
見
、
故
辭
以
疾
、
爲
其
將
命
者
不
知
己
、

故
歌
令
將
命
者
悟
、
所
以
令
孺
悲
思
也

孺
悲
ハ
魯
人
ナ
リ
、
孔
子
見マ
み
え

マ
ク
欲ほ
つ
せ

不ス

、
故
ニ
辭
ス
ル
ニ
疾
ヲ
以

テ
ス
、
其
ノ
命
ヲ
將ヲ
こ
な

フ
者も
ノ

己お
の
レ

ヲ
知
ラ
不さ
ら

ン
カ
爲
ニ
、
故
ニ
歌
テ
命

ヲ
將ヲ
こ
な

フ
者
ヲ
令シ

テ
悟
ラ
令シ
ム
、
孺
悲
ヲ
令シ

テ
思
ハ
令シ
ム
ル
所
_以
ゆ
ゑ
ん

ナ

リ【
疏
】

李
充
曰(五
)、

孔
子
曰
、
人
潔
己
以
進
、
與
其
潔
、
不
保
其
往
、
所
以
不
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逆
乎
互
鄕
也
、
今
不
見
孺
悲
者
何
、
明
非
宗(六
)道

歸
聖
發
其
蒙
矣
、
苟

不
崇
道
、
必
有
升(七
)寫

之
心
、
則
非
敎
之
所
崇
、
言
之
所
喩
、
將
欲
化

之
、
未
若
不
見
也
、
聖
人
不
顯
物
短
、
使
無
自
新
之
塗
、
故
辭
之
以

疾
、
猶
未
足
以
誘
之
、
故
絃
歌
以
表
旨
、
使
抑
之
而
不
彰
、
挫
之
而

不
絶
、
則
矜
鄙
之
心
頽
、
而
思
善
之
路
長
也
、

李
充
カ
曰
ク
、
孔
子
曰
ノ
た
ま
は

ク
、
人
己
ヲ
潔
ク
シ
テ
以
テ
_進
マ
ハ
、

其
ノ
潔
キ
ニ
ハ
與ク
み

セ
ン
、
其
ノ
_往イ
ン

シ
ヲ
ハ
保タ
モ

タ
不シ

、
互
鄕
ニ
逆サ
カ

ハ

不さ

ル
所
_以
ゆ
ゑ
ん

ナ
リ
、
今
孺
悲
ニ
見
ヘ
不さ

ル
コ
ト
ハ
何
ソ
ヤ
、
道
ヲ
宗

フ
ニ
非あ
ら
す

シ
テ
聖
ニ
歸
シ
テ
其
ノ
蒙
ヲ
發
セ
ン
コ
ト
ヲ
明
ス
、
苟ま
こ
と

ニ

道
ヲ
崇
ハ
不す

シ
テ
、
必
ス
升ノ
ホ

リ
_寫ウ
ツ

ル
ノ
心
有
ル
、
則と
き
ん

ハ
敎
ノ
崇
フ

所
ハ
、
言コ
ト

ノ
喩サ
ト

ス
所
ニ
非
ス
、
將
ニ
之
ヲ
化
セ
ン
ト
欲
セ
ハ
、
未
タ

見ま
み

ヘ
不さ

ル
ニ
若し

カ
未シ
、
聖
-人
ハ
物
ノ
短
ヲ
顯あ
ら

ハ
不さ
ス

、
自
ミ
つ
か
ら

_新
ニ
ス

ル
ノ
塗ミ
チ

ヲ
無
ラ
使シ

ム
、
故
ニ
之
ヲ
辭
ス
ル
ニ
疾
ヲ
以
テ
ス
、
猶
ヲ

未い
ま
た

以
テ
之
ヲ
誘ヲ
シ

フ
ル
ニ
足
ラ
未ス
、
故
ニ
絃
-歌
シ
テ
以
テ
旨
ヲ
表ア
ラ
ハ

ス
、
之
ヲ
抑
テ
彰
サ
不ス

、
之
ラ
挫
ト
リ
ヒ
シ

イ
テ
（
挫

と
り
ひ
し

ケ
ト
モ
）
絶
セ
不さ

ラ
使シ

ム
ル
、
則と
き
ん

ハ
矜
-鄙
ノ
心
頽ク
ツ

レ
テ
、
善
ヲ
思
フ
ノ
路
長
ス
、

（
一
）
「
也
」
下
、
武
内
本
有
「
孺
悲
魯
人
也
」
五
字
。

（
二
）
「
病
」、
武
内
本
作
「
疾
」。

（
三
）
「
若
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
四
）
「
疾
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
五
）
「
曰
」、
武
内
本
作
「
云
」。

（
六
）
「
宗
」、
武
内
本
作
「
崇
」。

（
七
）
「
升
」、
武
内
本
作
「
舛
」。

【
經
】

宰
我
問
、
三
年
之
喪
期
已
久
矣
、

宰
我
問
ハ
ク
、
三
-年
ノ
喪
ハ
期
已
ニ
久
シ
、

【
疏
】

禮
爲
至
親
之
服
、
至
三
年
、
宰
我
嫌
其
爲
重
、
故
問
至
期
則
久
、
不

假
三
年
也
、

禮
ニ
至
-親
ノ
服
ヲ
爲ナ

ス
コ
ト
、
三
-年
ニ
至
ル
、
宰
我
其
ノ
重
ク
爲ス

ル
ニ
嫌キ
ラ

イ
ア
リ
、
故
ニ
問
フ
期
ニ
至
ル
タ
モ
則
チ
久
シ
、
三
-年
ヲ

假カ

ラ
不シ

、

【
經
】

君
子
三
年
不
爲
禮
、
禮
必
壞
、
三
年
不
爲
樂
樂
必
崩
、

君
-子
三
-年
禮
ヲ
爲セ

不さ

ル
ト
キ
ハ
、
禮
_必
ス
壞ヤ
フ

ル
、
三
-年
樂
ヲ
爲セ
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不さ

ル
ト
キ
ハ
樂
必
ス
崩ク
ツ

ル
、

【
疏
】

宰
我
又
説
喪
不
宜
三
年
之
義
也
、
君
子
人
君
也
、
人
君
化
物
必
資
禮

樂
、
若
有
喪
三
年
則
、
廢
於
禮
樂
禮
樂
崩
壞
則
、
無
以
化
民
、
爲
此

之
、
故
云
宜
期
而
不
三
年
、
禮
云
壞
、
樂
云
崩
者
、
禮
是
形
化
、
形

化
故
云
壞
、
壞
是
漸
敗
之
名
、
樂
是
氣
化
、
氣
化
無
形
、
故
云
崩
、

崩
是
墜
失
之
稱
也
、

宰
我
又
喪
ノ
宜よ
ろ
し

ク
三
-年
ス
宜ヘ
カ
ラ
不さ

ル
ノ
義
ヲ
説
ク
、
君
-子
ト

ハ
人
-君
ナ
リ
、
人
-君
ノ
物
ヲ
化
ス
ル
コ
ト
必
ス
禮
-樂
ニ
資ヨ

ル
、

若
シ
喪
ニ
有
ル
コ
ト
三
-年
ナ
ル
則と
き
ん

ハ
、
禮
-樂
ヲ
廢
ス
禮
樂
崩く
つ

レ

壞や
ふ

ル
ル
則と
き
ん

ハ
、
以
テ
民
ヲ
化
ス
ル
コ
ト
無
シ
、
此
ノ
爲タ
メ

ノ
、
故ユ
ゑ

ニ

云
ク
宜
ク
期
ニ
シ
テ
三
-年
ナ
ラ
不さ

ル
宜ヘ
シ
、
禮
ニ
壞
ト
云
ヒ
、
樂

ニ
崩
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
禮
ハ
是
レ
形
ノ
_化
、
形
ノ
_化
ナ
ル
カ
故
ニ

壞
ト
云
フ
、
壞
ハ
是
レ
漸
ク
敗
ル
ル
ノ
名
ナ
リ
、
樂
ハ
是
レ
氣
ノ
_

化
、
氣
ノ
_化
ハ
形か
た
チ

無
シ
、
故
ニ
崩
ト
云
フ
、
崩
ハ
是
レ
墜
-失
ノ

稱
ナ
リ
、

【
經
】

舊
穀
既
沒
、
新
穀
既
升
、

舊
-穀
既
ニ
_沒ツ

キ
テ
、
新
-穀
既
ニ
_升ナ

ル
、

【
疏
】

宰
予
又
説
一
期
爲
足
意
也
、
言
夫
人
情
之
變
、
本
依
天
道
、
天
道
一

期
則
、
萬
物
莫
不
悉
易
、
故(一
)舊
穀
既
沒
盡
、
又
新
穀
已
熟
、
則
人
情

亦
宜
法
之
而
奪
也
、

宰
予
又
一
-期
ノ
足
レ
リ
ト
爲ス

ル
意
ヲ
説
ク
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
夫
レ
人
ノ
情

ノ
變
、
本も
ト

天
-道
ニ
依
ル
、
天
-道
一
-期
ナ
ル
則と
き
ん

ハ
、
萬
-物
悉
-易エ
キ

（
易カハル
）
セ
不す

ト
イ
フ
コ
ト
莫
シ
、
故
ニ
舊
-穀
既
ニ
沒
-盡
シ
テ
、
又

新
-穀
已
ニ
熟
ス
ル
、
則と
き
ん

ハ
人
ノ
_情
モ
亦
タ
宜
ク
之
ニ
法
ノ
つ
と
り

テ
奪

フ
宜ヘ
シ
、

【
經
】

鑽
燧
改
火
、

燧ス
イ

ヲ
鑽キ

ツ
テ
火
ヲ
改
ム
、

【
疏
】

鑽
燧
者
、
鑽
木
取
火
之
名
也
、
内
則
云
、
小
觿
木
燧
是
也
、
改
火

者
、
年
有
四
時
、
四
時
所
鑽
之
木
不
同
、
若
一
年
則
、
鑽
之
一
周
、

變
改
已
遍
也
、
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燧
ヲ
鑽
ト
ハ
、
木
ヲ
鑽
テ
火
ヲ
取
ル
ノ
名
ナ
リ
、
内
則
ニ
云
ク
、

小
-觿ケ
イ

（
觿クシリ
）
木
-燧
ト
イ
ヘ
ル
是
ナ
リ
、
火
ヲ
改
ル
ト
ハ
、
年
ニ

四
-時
有
リ
、
四
-時
鑽
ル
所
ノ
木
同
カ
ラ
不ス

、
若
シ
一
-年
ナ
ル
則と
き
ん

ハ
、
之
ヲ
鑽
ル
コ
ト
一
-周
シ
テ
、
變
-改
已
ニ
遍あ
ま
ね

シ
、

【
經
】

期
可
已
矣
、

期
可
ナ
ラ
ク
ノ
ミ
、

【
疏
】

宰
予(二
)斷

之
也
、
穀
沒
又
升
、
火
鑽
已
遍
、
故
有
喪
者
、
一
期
亦
爲
可

矣
、

宰
予
之
ヲ
斷コ
ト
ハ

ル
、
穀
_沒ツ
き

テ
又
升な

レ
リ
、
火
_鑽
ル
コ
ト
已
ニ
_
遍あ
ま
ね

シ
、
故
ニ
喪
有
ル
者も
ノ

、
一
-期
ニ
シ
テ
亦ま
た

可
ナ
リ
ト
爲ス

、

【
注
】

馬
融
曰
、
周
書
月
令
有
更
火
、
春
取
楡
柳
之
火
、
夏
取
棗
杏
之
火
、

季
夏
取
桑
柘
之
火
、
秋
取
柞
楢
之
火
、
冬
取
槐
檀
之
火
、
一
年
之

中
、
鑽
火
各
異
木
、
故
曰
改
火
也
、

馬
融
カ
曰
ク
、
周
書
ノ
月
令
ニ
火
ヲ
更ア
ラ
タ

ム
ル
コ
ト
有
リ
、
春
ハ
楡
-

柳
ノ
火
ヲ
取
ル
、
夏
ハ
棗サ
フ

-杏
ノ
火
ヲ
取
ル
、
季
-夏
ニ
ハ
桑
-柘シ
ヤ

ノ

火
ヲ
取
ル
、
秋
ハ
柞サ
ク

-楢ユ
ウ

ノ
火
ヲ
取
ル
、
冬
ハ
槐
-檀
ノ
火
ヲ
取
ル
、

一
-年
ノ
中
ニ
、
火
ヲ
鑽き

ル
コ
ト
各
お
の
お
の

木
ヲ
異
ニ
ス
、
故
ニ
火
ヲ
改

ト
曰
フ
、

【
疏
】

引
國
語(三
)

周
書
中
月
令
之
語
、
有
改
火
之
事
、
未(四
)

爲
證
也
、
更
猶
改

也
、
改
火
之
木
、
隨
五
行
之
色
而
變
也
、
楡
柳
色
靑
、
春
是
木
、
木

色
靑
、
故
春
用
楡
柳
也
、
棗
杏
色
赤
、
夏
是
火
、
火
色
赤
、
故
夏
用

棗
杏
也
、
桑
柘
色
黄
、
季
夏
是
土
、
土
色
黄
、
故
季
夏
用
桑
柘
也
、

柞
楢
色
白
、
秋
是
金
、
金
色
白
、
故
秋
用
柞
楢
也
、
槐
檀
色
黑
、
冬

是
水
、
水
色
黑
、
故
冬
用
槐
檀
也
、
所
以
一
年
必
改
火
者
、
人
若
依

時
而
食
其
火
、
則
得
氣
又
宜
人(五
)無

災
厲
也
、

國
語
ノ
周
書
ノ
中
ノ
月
令
ノ
語
ニ
、
火
ヲ
改
ル
ノ
事こ
ト

有
ル
ヲ
引
ク
、

未
タ
證ア
キ

ラ
カ
ナ
リ
ト
爲せ

未す
、
更
ハ
改
ノ
猶こ
と

シ
、
火
ヲ
改
ム
ル
ノ
木
、

五
-行
ノ
色
ニ
隨
テ
而
シ
テ
變
ス
、
楡
-柳
ノ
色
ハ
靑
シ
、
春
ハ
是
レ

木
ナ
リ
、
木
ノ
色
ハ
靑
シ
、
故
ニ
春
ハ
楡
-柳
ヲ
用
フ
、
棗
杏
ノ
色

ハ
赤
シ
、
夏
ハ
是
レ
火
ナ
リ
、
火
ノ
色
ハ
赤
シ
、
故
ニ
夏
ハ
棗
-杏

ヲ
用
フ
、
桑
-柘
ノ
色
ハ
黄
ナ
リ
、
季
-夏
ハ
是
レ
土
ナ
リ
、
土
ノ
_

色
ハ
黄
ナ
リ
、
故
ニ
季
-夏
ニ
ハ
桑
-柘
ヲ
用
フ
、
柞サ
ク

-楢
ノ
色
ハ
白
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シ
、
秋
ハ
是
レ
金
ナ
リ
、
金
ノ
色
ハ
白
シ
、
故
ニ
秋
ハ
柞
楢
ヲ
用

フ
、
槐
-檀
ノ
色
ハ
黑
シ
、
冬
ハ
是
レ
水
ナ
リ
、
水
ノ
色
ハ
黑
シ
、

故
ニ
冬
ハ
槐
-檀
ヲ
用
フ
、
一
-年
ニ
必
ス
火
ヲ
改
ム
ル
所
_以
ゆ
ゑ
ん

ハ
、

人
_若
シ
時
ニ
依
テ
其
ノ
火
ヲ
食
ス
ル
、
則と
き
ん

ハ
氣
ヲ
得
テ
又
宜
ク
人

災
-厲レ
イ

無
ル
宜へし
、

【
經
】

子
曰
、
食
夫
稻
也
、
衣
夫
錦
也
、
於
女(六
)安

乎
、

子
ノ
曰
ク
、
夫カ

ノ
_稻イ
ネ

ヲ
食ク
ラ

イ
、
夫
ノ
錦
ヲ
衣キ

ル
、
女な
ン
チ

ニ
於
テ
安や
す

シ

ヤ
、

【
疏
】

孔
子
聞
宰
予
云
一
期
爲
足
、
故
擧
問
之
也
、
夫
語
助
也
、
稻
是
穀
之

美
者
、
錦
是
衣
中
衣(七
)文

華
者
、
若
一
期
除
喪
、
除
喪
畢
、
便
食
美
衣

華
、
在
三
年
之
内
、
爲
此
事
、
於
汝
之
心
、
以
此
爲
安
不
乎(八
)、

孔
子
宰
予
カ
云
ク
一
-期
ニ
シ
テ
足
レ
リ
ト
爲ス

ル
ヲ
聞
ク
、
故
ニ
擧

テ
之
ヲ
問
フ
、
夫
ハ
語
ノ
助
ナ
リ
、
稻
ハ
是
レ
穀
ノ
美
ナ
ル
者も
ノ

ナ

リ
、
錦
ハ
是
レ
衣
-中
ニ
シ
テ
衣
ノ
文
-華
ナ
ル
者
ナ
リ
、
若
シ
一
-

期
ニ
シ
テ
喪
ヲ
除
カ
ハ
、
喪
ヲ
除
コ
ト
畢を
は
り

テ
、
便す
な
は

チ
美
ヲ
食
ヒ
華ハ
ナ

ヤ
カ
ナ
ル
ヲ
衣キ

ン
、
三
-年
ノ
内
ニ
在
テ
、
此
ノ
事
ヲ
爲ナ

サ
ハ
、
汝

ノ
心
ニ
於
テ
、
此
ヲ
以も
て

安
シ
ト
爲セ

ン
ヤ
、

【
經
】

曰
安
、

曰イ
は

ク
安
シ
、

【
疏
】

宰
我
答
孔
子
也
、
云
期
而
食
稻
衣
錦
、
以
爲
安
也
、

宰
我
孔
子
ニ
答
フ
、
云イ
は

ク
期
ニ
シ
テ
稻
ヲ
食
ヒ
錦
ヲ
衣
ル
コ
ト
、
以

テ
安
シ
ト
爲ス

、

【
經
】

曰
汝
安
則
爲
之
、

曰
ノ
た
ま
は

ク
汝な
ん
チ

安や
ス

ク
ン
ハ
之
ヲ
爲セ

ヨ
、

【
疏
】

孔
子
聞
宰
我
之
答
云
安
、
故
孔
子
云
、
汝
言
此
爲
安
則
、
汝
自
爲
之

也
、
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孔
子
宰
我
カ
答
ル
ニ
安
シ
ト
云
フ
ヲ
聞
ク
、
故
ニ
孔
子
ノ
云
ノ
た
ま
は

ク
、

汝な
ん
チ

此
ヲ
言
テ
安
シ
ト
爲セ

ハ
、
汝な
ん
チ

自
ミ
つ
か
ら

之
ヲ
爲セ

ヨ
、

【
經
】

夫
君
子(九
)居
喪
、
食
旨
不
甘
、
聞
樂
不
樂
、
居
處
不
安
、
故
不
爲
也
、

夫
レ
君
-子
ノ
喪
ニ
居
ル
コ
ト
、
旨ム
マ

キ
ヲ
食ク
ラ

ヘ
ト
モ
甘
カ
ラ
不ス

、
樂

ヲ
聞
ケ
ト
モ
樂
シ
カ
ラ
不ス

、
居
-處
安
カ
ラ
不ス

、
故
ニ
爲セ

不ス

、

【
疏
】

孔
子
又
爲
宰
我
説
三
年
内
、
不
可
安
於
食
稻
衣
錦
也
、
言
夫
君
子
之

人
、
居
親
喪
者
、
心
如
斬
截
、
故
無
食
美
衣
錦
之
理
、
假
令
食
於
美

食
、
亦
不
覺
以
爲
甘
、
聞
於
韶
武
、
亦
不
爲
雅
樂
、
設
居
處
華
麗
、

亦
非
身
所
安
、
故
聖
人
依
人
情
、
而
制
苴
麤
之
禮
、
不
設
美
樂
之

具
、
故
曰(一
〇
)不

爲
也(一
一
)、

孔
子
又
宰
我
カ
爲
ニ
三
-年
ノ
内
ニ
、
稻
ヲ
食
ヒ
錦
ヲ
衣キ

ル
コ
ト
ヲ

安ヤ
ス

ン
ス
可
不さ

ル
コ
ト
ヲ
説
ク
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
夫
レ
君
-子
ノ
人
、
親
ノ
_

喪
ニ
居
テ
ハ
、
心
斬キ

（
斬セン
）
リ
_截キ

ル
カ
如
シ
、
故
ニ
美
ヲ
食
ヒ
錦

ヲ
衣き

ル
ノ
理
無
シ
、
假
_令
タ
ト
イ

美
-食
ヲ
食
ヘ
ト
モ
、
亦
タ
覺
ヘ
テ
甘
ト

爲セ

不ス

、
韶
武
ヲ
聞
テ
モ
、
亦
雅
-樂
ト
爲セ

不す

、
設タ
ト
イ

華
-麗
ニ
居
リ
_處ヲ

ル
ト
モ
、
亦
身
ノ
安
ス
ル
所
ニ
非
ス
、
故
ニ
聖
-人
人
-情
ニ
依
テ
、

苴シ
ヨ

麤ソ

ノ
禮
ヲ
制
ス
、
美
-樂
ノ
具ソ
ナ

ヘ
ヲ
設
ケ
不ス

、
故
ニ
曰
ノ
た
ま
は

ク
爲セ

不ス

ト
、

【
經
】

今
汝
安
則
爲
之
、

今い
マ

汝な
ん
チ

安や
ス

ク
ン
ハ
之
ヲ
爲セ

ヨ
、

【
疏
】

陳
舊
事
既
竟
、
又
更
語
之
也
、
昔
君
子
之
所
不
爲
、
今
汝
若
以
一

期
、
猶
此
爲
安
、
則
自
爲
之
、
再
言
之
、
此(一
二
)者

責
之
深
也
、

舊
-事
ヲ
陳つ
ら
ぬ

ル
コ
ト
既
ニ
_
竟を
は
り

テ
、
又
更
ニ
之
ニ
語
ル
、
昔む
か
シ

君
-子

ノ
爲セ

不さ

ル
所と
こ
ロ

、
今
_
汝な
ん
チ

若も

シ
一
-期
ヲ
以も
て

、
猶
ヲ
此
ヲ
安
シ
ト
爲セ

ハ
、
則
チ
自
ミ
つ
か
ら

之
ヲ
爲セ

ヨ
、
再ふ
た
タ

ヒ
之
ヲ
言
コ
ト
ハ
、
此
レ
ハ
之
ヲ

責
ム
ル
ノ
深
ナ
リ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
旨
美
也
、
責
其
無
仁
恩
於
親
、
故
再
言
汝(一
三
)安

則
爲
之

也(一
四
)、
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孔
安
國
カ
曰
ク
、
旨シ

ハ
美
、
其
ノ
親
ニ
仁
-恩
無
キ
コ
ト
ヲ
責
ム
、

故
ニ
再
ヒ
汝な

ん
チ

_安や
ス

ク
ン
ハ
之
ヲ
爲セ

ヨ
ト
言
フ
、

【
疏
】

或
問
曰
、
喪
服
傳
曰
、
既
練
及
素
食
、
鄭
注(一
五
)云
、
謂
復
平
生
時
食

也
、
若
如
彼
傳
及
注
則
、
期
外
食
稻
非
嫌
、
孔
子
何
以
怪
耶
﹆

答

曰
、
北
人
重
稻
、
稻
爲
嘉
食
、
唯
盛
饌(一
六
)
乃
食
之
耳
、
平
常
所
食
、

食
黍
稷
之
屬
也
、
云
及(一
七
)素

食
、
則
謂
此
也
、

或
ヒ
ト
問
テ
曰
ク
、
喪
服
傳
ニ
曰
ク
、
既
ニ
練
シ
テ
素
（
素モト
ノ
）-食シ

ニ
及
フ
ト
、
鄭
カ
注
ニ
云
ク
、
平
-生
ノ
時
ノ
食シ

ニ
復カ
ヘ

ル
ヲ
謂
フ
、

若
シ
彼
ノ
傳
及
ヒ
注
ノ
如
ク
ン
ハ
、
期
-外
稲
ヲ
食ク
ら
ふ

コ
ト
ハ
、
嫌ウ
タ
カ

ウ
ニ
非
ス
、
孔
子
何
ヲ
_以
テ
カ
怪ア
や
シ

ム
_耶ヤ
﹆

答
テ
曰
ク
、
北
-人
ハ

稲
ヲ
重
ス
、
稲
ハ
嘉
-食
爲タ

リ
、
唯
タ
盛
-饌
ト
シ
テ
乃
チ
之
ヲ
食
フ

耳ノ
ミ

、
平
-常
ノ
食
フ
所
ハ
、
黍
稷
ノ
屬
ヲ
食
フ
、
素
-食シ

ニ
及
フ
ト
云

フ
、
則と
き
ん

ハ
此
ヲ
謂
フ
、

【
經
】

宰
我
出
、

宰
我
出
テ
ヌ
、

【
疏
】

宰
我
得
孔
子
之
罵
竟
、
而
出
去
也
、

宰
我
孔
子
ノ
罵
リ
_竟を

は

ル
ヲ
得
テ
、
出
テ
_去
ル
、

【
經
】

子
曰
、
予
之
不
仁
也
、

子
ノ
曰
の
た
ま
は

ク
、
予
カ
不
-仁
ナ
ル
コ
ト
、

【
疏
】

仁
猶
恩
也
、
言
宰
我
無
恩
愛
之
心
、
故
曰
予
之
不
仁
也
、
予(一
八
)宰

我

之
名
也
、

仁
ハ
恩
ノ
猶こ
と

シ
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
宰
我
恩
-愛
ノ
心
無
シ
、
故
ニ
予
カ
不
-

仁
ナ
ル
コ
ト
ト
曰
フ
、
予
ハ
宰
我
カ
名
ナ
リ
、

【
經
】

子
生
三
年
、
然
後
免
於
父
母
之
懷
、

子
_生
レ
テ
三
-年
、
然
シ
テ
後
ニ
父
-母
ノ
懷
フ
ト
コ
ロ

ヲ
免ま
ぬ
か

ル
、
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【
疏
】

又
解
所
以
不
仁
之
事
也
、
案
聖
人
爲
禮
制
以
三
年
、
有
二
義
、
一
是

抑
賢
、
一
是
引
愚
﹆

抑
賢
者
、
言
夫
人
子
於
父
母
、
有
終
身
之
恩
、

昊
天
罔
極
之
報
、
但
聖
人
爲
三
才
、
宜
理
人
倫
超
絶
、
故
因
而
裁

之
、
以
爲
限
節
者
也
、
所
以
者
何
、
夫
人
是
三
才
之
一
、
天
地
資
人

而
成
、
人
之
生
世
、
誰
無
父
母
、
父
母
若
喪
、
必
使
人
子
滅
性
、

乃(一
九
)身
服
長
凶
、
人
人
以
爾
、
則
二
儀
便
廢
、
爲
是
不
可
、
故
斷
以

年
月
、
使
送
死
有
已
復
生
有
節
、
尋
制
服
致
節
、
本
應
斷
期
、
斷
期

是
天
道
一
變
、
人
情
亦
宜
隨
之
而
易
、
但
故
改
火
促
期
、
不
可
權
終

天
之
性
、
鑽
燧
過
隙
無
消
創
鉅
之(二
〇
)文

、
故
隆
倍
以
再
變
、
再
變
是

廿(二
一
)五

月
、
始
末
三
年
之
中
、
此
是
抑
也
、
一
是
引
愚
者
、
言
子
生

三
年
之
前
、
未
有
知
儀
、
父
母
養
之
、
最
鐘(二
二
)

懷
抱
、
及
至
三
年
、

以
後
與
人
相
關
飢
渇
痛
癢
、
有
須
能
言
則
、
父
母
之
懷
、
稍
得
寛

免
、
今
既
終
身
難
遂
、
故
報
以
極
時
、
故
必
至
三
年
、
此
是
引
也
、

而
宰
予
既
爲
其
父
母
所
生
、
亦
必
爲
其
父
母
所
懷
矣
、
將
欲
罵
之
、

故
先
發
此
言
引
之(二
三
)、

又
仁
ア
ラ
不さ

ル
所
_以
ゆ
ゑ
ん

ノ
事
ヲ
解
ク
、
案
ス
ル
ニ
聖
-人
禮
-制
ヲ
爲ナ

ス
ニ
三
-年
ヲ
以
テ
ス
ル
コ
ト
ハ
、
二
-義
有
リ
、
一
ニ
ハ
是
レ
賢
ヲ

抑
フ
、
一
ニ
ハ
是
レ
愚
ヲ
引
ク
﹆

賢
ヲ
抑お
さ
ふ

ル
ト
ハ
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
夫そ

レ

人
ノ
子
ノ
父
-母
ニ
於
ケ
ル
コ
ト
、
身
ヲ
終
ル
ノ
恩
、
昊
天
極
罔ナ

キ

ノ
報
有
リ
、
但
タ
聖
-人
ハ
三
-才
ヲ
爲ヲ
サ

ム
、
宜よ
ろ
し

ク
人
-倫
ヲ
理ヲ
サ

ム
ル

ヲ
超
-絶
ス
宜ヘ
シ
、
故
ニ
因
テ
之
ヲ
裁
シ
テ
、
限
-節
ヲ
爲ナ

ス
者も
ノ

ナ

リ
、
所
_以
ゆ
ゑ
ん

_者は

何イ
カ
ン

ト
ナ
レ
ハ
、
夫
レ
人
ハ
是
レ
三
-才
ノ
一
ナ
リ
、

天
-地
ハ
人
ニ
資ヨ

ツ
テ
成
ル
、
人
ノ
世
ニ
生
レ
テ
、
誰
カ
父
-母
無
ラ

ン
、
父
-母
若も

シ
喪
ス
ル
ト
キ
ハ
、
必
か
な
ら
す

人
ノ
_子
ヲ
使シ

テ
性
ヲ
滅ホ
ロ
ホ

シ
、
乃
チ
身
-服
長
-凶
ニ
シ
テ
、
人
-人
以
テ
爾シ
カ

ラ
使シ
ム
ハ
、
二
-儀

便す
な
は

_チ
癈
レ
ン
、
是
ヲ
不
-可
ナ
リ
ト
爲ス

、
故
ニ
斷コ
ト
ハ

ル
ニ
年
-月
ヲ

以
テ
ス
、
死
ヲ
送
ル
ニ
已や

ム
コ
ト
有
リ
生
ニ
復カ
ヘ

ル
ニ
節
有
ラ
使
ム
、

尋
ヨ
ノ
ツ
ネ

服
ヲ
制
ス
ル
コ
ト
節
ヲ
致
ス
、
本
期
ヲ
斷コ
ト
ハ

ル
應へ

シ
、
期
ヲ
斷

ル
ハ
是
レ
天
-道
一
-變
ス
、
人
ノ
情
モ
亦
宜よ
ろ
し

ク
之
ニ
隨
し
た
か
ひ

テ
易や
す
か

ル

宜ヘ
シ
、
但
タ
故
コ
と
さ
ら

ニ
火
ヲ
改
あ
ら
た
む

ル
ノ
促
（

促
ス
ミ
ヤ
カ
ナ
リ

）-期
ハ
、
終
-天

ノ
性
ヲ
權ハ
カ

ル
可へ
か
ら

不す

、
燧す
い

鑽き

ル
ノ
過
-隙
創
-鉅
ノ
文
ヲ
消
ス
ル
コ
ト

無
シ
、
故
ニ
隆
-倍
ス
ル
ニ
再
-變
ヲ
以
ス
、
再
-變
ハ
是
レ
廿
-五
-

月
、
始
-末
ニ
三
-年
ノ
中
ナ
リ
、
此
レ
ハ
是
レ
抑お
さ
ふ

ル
ナ
リ
、
一
ハ

是
レ
愚
ヲ
引
ク
ト
ハ
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
子
_
生う
ま
れ

テ
三
-年
ノ
前
ハ
、
未い
ま

タ

知
-儀
有
ラ
未ス
、
父
-母
之
ヲ
養
や
し
な
ふ

コ
ト
、
最
モ
懷
-抱
ニ
鐘ア
ツ

ム
、
三
-

年
ニ
至
ル
ニ
及
フ
ヨ
リ
、
以
_後

ヲ
チ
ツ
カ
タ

人
與ト

飢
-渇
痛
-癢ヤ
ウ

（
癢カユシ
）
ニ
相
ヒ

_關
ル
、
能
ク
_
言
モ
の
い
ふ

コ
ト
ヲ
須モ
ち
ゐ

ル
コ
ト
有
ル
則と
き
ん

ハ
、
父
-母
ノ

懷
ふ
と
こ
ロ

、
稍ヤ
フ
ヤ

ク
寛
-免
ス
ル
コ
ト
ヲ
得う

、
今い
マ

既
ニ
身
ヲ
終
ル
マ
テ
遂ト

ケ

難
シ
、
故
ニ
報
ス
ル
ニ
極
-時
ヲ
以
テ
ス
、
故
ニ
必
ス
三
-年
ニ
至

ル
、
此
レ
ハ
是
レ
引
ク
ナ
リ
、
而し
か

ル
ヲ
宰
予
既
ニ
其
ノ
父
-母
ノ
爲

ニ
生
セ
所ラ

ル
、
亦
タ
必
ス
其
ノ
父
-母
ノ
爲
ニ
懷イ
タ

カ
所ル

、
將ま
さ

ニ
之
ヲ
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罵の
の
し

ラ
ン
ト
欲ホ
ツ

ス
、
故
ニ
先
ツ
此
ノ
言コ
ト

ヲ
發
シ
テ
之
ヲ
引
ク
、

【
注
】

馬
融
曰
、
子
生
未
三
歳
、
爲
父
母
所
懷
抱
也
、

馬
融
カ
曰
ク
、
子コ

生
レ
テ
未
タ
三
-歳
ナ
ラ
未さ
ル
ト
キ
ハ
、
父
-母
ノ

爲
ニ
懷
-抱
セ
所ら

ル
、

【
經
】

夫
三
年
之
喪
、
天
下
之(二
四
)通

喪
也
、

夫
レ
三
-年
ノ
喪
ハ
、
天
-下
ノ
通
-喪
ナ
リ
、

【
疏
】

人
雖
貴
賤
不
同
、
以
爲
父
母
懷
抱
、
故
制
喪
服
、
不
以
尊
卑
致
殊
、

因
以
三
年
爲
極
﹆

上
自
天
子
、
下
至
庶
人
、
故
曰(二
五
)

天
下
通
喪
也
、

且
汝
是
四
科
之
限
、
豈
宜
不
及
無
儀
之
庶
人
乎
、
故
言
通
喪
引
之

也
、

人
貴
-賤
同
カ
ラ
不ス

ト
雖
モ
、
父
母
ノ
爲
ニ
懷
-抱
セ
ラ
ル
、
故
ニ

喪
-服
ヲ
制
ス
ル
コ
ト
、
尊
-卑
ヲ
以
テ
殊
ヲ
致
サ
不ス

、
因
テ
三
-年

ヲ
以
テ
極
ト
爲ス
﹆

上か
ミ

天
-子
自よ

リ
、
下し
モ

庶
-人
ニ
至
ル
、
故
ニ
天
-下

ノ
通
-喪
ト
曰
フ
、
且
ツ
汝
ハ
是
レ
四
-科
ノ
限
ナ
リ
、
豈
ニ
宜
ク

無
-儀
ノ
庶
-人
ニ
及
ハ
不さ

ル
宜ヘ
ケ
ン
ヤ
、
故
ニ
通
-喪
ト
言
テ
之
ヲ

引
ク
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
自
天
子
、
達
於
庶
人
也
、

孔
安
國
曰
ク
、
天
-子
自よ

リ
、
庶
-人
ニ
達
ス
、

【
經
】

予
也
、
有
三
年
之
愛
於
其
父
母
乎
、

予
、
三
-年
ノ
愛
（
愛ヲシ
ム
コ
ト
）
其
ノ
父
-母
ニ
有
レ
乎ヤ

（
有
ラ
ン

ヤ
）、

【
疏
】

予
宰
我
名
也
、
爲
父
母
愛
己
、
故
限
三
年
、
今
宰
我
欲
不
服
三
年
、

是
其
誰
有
三
年
之
愛
於
其
父
母
不
乎
、
一
云
、
愛
吝
惜
也
、
言
宰
我

何
忽
愛
惜
三
年
於
其
父
母
也
、

予
ハ
宰
我
カ
名
ナ
リ
、
父
-母
己お
の
レ

ヲ
愛
ス
ル
カ
爲
ニ
、
故
ニ
三
-年

ヲ
限
ル
、
今
宰
我
三
-年
ヲ
服
セ
不さ

ラ
ン
ト
欲
ス
ル
ト
キ
ハ
、
是
レ
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其
レ
誰た
レ

カ
三
-年
ノ
愛
其
ノ
父
-母
ニ
有
ン
ヤ
不い
な

ヤ
、
一
ニ
云
ク
、
愛

ハ
吝リ
ム

（
吝ヲシミ
）-惜
ナ
リ
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
宰
我
何
ソ
忽
ニ
（
忽
ユ
ル
カ
セ

ニ
）
三
-

年
ヲ
其
ノ
父
-母
ニ
愛
-惜
ス
ル
ヤ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
言
子(二
六
)於
父
母
、
欲
報
之
德
、
昊
天
罔
極
、
而
予
也
有

三
年
之
愛
乎
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
子
ノ
父
-母
ニ
於
ケ
ル
コ
ト
、
德
ヲ
報
セ

ン
ト
欲ヲ
モ

フ
ニ
、
昊
-天
極き
は

マ
リ
罔ナ

シ
、
而
ル
ヲ
予
三
-年
ノ
愛
有
レ

ヤ
、

【
疏
】

依
注
、
亦
不
得
爲
前
兩
通
也
﹆

繆
播
云(二
七
)、

爾
時
禮
壞
樂
崩
、
云
三

年
不
行
、
宰
我
大
懼
、
其
性(二
八
)以

爲
聖
人
無
微
旨
以
戒
將
來
、
故
假

時
人
之
謂
、
啓
情(二
九
)

於
夫
子
、
我(三
〇
)

在
屈
己
以
明
道
也
、
予
之
不
仁

者(三
一
)、
答
曰
、
時
人
失
禮
、
人
失
禮
、
而
予
謂
爲
然
、
是
不
仁
矣
、

言
不
仁
於
萬
物
、
又
仁
者
施
與
之
名
、
非
奉
上
之
稱
、
若
予
安
夫(三
二
)

稻
錦
、
廢
此
三
年
、
乃
不
孝
之
甚
、
不
得
直
云
不
仁
也(三
三
)、

李
充

云(三
四
)、

子
之
於
親
、
終
身
莫
已
、
而
今
不
過
三
年
者
、
示
民
有
終
也
、

而
予
也
何
愛
三
年
、
而
云
久
乎
、
余
謂
、
孔
子
目
四
科
、
則
宰
我
冠

言
語
之
先
、
安
有
知
言
之
人
、
而
發
違
情
犯
禮
之
問
乎
、
將
以
喪
禮

漸
衰
、
孝
道
彌
薄
、
故
起
斯
問
、
以
發
其
責
、
則
所
益
者
弘
多
也
、

注
ニ
依
ル
ニ
、
亦
前
ノ
兩
-通
爲タ

ル
コ
ト
ヲ
得
不ス
﹆

繆
播
カ
云
ク
、

爾ソ

ノ
_時
禮
_壞や
ふ

シ
樂
_崩く
つ

ル
、
云
ク
三
-年
行
ハ
不シ

ト
ハ
、
宰
我
大お
お
い

ニ
懼
ル
、
其
ノ
性
以
_爲
ラ
ク
聖
-人
微
_旨
ノ
以
テ
將
-來
ヲ
戒
ム
ル

無
シ
ト
（
其
ノ
性
聖
-人
微
_旨
ノ
以
テ
將
-來
ヲ
戒
ム
ル
無
シ
ト
以
_

爲
ヘ
リ
）、
故
ニ
時
ノ
人
ノ
謂
ヲ
假か
り

テ
、
情
ヲ
夫
-子
ニ
啓ヒ
ラ

ク
、
我

己お
の
レ

ヲ
屈く
つ

シ
テ
以
テ
道
ヲ
明
ス
ニ
在
リ
、
予
カ
不
-仁
ナ
ル
ト
ハ
、
答

テ
曰
ノ
た
ま
は

ク
、
時
ノ
_人
禮
ヲ
失し
つ

ス
、
人ヒ
ト

禮
ヲ
失し
つ

ス
、
而
ル
ヲ
予
謂い
ひ

テ

然
ナ
リ
ト
爲ス

、
是
レ
不
-仁
ナ
リ
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
萬
-物
ニ
不
-仁
ナ
リ
、

又
仁
_者ハ

施
シ
_
與あ
た
ふ

ル
ノ
名
ナ
リ
、
上
ニ
奉
ス
ル
ノ
稱
ニ
非あ
ら

ス
、
若も

シ
予
夫カ

ノ
稻
-錦
ヲ
安
シ
テ
、
此
ノ
三
-年
ヲ
廢
セ
ハ
、
乃
チ
不
-孝

ノ
甚
は
な
は
た
し

キ
ナ
リ
、
直
ニ
不
-仁
ト
云
コ
ト
ヲ
得
不シ

、
李
充
カ
曰
ク
、

子
ノ
親
ニ
於
ケ
ル
コ
ト
、
身
ヲ
終
ル
マ
テ
已や

ム
コ
ト
莫
シ
、
而
ル
ヲ

今い
マ

三
-年
ニ
過
キ
不さ

ル
コ
ト
ハ
、
民
ニ
終
ハ
リ
有
ル
コ
ト
ヲ
示
シ
テ

ナ
リ
、
而
ル
ヲ
予
何
ソ
三
-年
ヲ
愛ヲ
し
み

テ
、
久
シ
ト
云
フ
乎ヤ

、
余
謂
ラ

ク
、
孔
子
四
-科
ニ
目ナ

ヅ
ク
ル
、
則と
き
ん

ハ
宰
我
言
-語
ノ
先
ニ
冠
タ
リ
、

安
ソ
言コ
ト

ヲ
知
ル
ノ
人
有
テ
、
情
ニ
違
ヒ
禮
ヲ
犯
ス
ノ
問
ヲ
發
セ
ン

乎ヤ

、
將ま
さ

ニ
以
ヲ
モ
ン
ミ

ル
ニ
喪
-禮
漸
ク
衰
ヘ
、
孝
-道
彌
い
ヨ
い
ヨ

_薄
シ
、
故
ニ

斯
ノ
問
ヲ
起
シ
テ
、
以
テ
其
ノ
責セ

メ
ヲ
發
ス
ル
、
則と
き
ん

ハ
益
ス
ル
所

ノ
者も
ノ

弘
-多
ナ
リ
、
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（
一
）
「
故
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
二
）
「
予
」、
武
内
本
作
「
我
」。

（
三
）
「
國
語
」、
武
内
本
無
此
二
字
。

（
四
）
「
未
」、
武
内
本
作
「
來
」。

（
五
）
「
人
」
上
、
武
内
本
有
「
令
」
字
。

（
六
）
「
女
」、
武
内
本
作
「
汝
」。

（
七
）
「
衣
」、
武
内
本
作
「
之
」。

（
八
）
「
乎
」
下
、
武
内
本
有
「
也
」
字
。

（
九
）
「
子
」
下
、
武
内
本
有
「
之
」
字
。

（
一
〇
）
「
曰
」、
武
内
本
作
「
云
」。

（
一
一
）
「
也
」
下
、
武
内
本
有
「（
上
樂
音
岳
）」
四
字
。

（
一
二
）
「
此
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
一
三
）
「
汝
」、
武
内
本
作
「
女
」。

（
一
四
）
「
也
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
一
五
）
「
注
」、
武
内
本
作
「
玄
」。

（
一
六
）
「
饌
」、
武
内
本
作
「
饍
」。

（
一
七
）
「
及
」、
武
内
本
作
「
反
」。

（
一
八
）
「
予
」
下
、
武
内
本
有
「
謂
」
字
。

（
一
九
）
「
乃
」、
武
内
本
作
「
及
」。

（
二
〇
）
「
之
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
二
一
）
「
廿
」、
武
内
本
作
「
二
十
」。

（
二
二
）
「
鐘
」、
武
内
本
作
「
鍾
」。

（
二
三
）
「
之
」
下
、
武
内
本
有
「
也
」
字
。

（
二
四
）
「
之
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
二
五
）
「
曰
」、
武
内
本
作
「
云
」。

（
二
六
）
「
子
」
下
、
武
内
本
有
「
之
」
字
。

（
二
七
）
「
云
」、
武
内
本
作
「
曰
」。

（
二
八
）
「
性
」、
武
内
本
作
「
往
」。

（
二
九
）
「
情
」、
武
内
本
作
「
憤
」。

（
三
〇
）
「
我
」、
武
内
本
作
「
義
」。

（
三
一
）
「
者
」
下
、
武
内
本
有
「
何
」
字
。

（
三
二
）
「
夫
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
三
三
）
「
也
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
三
四
）
「
云
」、
武
内
本
作
「
曰
」。

【
經
】

子
曰
、
飽
食
、
終
日
無
所
用
心
、
難
矣
哉
、

子
ノ
曰
ク
、
飽
ク
マ
テ
_食
シ
テ
、
終
_日
ひ
ね
も
す

ニ
心
ヲ
用
ル
所
無
キ
コ

ト
、
難カ
タ

イ
_矣
_哉
カ

ナ

、

【
疏
】

夫
人
若
飢
食(一
)

不
足
則
、
心
情
所
期
、
所(二
)

期
於
衣
食
、
所(三
)

期
於
衣
食

則
、
無
暇
思
慮
他
事
、
若
無
事
而
飽
衣(四
)食

、
終
日
則
、
必
思
計
爲
非
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法
之
事
、
故
云
難
矣
哉
、
言
難
以
爲
處
也
、

夫
レ
_人
若
シ
飢
-食
ニ
シ
テ
足
ラ
不さ

ル
則
ハ
、
心
-情
期
ス
所と
こ
ロ

ア

リ
、
期
ス
ル
所と

こ
ロ

衣
-食シ

ニ
於
テ
ス
、
期
ス
ル
所と
こ
ロ

衣
-食
ス
ル
ニ
於
テ

ス
ル
則と
き
ん

ハ
、
他
-事
ヲ
思
ヒ
_慮
ル
ニ
暇イ
ト
マ

無
シ
、
若
シ
無
-事
ニ
シ

テ
飽
マ
テ
ニ
衣
-食
シ
テ
、
日
ヲ
終
ル
則
ハ
、
必
ス
非
-法
ノ
事
ヲ
爲セ

ン
コ
ト
ヲ
思
ヒ
_計
ル
、
故
ニ
云
ノ
た
ま
は

ク
難
イ
_矣
_哉
カ

ナ

ト
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
處

ス
ル
コ
ト
ヲ
爲ナ

シ
難
シ
、

【
經
】

不
有
博
弈
者
乎
、
爲
之
猶
賢
乎
已
、

博バ
ク

弈エ
キ

ノ
者も
ノ

ダ
モ
有
ラ
不さ

ラ
ン
ヤ
、
之
ヲ
爲セ

ハ
猶な

ヲ
已ヤ

ム
ニ
賢マ
サ

レ
リ
、

【
疏
】

博
者
十
二
棊
對
而
擲
采
者
也
、
弈
圍
棊
也
、
賢
猶
勝
也
、
已
止
也
、

言
若
飽
食
而
無
事
則
、
必
思
爲
非
法
、
若
曾(五
)
是
無
業
、
而
能
有
棊

弈
、
以
消
食
采
日
、
則
猶
勝
乎
無
事
而
直(六
)止

住
者(七
)、

博
ハ
十
-二
棊
對
シ
テ
采
ヲ
擲
ツ
者も
ノ

ナ
リ
、
弈
ハ
圍
-棊
、
賢
ハ
勝
ノ

猶こ
と

シ
、
已シ

ハ
止
ナ
リ
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
若
シ
飽
マ
テ
_食
シ
テ
事こ
ト

無
キ
則と
き
ん

ハ
、
必
ス
思
テ
非
-法
ヲ
爲ス

、
若
シ
曾
テ
是
レ
業
無
ク
ン
ハ
、
而
シ

テ
能
ク
棊
-弈エ
キ

有
リ
、
采
ヲ
食ハ

ム
ノ
日
ヲ
消
ス
ル
、
則と
き
ん

ハ
猶な

ヲ
無
-

事
ニ
シ
テ
直
ニ
止
ミ
_住ヤ

ム
者も
ノ

ニ
勝マ
さ

レ
リ
、

【
注
】

馬
融
曰(八
)、
爲
其
無
所
據
樂
、
善
生
淫
欲
也
、

馬
融
カ
曰
ク
、
其
ノ
據ヨ

リ
_樂ネ
ガ

フ
所
無
シ
テ
、
善コ
ノ

ン
テ
淫
-欲
ヲ
生ナ

サ

ン
カ
爲た
め

ナ
リ
、

（
一
）
「
食
」、
武
内
本
作
「
寒
」。

（
二
）
「
所
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
三
）
「
所
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
四
）
「
衣
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
五
）
「
曾
」、
武
内
本
作
「
會
」。

（
六
）
「
直
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
七
）
「
者
」
下
、
武
内
本
有
「
也
」
字
。

（
八
）
「
馬
融
曰
」、
武
内
本
無
此
三
字
。

【
經
】

子
路
曰
、
君
子
尚
勇
乎
、

子
路
カ
曰
ク
、
君
-子
ハ
勇
ヲ
尚タ
ツ
ト

フ
乎ヤ

、
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【
疏
】

子
路
既
有
勇
、
常
言
勇
可
崇
尚
、
故
問
於
孔
子
、
君
子
之
人
常
尚
勇

乎
、
袁
氏
云(一
)、
見
世
尚
須
勇
、
故
謂
可
尚
也(二
)、

子
路
既
ニ
勇
有
リ
、
常
ニ
勇
ヲ
言
テ
崇
ヒ
_尚
フ
可
ク
ス
、
故
ニ
孔

子
ニ
問
フ
、
君
-子
ノ
人
常
ニ
勇
ヲ
尚
ハ
ン
ヤ
、
袁
氏
カ
云
ク
、
世

ノ
尚
タ
ふ
と
ふ

ヲ
見
ル
ニ
勇
ヲ
須モ
ち

フ
、
故
ニ
尚
フ
可
シ
ヤ
ト
謂
フ
、

【
經
】

子
曰
、
君
子
義
以
爲
上
、

子
ノ
曰
ク
、
君
-子
ハ
義
以
コ
れ
を
も

テ
上か
ミ

ト
爲ス

、

【
疏
】

孔
子
答
云
、
君
子
唯
所
尚
於
義
、
以
爲
上
也
、

孔
子
答
テ
云
ノ
た
ま
は

ク
、
君
-子
ノ
唯
タ
尚
フ
所
ハ
義
ニ
於
テ
、
上
ト
爲ス

、

【
經
】

君
子
有
勇
而
無
義
爲
亂
、

君
-子
勇
有
テ
義
無
キ
ト
キ
ハ
亂
ヲ
爲ナ

ス
、

【
疏
】

君
子
既
尚
義
、
若
無
義
必
作
亂
也
、
李
充
曰
、
既
稱
君
子
、
又
謂
職

爲
亂
階
也
、
若
遇
君
親
失
道
、
國
家
昏
亂
、
其
於
赴
愚(三
)致
命
、
而
不

知
居
正
、
顧
義
者
、
則
亦
畏
蹈
平
爲
亂
、
而
受
不
義
之
責
也
、

君
-子
ハ
既
ニ
義
ヲ
尚
フ
、
若
シ
義
無
キ
ト
キ
ハ
必
亂
ヲ
作
ス
、
李

充
カ
曰
ク
、
既
ニ
君
-子
ト
稱
ス
、
又
職モ
ト
ト

シ
テ
亂
ノ
階ハ
シ

ヲ
爲ナ

ス
ヲ
謂

フ
、
若
シ
君
-親
道
ヲ
失
シ
、
國
-家
昏
-亂
ニ
遇
フ
ト
キ
ハ
、
其
レ

愚
ニ
赴ヲ
モ
ム

ク
ニ
於
テ
命
ヲ
致
シ
テ
、
正
ニ
居
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
不ス

、
義

ヲ
顧
ル
者も
ノ

ハ
、
則
チ
亦
タ
平
ヲ
蹈フ

ン
テ
亂
ヲ
爲ナ

シ
テ
、
不
-義
ノ
責セ
メ

ヲ
受
コ
ト
ヲ
畏
ル
、

【
經
】

小
人
有
勇
而
無
義
爲
盜
、

小
-人
勇
有
テ
義
無
キ
ト
キ
ハ
盜
ヲ
爲ナ

ス
、

【
疏
】

畏
於
君
子
不
敢
作
亂
、
乃
爲
盜
竊
而
已
、

君
-子
ヲ
畏
テ
亂
ヲ
敢
テ
_作ヲ
こ

サ
不ス

、
乃
チ
盜
-竊
ヲ
爲ナ

ス
而
_已
ノ

ミ

、
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（
一
）
「
云
」、
武
内
本
作
「
曰
」。

（
二
）
「
也
」、
武
内
本
作
「
乎
」。

（
三
）
「
愚
」、
武
内
本
作
「
患
」。

【
經
】

子
貢
問
曰
﹆

君
子
亦
有
惡
乎
、

子
貢
問
テ
曰
ク
﹆

君
-子
モ
亦
惡ニ
ク

ム
コ
ト
有
リ
ヤ
、

【
疏
】

惡
謂
憎
疾
也
、
舊
説
子
貢
問
孔
子
曰
、
天
下
君
子
之
道
、
有
所
憎
惡(一
)

以
不
乎
、
江
煕
云
、
君
子
即
夫
子
也
、
禮
記
云
、
昔
者
仲
尼
與
於
蜡

賓
、
事
畢
出
喟
然
而
歎
、
言
偃
曰
、
君
子
何
歎
乎
、

惡を

ト
ハ
憎
-疾
ヲ
謂
フ
、
舊
-説
ニ
子
貢
孔
子
ニ
問
テ
曰
ク
、
天
-下

君
-子
ノ
道
、
憎
ミ
_惡
ム
所
有
リ
ヤ
以
テ
不い
な

ヤ
、
江
煕
カ
云
ク
、

君
-子
ト
ハ
即
夫
-子
ナ
リ
、
禮
記
ニ
云
ク
、
昔
_者
む
か
シ

仲
尼
蜡サ

ノ
賓
ニ

與ア
ツ
カ

ル
、
事
_
畢を
は
り

テ
出
テ
テ
喟キ
イ

-然
ト
シ
テ
歎
ス
、
言
偃
カ
曰
ク
、

君
-子
何な
ニ

ヲ
カ
_歎
ス
ル
ヤ
、

【
經
】

子
曰
﹆

有
惡
、

子
ノ
曰
ク
﹆

惡ニ
ク

ム
コ
ト
有
リ
、

【
疏
】

孔
子
答
言
、
君
子
亦
有
所
憎
惡
也
、

孔
子
答
テ
言

ノ
た
ま
は

ク
、
君
-子
モ
亦
憎
ミ
_惡に
く

ム
所
有
リ
、

【
經
】

惡
稱
人
之
惡
者
、

人
ノ
惡
ヲ
稱
ス
ル
者も
ノ

ヲ
惡に
く

ム
、

【
疏
】

此
以
下
竝
是
君
子
所
憎
惡
之
事
也
、
君
子
掩
惡
揚
善
、
故
憎
人
稱
揚

他
人
之
惡
事
者(二
)、

此
ヨ
リ
以
-下
ハ
竝
ニ
_是
レ
君
-子
ノ
憎
-惡ヲ

ス
ル
所
ノ
事
ナ
リ
、

君
-子
ハ
惡
ヲ
掩お
ほ
ひ

テ
善
ヲ
揚
ク
、
故
ニ
人
ノ
他
-人
ノ
惡
-事
ヲ
稱
-

揚
ス
ル
者
ヲ
憎
ム
、

【
注
】

苞
氏
曰
、
好
稱
説
人
之(三
)惡

、
所
以
爲
惡(四
)也

、
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苞
氏
カ
曰
ク
、
好コ
の
み

テ
人
ノ
惡
ヲ
稱
-説
ス
、
惡ニ
ク

シ
ト
爲ス

ル
所
_以
ゆ
ゑ
ん

ナ

リ
、

【
經
】

惡
居
下
流
而
訕
上
者
、

下
流
ニ
居
テ
上
ヲ
訕ソ
シ

ル
者も
ノ

ヲ
惡ニ
ク

ム
、

【
疏
】

訕
猶
謗
毀
也
、
又
憎
惡
爲
人
臣
下
、
而
毀
謗
其
君
上
者
也
、
故(五
)禮

記

云
、
君
臣
之
禮
、
有
諫
而
無
訕
、
是
也
、

訕サ
ン

ハ
謗
-毀
ノ
猶こ
と

シ
、
又
人
ノ
臣
-下
ト
爲
ニ
、
而
シ
テ
其
ノ
君
-上

ヲ
毀
リ
_謗
ル
者
ヲ
憎
ミ
_惡
ム
、
故
ニ
禮
記
ニ
云
ク
、
君
-臣
ノ
禮

ハ
、
諫
ム
ル
コ
ト
有
テ
、
訕ソ
シ

ル
コ
ト
無
シ
ト
イ
ヘ
ル
、
是
ナ
リ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
訕
謗
毀
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
訕サ
ム

ハ
謗
-毀
、

【
經
】

惡
勇
而
無
禮
者
、

勇
ニ
シ
テ
禮
無
キ
者も
ノ

ヲ
惡
ム
、

【
疏
】

勇
而
無
禮
則
、
亂
、
故
君
子
亦
憎
惡
之
也
、

勇
ニ
シ
テ
禮
無
キ
則と
き
ん

ハ
、
亂
ス
、
故
ニ
君
-子
亦
之
ヲ
憎
ミ
_惡
ム
、

【
經
】

惡
果
敢
而
窒
者
、

果
-敢
ニ
シ
テ
窒フ
セ

ク
者
ヲ
惡
ム
、

【
疏
】

窒
塞
也
、
又
憎
好
爲
果
敢
、
而
塞
人
道
理
者
也
、
若
果
敢
不
塞
人
道

理
者
、
則
亦
所
不
惡
也
、

窒チ
ツ

ハ
塞
ナ
リ
、
又
好
テ
果
-敢
ヲ
爲ナ

シ
テ
、
人
ノ
道
-理
ヲ
塞
ク
者
ヲ

憎
ム
、
若
シ
果
-敢
ニ
シ
テ
人
ノ
道
-理
ヲ
塞
カ
不さ

ル
者も
ノ

ハ
、
則
チ
亦

タ
惡
マ
不さ

ル
所
ナ
リ
、
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【
注
】

馬
融
曰
、
窒
窒
塞
也
、

馬
融
カ
曰
ク
、
窒チ
ツ

ハ
窒
-塞
ソ
、

【
經
】

曰
賜
也
亦
有
惡
也
、

曰イ
は

ク
賜
モ
亦ま
た

惡
ム
コ
ト
有
リ
、

【
疏
】

子
貢
聞
孔
子
説
有
惡
、
已
竟
、
故
云
賜
亦
有
所
憎
惡
也
、
故
江
煕

云
、
己
亦
有
所
賤
惡
也
、

子
貢
孔
子
ノ
惡
ム
コ
ト
有
ル
ヲ
説
ク
コ
ト
ヲ
聞
ク
コ
ト
、
已
ニ
_竟

ル
、
故
ニ
云
ク
賜
モ
亦ま
た

憎
-惡
ス
ル
所
有
リ
、
故
ニ
江
煕
カ
云
ク
、

己お
の
レ

亦ま
た

賤
-惡ヲ

ス
ル
所
有
リ
、

【
經
】

惡
徼(六
)以

爲
智
者
、

徼ヌ

イ
テ
_以
テ
智
ト
爲ス

ル
者
ヲ
惡
ム
、

【
疏
】

此
子
貢
説
己
所
憎
惡
之
事
也
、
徼
抄
也
、
言
人
生
發
謀
出
計
、
必
當

出
己
心
儀
、
乃
得
爲
善
、
若
抄
他
人
之
意
、
以
爲
己
有
則
、
子
貢
所

憎
惡
也
、

此
レ
ハ
子
貢
己
カ
憎
-惡
ス
ル
所
ノ
事
ヲ
説
ク
、
徼ケ
フ

ハ
抄
ナ
リ
、

言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
人
-生
謀
ヲ
發
シ
計
ヲ
出
ス
コ
ト
、
必
ス
當
ニ
己お
の
レ

カ
心
-儀

ヨ
リ
出
テ
テ
、
乃
チ
善
ト
爲ス

ル
コ
ト
ヲ
得
當ヘ
シ
、
若
シ
他
-人
ノ
意

ヲ
抄ヌ

イ
テ
、
己お
の
レ

カ
有
ト
爲ス

ル
則と
き
ん

ハ
、
子
貢
カ
憎
ミ
_惡
ム
所
ナ
リ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
徼
抄
也
、
惡(七
)抄

人
之
意
、
以
爲
己
有
也(八
)、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
徼
ハ
抄セ
フ

ナ
リ
、
人
ノ
意
ヲ
抄ヌ

イ
テ
、
己お
の
レ

カ
有
ト

爲ス

ル
ヲ
惡
ム
、

【
經
】

惡
不
遜
以
爲
勇
者
、

不
-遜
ニ
シ
テ
以
テ
勇
ト
爲ス

ル
者
ヲ
惡
ム
、
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【
疏
】

勇
須
遜
從
、
若
不
遜
而
勇
者
、
子
貢
所
憎
惡
也
、
然
孔
子
云
惡
不
遜

爲
勇
者
、
二
事
又
相
似
、
但
孔
子
所
明
、
明
體
先
自
有
勇
、
而
後
行

之
無
禮
者
、
子
貢
所
言
、
本
自
無
勇
、
故
假
於
孔
子
不
遜
以
爲
勇

也
、

勇
ニ
シ
テ
須
ク
遜
-從
ナ
ル
須ヘ
シ
、
若
シ
不
-遜
ニ
シ
テ
勇
ナ
ル
者も
ノ

ハ
、
子
貢
カ
憎
-惡
ス
ル
所
ナ
リ
、
然
ル
ニ
孔
子
ノ
云イ
イ

ト
不
-遜
ニ
シ

テ
勇
ヲ
爲ス

ル
者
ヲ
惡
ム
ト
イ
フ
ト
、
二
-事
又
相あ

ヒ
_似
タ
リ
、
但た

タ

孔
子
ノ
明
ス
所
ハ
、
體
_先
ツ
自
ミ
つ
か
ら

勇
有
テ
、
而
シ
テ
後の
チ

之
ヲ
行
フ

ニ
禮
無
キ
者
ヲ
明
ス
、
子
貢
カ
言
フ
所
ハ
、
本も
ト

自
ヲ
の
つ
か
ら

勇
無
シ
、
故

ニ
孔
子
、
不
-遜
ヲ
假カ

ツ
テ
勇
ト
爲ス

、

【
經
】

惡
訐
以
爲
直
者
、

訐ア
バ

イ
テ
以
テ
直
ト
爲ス

ル
者
ヲ
惡
ム
、

【
疏
】

訐
謂
面
發
人
ノ
陰
私
也
、
人
生
爲
直
、
當
自
己
不
犯
觸
他
人
、
則
乃

是
善
、
若
對
面
發
人
陰
私
、
欲
成
己
直
者
、
亦
子
貢
所
憎
惡
也(九
)、

訐
ト
ハ
面
ニ
人
ノ
陰
-私
（
陰
私
ヒ
ソ
カ
ナ
リ

）
ヲ
發
ス
ル
（
發ヒラ
ク
）
ヲ
謂
フ
、

人
-生
直
ヲ
爲ナ

シ
テ
、
當
ニ
自
-己
他
-人
ヲ
犯
シ
觸
レ
不さ

ル
當ヘ
キ
、

則と
き
ん

ハ
乃
チ
是
レ
善
ナ
リ
、
若も

シ
對
-面
ニ
人
ノ
陰
-私
ヲ
發
シ
テ
、

己お
の
レ

カ
直
ヲ
成
サ
ン
欲
ス
ル
ハ
、
亦ま
た

子
貢
カ
憎
-惡
ス
ル
所
ナ
リ
、

【
注
】

苞
氏
曰
、
訐
謂
攻
發
人
之
陰
私
也
、

苞
氏
カ
曰
ク
、
訐
ト
ハ
人
ノ
陰
-私
ヲ
攻コ
フ

-發
ス
ル
ヲ
謂
フ
、

【
疏
】

然
孔
子
所
惡(一
〇
)有

四
、
子
貢
有
三
、
亦
示
減
師
也
、

然
ル
ニ
孔
子
ノ
惡
ム
所と
こ
ロ

四
有
リ
、
子
貢
三
ツ
有
ル
コ
ト
ハ
、
亦ま
た

師

ニ
減
ス
ル
コ
ト
ヲ
示
ス
、

（
一
）
「
惡
」、
武
内
本
作
「
疾
」。

（
二
）
「
者
」
下
、
武
内
本
有
「
也
」
字
。

（
三
）
「
之
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
四
）
「
惡
」、
武
内
本
作
「
安
」。

（
五
）
「
故
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
六
）
「
徼
」、
武
内
本
作
「
撽
」。
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（
七
）
「
惡
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
八
）
「
也
」、
武
内
本
作
「
之
」。

（
九
）
「
也
」
下
、
武
内
本
有
下
注
之
疏
「
然
孔
子
所
惡
者
有
四

子
貢
有
三
亦
示
減
師
也
」
十
七
字
。

（
一
〇
）
「
惡
」
下
、
武
内
本
有
「
者
」
字
。

【
經
】

子
曰
、
唯
女
子
與
小
人
、
爲
難
養
也
、

子
ノ
曰
の
た
ま
は

ク
、
唯
タ
女
-子
ト
小
-人
與ト

ハ
、
養
ヒ
難
シ
ト
爲す

、

【
疏
】

女
子
小
人
、
竝
禀
陰
閉
氣
多
、
故
其
意
淺
促
、
所
以
難
可
養
立
也
、

女
-子
小
-人
ハ
、
竝
二
陰
-閉
ノ
氣
ヲ
禀ウ

ク
ル
コ
ト
多
シ
、
故
二
其

ノ
_意
淺
-促
二
シ
テ
、
養
ヒ
_立
ツ
可
キ
コ
ト
難
キ
所
_以
ゆ
ゑ
ん

ナ
リ
、

【
經
】

近
之
則
不
遜
、

之
ヲ
近ち
か
つ

ク
ル
則と
き
ん

ハ
不
-遜
ナ
リ
、

【
疏
】

此
難
養
之
事
也
、
君
子
之
人
、
人
愈
近
愈
敬
、
而
女
子
小
人
、
近
之

則
、
其
承
狎
、
而
爲
不
遜
從
也
、

此
レ
ハ
養
ヒ
難
キ
ノ
事
ナ
リ
、
君
-子
ノ
人
ハ
、
人
愈
い
よ
い
ヨ

_近
ケ
レ
ハ

愈
い
よ
い
ヨ

敬
ス
、
而
ル
ヲ
女
-子
小
-人
ハ
、
之
ヲ
近
ク
ル
則と
き
ん

ハ
、
其
レ

承
ケ
_狎ナ

レ
テ
、
遜
-從
ナ
ラ
不さ

ル
コ
ト
ヲ
爲ス

、

【
經
】

遠
之
則
有
怨
、

之
ヲ
遠さ

ク
ル
則と
き
ん

ハ
怨
ミ
有
リ
、

【
疏
】

君
子
之
交
如
水
、
亦
相
忘
江
湖
、
而
女
子
小
人
、
人
若
遠
之
、
則
生

怨
恨
、
言
人
不
接
己
也
、

君
-子
ノ
交
ハ
水
ノ
如
シ
、
亦ま
た

江
-湖
ニ
相
ヒ
_忘
ル
、
而
ル
ヲ
女
-子

小
-人
ハ
、
人
_若も

シ
之
ヲ
遠さ

ク
ル
、
則と
き
ん

ハ
怨
-恨
ヲ
生
ス
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
人
己
ニ
接マ
し
は

ラ
不す

、
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【
經
】

子
曰
、
年
四
十
而
見
惡
、
焉
其
終
也
已
、

子
ノ
曰
ク
、
年
四
-十
ニ
シ
テ
惡ニ

ク

マ
見ル

ル
ハ
、
其
レ
終ヲ

フ
ラ
ク
已ノ
ミ

、

【
疏
】

人
年
未
四
十
則
、
德
行
猶
進
、
當
時
雖
未
能
善
、
猶
望
可
改
、
若
年

四
十
、
已
在
不
惑
之
時
、
猶
爲
命(一
)人

、
共
所
見
憎
惡
者
、
則
當
終
其

一
生
、
無
復
有
善
理
、
故
云
其
終
也
已
、

人
ノ
年
未い
ま
た

四
-十
ナ
ラ
未さ
ル
則と
き
ん

ハ
、
德
-行
猶
ヲ
_進
マ
ン
、
當
-時

未
タ
善
ナ
ル
コ
ト
能あ
た
は

未ス
ト
雖
い
へ
と
も

、
猶
ヲ
改
ム
可
キ
ニ
望
ミ
ア
リ
、

若
シ
年
四
-十
ニ
シ
テ
、
已
ニ
不
-惑コ
ク

ノ
時
ニ
在
テ
、
猶
ヲ
命
-人
ノ

爲
ニ
、
共
ニ
憎
-惡
セ
見ラ

ル
ル
所
ノ
者も
ノ

ハ
、
則
チ
當
ニ
其
ノ
一
-生
ヲ

終
フ
當ヘ
シ
、
復ま
た

善
-理
有
ル
コ
ト
無
ケ
ン
、
故
ニ
云
ノ
た
ま
は

ク
其
レ
終
フ

ラ
ク
已ノ
ミ

、

【
注
】

鄭
玄
曰
、
年
在
不
惑
、
而
爲
人
所
惡
、
終
無
善
行
也
、

鄭
玄
カ
曰
ク
、
年
不
-惑コ
ク

ニ
在
テ
、
人ひ
と
の

爲
ニ
惡ニ
ク

マ
所ル

ル
ハ
、
終つ
ひ
に

善
-

行
無
キ
ナ
リ
（
無
ケ
ン
）、

（
一
）
「
命
」、
武
内
本
作
「
衆
」。

（
陽
貨
篇
担
当

影
山
輝
國
）

九十四―六 翻刻『論語義疏』（大槻本）〈陽貨篇〉

－119－



微(一
)子

第
十
八

何
晏
集
解

凡
十
／
二
章(二
)

疏(三
)

（
一
）
「
微
」
上
、
武
内
本
有
「
論
語
」
二
字
。

（
二
）
「
凡
十
／
二
章
」（
小
字
雙
行
）、
武
内
本
作
「
凡
十
一
章
」

（
小
字
單
行
）。

（
三
）
「
疏
」、
武
内
本
跳
格
。

【
疏
】

微
子
者
、
殷
紂
庶
兄
也
、
明
其
覩
紂
凶
惡
必
喪
天
位
、
故
先
拂
衣
歸

周
、
以
存
宗
祀
也
、
所
以
次
前
者
、
明
天
下
竝
惡
則
、
賢
宜
遠
避
、

故
以
微
子
次
陽
貨
也
、

微
子
ハ
、
殷
ノ
紂
カ
庶
-兄
ナ
リ
、
其
レ
紂
カ
凶
-惡
ノ
必
か
な
ら
す

天
-位

ヲ
喪ウ
シ
ナ

ハ
ン
コ
ト
ヲ
覩ミ

テ
、
故
ニ
先
ツ
衣
ヲ
拂は
ら
ひ

テ
周
ニ
歸
シ
テ
、
以

テ
宗
-祀
ヲ
存
ス
ル
コ
ト
ヲ
明
ス
、
前
ニ
次つ
い
つ

ル
所
_以
ハ
、
明
ケ
シ

天
-下
竝
ニ
惡
シ
キ
_則
ハ
、
賢
ハ
宜
ク
遠
-避
ス
宜
シ
、
故
ニ
微
子

ヲ
以
テ
陽
貨
ニ
次つ
い

ツ
、

【
經
】

微
子
去
之
、

微
子
ハ
去
ン
ヌ
、

【
疏
】

微
子
者(一

)、
名
啓
是
殷
王
帝
乙
之
元
子
、
紂
之
庶
兄
也
、
殷
紂
暴
虐
、

殘
酷
百
姓
、
日
月
滋
甚
、
不
從
諫
爭
、
微
子
覩(二
)
國
必
亡
、
社
稷
顛

殞
、
己
身
元
長
、
宜
存
係
嗣
、
故
先
去
殷
投
周
、
早
爲
宗
廟
之
計
、

故
云
去
也(三
)、

微
子
ハ
、
名
ハ
啓
是
レ
殷
ノ
王
帝
乙
ノ
元
-子
、
紂
カ
庶
-兄
ナ
リ
、

殷
ノ
紂
暴
-虐
ニ
シ
テ
、
百
-姓
ヲ
殘
（
殘

ソ
コ
ナ
フ

）-酷コ
ク

（
酷

ハ
ナ
ハ
タ

）
ス
ル
コ

ト
、
日
ヒ
月
つ
き
つ
き

ニ
滋
マ
ス
マ
ス

_甚
シ
、
諫
-爭
ス
ル
ニ
從
ハ
不ス

、
微
子
國
ノ

必
ス
亡
シ
、
社
-稷
ノ
顛
-殞イ
ン

（
殞ヲツル
）
セ
ン
コ
ト
ヲ
覩
ル
、
己お
の
レ

カ
身

ハ
元
-長
ナ
リ
、
宜
ク
係ケ
イ

-嗣
ヲ
存
ス
宜
シ
、
故
ニ
先
ツ
殷
ヲ
去
テ
周

ニ
投
シ
テ
、
早
ク
宗
-廟
ノ
計
ヲ
爲ナ

ス
、
故
ニ
去
ル
ト
云
フ
、

【
經
】

箕
子
爲
之
奴
、

箕
子
ハ
奴ヤ
ツ
コ

ト
爲ナ

ン
ヌ
、
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【
疏
】

箕
子
者
、
紂
之
諸
父
也
、
時
爲
父
師
、
是
三
公
之
職
、
屢
諫
不
從
、

知
國
必
殞
、
己
身
非
長
、
不
能
輙
去
職
任
寄
重
人(四
)、
不
可
死
、
故
佯

狂
而
受
囚
爲
奴
、
故
云
爲
之
奴
也
、
鄭
玄
注(五
)尚

書
云
、
父
師
者
三
公

也
、
時
箕
子
爲
之
奴(六
)、

箕
子
ハ
、
紂
カ
諸
-父
（
諸
父
ヲ
チ

）
ナ
リ
、
時
ニ
父
師
爲タ

リ
、
是
レ
三
-

公
ノ
職
ナ
リ
、
屢
シ
ハ
シ
ハ

諫
ム
レ
ト
モ
從
ハ
不す

、
國
ノ
必
ス
殞イ
ン

セ
ン
コ
ト

ヲ
知
ル
、
己お
の
レ

カ
身
ハ
長
ニ
非
ス
、
輙
チ
職
-任
ヲ
去
テ
人
ニ
寄
-重

ス
ル
コ
ト
能
ハ
不ス

、
死
ス
可へ
か
ら

不ス

、
故
ニ
佯イ
ツ
ハ

リ
_狂タ
フ

レ
テ
囚
ヲ
受
テ

奴
ト
爲ナ

ル
、
故
ニ
奴ヤ
ツ
コ

ト
爲ナ

ン
ヌ
ト
云
フ
、
鄭
玄
カ
尚
書
ヲ
注
ス
ル

ニ
云
ク
、
父
-師
ト
ハ
三
-公
ナ
リ
、
時
ニ
箕
子
之こ
れ

カ
奴
ト
爲ナ

ン
ヌ
、

【
經
】

比
干
諫
而
死
、

比
干
ハ
諫
メ
テ
死
ツ
、

【
疏
】

比
干
亦
紂
之
諸
父
也
、
時
爲
小
師
、
小
師
是
三
孤
之
職
也
、
進
非
長

嫡(七
)、

無
存
宗
之
去
、
退
非
臺
輔
、
不
俟
佯
狂
之
留
、
且
生
難
、
死

易
、
故
正(八
)極

諫
、
以
至
割
心
而
死
、
故
云
諫
而
死
也
、
鄭
玄
注(九
)尚

書

云
、
少
師
者
大
師
之
佐
、
孤
卿
也
、
時
比
干
爲
之
死
也
、

比
干
ハ
亦
紂
カ
諸
-父
ヲ

チ

ナ
リ
、
時
ニ
小
-師
爲タ

リ
、
小
-師
ハ
是
レ
三
-

孤
ノ
職
ナ
リ
、
進
テ
長
-嫡
ニ
非あ
ら

ス
、
宗
ヲ
存
シ
テ
去
ル
コ
ト
無
シ
、

退
ク
ニ
臺
-輔
ニ
非
ス
、
佯い
つ
は

リ
_狂
ス
ル
ノ
留と
と
メ

ニ
俟マ

タ
不ス

、
且
ツ
生

ス
ル
コ
ト
難
ク
、
死
ス
ル
コ
ト
易
シ
、
故
ニ
正タ
た
し

ク
極
メ
_諫
テ
、
心ム
ネ

ヲ
割サ

カ
レ
テ
死
ス
ル
ニ
至
ル
、
故
ニ
諫
メ
テ
死
ツ
ト
云
フ
、
鄭
玄
カ

尚
書
ヲ
注
ス
ル
ニ
云
ク
、
少
-師
ハ
大
-師
ノ
佐タ
ス
ケ

、
孤
-卿
ナ
リ
、
時

ニ
比
干
之こ
れ

ト
爲シ

テ
死
ス
、

【
注
】

馬
融
曰
、
微
箕
二
國
名
也
、

馬
融
カ
曰
ク
、
微
箕
ハ
二
-國
ノ
名
ナ
リ
、

【
疏
】

是
殷
家
畿
内
、
菜
地
名
也
、

是
レ
ハ
殷
-家
ノ
畿
-内
ノ
、
菜
-地
ノ
名
ナ
リ
、

【
注
】

子
爵
也
、
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子
ハ
爵
ナ
リ
、

【
疏
】

殷
家
畿
外
三
等
之
爵
、
公
侯
伯
也
﹆

畿
内
唯
子
爵
、
而
箕
微
二
人
、

竝
食
箕
微
之
地
、
而
子
爵
也
、

殷
-家
ハ
畿
-外
ハ
三
-等
ノ
爵
ナ
リ
、
公
侯
伯
ナ
リ
﹆

畿
-内
ハ
唯
タ

子
ノ
爵
ナ
リ
、
而
シ
テ
箕
微
ノ
二
-人
、
竝
ニ
箕
微
ノ
地
ニ
食は

ム
、

而
シ
テ
子
ノ
爵
ナ
リ
、

【
注
】

微
子
紂
之
庶
兄
也
、

微
子
ハ
紂
カ
庶
-兄
、

【
疏
】

鄭
注(一
〇
)尚
書
云
、
微
子
與
紂
同
母
、
當
生
微
子
、
母
猶(一
一
)未
正
、
及
生

紂
時
、
已
得
正
爲
妻
也
、
故
微
子
大
而
庶
、
紂
小
而
嫡
也
、

鄭
カ
注
ノ
尚
書
ニ
云
ク
、
微
子
ハ
紂
與ト

同
-母
ナ
リ
、
微
子
ヲ
生
ム

ニ
當
テ
、
母
ハ
猶
ヲ
未
タ
正
ナ
ラ
未ス
、
紂
ヲ
生
ム
時
ニ
及
テ
、
已
ニ

正マ
さ
し

ク
妻
爲タ

ル
コ
ト
ヲ
得
、
故
ニ
微
子
ハ
大
ニ
シ
テ
庶
ナ
リ
、
紂
ハ

小
ニ
シ
テ
嫡
ナ
リ
、

【
注
】

箕
子
比
干
紂
之
諸
父
也
、

箕
子
比
干
ハ
紂
カ
諸
-父
ナ
リ
、

【
疏
】

二
人
皆
是
帝
乙
之
弟
也
、

二
-人
ハ
皆み
ナ

_是
レ
帝
乙
ノ
弟
ナ
リ
、

【
注
】

微
子
見
紂
無
道
、
早
去
之
、

微
子
ハ
紂
カ
無
道
ナ
ル
ヲ
見
テ
、
早
ク
去
ヌ
、

【
疏
】

故
尚
書
云
、
微
子
乃
告
父
師
少(一
二
)

師
曰
、
王
子
弗
出
、
我
乃
顛
躓
、

是
遂
去
敢
歸
周
、
後
封
微
子
於
宋
、
以
爲
殷
後
也
、

故
ニ
尚
書
ニ
云
ク
、
微
子
乃
チ
父
-師
少
-師
ニ
告
テ
曰
ク
、
王
-子
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ナ
リ
出
テ
ス
ン
ハ
弗ア
ラ

ス
、
我わ
レ

乃
チ
顛
-躓チ

（
躓
ツ
マ
ツ
ク

）
セ
ン
、
是
レ
遂

ニ
去
テ
敢
テ
周
ニ
歸
ス
、
後
ニ
微
子
ヲ
宋
ニ
封
シ
テ
、
殷
ノ
後
ト

爲ス

、
【
注
】

箕
子
佯
狂
爲
奴(一
三
)、
比
干
以
諫(一
四
)見
殺
也
、

箕
子
ハ
佯イ
ツ
ハ

リ
狂
シ
テ
（
狂タブ
レ
テ
）
奴
ト
爲
ル
、
比
干
ハ
諫い
さ
メ

ヲ
以
テ

殺
サ
見レ

タ
リ
、

【
疏
】

故
武
王
勝
紂
釋
箕
子
囚
、
以
箕
子
歸
作
洪
範
而
彜
倫(一
五
)攸

敍
、
封
比

干
墓
、
天
下
悅
服
也
、

故
ニ
武
王
紂
ニ
勝カ
ち

テ
箕
子
カ
囚
ヲ
釋ユ
ル

シ
テ
、
箕
子
ヲ
以ゐ

テ
歸か
へ
り

テ
洪こ
う

範バ
ン

作つ
く
り

彜イ

-倫
ノ
敍ツ
イ

ツ
ル
攸ト
コ
ロ

、
比
干
カ
墓ツ
カ

ヲ
封
シ
テ
、
天
-下
悅
-服

ス
、

【
經
】

孔
子
曰
、
殷
有
三
仁
焉
、

孔
子
ノ
曰
の
た
ま
は

ク
、
殷
ニ
三
-仁
有
リ
、

【
疏
】

孔
子
評
微
子
箕
子
比
干
、
其
迹
雖
異
、
而
同
爲
仁
、
故
云
有
三
仁

焉
、
所
以
然
者
、
仁
以
憂
世
忘
己
身
爲
用
、
而
此
三
人
事
迹
雖
異
、

倶
是
爲
憂
世
民
也
、
然
若
易
地
而
處
則
、
三
人
共
互
能
耳
、
但
若
不

有
去
者
、
則
誰
保
宗
祀
耶
、
不
有
佯
狂
者
、
則
誰
爲
親
寄
耶
、
不
有

死
者
、
則
誰
爲
亮(一
六
)臣
節
耶
、
各
盡
其
所
宜
、
倶
爲
臣
法
、
於
敎
有

益
、
故
稱
仁
也
、

孔
子
微
子
箕
子
比
干
ヲ
評
ス
、
其
ノ
迹
異
ナ
リ
ト
雖
い
へ
と
も

、
同お
な
し

ク
仁

ヲ
爲ナ

ス
、
故
ニ
云
ノ
た
ま
は

ク
三
-仁
有
リ
ト
、
然し
カ

ル
所
_以
ハ
、
仁
ハ
世
ヲ

憂
テ
己お
の
レ

カ
_身
ヲ
忘
ス
ル
ヲ
以
テ
用
ト
爲ス

、
而
ル
ヲ
此
ノ
三
-人
ノ

事
-迹
異
ナ
リ
ト
雖
、
倶
ニ
是
レ
世
-民
ヲ
憂
う
れ
ふ
る

コ
ト
ヲ
爲ナ

ス
、
然
レ

ハ
若
シ
地
ヲ
易カ

ヘ
テ
處
セ
ハ
、
三
-人
共
ニ
互
ニ
能
ク
セ
ン
_耳ノ
ミ

、
但

タ
若
シ
去
ル
_者も
ノ

有
ラ
不す

ン
ハ
、
誰
カ
宗
-祀
ヲ
保
タ
ン
耶ヤ

、
佯
リ
_

狂
ス
ル
者も
ノ

有
ラ
不
ン
ハ
、
誰
カ
親
-寄
ヲ
爲セ

ン
耶ヤ

、
死
ス
ル
_者も
ノ

有
ラ

不す

ン
ハ
、
誰
カ
亮
（
亮マコト
）-臣
ノ
節
ヲ
爲ナ

サ
ン
ヤ
、
各
其
ノ
宜
キ
所

ヲ
盡
ス
、
倶
ニ
臣
ノ
法
ヲ
爲ナ

ス
、
敎
ニ
於
テ
益
有
リ
、
故
ニ
仁
ト
稱

ス
、

【
注
】

馬
融
曰(一
七
)、

仁
者
愛
人
、
三
人
行
各
異
、
而
同
稱
仁
、
以
其
倶
在
憂

亂
寧
民
也
、
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馬
融
カ
曰
ク
、
仁
-者
ハ
人
ヲ
愛
ス
、
三
-人
ノ
行
各
お
の
お
の

異
ナ
レ
ト

モ
、
同
ク
仁
ト
稱
ス
ル
コ
ト
ハ
、
其
ノ
倶
ニ
亂
ヲ
憂
ヘ
民
ヲ
寧ヤ
ス

ン
ス

ル
ニ
在
ル
ヲ
以
テ
ナ
リ
、

（
一
）
「
者
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
二
）
「
覩
」、
武
内
本
作
「
都
」。

（
三
）
「
也
」、
武
内
本
作
「
之
」。

（
四
）
「
人
」、
武
内
本
作
「
又
」。

（
五
）
「
鄭
玄
注
」、
武
内
本
作
「
鄭
注
」。

（
六
）
「
奴
」
下
、
武
内
本
有
「
也
」
字
。

（
七
）
「
嫡
」、
武
内
本
作
「
適
」。

（
八
）
「
正
」
下
、
武
内
本
有
「
言
」
字
。

（
九
）
「
鄭
玄
注
」、
武
内
本
作
「
鄭
注
」。

（
一
〇
）
「
鄭
注
」、
武
内
本
作
「
鄭
玄
注
」。

（
一
一
）
「
猶
」
下
、
武
内
本
有
「
也
」。

（
一
二
）
「
少
師
」、
武
内
本
作
「
小
卿
」。

（
一
三
）
「
奴
」、
武
内
本
作
「
怒
」。

（
一
四
）
「
諫
」
下
、
武
内
本
有
「
而
」
字
。

（
一
五
）
「
彜
倫
」、
武
内
本
作
「
彜
綸
」。

（
一
六
）
「
亮
臣
」、
武
内
本
作
「
高
臣
」。

（
一
七
）
「
馬
融
曰
」、
武
内
本
無
此
三
字
。

【
經
】

柳
下
惠
爲
士
師
、

柳
下
惠
士
師
ト
爲シ

テ
、

【
疏
】

柳
下
惠
展(一
)禽
也
、
士
師
獄
官
也
、
惠
時
爲
獄
官
也
、

柳
下
惠
ハ
展
禽
ナ
リ
、
士
-師
ハ
獄
-官
ナ
リ
、
惠
時
ニ
獄
-官
爲タ

リ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
士
師
典
獄
之
官
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
士
師
ハ
典
-獄
ノ
官
ソ
、

【
經
】

三
黜
、

三
タ
ヒ
黜シ
リ
ソ

ケ
ラ
ル
、

【
疏
】

黜
退
也
、
惠
爲
獄
官
、
無
罪
、
而
三
過
被
黜
退
也
、
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黜
ハ
退
ナ
リ
、
惠
獄
-官
ト
爲シ

テ
、
罪
無な
く

シ
テ
、
三
_過タ
ヒ

黜チ
ユ
ツ

-退
セ
被ラ

ル
、

【
經
】

人
曰
、
子
未
可
以
去
乎
、

人
ノ
曰
ク
、
子
未い
ま

タ
以
テ
去
ル
可へ
か

ラ
未さ
ル
乎カ

、

【
疏
】

人
或
人
也
、
去
謂
更
出
國
往
他
邦
也
、
或
人
見
惠
無
罪
而
三
被
退

逐
、
故
問
之
云
、
子
爲
何
事
、
而
未
可
以
去
此
乎
、
欲
令
其
去
也
、

人
ト
ハ
或
ル
_人
ナ
リ
、
去
ト
ハ
更
ニ
國
ヲ
出
テ
他
-邦
ニ
往
ク
ヲ
謂

フ
、
或
ル
_人
惠
カ
罪つ
ミ

無な
く

シ
テ
三み
た

ヒ
退し
り
そ

ケ
_逐ヲ

ハ
被ル

ル
ヲ
見
ル
、
故

ニ
之こ
れ

ニ
問
テ
云
ク
、
子
何な
ニ

_事
ノ
爲タ
メ

ニ
カ
、
未
タ
此コ
コ

ヲ
去
ル
可へ
か

ラ
未さ

ル
乎カ

、
其
ヲ
令シ

テ
去
ラ
令し
メ
ン
ト
欲
ス
、

【
經
】

曰
直
道
而
事
人
、
焉
往
而
不
三
黜
、

曰イ
は

ク
道
ヲ
直ナ
ヲ

ク
シ
テ
人
ニ
事
ヘ
ハ
、
焉
ク
ニ
_往
ク
ト
シ
テ
カ
三
タ

ヒ
_黜
ケ
ラ
レ
不さ

ラ
ン
、

【
疏
】

柳
答
或
人
、
云
己
所
以
不
去
之
意
也
、
言
時
人
世
皆
邪
曲
、
而
我
獨

用
直
道
、
直
道
事
曲
、
故
無
罪
而
三
黜
耳
、
若
用
直
事
不
正
、
非
唯

我
國
見
黜
、
假
令
至
彼
、
彼
國
復
曲
則
亦
當
必
復
見
黜
、
故
云
焉
往

而
不
三
黜
也
、
禽
是
三
黜
、
故
不
假
去
也
、
故
李
充
云(二
)、
擧
世
喪

亂
、
不
容
正
直
、
以
國
觀
國
、
何
往
不
黜
也
、

柳
或
ル
_人
ニ
答こ
た
へ

テ
、
己お
の
レ

カ
去
ラ
不さ

ル
所
_以
ノ
意
ヲ
云
フ
、
言
ハ

時
ニ
人
-世
皆み
ナ

邪
-曲
ナ
リ
、
而
ル
ヲ
我わ
レ

獨
リ
直
-道
ヲ
用
フ
、
道
ヲ

直
シ
テ
曲
レ
ル
ニ
事ツ
か

フ
、
故
ニ
罪
無な
く

シ
テ
三み
た

ヒ
黜
ラ
ル
ル
耳ノ
ミ

、
若
シ

直
ヲ
用
テ
不
-正
ニ
事
ヘ
ハ
、
唯
タ
我
カ
國
ニ
黜
ケ
ラ
見ラ

ル
ル
ノ
ミ

ニ
非
ス
、
假
_令
タ
ト
イ

彼か
し
コ

ニ
至
ル
ト
モ
、
彼
ノ
國
モ
復
タ
曲
ラ
ハ
則
チ
亦

タ
當
ニ
必
ス
復ま
た

黜
ケ
見ラ

ル
當
シ
、
故
ニ
云
ク
焉
ク
ニ
往
ト
シ
テ
カ
三み
た

ヒ
_黜
ラ
レ
不さ
ら

ン
ト
、
禽
ハ
是
レ
三
タ
ヒ
黜
ラ
ル
、
故
ニ
去
ル
コ
ト

ヲ
假カ

ラ
（
假イタ
サ
）
不す

、
故
ニ
李
充
カ
云
ク
、
世
擧コ
ソ

ツ
テ
喪
-亂
ニ
シ

テ
、
正
-直
ナ
ル
容へ

カ
ラ
（
正
-直
ヲ
容イ
レ
）
不ス

、
國
ヲ
以
テ
國
ヲ
觀

ル
、
何
ク
ニ
_往
ク
ト
シ
テ
カ
黜
ラ
レ
不さ
ら

ン
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
苟
直
道
以
事
人
、
於(三
)所

至
之
國
、
倶
當
復
三
黜
也
、
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孔
安
國
カ
曰
ク
、
苟
い
や
し
く

モ
道
ヲ
直
シ
テ
人
ニ
事
ヘ
ハ
、
至
ル
所
ノ
國

ニ
於
テ
、
倶
ニ
當
ニ
復ま
た

三
タ
ヒ
_黜
ケ
ラ
ル
當へ
シ
、

【
經
】

枉
道
而
事
人
、
何
必
去
父
母
之
邦
、

道
ヲ
枉マ

ケ
テ
人
ニ
事
ヘ
ハ
、
何
ソ
_必
シ
モ
父
-母
ノ
邦
ヲ
去
ラ
ン
、

【
疏
】

又
對
或
人
也
、
枉
曲
也(四
)、

父
母
邦
、
謂
今
舊
居
桑
梓
之
國
也
、
言
我

若
能
捨
直
爲
曲
、
曲
則
是
地
皆
合
、
既
往
必
共(五
)合

、
亦
何
必
遠
離
我

之
舊
邦
、
而
更
他
適
耶
、
故
曲
直
竝
不
須
去
也
、
孫
綽
云
、
言
以
不

枉
道
而
求
留
也
、
若
道
而
可
枉
、
雖
九
生
、
不
足
以
易
一
死
、
柳
下

惠
之
無
此
心
明
矣
、
故
毎
仕
必
直
、
直
必
不
用
、
所
以
三
黜
也
、

又
或
ル
_人
ニ
對
フ
、
枉
ハ
曲
ナ
リ
、
父
-母
ノ
邦
ト
ハ
、
今い
マ

舊
-居

ノ
桑
-梓シ

ノ
國
ヲ
謂
フ
、
言
ハ
我わ
レ

若
シ
能
ク
直
ヲ
捨
テ
テ
曲
ヲ
爲セ

ハ
、

曲
ル
_則
ハ
是コ

ノ
_地
皆み
ナ

_合カ
ナ

ハ
ン
、
既
ニ
往
ク
ト
モ
必
ス
共
ニ
合カ
な
は

ン
、
亦
タ
何
ソ
必
シ
モ
遠
ク
我
カ
舊
-邦
ヲ
離
テ
、
更
ニ
他
ヘ
_適ユ

カ

ン
ヤ
、
故
ニ
曲
-直
竝
ニ
去
ル
コ
ト
ヲ
須も
ち

ヒ
不ス

、
孫
綽
カ
云
ク
、
言

ハ
道
ヲ
枉
ケ
不
ル
ヲ
以
テ
留
と
と
ま
ら

ン
コ
ト
ヲ
求
ム
、
若
シ
道み
チ

而
モ
枉
ケ

可へ

ク
ン
ハ
、
九
-生
ス
ト
雖
モ
、
一
-死
シ
易
キ
ヲ
足
レ
リ
ト
セ
不ス

、

柳
下
惠
カ
此
ノ
_心
無
キ
コ
ト
明
ケ
シ
、
故
ニ
仕
ル
毎
ニ
必
ス
直
ナ

リ
、
直
ナ
ル
ト
キ
ハ
必
ス
用
ラ
レ
不ス

、
三
タ
ヒ
_黜
ラ
ル
ル
所
_以
ナ

リ
、（

一
）
「
展
」、
武
内
本
作
「
典
」。

（
二
）
「
云
」、
武
内
本
作
「
曰
」。

（
三
）
「
於
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
四
）
「
又
對
或
人
也
枉
曲
也
」、
武
内
本
作
「
枉
曲
也
又
對
或
人

也
」。

（
五
）
「
共
」、
武
内
本
作
「
皆
」。

【
經
】

齊
景
公
待
孔
子
、

齊
ノ
景
公
孔
子
ヲ
待
シ
テ
、

【
疏
】

孔
子
往
齊
、
而
景
公
初
欲
處
待
孔
子
、
共
爲
政
化
也
、

孔
子
齊
ニ
往
ク
、
而
シ
テ
景
公
初は
し
メ

孔
子
ニ
處
リ
_待
シ
テ
、
共
ニ

政
-化
ヲ
爲セ

ン
ト
欲
ス
、
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【
經
】

曰
若
季
氏
則
吾
不
能
、

曰イ
は

ク
季
氏
カ
若
キ
ハ
吾わ
レ

能
ハ
不シ

、

【
疏
】

景
公
慕
聖
不
篤
、
初
雖
欲
待
、
而
末
又
生
悔
、
發
此
言
也
、
季
氏
者

魯
之
上
卿
也
、
惣
知
魯
政
、
專
任
一
國
、
今
景
公
云
、
若
使
我
以
國

政
委
任
孔
子
如
魯
之
任
季
氏
、
則
可
不
能
也
、

景
公
聖
ヲ
慕
コ
ト
篤
カ
ラ
不ス

、
初は
し
メ

待
セ
ン
ト
欲
ス
ト
雖
い
へ
と
も

、
末
ニ

又
悔ク
ヒ

ヲ
生
シ
テ
、
此
ノ
言
ヲ
發
ス
、
季
氏
ハ
魯
ノ
上
-卿
ナ
リ
、
惣す
へ

テ
魯
ノ
政
ヲ
知
テ
、
專
ラ
一
-國
ヲ
任
ス
、
今い
マ

景
公
ノ
云
ク
、
若
シ

我
ヲ
使シ

テ
國
-政
ヲ
以
テ
孔
子
ニ
委
-任
セ
使シ
ム
ル
コ
ト
魯
ノ
季
氏
ニ

任
ス
ル
カ
如
キ
ン
ハ
、
能
ハ
不さ

ル
可へ

シ
、

【
經
】

以
季
孟
之
閒
待
之
、

季
孟
ノ
閒
ヲ
以
テ
待
セ
ン
、

【
疏
】

孟
者
魯
之
下
卿
也
、
不
被
任
用
者
也
、
景
公
言
、
我
不
能
用
孔
子
如

魯
處
季
氏
、
又
不
容
令
之
無
事
、
如
魯
之
處
孟
氏
也
、
我
當
以
有
事

無
事
之
閒
處
之
、
故
云
以
季
孟(一
)之

閒
待
之
也
、

孟
ハ
魯
ノ
下
-卿
ナ
リ
、
任
-用
セ
被ラ

レ
不さ

ル
者も
ノ

ナ
リ
、
景
公
ノ
言

ク
、
我わ
レ

孔
子
ヲ
用
ル
コ
ト
魯
季
氏
ニ
處
ス
ル
カ
如こ
と
く

ナ
ル
コ
ト
能
ハ

不シ

、
又
之こ
れ

ヲ
令シ

テ
無
-事
ニ
シ
テ
、
魯
ノ
孟
氏
ニ
處
ス
ル
カ
如
ク
ナ

ル
容ヘ

カ
ラ
不ス

、
我
當ま
さ

ニ
有
-事
無
-事
ノ
閒
ヲ
以
テ
之こ
れ

ニ
處
ス
當ヘ
シ
、

故
ニ
云
ク
季
孟
ノ
閒
ヲ
以
テ
之こ
れ

ヲ
待
セ
ン
ト
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
魯
三
卿
季
氏
爲
上
卿
最
貴
、
孟
氏
爲
下
卿
、
不
用
事
、

言
待
之
、
以
二
者
之
閒
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
魯
ノ
三
-卿
季
氏
ハ
上
-卿
ト
爲シ

テ
最
モ
_貴
シ
、

孟
氏
ハ
下
-卿
ト
爲シ

テ
、
事コ
ト

ヲ
用
ヒ
不ス

、
言
ハ
之こ
れ

ヲ
待
ス
ル
ニ
、
二

ノ
者
ノ
閒
ヲ
以
テ
セ
ン
、

【
經
】

曰
吾
老
矣
、
不
能
用
也
、
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曰
ノ
た
ま
は

ク
吾わ
レ

老を
い

ン
タ
リ
、
用
ヒ
ラ
ル
ル
コ
ト
能
ハ
不シ

ト
イ
ヒ
テ
、

【
疏
】

景
公
初
雖
云
待
之
、
於
季
孟
之
閒
、
而
末
又
悔
、
故
自
託
吾(二

)老
、
不

能
復
用
孔
子
也
、

景
公
初は
し
メ

之こ
れ

ヲ
待
セ
ン
ト
云い
ふ

ト
雖い
へ
ト

モ
、
季
孟
ノ
閒
ニ
於
テ
ス
ル
コ
ト

ハ
、
而
シ
テ
末
ニ
又
悔
ヒ
テ
ナ
リ
、
故
ニ
自
ミ
つ
か
ら

吾
カ
老
ニ
託
シ
テ
、

復
タ
孔
子
ヲ
用
ル
コ
ト
能
ハ
不さ

ル
ナ
リ
、

【
經
】

孔
子
行
、

孔
子
行サ

ン
ヌ
、

【
注
】

以
聖
道
難
成
、
故
云
老
矣
不
能
用(三
)、

聖
-道
ノ
成
リ
難
キ
ヲ
以
テ
ノ
、
故
ニ
老
タ
リ
用
ラ
ル
ル
コ
ト
能
ハ

不シ

ト
云
フ
、

【
疏
】

孔
子
聞
不
能
用
己
、
故
行
去
也
、
江
熙
云
、
麟
不
能
爲
豺
歩
、
鳳
不

能
爲
隼
撃
、
夫
子
所
陳
、
必
也
正
道(四
)、

景
公
不
能
用
、
故
託
吾
老
、

可
合
則
往
、
於
離
則
去
、
聖
人
無
常
者
也(五

)、

孔
子
己お
の
レ

ヲ
用
ル
コ
ト
能
ハ
不さ
ら

ン
コ
ト
ヲ
聞
ク
、
故
ニ
行
テ
去
ル
、

江
熙
カ
云
ク
、
麟
ハ
豺
-歩
ヲ
爲ナ

ス
コ
ト
能
ハ
不ス

、
鳳
ハ
隼ジ
ユ
ン

（
隼
ハ
ヤ
ブ
サ

）-撃ケ
キ

ヲ
爲
な
す
こ
と

能
ハ
不ス

、
夫
-子
ノ
陳ノ

フ
ル
所
ハ
、
必
ス
正
-道

ナ
リ
、
景
公
用
ル
コ
ト
能
ハ
不ス

、
故
ニ
吾
カ
_老
ニ
託
ス
、
合カ
ナ

フ
可へ

キ
則
ハ
往
ク
、
離
ル
ル
ニ
於
テ
ス
ル
則
ハ
去
ル
、
聖
-人
ハ
常つ
ネ

無
キ

者も
ノ

ナ
リ
、

（
一
）
「
季
孟
」、
武
内
本
作
「
孟
季
」。

（
二
）
「
吾
」、
武
内
本
作
「
我
」。

（
三
）
「
用
」
下
、
武
内
本
有
「
也
」
字
。

（
四
）
「
必
也
正
道
」、
武
内
本
作
「
必
正
道
也
」。

（
五
）
「
孔
子
聞
」
至
「
常
者
也
」
五
十
七
字
、
在
經
文
「
孔
子

行
」
下
。

【
經
】

齊
人
歸
女
樂
、
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齊
人
女
-樂
ヲ
歸ヲ
ク

ル
、

【
疏
】

歸
猶
餉
也
、
女
樂
女
伎
也
、
齊
餉
魯
定
公
女
伎
、
致
時
孔
子
在
魯
、

齊
畏
魯
強
、
故
餉
魯(一
)女
樂
、
欲
使
孔
子
去
之(二
)、

歸
ハ
餉
ノ
猶
シ
、
女
-樂
ハ
女
-伎
ナ
リ
、
齊
魯
ノ
定
公
ニ
女
-伎
ヲ

餉ヲ
ク

ル
、
致
ル
時
ニ
孔
子
魯
ニ
在
リ
、
齊
魯
ノ
強
ナ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
畏

ル
、
故
ニ
魯
ニ
女
-樂
ヲ
餉
テ
、
孔
子
ヲ
使シ

テ
去
ラ
使し
メ
ン
ト
欲ほ
つ
す

、

【
經
】

季
桓
子
受
之
、

季
桓
子
之こ
れ

ヲ
受
ク
、

【
疏
】

季
氏
使
定
公
、
受
齊
之
餉
也
、

季
氏
定
公
ヲ
使シ

テ
、
齊
ノ
餉ヲ
ク

ル
ヲ
受
ケ
使シ
ム
、

【
經
】

三
日
不
朝
、

三
-日
朝
セ
不ス

、

【
疏
】

桓
子
既
受
之
、
仍
與
定
公
奏
之
三
日
廢
於
朝
禮(三
)也

、

桓
子
既
ニ
之こ
れ

ヲ
受
ク
、
仍
チ
定
公
與ト

之こ
れ

ヲ
奏
シ
テ
（
奏
セ
シ
メ
テ
）

三
-日
朝
-禮
ヲ
廢
ス
、

【
經
】

孔
子
行
、

孔
子
行サ

ン
ヌ
、

【
疏
】

既
君
臣
淫
樂
、
故
孔
子
遂
行
也
、
江
熙
云
、
夫
子
色
斯
擧
矣
、
無
禮

之
朝
、
安
可
以
處
也(四
)、

既
ニ
君
-臣
淫
-樂
ス
、
故
ニ
孔
子
遂
ニ
行サ

ン
ヌ
、
江
熙
カ
云
ク
、

夫
-子
ハ
色
ノ
マ
マ
ニ
斯
ニ
擧
ス
、
無
-禮
ノ
朝
ハ
、
安
い
つ
く
ん

ソ
以
テ
處

ス
可へ

キ
、
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【
注
】

孔
安
國
曰
、
桓
子
季
孫
斯
也
、
使
定
公
受
齊
之
女
樂
、
君
臣
相
與
觀

之
、
廢
朝
禮
三
日
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
桓
子
ハ
季
孫
斯
ソ
、
定
公
ヲ
使シ

テ
齊
ノ
女
-樂
ヲ

受
ケ
使シ
ム
、
君
-臣
相
ヒ
_與ト
モ

ニ
之こ
れ

ヲ
觀
ル
、
朝
-禮
ヲ
廢
ス
ル
コ
ト

三
-日
、

（
一
）
「
魯
」
下
、
武
内
本
有
「
於
」
字
。

（
二
）
「
之
」、
武
内
本
有
「
也
」。

（
三
）
「
禮
」
下
、
武
内
本
有
「
者
」
字
。

（
四
）
「
也
」、
武
内
本
作
「
乎
」。

【
經
】

楚
狂
接
輿
歌
而
過
孔
子
之
門
、

楚
ノ
狂
接
輿
歌ウ
た
ひ

テ
孔
子
ノ
門
ヲ
過
ク
、

【
疏
】

接
輿
楚
人
也
、
姓
陸
名
通
字
接
輿
﹆

昭
王
時
政
令
無
常
、
乃
被
髮
佯

狂
不
仕
、
時
人
謂
之
爲
楚
狂
也
、
時
孔
子
適(一
)楚

、
而
接
輿
行
歌
、
從

孔
子
邊
過
、
欲
感
切
孔
子
也
、

接
輿
ハ
楚
人
ナ
リ
、
姓
ハ
陸
名
ハ
通
字
ハ
接
輿
﹆

昭
王
ノ
時
政
-令

常
ト
無
シ
、
乃
チ
髮
ヲ
被カ
う
む

リ
佯い
つ
は

リ
_狂タ
ブ

レ
テ
仕
ヘ
不ス

、
時
ノ
_人
之こ
れ

ヲ
謂
テ
楚
-狂
ト
爲ス

、
時
ニ
孔
子
楚
ニ
適
ク
、
而
シ
テ
接
輿
行
-歌
シ

テ
、
孔
子
ノ
邊
從
リ
過
テ
、
孔
子
ヲ
感
-切
セ
マ
ク
欲
ス
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
接
輿
楚
人
也
、
佯
狂
、
而
來
歌
、
以
欲
感
切
孔
子
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
接
輿
ハ
楚
_人
ナ
リ
、
佯
リ
_狂
シ
テ
、
來
テ
_歌

テ
、
以
テ
孔
子
ヲ
感
-切
セ
マ
ク
欲
ス
、

【
經
】

曰
鳳
兮
鳳
兮
、
何
德
之
衰(二
)、

曰イ
は

ク
鳳
_兮
鳳
_兮
、
何
ソ
德
ノ
衰
ヘ
タ
ル
、

【
疏
】

此
接
輿
歌
曲
也
、
知
孔
子
有
聖
德
、
故
以
比
鳳(三
)、

但
鳳
鳥
待
聖
君
乃

見
、
今
孔
子
周
行
、
屢
適
不
合
、
所
以
是
鳳
德
之
衰
也
、

此
レ
ハ
接
輿
カ
歌
ノ
曲
ナ
リ
、
孔
子
ノ
聖
-德
有
ル
ヲ
知
ル
、
故
ニ

鳳
ニ
比
ス
、
但
タ
鳳
-鳥
ハ
聖
-君
ヲ
待
テ
乃す
な
は

チ
（
乃イマ
シ
）
見ア
ラ
ハ

ル
、
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今い
マ

孔
子
周
-行
シ
テ
、
屢
シ
ハ
シ
ハ

適ユ
き

テ
合ア

ハ
不ス

、
是
レ
鳳
-德
ノ
衰
ヘ
タ
ル

所
_以
ナ
リ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
比
孔
子
於
鳳
鳥
也
、
鳳
鳥
待
聖
君
而
乃
見
、
非
孔
子
周

行
求
合
、
故
曰
衰(四
)也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
孔
子
ヲ
鳳
-鳥
（
鳳
_鳥
）
ニ
比
ス
、
鳳
-鳥
ハ
聖
-

君
ヲ
待
テ
乃
チ
（
乃イマ
シ
）
見ミ

ユ
、
孔
子
ノ
周
-行
シ
テ
合ア

ハ
ン
コ
ト

ヲ
求も
と
む

ル
コ
ト
ヲ
非ソ
シ

ル
、
故
ニ
衰
お
と
ろ
へ

タ
リ
ト
曰
フ
、

【
經
】

往
者
不
可
諫
也
、

往イ

ン
シ
_者ヲ
ハ

諫
ム
可へ
か
ら

不ス

、

【
疏
】

言
屢
適
不
合
、
是
已
示
往
事
不
復
可
諫
、
是
既
往
不
咎
也
、

言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
屢
し
は
し
ハ

適ユ
き

テ
合
ハ
不ス

、
是
レ
已
ニ
往
-事
ハ
復ま
た

諫
ム
可へ
か

ラ
不さ

ル

コ
ト
ヲ
示
ス
、
是
レ
既
ニ
往イ
ん
し

ヲ
ハ
咎ト
カ

メ
不ス

、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
已
往
所
行
、
不
可
復
諫
止
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
已
_往
サ

キ

ニ
行
フ
所
ヲ
ハ
、
復ま
た

諫
メ
_止
ム
可へ
か

ラ
不ス

、

【
經
】

來
者
猶
可
追
也
、

來
タ
ラ
ン
_者ヲ
ハ

猶
ヲ
追お
ひ

ツ
可へ

シ
、

【
疏
】

來
者
、
謂
未
至
之
事
也
、
未
至
之(五
)事

、
猶
可
追
止
、
使(六
)莫

復
周
流
天

下
也
、

來
タ
ラ
ン
ヲ
ト
_者ハ

、
未
タ
至
ラ
未さ
ル
事
ヲ
謂
フ
、
未
タ
至
ラ
未さ
ル

ノ
事
ハ
、
猶
ヲ
追
テ
止
ム
可へ

シ
、
復
タ
天
-下
ヲ
周
-流
ス
ル
コ
ト
莫な
か

ラ
使シ

ム
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
自
今
以
來
、
可
追
自
止
、
避
亂
隱
居
也
、
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孔
安
國
カ
曰
ク
、
今ケ
ウ

自
リ
以
_來

ヲ
チ
ツ
カ
タ

ハ
、
追
テ
自
ミ
つ
か
ら

_止
メ
テ
、
亂
ヲ
避

ケ
テ
隱
-居
セ
シ
メ
ツ
可へ

シ
、

【
經
】

已
而
已
而
、
今
之
從
政
者
殆
而
、

已
_而
ヤ
ン
ナ
ン

已
_而
、
今
ノ
政
ニ
從
フ
者も
ノ

ハ
殆ア
ヤ
ウ

シ
、

【
疏
】

已
而
者
、
言
今
世
亂
已
甚
也
、
殆
而
者
、
言
今
從
政
者
、
皆
危
殆
、

不
可
復
救
治
之(七
)也

、

已
_而
ヤ
ン
ナ
ン

ト
者ハ

、
言
ハ
今
-世
亂
已す
て

ニ
_甚
シ
、
殆
シ
ト
者ハ

、
言
ハ
今い
マ

政

ニ
從
ヘ
ル
者ヒ
ト

ハ
、
皆み
ナ

危
-殆
ナ
リ
、
復ま
た

之こ
れ

ヲ
救
ヒ
_治
ム
可へ
か

ラ
不ス

、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
已
而
者
、
言(八
)世
亂
已
甚
、
不
可
復
治
也(九
)、
再
言
之
者
、

傷
之
甚
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
已
_而
_者

ヤ
ン
ナ
ン
ト
ハ

、
言
ハ
世
ノ
亂
レ
タ
ル
コ
ト
已
ニ
_甚

シ
、
復
タ
_治
ム
可へ
か
ら

不ス

、
再
タ
ヒ
之こ
れ

ヲ
言
フ
コ
ト
ハ
、
傷
ム
コ
ト
ノ

甚
シ
キ
ソ
、

【
經
】

孔
子
下
欲
與
之
言
、

孔
子
下ヲ

リ
テ
之こ

レ
與ト

言モ
ノ
イ

ハ
ン
ト
欲
ス
、

【
疏
】

下
下
車
也
、
孔
子
初
在
車
上
、
聞
接
輿
之
歌
、
感
切
於
己
、
己
故
下

車
欲
與
之
共
語
也
、
江
熙
云
、
言
下
車
、
明
在
道
、
聞
其
言
也
、

下
ト
ハ
車
ヨ
リ
下
ル
ル
ソ
、
孔
子
初
メ
車
-上
ニ
在
テ
、
接
輿
カ
歌

テ
、
己お
の
レ

ヲ
感
-切
ス
ル
コ
ト
ヲ
聞
ク
、
己お
の
レ

故
ニ
車
ヨ
リ
下
テ
之こ

レ

與ト

共
ニ
語
ラ
ン
ト
欲ス

、
江
熙
カ
云
ク
、
車
ヨ
リ
下
ル
ル
ト
言
フ
ト
キ

ハ
、
明
ケ
シ
道
ニ
在
テ
、
其
ノ
言コ
ト

ヲ
聞
ク
コ
ト
ヲ
、

【
經
】

趨
而
避
之
﹆

不
得
與
之
言(一
〇
)、

趨
テ
避サ

ン
ヌ
﹆

之こ

レ
與ト

言
も
の
い
ふ

コ
ト
ヲ
得
不ス

、

【
疏
】

趨
疾
走
也
、
接
輿
見
孔
子
下
車
、
欲
與
己
言
、
己
故
急
趨
避
之
、
所

以
令
孔
子
不
得
與
之
言
也
、
江
熙
云
、
若
接
輿
與
夫
子
、
對
共
情
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言(一
一
)則

、
非
狂
也
、
達
其
懷
於
議
者
、
修
其
狂
迹
、
故
疾
行
而
去
也
、

趨
ハ
疾
-走
ナ
リ
、
接
輿
孔
子
ノ
車
ヨ
リ
下
テ
、
己お
の
レ

與ト

言も
の
い

ハ
ン
ト
欲

ス
ル
ヲ
見
テ
、
己お
の
レ

故
ニ
急
ニ
_趨
テ
之こ
れ

ヲ
避
ク
、
孔
子
ヲ
令シ

テ
之こ

レ

與ト

言
も
の
い
ふ

コ
ト
ヲ
得
不さ

ラ
令シ
ム
ル
所
_以
ナ
リ
、
江
熙
カ
云
ク
、
若
シ
接

輿
夫
-子
與ト

、
對
シ
テ
共
ニ
情
-言
ス
ル
則
ハ
、
狂
ニ
非
ス
、
其
ノ
懷

ヲ
議
-者
ニ
達
セ
ン
、
其
ノ
狂
-迹
ヲ
修ヲ
サ

ム
、
故
ニ
疾ト

ク
_行
テ
去
ル
、

【
注
】

苞
氏
曰
、
下
下
車
也
、

苞
氏
カ
曰
ク
、
下
ト
ハ
車
ヨ
リ
下
ル
ル
ソ
、

（
一
）
「
適
」、
武
内
本
作
「
過
」。

（
二
）
「
衰
」
下
、
武
内
本
有
「
也
」
字
。

（
三
）
「
比
鳳
」、
武
内
本
作
「
鳳
比
」。

（
四
）
「
衰
」
下
、
武
内
本
有
「
之
」
字
。

（
五
）
「
之
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
六
）
「
使
」
上
、
武
内
本
有
「
而
」
字
。

（
七
）
「
之
」
下
、
武
内
本
有
「
者
」
字
。

（
八
）
「
言
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
九
）
「
也
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
一
〇
）
「
言
」
下
、
武
内
本
有
「
也
」
字
。

（
一
一
）
「
情
言
」、
武
内
本
作
「
淸
言
」。

【
經
】

長
沮
桀
溺

長
沮
桀
溺

【
疏
】

二
人
皆
隱
士
也
、

二
-人
ハ
皆み
ナ

隱
-士
ナ
リ
、

【
經
】

耦
而
耕
、

耦ゴ
フ

シ
テ
耕
ス
、

【
疏
】

二
人
既
隱
山
野
、
故
耦
而
共
耕
也
、

二
-人
既
ニ
山
-野
ニ
隱
ル
、
故
ニ
耦
シ
テ
共
ニ
耕
ス
、
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【
經
】

孔
子
過
之
、

孔
子
過
ク
、

【
疏
】

孔
子
行
從
沮
溺
二
人
所
耕
之
處
、
過
也
、

孔
子
行
テ
沮
溺
二
-人
ノ
耕
ス
所
ノ
處
從
リ
、
過
ク
、

【
經
】

使
子
路
問
津
焉
、

子
路
ヲ
使シ

テ
津
ヲ
問
ハ
使シ
ム
、

【
疏
】

津
渡
水
處
也
、
時
子
路
從
孔
子
行
、
故
孔
子
使
子
路
訪
問
於
沮
溺
覔

渡
水
津
之
處
也
、
宛
叔
曰
、
欲
顯
之
、
故
使
問
也
、

津
ハ
水
ヲ
渡
ル
ノ
處
ナ
リ
、
時
ニ
子
路
孔
子
ニ
從
テ
行
ク
、
故
ニ
孔

子
子
路
ヲ
使シ

テ
沮
溺
ニ
訪と

ヒ
_問
テ
水
ヲ
渡
ル
津
ノ
處
ヲ
覔も
と

メ
使シ
ム
、

宛
叔
カ
曰
ク
、
之こ
れ

ヲ
顯あ
ら
は

サ
ン
ト
欲
ス
、
故
ニ
問
ハ
使シ

ム
、

【
注
】

鄭
玄
曰
、
長
沮
桀
溺
隱
者
也
、
耜
廣
五
寸
、
二
耜
爲
耦
、

鄭
玄
カ
曰
ク
、
長
沮
桀
溺
ハ
隱
-者
ナ
リ
、
耜ス
キ

ノ
廣
サ
五
-寸
、
二
ツ

ノ
耜ス
キ

ヲ
耦ゴ
フ

ト
爲ス

、

【
疏
】

耕
用
耒
、
是
今

轉(一
)、

耜
是
今
之
鐸
、
廣
五
寸
、
五
寸
則
、
不
成

䎤

伐
、
故
二
人
竝
耕
、
兩
耜
竝
得
廣
一
尺
、
一
尺
則
成
伐
也
、
故
云
二

耜
爲
耦
也
、

耕
ハ
耒ラ
イ

ヲ
用
フ
、
是
レ
今
ノ

-轉
ナ
リ
、
耜シ

ハ
是
レ
今
ノ
鐸タ
ク

ナ
リ
、

䎤

廣
サ
五
-寸
、
五
-寸
ナ
ル
則
ハ
、
伐キ

ル
ヲ
成
セ
不ス

、
故
ニ
二
-人
竝

ニ
耕
ス
、
兩
-耜
ハ
竝
ニ
廣
サ
一
-尺
ヲ
得
、
一
-尺
ハ
則
チ
伐
コ
ト

ヲ
成
ス
、
故
ニ
二
-耜ジ

ヲ
云
テ
耦
ト
爲ス

、

【
注
】

津
濟
渡
處
也(二
)、

津
濟ワ
タ

リ
_渡
ル
ノ
處
ソ
、
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【
經
】

長
沮
曰
、
夫
執
輿
者
、
爲
誰
乎
、

長
沮
カ
曰
ク
、
夫カ

ノ
輿
ヲ
執
レ
ル
者ヒ
ト

ハ
、
誰タ
レ

ト
カ
爲ス

ル
、

【
疏
】

子
路
行
問
津
、
先
問
長
沮
、
長
沮
不
答
津
處
、
而
先
反
問
子
路
也
、

執
輿
猶
執
轡
也
、
子
路
初
在
車
上
、
即
爲
御
、
御
者
執
轡
、
今
既(三
)下

車
而
往
問
津
渡
則
、
廢
轡
與
孔
子
、
孔
子
時
執
轡
、
故
長
沮
問
子
路

云
、
夫
在
車
中
執
轡
者
、
是
爲
誰
子
乎
、

子
路
行
テ
津
ヲ
問
フ
、
先
ツ
長
沮
ニ
問
フ
、
長
沮
津
ノ
_處
ヲ
答
ヘ

不ス

、
而
シ
テ
先
ツ
反
テ
子
路
ニ
問
フ
、
輿
ヲ
執
ル
ト
ハ
轡ヒ

ヲ
執ト

ル
ト

イ
ハ
ン
カ
猶
シ
、
子
路
初
メ
車
-上
ニ
在
テ
、
即
チ
御
爲タ

リ
、
御
-者

ハ
轡
ク
ツ
ハ
ツ
ラ

ヲ
執
ル
、
今い
マ

既
ニ
車
ヨ
リ
下
テ
往
テ
津
ノ
_渡
ヲ
問
フ
則

ハ
、
轡
ヲ
廢
シ
テ
孔
子
ニ
與
フ
、
孔
子
時
ニ
轡
ヲ
執
ル
、
故
ニ
長
沮

子
路
ニ
問
テ
云
ク
、
夫
レ
車
-中
ニ
在
リ
轡
ヲ
執
ル
者ヒ
ト

ハ
、
是
レ
誰い
つ

レ
カ
_子
ト
カ
爲ス

ル
、

【
經
】

子
路
曰
、
爲
孔
丘
、

子
路
カ
曰
ク
、
孔
丘
ト
爲ス

、

【
疏
】

子
路
答
云
、
車
中
執
轡
者
、
是
孔
丘
也
、
然
子
路
問
長
沮
稱
師
名

者
、
聖
師
欲
令
天
下(四
)知
之
也
、

子
路
答
テ
云
ク
、
車
-中
ニ
轡
ヲ
執
ル
者ヒ
ト

ハ
、
是
レ
孔
丘
ナ
リ
、
然

ル
ニ
子
路
長
沮
ニ
問
ハ
レ
テ
師
ノ
_名
ヲ
稱
ス
ル
コ
ト
ハ
、
聖
-師
ヲ

天
下
ヲ
令シ

テ
之こ
れ

ヲ
知
ラ
令し
メ
ン
ト
欲
ス
、

【
經
】

曰
是
魯
孔
丘
與
、

曰イ
は

ク
是
レ
ハ
魯
ノ
孔
丘
與カ

、

【
疏
】

長
沮
更
定
之
也
、
此
是
魯
國
孔
丘
不
乎
、

長
沮
更
ニ
之こ
れ

ヲ
定
ム
、
此
レ
ハ
是
レ
魯
國
ノ
孔
丘
ナ
リ
ヤ
不い
な

ヤ
、

【
經
】

對
曰
是
也
、
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對
テ
曰
ク
是
ナ
リ
、

【
疏
】

答
曰
、
是
魯
孔
丘
也
、

答
テ
曰
ク
、
是
レ
魯
ノ
孔
丘
ナ
リ
、

【
經
】

曰
是
知
津
矣
、

曰イ
は

ク
是
ナ
ラ
ハ
津
ヲ
知
ラ
ン
、

【
疏
】

沮
聞
魯
孔
丘
、
故
不
語
津
處
也
、
言
若
是
魯
之
孔
丘(五
)、

此
人
數
周
流

天
下
、
無
所
不
至
、
必
知
津
處
也
、
無
俟
我
今
復
告
也
、

沮
魯
ノ
孔
丘
ト
聞
ク
、
故
ニ
津
ノ
_處
ヲ
語
ラ
不ス

、
言
ハ
若
シ
是
レ

魯
ノ
孔
丘
ナ
ラ
ハ
、
此
ノ
人
數
シ
ハ
シ
ハ

天
-下
ヲ
周
-流
シ
テ
、
至
ラ
不ス

ト

イ
フ
所
無
シ
、
必
ス
津
ノ
_處
ヲ
知
ラ
ン
、
我わ
レ

今
復
タ
_
告つ
く
る

コ
ト
ヲ

俟マ

ツ
コ
ト
無
ケ
ン
、

【
注
】

馬
融
曰
、
言
數
周
流
、
自
知
津
處
也
、

馬
融
カ
曰
ク
、
言
ハ
數
シ
ハ
シ
ハ

周
-流
シ
テ
、
自
ミ
つ
か
ら

津
ノ
_處
ヲ
知
ラ
ン
、

【
經
】

問
於
桀
溺

桀
溺
ニ
問
フ

【
疏
】

長
沮
不
答
、
子
路
又
問
桀
溺
也(六
)、

長
沮
答
ヘ
不ス

、
子
路
又
桀
溺
ニ
問
フ
、

【
經
】

桀
溺
曰
、
子
爲
誰
、

桀
溺
カ
曰
ク
、
子
ヲ
ハ
誰た
レ

ト
カ
爲ス

ル
、

【
疏
】

又
問
子
路
汝
是
誰
也
、
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又
子
路
ニ
問
フ
汝
ハ
是
レ
誰
ソ
、

【
經
】

曰
爲
仲
由
、

曰イ
は

ク
仲
由
ト
爲ス

、

【
疏
】

子
路
答
言
、
我
是
姓
仲
名
由
也
、

子
路
答
テ
言
ク
、
我わ
レ

ハ
是
レ
姓
ハ
仲
名
ハ
由
、

【
經
】

曰
是
魯
孔
丘
之
徒
與
、

曰イ
は

ク
是
レ
ハ
魯
ノ
孔
丘
ノ
徒
與カ

、

【
疏
】

又
問
言
、
汝
名
由
是
孔
丘
之
門
徒
不
也(七
)、

又
問
テ
言
ク
、
汝な
ん
チ

名
ハ
由
是
レ
孔
丘
ノ
門
-徒
ナ
リ
ヤ
不い
な

ヤ
、

【
經
】

對
曰
然
、

對
ヘ
テ
曰
ク
然し

カ

ナ
リ
、

【
疏
】

子
路
答(八
)是
也
、

子
路
是
ナ
リ
ト
答
フ
、

【
經
】

曰
滔
滔
者
、
天
下
皆
是
也
、
而
誰
以
易
之
、

曰イ
は

ク
滔タ
ウ

-滔
タ
ル
者ヒ
ト

、
天
-下
皆み
ナ

是
ナ
リ
、
而
ル
ヲ
誰
ヲ
以
テ
カ
之こ
れ

ヲ

易カ

エ
ン
、

【
疏
】

滔
滔
者
、
猶
周
流
也
﹆

天
下
皆
是
謂
一
切
皆
惡
也
、
桀
溺
又
云
、
孔

子
何
是(九
)周

流
者
乎
、
當
今
天
下
治
亂
如
一
、
捨
此
適
彼
、
定
誰
可
易

之
者
乎
、
言
皆
惡
也
、

滔
-滔
ト
ハ
、
周
-流
ノ
猶
シ
﹆

天
-下
皆み
ナ

是
ナ
リ
ト
ハ
一
-切
皆み
ナ

惡
キ
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ヲ
謂
フ
、
桀
溺
又
云
ク
、
孔
子
何
ソ
周
-流
ヲ
是
ト
ス
ル
者ヒ
ト

カ
、
今

ニ
當
テ
天
-下
ノ
治
-亂
一
ノ
如
シ
、
此コ
コ

ヲ
捨
テ
テ
彼か
し
コ

ニ
適
ク
、
定

テ
誰
ヲ
カ
之こ
れ

ヲ
易
フ
可へ

キ
者も
ノ

ソ
ヤ
、
言
ハ
皆み
ナ

惡
シ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
滔
滔
者
、
周
流
之
貌
也
、
言
當
今
天
下
治
亂
同
、
空
舍

此
適
彼
、
故
曰
誰
以
易
之(一
〇
)、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
滔
-滔
ハ
、
周
-流
ノ
貌
ソ
、
言
ハ
今
ニ
當
テ
天
-

下
ノ
治
-亂
同
シ
、
空む
な
し

ク
此コ
コ

ヲ
舍ス

テ
テ
彼
ニ
適
ク
、
故
ニ
誰
ヲ
_以

テ
カ
之こ
れ

ヲ
易
ヘ
ン
ト
曰
フ
、

【
經
】

且
而
與
其
從
避
人
之
士
、
也
豈
若
從
避
世
之
士
哉
、

且
ツ
其
ノ
人
ヲ
避
ク
ル
士
ニ
從
ハ
ン
與ヨ
リ

ハ
、
豈
ニ
世
ヲ
避
ル
ノ
士
ニ

從
ハ
ン
ニ
ハ
若シ

カ
ン
哉ヤ

、

【
疏
】

桀
溺
又
微
以
此
言
、
招
子
路
使
從
己
隱
也
、
故
謂
孔
子
爲
避
人
之

士
、
其
自
謂
己
爲
避
世
之
士
也
、
言
汝
今
從
於
避
人
之
士
、
則
豈
如

從(一
一
)避

世
之
士
乎(一
二
)、

桀
溺
又
微ス
コ

シ
此
ノ
_言コ
ト

ヲ
以
テ
、
子
路
ヲ
招
テ
己お
の
レ

カ
隱
ニ
從
ハ
使

ム
、
故
ニ
孔
子
ヲ
謂
テ
人
ヲ
避
ル
ノ
士
ト
爲ス

、
其
レ
自
ミ
つ
か
ら

己お
の
レ

ヲ
謂

テ
世
ヲ
避
ル
ノ
士
ト
爲ス

、
言
ハ
汝な
ん
チ

今い
マ

人
ヲ
避
ク
ル
ノ
士
ニ
從
ハ
ン

ヨ
リ
ハ
、
豈
ニ
世
ヲ
避
ル
ノ
士
ニ
從
ハ
ン
ニ
如シ

カ
ン
乎ヤ

、

【
注
】

士
有
避
人
之(一
三
)法
、
有
避
世
之
法
、
長
沮
桀
溺
謂
孔
子
爲
士
從
避
人(一
四
)

法
也
、
己
之
爲
士
、
則
從
避
世
之
法
者
也
、

士
ニ
人
ヲ
避
ク
ル
ノ
法
有
リ
、
世
ヲ
避
ク
ル
ノ
法
有
リ
、
長
沮
桀
溺

謂お
も
へ

ラ
ク
孔
子
ノ
士
タ
ル
コ
ト
人
ヲ
避
ク
ル
ノ
法
ニ
從
フ
、
己お
の
レ

カ
士

爲タ

ル
コ
ト
、
世
ヲ
避
ク
ル
ノ
法
ニ
從
フ
者も
ノ

ナ
リ
（
孔
子
ノ
士
タ
ル
コ

ト
人
ヲ
避
ク
ル
ノ
法
ニ
從
フ
、
己お
の
レ

カ
士
爲タ

ル
コ
ト
、
世
ヲ
避
ク
ル

ノ
法
ニ
從
フ
ト
謂おも
ヘ
ル
者も
ノ

ナ
リ
）、

【
疏
】

若
如
注
意
則
、
非
但
令
子
路
從
己
、
亦
謂
孔
子
從
己
也
、

若
シ
注
ノ
_意
ノ
如
キ
ン
ハ
、
但
タ
子
路
ヲ
令シ

テ
己お
の
レ

ニ
從
ハ
令しむ
ル
ノ

ミ
ニ
非
ス
、
亦
孔
子
ヲ
謂
テ
己お
の
レ

ニ
從
ハ
シ
ム
（
從
ハ
シ
ム
ル
也な
り

）、
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【
經
】

耰
而
不
輟
、

耰タ
ネ
カ

シ
テ
輟ヤ

マ
不ス

、

【
疏
】

耰
覆
種
也
、
輟
止
也
、
二
人
與
子
路
且
語
且
耕
、
覆
種
不
止
也
、
覆

種
者
、
植
穀
之
法
、
先
散
後
覆(一
五
)也

、

耰ユ
フ

ハ
種
ヲ
覆カ

ス
ソ
、
輟テ
ツ

ハ
止
ナ
リ
、
二
-人
子
路
與ト

且
ツ
_語
テ
且
ツ

_耕
ス
、
種
ヲ
覆カ

シ
テ
止
マ
不ス

、
種
ヲ
覆
ス
ト
ハ
、
穀
ヲ
植ウ

ウ
ル
ノ

法
、
先
ツ
_散
シ
テ
後
ニ
_覆ヲ
ヲ

ウ
、

【
注
】

鄭
玄
曰
、
耰
覆
種
也
、
輟
止
也
、
覆
種
不
止
、
不
以
津(一
六
)告

之(一
七
)也

、

鄭
玄
カ
曰
ク
、
耰ユ
ウ

ハ
種
ヲ
覆カ

ス
ソ
、
輟テ
ツ

ハ
止
、
種
ヲ
覆カ

シ
テ
止
マ
不さ

ル
コ
ト
ハ
、
津
ヲ
以も
て

告
ケ
不シ

ト
ナ
リ
、

【
經
】

子
路
行
以
告
、

子
路
行
テ
以
テ
告マ
フ

ス
、

【
疏
】

子
路
問
二
人
、
二
人
共(一
八
)不

告
、
及
於
借
問
、
而
覆
種
不
止
、
故
子

路
備
以
此
事
、
還
車
上
以
告
孔
子
也
、

子
路
二
-人
ニ
問
フ
、
二
-人
共
ニ
告
ケ
不ス

、
借
-問
ス
ル
ニ
及
テ
、

種
ヲ
覆
シ
テ
止
マ
不ス

、
故
ニ
子
路
備ツ
ふ
さ

ニ
此
ノ
_事
ヲ
以
テ
、
車
-上

ニ
還
テ
以
テ
孔
子
ニ
告
ス
、

【
經
】

夫
子
憮
然

夫
-子
憮
-然
ト
シ
テ

【
疏
】

憮(一
九
)然

猶
驚
愕
也
、
孔
子
聞
子
路
告
、
故
愕
怪
彼
不
達
己
意
、
而
譏

己
也
、

憮
-然
ハ
驚
-愕
ノ
猶
シ
、
孔
子
子
路
カ
告
ヲ
聞
テ
、
故
ニ
愕
ヲ
と
ろ
き

テ
彼

カ
己お
の
レ

カ
_意
ニ
達
セ
不す

シ
テ
、
己お
の
レ

ヲ
譏
ル
コ
ト
ヲ
怪
ム
、
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【
注
】

爲
其
不
達
己
意
、
而(二
〇
)非

己
也
、

其
ノ
己お
の
レ

カ
_意
ニ
達
セ
不す

シ
テ
、
己お
の
レ

ヲ
非ソ
シ

ル
カ
爲た
メ

ナ
リ
、

【
經
】

曰
、
鳥
獸
不
可
與
同
群
也
、

曰
ノ
た
ま
は

ク
、
鳥
-獸
ニ
ハ
與ト
モ

ニ
群
ヲ
同お
な
し

フ
ス
可へ
か

ラ
不ス

、

【
疏
】

孔
子
既
憮(二
一
)

然
、
而
又
云
、
隱
山
林
者
、
則
鳥
獸
同
群
、
出
世
者
、

則
與
世
人
爲
徒
旅
、
我
今
應
出
世
、
自
不
得
居
於
山
林
、
故
云
、
鳥

獸
不
可
與
同
群
也
、

孔
子
既
ニ
憮
-然
ト
シ
テ
、
又ま
タ

云
ノ
た
ま
は

ク
、
山
-林
ニ
隱
ル
ル
者も
ノ

ハ
、
則

チ
鳥
-獸
ト
群
ヲ
同
ス
、
世
ニ
出
ル
者も
ノ

ハ
、
則
チ
世
-人
與ト

徒
-旅
爲タ

リ
、
我わ
レ

ハ
_今い
マ

世
ニ
出
ツ
應へ

シ
、
自
ミ
つ
か
ら

山
-林
ニ
居
ル
コ
ト
ヲ
得
不ス

、

故
ニ
云
ノ
た
ま
は

ク
、
鳥
-獸
ニ
ハ
與ト
モ

ニ
群
ヲ
同お
な
し

フ
ス
可へ
か
ら

不ス

、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
隱
居
於
山
林
、
是
與
鳥
獸
同
群
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
山
-林
ニ
隱
-居
ス
ル
ハ
、
是
レ
鳥
-獸
與ト

群
ヲ
同お
な
し

フ
ス
ル
ナ
リ
、

【
經
】

吾
非
斯
人
之
徒
與
、
而
誰
與
、

吾わ
レ

ハ
斯
ノ
_人
ノ
徒
ト
モ
カ
ラ

ト
與ト
モ

タ
ル
ニ
非あ
ら
す

シ
テ
、
誰た
レ

ト
カ
_與ト
モ

ナ
ラ
ン
、

【
疏
】

言
必
與
人
爲
徒
也
、
亦
云
、
我
既
出
世
應
與
人
爲
徒
旅
、
故
云
、
吾

非
斯
人
之(二
二
)徒

與
、
而
誰
與
、
言
必
與
人
爲
徒
也
、

言
ハ
必
ス
人
與ト

徒ト
モ

爲タ

ラ
ン
、
亦
云
ノ
た
ま
は

ク
、
我
ハ
既
ニ
世
ニ
出
テ
人
與ト

徒
-旅
爲タ

ル
應へ

シ
、
故
ニ
云
ノ
た
ま
は

ク
、
吾わ
レ

ハ
斯
レ
人
ノ
徒
ト
モ
カ
ラ

ト
與ト
モ

タ
ル

ニ
非あ
ら
す

シ
テ
、
誰た
レ

ト
カ
與ト
も

ナ
ラ
ン
、
言
ハ
必
ス
人
與ト

徒ト
モ

爲タ

ラ
ン
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
吾
自
當
與
此
天
下
人
、
同
群
、
安
有(二
三
)能

去
人
、
從(二
四
)鳥

獸
居
乎
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
吾わ
レ

ハ
自
ミ
つ
か
ら

當
ニ
此
ノ
天
-下
ノ
人
與ト

、
群
ヲ
同お
な
し

フ

ス
當ヘ
シ
、
安
ソ
能
ク
人
ヲ
去
ケ
テ
、
鳥
-獸
ニ
從
テ
居
ラ
ン
乎ヤ

、
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【
經
】

天
下
有
道
、
丘
不
與
易
也
、

天
-下
道
有
リ
、
丘
與ト

モ

ニ
_易カ

ヘ
不シ

、

【
疏
】

言
凡
我
道
、
雖
不
行
於
天
下
、
天
下
有
道
者
、
而
我
道
皆
不
至
與
彼

易
之
、
是
我
道
大
、
彼
道
小
故
也
、

言
ハ
凡
ソ
我
カ
_道
、
天
-下
ニ
行
ハ
レ
不ス

ト
雖
モ
、
天
-下
道
有
ル

者も
ノ

ナ
リ
、
而
ル
ヲ
我
カ
_道
皆み
ナ

彼か
レ

與ト

之こ
れ

ヲ
易
ル
ニ
至
ラ
不ス

、
是
レ
我

カ
_道
ハ
大
ナ
リ
、
彼
カ
_道
ハ
小
ナ
ル
_故
ナ
リ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
言
凡
天
下
有
道
者
、
丘
皆
不
與
易
也(二
五
)、

己
道
大
、
而

人
小
故
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
言
ハ
凡
ソ
天
-下
道
有
ル
者も
ノ

、
丘
皆み
ナ

與ト
モ

ニ
易カ

ヘ
不シ

、

己お
の
レ

カ
_道
ハ
大
ニ
シ
テ
、
人
ハ
_小
キ
ナ
ル
故ゆ
ヘ

ナ
リ
、

【
疏
】

江
熙
云
、
易
稱
、
天
下
同
歸
而
殊
塗
、
一
致
而
百
慮
、
君
子
之
道
、

或
出
或
處
、
或
默
或
語
、
所
以
爲
歸
致
者
、
期
於
内
順
生
徒
、
外
惙

敎
旨
也
、
惟
此
而
已
乎
、
凡
敎
、
或
即
我
以
導
物
、
或
執(二
六
)彼

以
明

節
、
以
救
急
疾
於
當
年
﹆

而
發
逸
操
於
沮
溺
、
排
披
抗
言
於
子
路
、

知
非
問
津
之
求
也
、
于
時
風
政
日
昏
、
彼
此
無
以
相
易
、
良
所
以
猶

然
、
斯
可
已
矣
、
彼
故
不
屑
去
就
、
不
輟
其
業
、
不
酬
棲
棲
之
問
、

所
以
遂
節
於
世
、
而
有
惙
於
聖
敎
者
存
矣
、
道
喪
于
茲
、
感
以
事

反
、
是
以
夫
子
憮(二
七
)然
曰
、
鳥
獸
不
可
與
同
群
也
、
明
夫
理
有
大
師
、

吾
所
不
獲
已
也
、
若
欲
潔
其
身
、
韜
其
蹤
、
同
群
鳥
獸
、
不
可
與
斯

民
則
、
所
以
居
大
倫
者
廢
矣
、
此
即
我
以
致
言
、
不
可
以
乘
彼
者

也
、
丘
不
與
易
、
蓋
物
之
有
道
、
故
大
湯
武
、
亦
稱
夷
齊
﹆

由(二
八
)管

仲
而
無
譏
邵
忽
、
今
彼
有
其
道
、
我
有
其
道
、
不
執
我
以
求
彼
、
不

係
彼
以
易
我
、
夫
可
滯
哉
﹆

沈
居
士
云(二
九
)、

世
亂
賢
者
宜
隱
而
全
生
、

聖
人
宜
出
以
弘
物
、
故
自
明
我
道
以
救
大
倫
、
彼
之
絶
迹
隱
世
實
由

世
亂
、
我
之
蒙
塵
棲
遑
亦
以
道
喪
、
此
即
彼
與
我
同
患
世
也
、
彼
實

中
賢
、
無
道
宜
隱
、
不
達
敎
者
也
、
我
則
至
德
、
宜
理
大
倫
、
不
得

已
者
也
、
我
既
不
失
、
彼
亦
無
違
、
無
非
可
相
非
、
且
沮
溺
是
視(三
〇
)

子
路
亦
不
視(三
一
)夫

子
、
謂
子
路
宜
從
己
、
不
言
仲
尼
也
、
自
我
道
不

可
復
與
鳥
獸
同
群
、
宜
與
人
徒
、
本
非
言
彼
也
、
彼
居
林
野
居
然
不

得
不
群
鳥
獸
、
群
鳥
獸
避
世
外
、
以
爲
高
行
、
初
不
爲
鄙
也
、
但
我

自
得
耳
、
以
體
大
居
正
宜
弘
世
也
、
下
云
天
下
有
道
、
丘
不
與
易

也
、
言
天
下
人
自
各
有
道
、
我
不
以
我
道
易
彼
、
亦
不
使
彼
易
我
、

自
各
處
其
宜
也
、
如
江
熙
所
云
、
大
湯
武
而
亦
賢
夷
齊
﹆

美
管
仲
亦
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不
譏
召
忽
也
、

江
熙
カ
云
ク
、
易
ニ
稱イ

エ
ラ
ク
、
天
-下
歸
ヲ
モ
ム
キ

ヲ
同
シ
テ
塗
ヲ
殊
ニ

ス
、
一
-致
ニ
シ
テ
百
-慮
ナ
リ
、
君
-子
ノ
道
、
或
ハ
出
テ
或
ハ
_處

シ
、
或
ハ
默
シ
或
ハ
語
ル
、
歸
-致
ヲ
爲ナ

ス
所
_以
ノ
者も
ノ

、
内う
チ

生
-徒

ニ
順
ヒ
、
外ほ
カ

敎
-旨
ヲ
惙ウ
レ

フ
ル
コ
ト
ヲ
期
ス
、
惟
タ
此
レ
而
_已
ノ

ミ

乎カ

、

凡
ノ
_
敎を
し
ヘ

、
或
ハ
我
ニ
即ツ
き

テ
物
ヲ
導
キ
、
或
ハ
彼
ヲ
執
テ
節
ヲ
明

ス
、
急
-疾
ヲ
當
-年
ニ
救
フ
﹆

而
シ
テ
逸
-操
（
操ミサヲ
）
ヲ
沮
溺
ニ
發

ス
、
抗カ
ウ

（
抗

タ
ク
ワ
フ

）-言
ヲ
子
路
ニ
排
-披
ス
、
津
ヲ
問
フ
ノ
求も
と
メ

ニ
非あ
ら
さ

ル
コ
ト
ヲ
知
ル
、
時
于ニ

風
-政
日ひ
ひ

ニ
_昏く
ら

シ
、
彼
-此
相
ヒ
_易
ル
コ
ト

無
シ
、
良マ
こ
と

ニ
猶
ヲ
_然
ル
所
_以
ハ
、
斯
レ
己お
の
レ

ヲ
可
ト
ス
、
彼か
レ

故
ニ

去
-就
ヲ
屑
イ
サ
ギ
ヨ

シ
ト
不せ
シ

、
其
ノ
_業
ヲ
輟ヤ

メ
不す

シ
テ
、
棲
-棲
ノ
問
ニ

酬
ヒ
不さ

ル
コ
ト
ハ
、
節
ヲ
世
ニ
遂ト
け

テ
、
聖
-敎
ヲ
惙ウ
レ

フ
ル
有
ル
所
_以

ノ
者も
ノ

存
ス
、
道
茲
ニ
喪
シ
テ
、
感
_以
テ
事こ
ト

_反
ス
（
反ソム
ク
）、
是
ヲ
_

以
テ
夫
-子
憮
-然
ト
シ
テ
曰
ノ
た
ま
は

ク
、
鳥
-獸
ニ
ハ
與ト
も

ニ
群
ヲ
同
フ
ス

可へ
か

ラ
不ス

、
明
ケ
シ
夫
レ
理
ニ
大
-師
有
ル
コ
ト
ヲ
、
吾わ
レ

已ヤ

ム
コ
ト
ヲ

獲
不さ

ル
所
ナ
リ
、
若
シ
其
ノ
身
ヲ
潔
シ
テ
、
其
ノ
蹤ア
ト

ヲ
韜ツ
ツ

マ
ン
ト
欲ホ
つ

シ
テ
、
同
ク
鳥
-獸
ニ
群
シ
テ
、
斯
ノ
_民
ト
與ト
モ

タ
ル
可へ
か
ら

不さ

ル
則
ハ
、

大
-倫
ニ
居
ル
所
_以
ノ
者も
ノ

廢
セ
ン
、
此
レ
我
ニ
即
テ
言コ
ト

ヲ
致
シ
テ
、

彼
ヲ
乘シ
ノ

ク
可へ
か

ラ
不さ

ル
者も
ノ

ナ
リ
、
丘
與と
も

ニ
_易カ

ヘ
不シ

ト
ハ
、
蓋
シ
物
ノ

道み
チ

有
リ
、
故
ニ
湯
武
ヲ
大
ナ
リ
ト
シ
、
亦
夷
齊
ヲ
稱
ス
﹆

管
仲
ニ
由ヨ
り

テ
邵
忽
ヲ
譏
ル
コ
ト
無
シ
、
今い
マ

彼か
レ

其
ノ
_道
有
リ
、
我わ
レ

其
ノ
_道
有

リ
、
我
ヲ
執
テ
彼
ヲ
求
メ
不ス

、
彼
ヲ
係カ

ケ
テ
我
ヲ
易カ

ヘ
不ス

、
夫
レ
滯

ル
可
シ
哉ヤ
﹆

沈
居
士
カ
云
ク
、
世
-亂
ニ
ハ
賢
-者
ハ
宜
ク
隱か
く
れ

テ
生

ヲ
全
フ
ス
宜へ

シ
、
聖
-人
ハ
宜
ク
出
テ
テ
以
テ
物
ニ
弘ヒ
ロ

ム
宜ヘ
シ
、
故

ニ
自
ミ
つ
か
ら

我
カ
_道
ヲ
明
シ
テ
大
-倫
ヲ
救
フ
、
彼
カ
迹
ヲ
絶
シ
テ
世
ニ

隱
ル
ル
モ
實
ニ
世
-亂
ニ
由
ル
、
我
カ
蒙
-塵
シ
テ
棲
-遑
タ
ル
モ
亦ま
タ

道
ノ
喪
ス
ル
ヲ
以
テ
ナ
リ
、
此
レ
即
チ
彼
ト
我わ
レ

與ト

同
ク
世
ヲ
患う
れ
ふ

ル

ナ
リ
、
彼
ハ
實
ニ
中
-賢
ナ
リ
、
無
-道
ニ
ハ
宜
ク
隱か
く
れ

テ
、
敎
ヲ
達

セ
不さ

ル
宜ヘ
キ
者も
ノ

ナ
リ
、
我
ハ
則
チ
至
-德
ナ
リ
、
宜
ク
大
-倫
ヲ
理ヲ
サ

メ

テ
、
已
ム
コ
ト
ヲ
得
不さ

ル
宜ヘ
キ
者も
ノ

ナ
リ
、
我わ
レ

既
ニ
失
セ
不ス

、
彼
モ
_

亦
違タ
か
ふ

コ
ト
無
シ
、
非
ノ
相
ヒ
_非
ス
可へ

キ
無
シ
、
且
タ
沮
溺
ハ
是
レ

子
路
ヲ
視み

テ
亦
夫
-子
ヲ
視み

不す

、
子
路
ニ
謂カ
た
り

テ
宜
ク
己お
の
レ

ニ
從
フ
宜ヘ

シ
ト
イ
フ
、
仲
尼
ヲ
言
ハ
不ス

、
自
ヲ
の
つ
か
ら

我
カ
道
ハ
復
鳥
-獸
與ト

群
ヲ
同

ス
可へ
か

ラ
不す

、
宜
ク
人
-徒
ト
與ト
モ

タ
ル
宜ヘ
シ
、
本も
ト

彼
ヲ
言
フ
ニ
非
ス
、

彼
ハ
林
-野
ニ
居
テ
居
-然
ト
シ
テ
鳥
-獸
ト
群む
れ

不さ

ル
コ
ト
ヲ
得
不ス

、

鳥
-獸
ト
群
シ
テ
世
-外
ニ
避
テ
、
以
テ
高
-行
ヲ
爲ナ

ス
、
初
メ
ヨ
リ

鄙
シ
ト
爲セ

不ス

、
但
タ
我わ
レ

自
ミ
つ
か
ら

_得
タ
ル
耳ノ
ミ

、
體
-大
ヲ
以
テ
正
ニ
居
テ

宜
ク
世
ニ
弘
ム
宜ヘ
シ
、
下
ニ
云
ク
天
-下
道
有
リ
、
丘
與
ニ
易
ヘ
不シ

ト
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
天
-下
ノ
人
自
ヲ
の
つ
か
ら

各
お
の
お
の

道
有
リ
、
我わ
レ

我
カ
道
ヲ
以
テ

彼
ヲ
易
ヘ
不シ

、
亦
彼
ヲ
使シ

テ
我
ヲ
易
ヘ
使シ
メ
不ス

、
自
ヲ
の
つ
か
ら

各
お
の
お
の

其
ノ

宜
ニ
處
ス
、
江
熙
カ
云
フ
所
ノ
如
シ
、
湯
武
ヲ
大
ナ
リ
ト
シ
亦
夷
齊

ヲ
賢
ナ
リ
ト
ス
﹆

管
仲
ヲ
美
メ
テ
亦
召
忽
ヲ
譏
ラ
不ス

、
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（
一
）
「

轉
」、
武
内
本
作
「
鉤
鎛
」。

䎤

（
二
）
「
也
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
三
）
「
既
」、
武
内
本
作
「
即
」。

（
四
）
「
下
」
下
、
武
内
本
有
「
而
」
字
。

（
五
）
「
孔
丘
」、
武
内
本
作
「
孔
子
」。

（
六
）
「
也
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
七
）
「
乎
」、
武
内
本
作
「
也
」。

（
八
）
「
答
」
下
、
武
内
本
有
「
云
」
字
。

（
九
）
「
是
」、
武
内
本
作
「
事
」。

（
一
〇
）
「
之
」
下
、
武
内
本
有
「
也
」
字
。

（
一
一
）
「
從
」
下
、
武
内
本
有
「
於
」
字
。

（
一
二
）
「
也
」、
武
内
本
作
「
乎
」。

（
一
三
）
「
之
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
一
四
）
「
人
」
下
、
武
内
本
有
「
之
」
字
。

（
一
五
）
「
覆
」
下
、
武
内
本
有
「
也
」
字
。

（
一
六
）
「
津
」
下
、
武
内
本
有
「
處
」
字
。

（
一
七
）
「
之
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
一
八
）
「
共
」、
武
内
本
作
「
皆
」。

（
一
九
）
「
憮
」、
武
内
本
作
「
撫
」。

（
二
〇
）
「
而
」
下
、
武
内
本
有
「
便
」
字
。

（
二
一
）
「
憮
」、
武
内
本
作
「
撫
」。

（
二
二
）
「
之
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
二
三
）
「
有
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
二
四
）
「
從
」、
武
内
本
作
「
徒
」。

（
二
五
）
「
也
」、
武
内
本
作
「
之
」。

（
二
六
）
「
執
」、
武
内
本
作
「
報
」。

（
二
七
）
「
憮
」、
武
内
本
作
「
撫
」。

（
二
八
）
「
由
」、
武
内
本
作
「
美
」。

（
二
九
）
「
云
」、
武
内
本
作
「
曰
」。

（
三
〇
）
「
視
」、
武
内
本
作
「
規
」。

（
三
一
）
「
視
」、
武
内
本
作
「
規
」。

【
經
】

子
路
從
、
而
後
、

子
路
從
テ
、
後ヲ
ク

レ
タ
リ
、

【
疏
】

孔
子
與
子
路
同
行
、
孔
子
先
發
、
子
路
在
後
隨
之
、
未
得
相
及
、
故

云
從
而
後
也
、

孔
子
子
路
與ト

同
ク
行
ク
、
孔
子
先
ツ
發
ス
、
子
路
後し
り
ヘ

ニ
在
テ
之こ
れ

ニ

隨
フ
、
未
タ
相
ヒ
_及
コ
ト
ヲ
得
未ス
、
故
ニ
從
テ
後ヲ
ク

レ
タ
リ
ト
云
フ
、
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【
經
】

遇
丈
人
以
杖
荷
篠
、

丈
-人
ノ
杖
ヲ
以
テ
篠ア
ジ
カ

ヲ
荷ニ
ナ

フ
ニ
遇
フ
、

【
疏
】

遇
者
、
不
期
而
會(一
)也
、
丈
人
者
、
長
宿
之
稱
也
、
荷
擔
揚
也
、
篠
竹

器
、
名
﹆

子
路
在
孔
子
後
、
未
及
孔
子
﹆

而
與
此
丈
人
相
遇
、
見
此

丈
人
以
杖
擔
一
器
籮
簏(二
)之

屬
、
故
云
以
杖
荷
篠
也
、

遇
ト
ハ
、
期
セ
不さ

ル
ニ
會ア

フ
ソ
、
丈
-人
ト
ハ
、
長
-宿
ノ
稱
ナ
リ
、

荷
ハ
擔
-揚
ナ
リ
、
篠
ハ
竹
-器
ノ
、
名
ナ
リ
﹆

子
路
孔
子
ノ
後し
り
ヘ

ニ

在
テ
、
未
タ
孔
子
ニ
及
ハ
未ス
﹆

而
シ
テ
此
ノ
丈
-人
與ト

相
ヒ
_遇
フ
、

此
ノ
丈
-人
ノ
杖
ヲ
以
テ
一
-器
ノ
籮
-簏ロ
ク

ノ
屬
ヲ
擔ニ
な
ふ

ヲ
見
ル
、
故
ニ

杖
ヲ
以も
て

篠
ヲ
荷に
な
ふ

ト
云
フ
、

【
注
】

苞
氏
曰
、
丈
人
、
老
者
也
、
篠
、
竹
器
、
名
也
、

苞
氏
カ
曰
ク
、
丈
-人
ハ
、
老
-者
ソ
、
篠
ハ
、
竹
ノ
器
ノ
、
名
ソ
、

【
經
】

子
路
問
曰
、
子
見
夫
子
乎
、

子
路
問
テ
曰
ク
、
子な
ん
チ

夫
子
ヲ
見
ル
乎ヤ

、

【
疏
】

子
路
既
見
在
後
、
故
借
問
丈
人
、
見
夫
子
不
也(三
)、

子
路
既
ニ
見ゲ
ン

ニ
後
ニ
在
リ
、
故
ニ
丈
-人
ニ
借
-問
ス
、
夫
-子
ヲ
見

ル
ヤ
不い
な

ヤ
、

【
經
】

丈
人
、
曰
、
四
體
不
勤
、
五
穀
不
分
、
孰
爲
夫
子
、

丈
-人
ノ
、
曰
ク
、
四
-體
勤ツ
ト

メ
不ス

、
五
-穀
分わ
か

タ
不ス

、
孰た
レ

ヲ
カ
夫
-子

ト
爲ス

ル
、

【
疏
】

四
體
足
手(四
)也

、
勤
勤
勞
也
、
五
穀
黍
稷
之
屬
也
、
分
播
種
也
、
孰
誰

也
、
子
路
既
借
問
丈
人
、
丈
人
故
答
子
路
也
、
言
當
今
亂
世
汝
不
勤

勞
四
體
以
播
五
穀
、
而
周
流
遠
走
、
問
誰
爲
汝
之
夫
子
而
問
我
索
之

乎
﹆

袁
氏
云
、
其
人
已
委
曲
、
識
孔
子
﹆

故
譏
之
、
四
體
不
勤
、
不
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能
如
禹
稷
躬
殖(五
)五

穀
、
誰
爲
夫
子
而
索
耶
、

四
-體
ハ
足
-手
ナ
リ
、
勤
ハ
勤
-勞
ナ
リ
、
五
-穀
ハ
黍シ
ヨ

（
黍キヒ
）-稷

（
稷ヒエ
）
ノ
屬タ
く
ひ

ナ
リ
、
分
ト
ハ
播
-種
ス
ル
ソ
（
播ホトコ
シ
種ウ
ウ
ル
ナ
リ
）、

孰
ハ
誰
ナ
リ
、
子
路
既
ニ
丈
-人
ニ
借
-問
ス
、
丈
-人
故
ニ
子
路
ニ

答
フ
、
言
ハ
今
ノ
亂
-世
ニ
當
テ
汝な
ん
チ

四
-體
ヲ
勤
-勞
シ
テ
五
-穀
ヲ

播ホ
ド
コ

サ
不す

シ
テ
、
周
-流
遠
-走
ス
、
問
ハ
ク
誰
ヲ
カ
汝
ノ
夫
-子
ト
爲シ

テ
我
ニ
問
テ
之こ
れ

ヲ
索モ
ト

ム
ル
ヤ
﹆

袁
氏
カ
云
ク
、
其
ノ
_人
已
ニ
委
-曲

ニ
シ
テ
、
孔
子
ヲ
識
ル
﹆

故
ニ
之こ
れ

ヲ
譏
ル
、
四
-體
勤ツ
ト

メ
不ス

ト
ハ
、

禹
稷
ノ
如
ク
躬
ミ
つ
か
ら

五
-穀
ヲ
殖ウ

ウ
ル
コ
ト
能
ハ
不ス

、
誰
ヲ
カ
夫
-子
ト

爲シ

テ
索モ
ト

ム
ル
耶ヤ

、

【
注
】

苞
氏
曰
、
丈
人
云(六
)、

不
勤
勞
四
體
、
不
分
殖
五
穀
、
誰
爲
夫
子
、
而

索
之
耶
、

苞
氏
カ
曰
ク
、
丈
-人
ノ
云
ク
、
四
-體
ヲ
勤
-勞
セ
不ス

、
五
-穀
ヲ
分

チ
_殖
ヘ
不ス

、
誰
ヲ
カ
夫
-子
ト
爲シ

テ
、
之こ
れ

ヲ
索
ム
ル
耶ヤ

、

【
經
】

植
其
杖
而
芸
、

其
ノ
杖
ヲ
植ヨ
セ
タ

テ
テ
芸
ク
サ
ハ
ラ

フ
、

【
疏
】

植
竪
也
、
芸
除
草
也
、
丈
人
答
子
路
竟
、
至
草
田
而
竪
其
所
荷
篠
之

杖
、
當
掛
篠
於
杖
頭
、
而
植
竪
之
竟
、
而
芸
除
田
中
穢
草
也
、

植チ

ハ
竪シ
ユ

、
芸
ハ
草
ヲ
除ハ
ラ

フ
、
丈
-人
子
路
ニ
答
ヘ
竟
テ
、
草
-田

（
田トコロ
）
ニ
至
テ
而
シ
テ
其
ノ
篠
ヲ
荷
フ
所
ノ
杖
ヲ
竪
テ
テ
、
當
ニ
篠

ヲ
杖
-頭
ニ
掛
テ
、
之こ
れ

ヲ
植
テ
_竪
テ
竟
テ
、
而
シ
テ
田
-中
ノ
穢
-草

ヲ
芸
-除
ス
當ヘ
シ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
植
倚
也
、
除
草
曰
芸
也(七
)、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
植チ

ハ
倚イ

（
倚キ
）、
草
ヲ
除ハ
ラ

フ
ヲ
芸
ト
曰
フ
、

【
疏
】

杖
以
爲
力
、
以
一
手
芸
草
、
故
云
植
其
杖
、
而
芸
也
、

杖
以
コ
れ
を
も

テ
力
ト
爲ス

、
一
-手
ヲ
以
テ
草
ヲ
芸は
ら

フ
、
故
ニ
其
ノ
_杖
ヲ
植

テ
、
芸
ト
云
フ
、
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【
經
】

子
路
拱
而
立
、

子
路
拱
シ
テ
立
ツ
、

【
疏
】

拱
沓
手
也
、
子
路
未
知
所
以
答
、
故
沓
手
而
倚
立
、
以
觀
丈
人
之
芸

也
、

拱
ト
ハ
手
ヲ
沓ヲ
サ

ム
ル
ソ
、
子
路
未
タ
答
ヘ
ン
所
_以
ヲ
知
ラ
未ス
、
故

ニ
手
ヲ
沓ヲ
さ
め

テ
倚
リ
_立
テ
、
丈
-人
ノ
芸
ヲ
觀
ル
、

【
注
】

未
知
所
以(八
)答

也(九
)、

未
タ
答
ヘ
ン
所
_以
ヲ
知し
ら

未ス
、

【
經
】

止
子
路
宿
、

子
路
ヲ
止ト
ト

メ
テ
宿
セ
シ
ム
、

【
疏
】

子
路
住
倚
當
久
、
已
至
日
暮
、
故
丈
人
留
止
子
路
、
使
停
住
就
己
宿

也
、

子
路
住ト
ト

マ
リ
_倚
ル
コ
ト
當
ニ
久
カ
ル
當ヘ
シ
、
已
ニ
日
-暮
ニ
至
ル
、

故
ニ
丈
-人
子
路
ヲ
留
メ
_止
テ
、
停
メ
_住
テ
己
カ
宿
（
宿ヤト
）
ニ
就

カ
使し

ム
、

【
經
】

殺
鷄
爲
黍
而
食
之
、

鷄
ヲ
殺
シ
黍シ
ヨ

（
黍キビ
）
ヲ
爲ツ
ク

リ
テ
食
セ
シ
ム
、

【
疏
】

子
路
停
宿
、
故
丈
人
家
、
殺
鷄
爲
臛
、
作
黍
飯
而
食
子
路
也
、

子
路
停
テ
_宿
ス
、
故
ニ
丈
-人
ノ
家
ニ
、
鷄
ヲ
殺
シ
テ
臛
ア
ツ
モ
ノ

ト
爲シ

、

黍シ
ヨ

-飯
ヲ
作ツ
く
り

テ
子
路
ニ
食
セ
シ
ム
、

【
經
】

見
其
二
子
焉
、
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其
ノ
二
-子
ヲ
見マ
み
え

シ
ム
、

【
疏
】

丈
人
知
子
路
是
賢
、
故
又
以
丈
人
二
兒
、
見
於
子
路
也
、

丈
-人
子
路
ハ
是
レ
賢
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
、
故
ニ
又
丈
-人
ノ
二
-兒

ヲ
以
テ
、
子
路
ニ
見マ
み
え

シ
ム
、

【
經
】

明
日
子
路
行

明
-日
ニ
子
路
行
テ

【
疏
】

至
明
日
之
旦
、
子
路
得
行
逐
孔
子
也
、

明
-日
ノ
旦
（
旦アシタ
）
ニ
至
テ
、
子
路
行
テ
孔
子
ヲ
逐ヲ

フ
コ
ト
ヲ
得ウ

、

【
經
】

以
告
、

以
テ
_告マ
フ

ス
、

【
疏
】

行
及
孔
子
、
而
具
以
昨
丈
人
所
言
、
及
雞
黍
見
子(一
〇
)事

、
告
於
孔
子

道
之
也
、

行
テ
孔
子
ニ
及
テ
、
具ツ
フ
サ

ニ
昨サ
キ

ニ
丈
-人
ノ
言
フ
所と
こ
ロ

、
及
ヒ
雞
-黍
子

ヲ
見マ
ミ

ヘ
シ
ム
（
見み
ル
ノ
）
事
ヲ
以
テ
、
孔
子
ニ
告
テ
之こ
れ

ヲ
道い

フ
、

【
經
】

子
曰
隱
者
也
、

子
ノ
曰
ク
隱
-者
ナ
リ
、

【
疏
】

孔
子
聞
子
路
告
丈
人
之
事
、
故
云
、
此
丈
人
、
是
隱
處
之
士(一
一
)、

孔
子
子
路
カ
丈
-人
ノ
事
ヲ
告
ル
ヲ
聞
ク
、
故
ニ
云
ノ
た
ま
は

ク
、
此
ノ
丈
-

人
ハ
、
是
レ
隱
-處
ノ
士
ナ
リ
、

【
經
】

使
子
路
反
見
之
、

子
路
ヲ
使シ

テ
反
テ
之こ
れ

ニ
見マ
ミ

ヘ
使シ
ム
、
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【
疏
】

孔
子
既
云
、
丈
人
是
隱
者
、
而
又
使
子
路
反
還
丈
人
家
、
須
與
丈
人

相
見
、
以
己
事
説
之
也
、
其
事
在
下(一
二
)、

孔
子
既
ニ
云
ノ
た
ま
は

ク
、
丈
-人
ハ
是
レ
隱
-者
ナ
リ
ト
、
而
シ
テ
又
子
路

ヲ
使シ

テ
丈
-人
ノ
家
ニ
反
リ
_還
ラ
使シ
ム
、
須
す
へ
か
ら

ク
丈
-人
與ト

相
ヒ
_

見マ
み
え

テ
、
己
カ
事
ヲ
以
テ
之こ
れ

ヲ
説
ク
須ヘ
シ
、
其
ノ
事
ハ
下
ニ
在
リ
、

【
經
】

至
則
行
矣
、

至い
タ

ル
ト
キ
ニ
行ア
リ

キ
タ
リ
、

【
疏
】

子
路
反
至
丈
人
家
、
而
丈
人
已
復
出
行
不
在
也
、

子
路
反
テ
丈
-人
ノ
家
ニ
至
ル
、
而
シ
テ
丈
-人
已
ニ
復
タ
出
テ
_行

テ
在
ラ
不ス

、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
子
路
反
至
其
家
、
丈
人
出
行
不
在
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
子
路
反
テ
其
ノ
_家
ニ
至
ル
ト
キ
ニ
、
丈
-人
出
テ

_行
テ
在
ラ
不ス

、

【
經
】

子
路
曰
、
不
仕
無
義
、

子
路
カ
曰
ク
、
仕
ヘ
不さ

ル
コ
ト
ハ
義
無な
け

レ
ハ
ナ
リ
、

【
疏
】

丈
人
既
不
在
、
而
子
路
留
此
語
、
以
與
丈
人
之
二
子
、
令
其
父
還
、

述
之
也
、
此
以
下
之
言
、
悉
是
孔
子
使
子
路
語
丈
人
之
言
也
、
言
人

不
生
則
已
、
既
生
便
有
在
三
之
義
、
父
母
之
恩
、
君
臣
之
義
、
人
若

仕
、
則
職
於
義
、
故
云
、
不
仕
無
義
也
、

丈
-人
既
ニ
在
ラ
不ス

、
而
ル
ヲ
子
路
此
ノ
_語
ヲ
留
メ
テ
、
以
テ
丈
-

人
ノ
二
-子
ニ
與ア
た
へ

テ
、
其
ノ
_父
ノ
_還
ル
ヲ
令シ

テ
、
之こ
れ

ヲ
述
サ
令シ

ム
、
此
ヨ
リ
以
-下
ノ
言コ
ト

ハ
、
悉
ニ
是
レ
孔
子
子
路
ヲ
使シ

テ
丈
-人
ニ

語
ラ
使シ

ム
ル
ノ
言コ
ト

ナ
リ
、
言
ハ
人
生
レ
不さ

ル
則
ハ
已ヤ

ム
、
既
ニ
生
う
ま
る
る

ト
キ
ハ
便
チ
三
ニ
在
ル
ノ
義
有
リ
、
父
-母
ノ
恩
、
君
-臣
ノ
義
、
人

仕
ル
カ
若
キ
ン
ハ
、
義
ヲ
職モ
ト

ト
ス
、
故
ニ
云イ
は

ク
、
仕
ヘ
不さ

ル
コ
ト
ハ

義
無な
け

レ
ハ
ナ
リ
、
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【
注
】

鄭
玄
曰
、
留
言
、
以
語
丈
人
之
二
子
也
、

鄭
玄
カ
曰
ク
、
言コ

ト

ヲ
留
メ
テ
、
丈
-人
ノ
二
-子
ニ
語
ル
ソ
、

【
經
】

長
幼
之
節
不
可
廢
也
、
君
臣
之
義
如
之
何
其
可
廢
也
、

長
-幼
ノ
節
廢ス

ツ
可へ
か
ら

不す

、
君
-臣
ノ
義
如
_之
_何

い

か

ン

ソ
其
レ
廢
ツ
可
ケ

ン
、

【
疏
】

既
有
長
幼
之
思(一
三
)、

又
有
君
臣
之
義
、
汝
知
見
汝
二
子
、
是
識
長
幼

之
節
、
不
可
廢
闕
、
而
如
何
廢
於
君
臣
之
義
、
而
不
仕
乎
、

既
ニ
長
-幼
ノ
思
有
リ
、
又
君
-臣
ノ
義
有
リ
、
汝な
ん
チ

_知
ン
ヌ
汝
ノ

二
-子
ヲ
見
ル
ニ
、
是
レ
長
-幼
ノ
節
ノ
、
廢
-闕
ス
可へ
か
ら

不さ

ル
コ
ト
ヲ

識
ル
、
而
シ
テ
如
_何
い
か
ン

ソ
君
-臣
ノ
義
ヲ
廢
シ
テ
、
仕
ヘ
不さ

ル
ヤ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
言
汝(一
四
)

知
父
子
相
養
不
可
廢
、
反
可
廢
君
臣
之
義
也(一
五
)

耶
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
言
ハ
汝な
ん
チ

父
-子
相
_養
フ
コ
ト
ヲ
廢
ツ
可へ
か

ラ
不さ

ル

コ
ト
ヲ
知
レ
リ
、
反
テ
君
-臣
ノ
義
ヲ
廢す

ツ
可へ

ケ
ン
耶ヤ

、

【
經
】

欲
潔
其
身
、
而
亂
大
倫
、

其
ノ
身
ヲ
潔
セ
ン
ト
欲ホ
つ

シ
テ
、
大
-倫
ヲ
亂
ル
、

【
疏
】

大
倫
謂
君
臣
之
道
理
也
、
又
言
汝
不
仕
濁
世
、
乃
是
欲
自
淸
潔
汝
身

耳
、
如
亂
君
臣
之
大
道
理(一
六
)何

也
、

大
-倫
ト
ハ
君
-臣
ノ
道
-理
ヲ
謂
フ
、
又
言
ハ
汝な
ん
チ

濁
-世
ニ
仕
ヘ
不ス

、

乃
チ
是
レ
自
ミ
つ
か
ら

汝な
ん
チ

ノ
_身
ヲ
淸
-潔
ニ
セ
ン
ト
欲ホ
つ

ス
ル
耳ノ
ミ

、
君
-臣
ノ

大
ナ
ル
道
-理
ヲ
亂
ル
ヲ
如
何
イ
カ
ン

、

【
注
】

苞
氏
曰
、
倫
道
也
理
也
、

苞
氏
カ
曰
ク
、
倫
ハ
道
_也な
り

理
_也な
り

、
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【
經
】

君
子
之
仕
也
、
行
其
義
也
、

君
-子
ノ
仕
ル
コ
ト
ハ
、
其
ノ
_義
ヲ
行
ハ
ン
ト
ナ
リ
、

【
疏
】

又
言
、
君
子
所
以
仕
者
、
非
貪
榮
祿
富
貴
、
政
是
欲
行
大
義
故
也
、

又
言
ク
、
君
-子
ノ
仕
ル
所
_以
ハ
、
榮
-祿
富
-貴
ヲ
貪ム
さ
ほ

ル
ニ
非
ス
、

政マ
サ

ニ
_是
レ
大
-義
ヲ
行
ハ
ン
ト
欲ほ
つ
す

ル
故
ナ
リ
、

【
經
】

道
之
不
行
也
、
己
知
之
矣
、

道
ノ
行
ハ
レ
不さ

ル
コ
ト
ハ
、
己お
の
レ

之こ
れ

ヲ
知
レ
リ
、

【
疏
】

爲
行
義
、
故
仕
耳
、
濁
世
不
用
我
道
、
而
我
亦
反
自
知
之
也
、

義
ヲ
行
ハ
ン
ト
爲ス

、
故
ニ
仕
ル
_耳ノ
ミ

、
濁
-世
ニ
我
カ
_道
ヲ
用
ヒ
不さ

ル
コ
ト
ハ
、
我わ
レ

_亦
タ
反
テ
自
ミ
つ
か
ら

之こ
れ

ヲ
知
レ
リ
、

【
注
】

苞
氏
曰
、
言
君
子
之
仕
、
所
以
行
君
臣
之
義
也
、
不
必
自(一
七
)道

得
行

也(一
八
)、

孔
子
道
不
見
用
、
己(一
九
)知

之
矣(二
〇
)、

苞
氏
カ
曰
ク
、
言
ハ
君
-子
ノ
仕
ル
コ
ト
ハ
、
君
-臣
ノ
義
ヲ
行
フ
所

_以
ナ
リ
、
必
シ
モ
自
ミ
つ
か
ら

道
ノ
行
ハ
レ
ン
コ
ト
ヲ
得
ン
ト
ニ
ハ
不ア
ら
ス

、

孔
子
ノ
道
ノ
用
ヒ
見ラ

レ
不さ

ル
コ
ト
ハ
、
己お
の
レ

之こ
れ

ヲ
知
レ
リ
、

（
一
）
「
會
」
下
、
武
内
本
有
「
之
」
字
。

（
二
）
「
籮
簏
」、
武
内
本
作
「
籮
簾
」。

（
三
）
「
也
」、
武
内
本
作
「
乎
」。

（
四
）
「
足
手
」、
武
内
本
作
「
手
足
」。

（
五
）
「
殖
」、
武
内
本
作
「
植
」。

（
六
）
「
云
」、
武
内
本
作
「
曰
」。

（
七
）
「
也
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
八
）
「
所
」
下
、
武
内
本
有
「
以
」
字
。

（
九
）
「
也
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
一
〇
）
「
子
」
下
、
武
内
本
有
「
之
」
字
。

（
一
一
）
「
士
」
下
、
武
内
本
有
「
也
」
字
。

（
一
二
）
「
下
」
下
、
武
内
本
有
「
文
」
字
。

（
一
三
）
「
思
」、
武
内
本
作
「
恩
」。

（
一
四
）
「
汝
」、
武
内
本
作
「
女
」。
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（
一
五
）
「
也
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
一
六
）
「
道
理
」、
武
内
本
作
「
倫
」。

（
一
七
）
「
必
自
」、
武
内
本
作
「
自
必
」。

（
一
八
）
「
也
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
一
九
）
「
己
」
上
、
武
内
本
有
「
自
」
字
。

（
二
〇
）
「
矣
」、
武
内
本
作
「
也
」。

【
經
】

逸
民
、

逸
民
、

【
疏
】

逸
民
者
、
謂
民
中
節
行
超
逸
不
拘
於
世
者
也
、
其
人
在
下
、

逸
民
ト
ハ
、
民
-中
ニ
節
-行
超
-逸
シ
テ
世
ニ
拘カ

カ
不さ

ル
者
ヲ
謂
フ
、

其
ノ
人
ハ
下
ニ
在
リ
、

【
經
】

伯
夷

伯
夷

【
疏
】

一
人
也

一
-人

【
經
】

叔
齊

叔
齊

【
疏
】

二
人
也

二
-人

【
經
】

虞
仲

虞
仲

【
疏
】

三
人
也
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三
-人

【
經
】

夷
逸

夷
逸

【
疏
】

四
人
也

四
-人

【
經
】

朱
張(一
)

朱
張

【
疏
】

五
人
也

五
-人

【
經
】

柳
下
惠

柳
下
惠

【
疏
】

六
人
也

六
-人

【
經
】

小
連

小
連

【
疏
】

七
人
也

七
-人

【
注
】

逸
民
者
、
節
行
超
逸
者
也
、
苞
氏
曰
、
此
七
人
皆
逸
民(二
)賢

者
也
、
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逸
-民
ト
ハ
、
節
-行
超
-逸
ス
ル
者も
ノ

ソ
、
苞
氏
カ
曰
ク
、
此
ノ
七
人

ハ
皆み

ナ

逸
-民
ノ
賢
ナ
ル
者も
ノ

ナ
リ
、

【
經
】

子
曰
、
不
降
其
志
、
不
辱
其
身
者
、
伯
夷
叔
齊
與
、

子
ノ
曰
ク
、
其
ノ
志
ヲ
降
サ
不ス

、
其
ノ
_身
ヲ
辱
ハ
ツ
カ
シ

メ
不さ

ル
ハ
、
伯

夷
叔
齊
與カ

、

【
疏
】

逸
民
雖
同
、
而
其
行
事
有
異
、
故
孔
子
評
之
也
、
夷
齊
隱
居
餓
死
、

是
不
降
志
也
、
不
仕
亂
朝
、
是
不
辱
身
也
、
是
心
迹
倶
超
逸
也
、

逸
-民
同
ト
雖
ト
モ
、
而
ト
モ
其
ノ
行
-事
異
ナ
ル
コ
ト
有
リ
、
故
ニ

孔
子
之こ
れ

ヲ
評
ス
、
夷
齊
ハ
隱
-居
シ
テ
餓
-死
ス
、
是
レ
志
ヲ
降
サ
不さ

ル
ナ
リ
、
亂
-朝
ニ
仕
ヘ
不ス

、
是
レ
身
ヲ
辱
メ
不さ

ル
ナ
リ
、
是
レ
心
-

迹
倶
ニ
超
-逸
ス
ル
ナ
リ
、

【
注
】

鄭
玄
曰
、
言
其
直
己
之
心
、
不
入
庸
君
之
朝
也(三
)、

鄭
玄
カ
曰
ク
、
言
ハ
其
レ
己
カ
心
ヲ
直
シ
テ
、
庸
-君
ノ
朝
ニ
入
ラ

不ス

、
【
疏
】

直
己
之
心
、
是
不
降
志
也
、
不
入
庸
君
之
朝
、
是
不
辱
身
也
、

己
カ
心
ヲ
直
ス
、
是
レ
志
ヲ
降
サ
不さ

ル
ナ
リ
、
庸
-君
ノ
朝
ニ
入
ラ

不ス

、
是
レ
身
ヲ
辱
は
つ
か
シ

メ
不さ

ル
ナ
リ
、

【
經
】

謂
柳
下
惠
少
連
、
降
志
辱
身
矣
、

柳
下
惠
少
連
ヲ
謂
ノ
た
ま
は

ク
、
志
ヲ
降
シ
身
ヲ
辱
ハ
つ
か
し

メ
テ
、

【
疏
】

此
二
人
心
逸
、
而
迹
不
逸
也
、
竝
仕
魯
朝
、
而
柳
下
惠
三
黜
則
、
是

降
志
辱
身
也
、

此
ノ
二
-人
心
-逸
シ
テ
、
迹あ
ト

逸
セ
不ス

、
竝
ニ
魯
ノ
朝
ニ
仕
テ
、
柳
下

惠
三
タ
ヒ
_
黜
し
り
そ
け

ラ
ル
ル
則と
き
ん

ハ
、
是
レ
志
ヲ
降
シ
身
ヲ
辱
ム
ル
ナ

リ
、
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【
經
】

言
中
倫
、
行
中
慮
、
其
斯
而(四
)已

矣
、

言コ
ト

倫
ニ
中ア
タ

リ
、
行
慮
ニ
中ア
タ

ル
、
其
レ
斯カ

ク
ノ
コ
ト
キ
而
_已
ノ

ミ

ナ
リ
、

【
疏
】

雖
降
志
辱
身
、
而
言
行
必
中
於
倫
慮
、
故
云
其
斯
而
已
矣
、

志
ヲ
降
シ
身
ヲ
辱
ム
ト
雖
モ
、
言
-行
必
ス
倫
-慮
ニ
中
レ
リ
、
故
ニ

其
レ
斯
ク
ノ
コ
ト
キ
_而
_已
ノ

ミ

ト
云
フ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
但
能
言
應
倫
理
、
行
應
思
慮
、
如(五
)此

而
已
矣(六
)、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
但
タ
能
ク
言コ
ト

倫
-理
ニ
應
シ
、
行
思
-慮
ニ
應
ス
、

此か
く

ノ
如こ
と

キ
而
_已
ノ

ミ

ナ
リ
、

【
疏
】

張
憑
云
、
彼
被
祿
仕
者
乎
、
其
處
朝
也
、
唯
言
不
廢
大
倫
、
行
不
犯

色
、
思
慮
而
已
、
豈
以
世
務
蹔
嬰
其
心
哉
、
所
以
爲
逸
民
也(七
)、

張
憑
カ
云
ク
、
彼か
レ

祿
ヲ
被
カ
う
む
り

テ
仕
ル
者ヒ
ト

カ
、
其
レ
朝
ニ
處を

レ
リ
、
唯

タ
言コ
ト

大
-倫
ヲ
廢
セ
不ス

、
行
色
ヲ
犯
サ
不ス

、
思
-慮
ス
ル
而
_已
ノ

ミ

、
豈

ニ
世
-務
ヲ
以
テ
蹔
シ
は
ら
く

モ
其
ノ
心
ニ
嬰カ

ケ
ン
ヤ
、
逸
-民
ト
爲ス

ル
所
_

以
ナ
リ
、

【
經
】

謂
虞
仲
夷
逸
、
隱
居
放
言
、

虞
仲
夷
逸
ヲ
謂
ノ
た
ま
は

ク
、
隱
-居
シ
テ
言コ
ト

ヲ
放ヲ

ケ
リ
、

【
疏
】

放
置
也
、
隱
居
幽
處
、
廢
置
世
務
、
世
務
不
須
及
言
之
者
也
矣
、

放
ハ
置
ナ
リ
、
幽
-處
ニ
隱
-居
シ
テ
、
世
-務
ヲ
廢
-置
ス
、
世
-務

之こ
れ

ヲ
言
フ
ニ
及
コ
ト
ヲ
須モ
チ

イ
不さ

ル
者も
ノ

ナ
リ
、

【
注
】

苞
氏
曰
、
放
置(八
)、
不(九
)復
言
世
務
也
、

苞
氏
カ
曰
ク
、
放
ハ
置
、
復ま
た

世
-務
ヲ
言
ハ
不ス

、

【
經
】

身
中
淸
、
廢
中
權
、
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身
淸
ニ
（
淸
イ
サ
キ
ヨ

キ
ニ
）
中ア
タ

リ
、
廢ス
タ

レ
タ
ル
コ
ト
權
ニ
中ア
タ

レ
リ
、

【
疏
】

身
不
仕
亂
朝
、
是
中
淸
潔
也
、
廢
事
免
於
世
患
、
是
合
於
權
智
也
、

故
江
熙
云
、
超
然
出
於
埃
塵
之
表
、
身
中
淸
也
、
晦
明
以
遠
害
、
發

動
中
權
也
、

身
亂
-朝
ニ
仕
ヘ
不ス

、
是
レ
淸
-潔
ニ
中ア
た

レ
リ
、
事コ
ト

ヲ
廢
シ
テ
世
ノ
患

ヲ
免ま
ぬ
か

ル
、
是
レ
權
-智
ニ
合か
な

ヘ
リ
、
故
ニ
江
熙
カ
云
ク
、
超
-然
ト

シ
テ
埃
-塵
ノ
表ホ
カ

ニ
出
テ
、
身
淸
ニ
中
レ
リ
、
明
ヲ
晦ク
ら
く

シ
テ
害
ヲ
遠サ

ク
、
發
-動
權
ニ
中
レ
リ
、

【
注
】

淸(一
〇
)

純(一
一
)潔

也
、
遭
世
亂
、
自
廢
棄
、
以
免
患
合
於
權
也
、

淸
ハ
純
-潔
ソ
、
世
ノ
亂
ニ
遭
テ
、
自
ミ
つ
か
ら

廢ス
タ

レ
棄ス
タ

レ
テ
、
以
テ
患
ニ

免
レ
テ
權
ニ
合カ
ナ

ヘ
リ
、

【
經
】

我
則
異
於
是
、
無
可
無
不
可
、

我
ハ
則
チ
是
ニ
異
ナ
リ
、
可
モ
無
ク
不
-可
モ
無
シ
、

【
疏
】

我
則
退
不
拘
於
世
、
故
與
物
無
異
、
所
以
是
無
可
無
不
可
也
、
江
熙

云
、
夫
迹
有
相
明
、
敎
有
相
資
、
若
數
子
、
者
事
既
不
同
、
而
我
亦

有
以
異
矣
、
然
聖
賢
致
訓
、
相
爲
内
外
、
彼
協
契
於
往
載
、
我
拯
溺

於
此
世
、
不
以
我
異
而
抑
物
、
不
以
彼
異
而
通
滯
、
此
吾
所
謂
、
無

可
無
不
可
者
耳
、
豈
以
此
目(一
二
)目
也(一
三
)、
己(一
四
)所
以
異
哉
、
我
迹
之
異
、

蓋
著
于
當
時
、
彼
數
子
者
亦
不
宜
各
滯
於
所
執
矣
、
故
擧
其
往
行
、

而
存
其
會
通
、
將
以
導
夫
方
類
所
挹
仰
乎
、

我わ
レ

ハ
則
チ
退
テ
世
ニ
拘
ラ
不ス

、
故
ニ
物も
ノ

與ト

異
こ
と
な
る

コ
ト
無
シ
、
所
_以
コ
ノ
ユ
ヘ

ニ
是
レ
可
モ
無
ク
不
-可
モ
無
シ
、
江
熙
カ
云
ク
、
夫
レ
迹あ
ト

相
ヒ
明

ナ
ル
コ
ト
有
リ
、
敎を
し
ヘ

相
ヒ
_資ヨ

ル
コ
ト
（
資ト
ル
コ
ト
）
有
リ
、
數
-

子
ノ
若
キ
ン
ハ
、
事コ
ト

既
ニ
同
カ
ラ
不ス

、
而
ル
ヲ
我
モ
亦
タ
以
テ
_異

ナ
ル
コ
ト
有
リ
、
然
ト
モ
聖
-賢
訓ヲ
シ
ヘ

ヲ
致
ス
コ
ト
、
相
ヒ
内
-外
爲タ

リ
、
彼か
レ

ハ
契ノ
リ

ヲ
往
-載
ニ
協カ
ナ

ヘ
、
我わ
レ

ハ
溺ヲ
ホ
レ

ヲ
此
ノ
_世
ニ
拯ス
ク

フ
、
我

カ
異こ
と
な

ル
ヲ
以
テ
物
ヲ
抑
ヘ
不ス

、
彼か
レ

カ
_異
ナ
ル
ヲ
以
テ
滯
ト
ト
コ
フ
リ

ヲ
通

セ
不ス

、
此
レ
吾
カ
謂
ハ
所
ル
、
可
モ
無
ク
不
-可
モ
無
キ
者も
ノ

耳ノ
ミ

、
豈

ニ
此
ノ
目ナ

ヲ
以
テ
目ナ

ト
セ
ン
ヤ
、
己
異
ナ
ル
所
_以
ナ
ル
哉カ
ナ

、
我
カ

迹
ノ
異こ
と
な

ル
コ
ト
、
蓋
シ
當
-時
ニ
著ア
ラ
ハ

ル
、
彼
ノ
數
-子
-者
モ
亦
宜よ
ろ
し

ク
各
執
ル
所
ニ
滯
ル
宜ヘ
カ
ラ
不ス

、
故
ニ
其
ノ
往
-行
ヲ
擧
テ
、
而
シ

テ
其
ノ
會
-通
ヲ
存
シ
テ
、
將
ニ
夫カ

ノ
方
-類
ヲ
導
テ
挹ヒ

キ
_仰
ク
所

ヲ
以
テ
セ
ン
ト
將ス
、
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【
注
】

馬
融
曰
、
亦
不
必
進
、
亦
不
必
退
、
唯
義
所
在
也
、

馬
融
カ
曰
ク
、
亦
必
か
な
ら
す

シ
モ
進
マ
不ス

、
亦
必
シ
モ
退
カ
不ス

、
唯
タ
義

ノ
在
ル
所
ノ
マ
マ
ナ
リ
、

【
疏
】

或
問
曰
、
前
七
人
、
而
此
唯
評
於
六
人
、
不
見
朱
張
何
乎
、
答
云(一
五
)、

王
弼
云
、
朱
張
字
子
弓
﹆

荀
卿
以
比
孔
子
、
今
序
六
人(一
六
)而

闕
朱
張

者
、
明
趣
舍
與
己
合
同
也
、

或
ヒ
ト
問
テ
曰
ク
、
前
ハ
七
-人
ニ
シ
テ
、
此コ
コ

ニ
唯
タ
六
-人
ヲ
評
シ

テ
、
朱
張
ヲ
見
不さ

ル
コ
ト
ハ
何
ソ
_乎ヤ

、
答
テ
云
ク
、
王
弼
カ
云
ク
、

朱
張
字
ハ
子
弓
﹆

荀
卿
孔
子
ニ
比
ス
、
今い
マ

六
-人
ヲ
序ツ
イ

テ
テ
朱
張
ヲ

闕
ク
コ
ト
ハ
、
明
ケ
シ
趣
-舍
（
舍スツ
）
己お
の
レ

與ト

合
-同
ス
ル
コ
ト
ヲ
、

（
一
）
「
朱
張
」、
武
内
本
作
「
朱
長
」。

（
二
）
「
民
」
下
、
武
内
本
有
「
之
」
字
。

（
三
）
「
也
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
四
）
「
而
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
五
）
「
如
」、
武
内
本
作
「
若
」。

（
六
）
「
而
已
矣
」、
武
内
本
作
「
而
已
」。

（
七
）
「
也
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
八
）
「
置
」
下
、
武
内
本
有
「
也
」
字
。

（
九
）
「
不
」
上
、
武
内
本
有
「
置
」
字
。

（
一
〇
）
「
淸
」
上
、
武
内
本
有
「
馬
融
曰
」
三
字
。

（
一
一
）
「
純
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
一
二
）
「
目
」、
武
内
本
作
「
自
」。

（
一
三
）
「
也
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
一
四
）
「
己
」
下
、
武
内
本
有
「
之
」
字
。

（
一
五
）
「
云
」、
武
内
本
作
「
曰
」。

（
一
六
）
「
人
」、
武
内
本
無
此
字
。

【
經
】

大
師
摯
適
齊
、

大
師
摯シ

ハ
齊
ニ
適
ク
、

【
疏
】

自
此
以
下
、
皆
魯
之
樂
人
名
也
、
魯
君
無
道
、
禮
樂
崩
壞
、
樂
人
散

走
所
不
同
也
、
大
師
樂
師
也
、
名
摯
﹆

其
散
逸
適
往
於
齊
國
也
、

此
自
リ
以
-下
ハ
、
皆み
ナ

魯
ノ
樂
-人
ノ
名
ナ
リ
、
魯
ノ
君
無
-道
ニ
シ

テ
、
禮
-樂
崩
レ
_壞
ル
、
樂
-人
ノ
散
-走
ス
ル
所と
こ
ロ

同
カ
ラ
不ス

、
大
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師
ハ
樂
-師
ナ
リ
、
名
ハ
摯シ
﹆

其
レ
散
-逸
シ
テ
齊
國
ニ
適
キ
_往
ク
、

【
經
】

亞
飯
干
適
楚
、

亞
飯
干
ハ
楚
ニ
適
ク
、

【
疏
】

亞
次
也
、
飯
飡
也
、
干
其
名
也
、
古
天
子
諸
侯
飡
、
必
共(一
)奏

樂
、
毎

食
各
有
樂
人
、
亞
飯
干
是
第
二
飡
、
奏
樂
人
也
、
其
奔
逸
適
於
楚
國

也(二
)、

亞ア

ハ
次
ナ
リ
、
飯
ハ
飡
ナ
リ
、
干
ハ
其
ノ
名
ナ
リ
、
古
ニ
ハ
天
-子

諸
侯
飡
ス
ル
ト
キ
ニ
、
必
ス
共
ニ
樂
ヲ
奏
ス
、
食
ス
ル
毎
ニ
各
お
の
お
の

樂
-人
有
リ
、
亞
飯
干
ハ
是
レ
第
-二
ノ
飡
ニ
、
樂
ヲ
奏
ス
ル
人
ナ

リ
、
其
レ
奔
-逸
シ
テ
楚
國
ニ
適
ク
、

【
注
】

孔
安
國(三
)曰

、
亞
次
也
、
次
飯
樂
師
也
、
摯
干
皆
名
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
亞
ハ
次
、
次
-飯
ハ
樂
師
ソ
、
摯
干
ハ
皆み
ナ

名
ナ
リ
、

【
疏
】

然
周
禮
大
司
樂
王
朔
望
食
乃
奏
樂
、
日
食
不
奏
也
、
夏
殷
則
日
奏

也
、
故
王
制
及
玉
藻
皆
云
然
也
、

然
ル
ニ
周
禮
ノ
大
司
樂ガ
ク

王
朔
-望
ノ
食シ

ニ
乃
チ
樂
ヲ
奏
ス
、
日
-食
ニ

ハ
奏
セ
不ス

ト
、
夏
殷
ニ
ハ
則
チ
日
ニ
_奏
ス
、
故
ニ
王
制
及
ヒ
玉
藻

ニ
皆み
ナ

然し
カ

云
フ
、

【
經
】

三
飯
繚
適
蔡
、

三
-飯
繚レ
ウ

ハ
蔡
ニ
適
ク
、

【
疏
】

繚
名
也
、
第
三
飡
、
奏
樂
人
、
散
逸
入
蔡
國
也
、

繚
ハ
名
ナ
リ
、
第
-三
ノ
飡
ニ
、
樂
ヲ
奏
ス
ル
人
ナ
リ
、
散
-逸
シ
テ

蔡
國
ニ
入
ル
、

【
經
】

四
飯
缺
適
秦
、
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四
飯
缺
秦
ニ
適
ク
、

【
疏
】

缺
名
也
、
第
四
飡
、
奏
樂
人
、
奔
散
入
秦
國
也
、

缺
ハ
名
ナ
リ
、
第
-四
ノ
飡
ニ
、
樂
ヲ
奏
ス
ル
人
ナ
リ
、
奔
-散
シ
テ

秦
-國
ニ
入
ル
、

【
注
】

苞
氏
曰
、
三
飯
四
飯
樂
章
名
也
、
各
異
師
、
繚
缺
皆
名
也
、

苞
氏
カ
曰
ク
、
三
飯
四
飯
ハ
樂
-章
ノ
名
ナ
リ
、
各
お
の
お
の

師
ヲ
異
ニ
ス
、

繚レ
ウ

缺
ハ
皆み
ナ

名
ナ
リ
、

【
經
】

鼓
方
叔
入
于
河
、

鼓コ

方
叔
ハ
河
ニ
入
ル
、

【
疏
】

鼓
能
撃
鼓
者
也
、
方
叔
名
也
、
亦
散
逸
、
入
河
内
之
地
、
居
也
、

鼓
ハ
能
ク
鼓
ヲ
撃ウ

ツ
者も
ノ

ナ
リ
、
方
叔
ハ
名
ナ
リ
、
亦
散
-逸
シ
テ
、

河
-内
ノ
地
ニ
入
テ
、
居
ル
、

【
注
】

苞
氏
曰
、
鼓
撃
鼓
者
也(四
)、
方
叔
名
也
、
入
謂
居
其
河
内
也
、

苞
氏
カ
曰
ク
、
鼓コ

ハ
鼓
ヲ
撃ウ

ツ
者
ソ
、
方
叔
ハ
名
ナ
リ
、
入
ト
ハ
其

ノ
河
-内
ニ
居
ル
ヲ
謂
フ
、

【
經
】

播
鞀
武
入
于
漢
、

播ハ

鞀タ
フ

武
ハ
漢
ニ
入
ル
、

【
疏
】

播
猶
搖
也
、
鞀
鞀
鼓
也
、
其
人
能
搖
鞉
鼓
者
也
、
名
武
亦
散
奔
入

漢(五
)、
漢
水
内(六
)居
地(七
)也
、

播
ハ
搖
ノ
猶
シ
、
鞀タ
フ

ハ
鞀
-鼓
ナ
リ
、
其
ノ
_人
能
ク
鞉タ
フ

-鼓コ

ヲ
搖
ス

者も
ノ

ナ
リ
、
名
ハ
武
亦
散
-奔
シ
テ
漢
ニ
入い
る

ト
ハ
、
漢
水
ノ
内
ノ
地
ニ

居
ル
ソ
、
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【
注
】

孔
安
國
曰
、
播(八

)搖
也(九
)、

武
名
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
播ハ

ワ
搖
、
武
ハ
名
ナ
リ
、

【
經
】

小
師(一
〇
)陽
、
撃
磬
襄
入
于
海
、

小
師
陽
、
撃ケ
キ

磬ケ
イ

襄
ハ
海
ニ
入
ル
、

【
疏
】

小
師
名
陽
、
又
撃
磬
人
、
名
襄
﹆

二
人
倶
散
奔
、
入
海
内
居(一
一
)、

小
師
名
ハ
陽
、
又
磬
ヲ
撃
ツ
人ひ
ト

、
名
襄
﹆

二
-人
倶
ニ
散
-奔
シ
テ
、

海
-内
ニ
入
テ
居
ル
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
魯
哀
公
時
、
禮
毀
樂
崩
、
樂
人
共(一
二
)去

、
陽
襄
皆
名
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
魯
ノ
哀
公
ノ
時
、
禮
_毀ヤ
フ

レ
樂
_崩ク
ツ

レ
テ
、
樂
-人

共
ニ
_去
ル
、
陽
襄
ハ
皆み
ナ

名
ナ
リ
、

（
一
）
「
共
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
二
）
「
也
」、
武
内
本
無
此
字
。「
也
」
下
、
武
内
本
有
次
注
之

疏
文
「
然
周
禮
大
司
樂
王
朔
望
食
乃
奏
樂
日
食
不
奏
也
夏
殷

則
日
奏
也
故
王
制
及
玉
藻
皆
云
然
也
」
三
十
四
字
。

（
三
）
「
孔
安
國
」、
武
内
本
作
「
苞
氏
」。

（
四
）
「
也
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
五
）
「
漢
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
六
）
「
内
」
下
、
武
内
本
有
「
之
」
字
。

（
七
）
「
居
地
」、
武
内
本
作
「
地
居
」。

（
八
）
「
播
」
下
、
武
内
本
有
「
猶
」
字
。

（
九
）
「
也
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
一
〇
）
「
小
師
」、
武
内
本
作
「
少
師
」。

（
一
一
）
「
居
」
下
、
武
内
本
有
「
也
」
字
。

（
一
二
）
「
共
」、
武
内
本
作
「
皆
」。

【
經
】

周
公
謂(一
)魯

公

周
公
魯
公
ニ
謂カ
た
り

テ

【
疏
】

周
公
旦
也
、
魯
公
周
公
之
子
、
伯
禽
也
、
周
公
欲
敎
之
、
故
云
謂
魯
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公
也
、
孫
綽
云
、
此
是
周
公
顧
命
魯
公
所
以
之
辭
也
、

周
公
ハ
旦
ナ
リ
、
魯
公
ハ
周
公
ノ
子コ

、
伯
禽
ナ
リ
、
周
公
之こ
れ

ヲ
敎
ヘ

ン
ト
欲
ス
、
故
ニ
魯
公
ニ
謂カ

た

ル
ト
云
フ
、
孫
綽
カ
云
ク
、
此
レ
ハ
是

レ
周
公
魯
公
ニ
顧
-命
ス
ル
所
_以
ノ
辭
ナ
リ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
魯
公
周
公
之
子
伯
禽
也(二
)、

封
於
魯
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
魯
公
ハ
周
公
ノ
子
伯
禽
ソ
、
魯
ニ
封
セ
ラ
ル
、

【
經
】

曰
、
君
子
不
施
其
親
、

曰
ノ
た
ま
は

ク
、
君
-子
ハ
其
ノ
親
ヲ
施カ

ヘ
不ス

（
施うつ
サ
不ス

）、

【
疏
】

此
周
公
所
命
之
辭
也
、
施
猶
易
也
、
言
君
子
之
人
、
不
以
他
人
易
己

之
親
、
是
因(三
)不

失
其
親
也
、

此
レ
ハ
周
公
ノ
命
ス
ル
所
ノ
辭
ナ
リ
、
施
ハ
易エ
キ

ノ
猶
シ
、
言
ハ
君
-

子
ノ
人
ハ
、
他
-人
ヲ
以
テ
己
カ
親
ニ
易カ

ヘ
不ス

、
是
レ
因シ
タ
シ

ン
ス
ル
コ

ト
其
ノ
親
ヲ
失
セ
不さ

ル
ナ
リ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
施
易
也
、
不
以
他
人(四

)易
其
親
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
施シ

ハ
易エ
キ

、
他
-人
ヲ
以
テ
其
ノ
親
ニ
易カ

ヘ
不ス

、

【
疏
】

孫
綽
云
、
不
施
猶
不
偏(五
)、

人
以(六
)不

惠
偏
所
親
、
使
魯
公
崇
至
公(七
)、

張

憑
云
、
君
子
於
人
、
義
之
與
比
、
無
偏
施
於
親
親
、
然
後
九
族
與
庸

勳
、
竝
隆
、
仁
心
與
至
公
倶
著
也
、

孫
綽
カ
云
ク
、
不
-施
ハ
不
-偏
ノ
猶
シ
、
人
_以
テ
偏
ニ
親し
た
し

ン
ス
ル

所
ヲ
惠
マ
不ス

、
魯
公
ヲ
使シ

テ
至
-公
ヲ
崇
ハ
使シ
ム
、
張
憑
カ
云
ク
、

君
-子
ノ
人
ニ
於
ケ
ル
コ
ト
、
義
ト
_之
與ト
モ

ニ
_比
ス
、
偏
ニ
親
-親
ニ

施
ス
コ
ト
無
シ
、
然
シ
テ
_後
ニ
九
-族
庸
勳
與ト

、
竝
ニ
隆サ
カ
ン

ニ
、
仁
-

心
至
-公
與ト

倶
ニ
著ア
ラ
ハ

ル
、

【
經
】

不
使
大
臣
、
怨
乎
不
以
、

大
-臣
ヲ
使シ

テ
、
以モ
チ

イ
ラ
レ
不さ

ル
ニ
怨
ミ
使シ
メ
不ス

、
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【
疏
】

以
用
也
、
爲
君
之
道
、
當
委
用
大
臣
、
大
臣
若
怨
君
不
用
、
則
是
君

之
失
也
、

以
ハ
用
ナ
リ
、
君
爲タ

ル
ノ
道
、
當
ニ
大
-臣
ニ
委
（
委ユ
ダ
ネ

）-用
ス
當ヘ

シ
、
大
-臣
若
シ
君
用
イ
不ス

ト
怨
ム
ル
、
則と
き
ん

ハ
是
レ
君
ノ
失
ナ
リ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
以
用
也
、
怨
不
見
聽
用
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
以
ハ
用
、
聽ユ
ル

シ
_用
ヒ
見ラ

レ
不さ

ル
コ
ト
ヲ
怨
ム
ル

ソ
、

【
經
】

故
舊
無
大
故
、
則
不
棄
也
、

故
-舊
大
-故
無
キ
、
則と
き
ん

ハ
棄
テ
不ス

、

【
疏
】

故
舊
朋
友
也
、
大
故
謂
惡
逆
也
、
朋
友
之
道
、
若
無
大
惡
逆
之
事
、

則
不
得
相
速
棄
也
、

故
-舊
ハ
朋
-友
ナ
リ
、
大
-故
ト
ハ
惡
-逆
ヲ
謂
フ
、
朋
-友
ノ
道
、

若
シ
大
ナ
ル
惡
-逆
ノ
事こ
ト

無
ク
ン
ハ
、
相
イ
速ス
ミ

ヤ
カ
ニ
棄す
つ

ル
コ
ト
ヲ

得
不シ

、

【
經
】

無
求
備
於
一
人
、

一
-人
ニ
備ツ
ブ
サ

ナ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
求
ル
コ
ト
無
シ
、

【
疏
】

無
具
足
、
不
得
責
必
備
、
是
君
子
易
事
之
德
也
、

具
-足
ス
ル
コ
ト
無
キ
ニ
、
必
ス
備
ツ
ふ
さ
な
る

コ
ト
ヲ
責モ
ト

ム
ル
コ
ト
ヲ
得
不さ

レ
、
是
レ
君
-子
ノ
事ツ
カ

ヘ
易
キ
ノ
德
ナ
リ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
大
故
、
謂
惡
逆
之
事
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
大
-故
ト
ハ
、
惡
-逆
ノ
事
ヲ
謂
フ
、

（
一
）
「
謂
」、
武
内
本
作
「
語
」。

（
二
）
「
也
」、
武
内
本
無
此
字
。
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（
三
）
「
因
」、
武
内
本
作
「
固
」。

（
四
）
「
人
」
下
、
武
内
本
有
「
親
」
字
。

（
五
）
「
偏
」
下
、
武
内
本
有
「
也
」
字
。

（
六
）
「
人
以
」、
武
内
本
作
「
謂
」。

（
七
）
「
公
」
下
、
武
内
本
有
「
也
」
字
。

【
經
】

周
有
八
士
、

周
ニ
八
-士
有
リ
、

【
疏
】

舊
云
、
周
世
有
一
母
、
身
四
乳
、
而
生
於
此
八
士(一
)、

八
士
竝
賢
、
故

記
録
之
也
、

舊
ニ
云
ク
、
周
ノ
世
ニ
一
-母
有
リ
、
身
ニ
四
-乳
ア
リ
テ
、
此
ノ

八
-士
ヲ
生
ム
、
八
-士
竝
ニ
賢
ナ
リ
、
故
ニ
之こ
れ

ヲ
記
-録
ス
、

【
經
】

伯
達
伯
适
仲
突
仲
忽
叔
夜
叔
夏
季
隨
季
騧

伯
達
伯
适
仲
突
仲
忽
叔
夜
叔
夏
季
隨
季
騧

【
疏
】

侃
案
師
説
云
、
非
謂
一
人
四
乳
、
乳
猶
倶
生
也
、
有
一
母
、
四
過

生
、
生
輙
雙
二
子
、
四
生
故
、
八
子
也
、
何
以
知
其
然
、
就
其
名
、

兩
兩
相
隨
、
似
是
雙
生
者
也
、

侃
師
ノ
説
ヲ
案
ス
ル
ニ
云
ク
、
一
-人
四
-乳
ト
謂
フ
ニ
非
ス
、
乳
ハ

倶
-生
ノ
猶
シ
、
一
-母
有
テ
、
四
_過タ
ヒ

生
ム
、
生
ム
ト
キ
ハ
輙
チ
二
-

子
ヲ
雙な
ら

フ
、
四
-生
ス
ル
カ
故
ニ
、
八
-子
ナ
リ
、
何
ヲ
_以
テ
カ
其

ノ
然
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ト
ナ
ラ
ハ
、
其
ノ
名
ニ
就
ク
ニ
、
兩
-兩
相
ヒ
_

隨
フ
、
是
レ
雙
-生
ス
ル
者も
ノ

ニ
似
リ
、

【
注
】

苞
氏
曰
、
周
時
四
乳
得
八
子
、
皆
爲
顯
士
、
故
記
云
也(二
)、

苞
氏
カ
曰
ク
、
周
ノ
時
四
-乳
八
-子
ヲ
得
タ
リ
、
皆み
ナ

顯
-士
爲タ

リ
、

故
ニ
記
ス
ト
云
フ
、

（
一
）
「
八
士
」、
武
内
本
作
「
八
子
」、
下
同
。

（
二
）
「
故
記
云
也
」、
武
内
本
作
「
故
記
之
耳
」。

論
語
義
疏
卷(一
)第

九(二
)
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（
一
）
「
卷
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
二
）
「
九
」
下
、
武
内
本
有
「
經
一
千
六
百
五
十
字
／
注
一
千

七
百
七
十
八
字
」
十
七
字
（
小
字
雙
行
）。

（
微
子
篇
担
当

齋
藤
建
太
）
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論
語
義
疏
卷
第
十(一
)

何
晏
集
解
凡
廿
五
章
／
疏
廿
四
章

子
張
第
十
九(二
)

疏(三
)

（
一
）
「
十
」
下
、
武
内
本
有
「
子
張
／
堯
曰
」
四
字
（
小
字
雙

行
）
及
「
梁
國
子
助
敎
呉
郡
皇
侃
撰
」
十
字
。
無
「
何
晏
集

解
」
四
字
及
「
凡
廿
五
章
／
疏
廿
四
章
」
八
字
（
小
字
雙

行
）。

（
二
）
「
九
」
下
、
武
内
本
有
「
何
晏
集
解
」
四
字
及
「
凡
廿
四

章
／
凡
廿
五
章
」
八
字
（
小
字
雙
行
）。

（
三
）
「
疏
」、
武
内
本
別
行
跳
格
。

【
疏
】

子
張
者
弟
子
也
、
明
其
君
若
有
難
、
臣
必
致
死
也
、
所
以
次
前
者
、

既
明
君
惡
臣
宜
拂
衣
而
即
去
、
若
人
人
皆
去
則
、
誰
爲
匡
輔
、
故
此

次
、
明
若
未
得
去
者
、
必
宜
致
身
、
故
以
子
張
次
微
子
也

子
張
ハ
弟
-子
ナ
リ
、
其
ノ
_君
若
シ
難
有
ル
ト
キ
ハ
、
臣
必
か
な
ら
す

死
ヲ

致
ス
コ
ト
ヲ
明
ス
、
前
ニ
次
ツ
ル
所
_以
ゆ
ゑ
ん

ハ
、
既
ニ
君
_惡
シ
キ
ト
キ

ハ
臣
宜
ク
衣
ヲ
拂
テ
即
チ
_去
ル
宜ヘ
キ
コ
ト
ヲ
明
ス
、
若
シ
人
-人
皆み
ナ

去
ル
則と
き
ん

ハ
、
誰
カ
匡
（
匡タタシ
）-輔
（
輔タスク
）
爲タ

ラ
ン
、
故
ニ
此
ヲ
次

ツ
、
明
ケ
シ
若
シ
未
タ
去
ル
コ
ト
ヲ
得え

未さ
ル
者も
ノ

ハ
、
必
ス
宜
ク
身
ヲ

致
ス
宜ヘ
シ
、
故
ニ
子
張
ヲ
以
テ
微
子
ニ
次
ツ

【
經
】

子
張
曰
、
士
見
危
致
命
、

子
張
カ
曰
ク
、
士
ハ
危
キ
ヲ
見
テ
ハ
命
ヲ
致
ス
、

【
疏
】

此
是
第
一
、
此
一
篇
皆
是
弟
子
語
、
無
孔
子
語
也
、
士
者
知
義
理
之

名
、
是
謂
升
朝
之
士
也
、
竝
若
見
國
有
危
難
、
必
不
愛
其
身
、
當
以

死
救
之
、
是
見
危
致
命
也
、
士
既
如
此
則
、
大
夫
以
上
可
知
也
、

此
レ
ハ
是
レ
第
-一
ナ
リ
、
此
ノ
一
-篇
ハ
皆み
ナ

是
レ
弟
-子
ノ
語
ニ
シ

テ
、
孔
子
ノ
語
無
シ
、
士
ト
ハ
義
-理
ヲ
知
ル
ノ
名
ナ
リ
、
是
レ
ハ

朝
ニ
升
ル
ノ
士
ヲ
謂
フ
、
竝
ニ
若
シ
國
ニ
危
-難
有
ル
ヲ
見
テ
ハ
、

必
ス
其
ノ
_身
ヲ
愛ヲ
シ

マ
不す

シ
テ
、
當
ニ
死
ヲ
以も
て

之
ヲ
救
フ
當ヘ
シ
、
是

レ
危
ヲ
見
テ
ハ
命
ヲ
致
ス
ナ
リ
、
士
_既
ニ
此
ノ
如こ
と
く

ナ
ル
則と
き
ん

ハ
、

大
夫
以
-上
ハ
知
ヌ
可
シ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
致
命
、
不
愛
其
身
也
、

－164－



孔
安
國
カ
曰
ク
、
命
ヲ
致
ス
ト
ハ
、
其
ノ
_身
ヲ
愛
セ
（
愛ヲシ
マ
）
不さ

ル
ソ
、

【
經
】

見
得
思
義
、

得
ル
ヲ
見
テ
ハ
義
ヲ
思
フ
、

【
疏
】

此
以
下
、
竝
是
士
行
也
、
得
得
祿
也
、
必
不
素
飡
、
義
然
後
取
、
是

見
得
思
義
也
、

此
ヨ
リ
以
-下
ハ
、
竝
ニ
是
レ
士
ノ
行
ナ
リ
、
得
ト
ハ
祿
ヲ
得
ル
ソ
、

必
ス
素
-飡
セ
不ス

、
義
ア
リ
テ
然
シ
テ
_後
ニ
取
ル
、
是
レ
得
ル
ヲ
見

テ
ハ
義
ヲ
思
フ
ナ
リ
、

【
經
】

祭
思
敬
、

祭
ニ
ハ
敬
ヲ
思
フ
、

【
疏
】

士
始
得
立
廟
守
其
祭
祀
、
祭
神
如
神
在
、
是
祭
思
敬
也
、

士
ハ
始
メ
テ
廟
ヲ
立
テ
其
ノ
祭
-祀
ヲ
守
ル
コ
ト
ヲ
得う

、
神
ヲ
祭
ル

コ
ト
神
ノ
_在ま

ス
カ
如こ
と
く

ニ
ス
、
是
レ
祭
ニ
ハ
敬
ヲ
思
フ
ナ
リ
、

【
經
】

喪
思
哀
、

喪
ニ
ハ
哀
ヲ
思
フ
、

【
疏
】

方
喪
三
年
爲
君
、
如
父
母
、
必
窮
苴
斬
、
是
喪
思
哀
也
、

喪
ニ
方ア
タ
ツ

テ
三
-年
君
ノ
爲
ニ
ス
ル
コ
ト
、
父
-母
ノ
如
ク
シ
、
必
ス

苴シ
ヨ

-斬サ
ン

ヲ
窮
ム
、
是
レ
喪
ニ
ハ
哀
思
フ
ナ
リ
、

【
經
】

其
可
已
矣
、

其
レ
可
ナ
ラ
ク
已ノ
ミ

、
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【
疏
】

四
事
如
上(一
)、

爲
士
若(二
)

此
則
、
爲
可
也
、
江
熙
云
、
但
言
若
是
自(三
)

可

也
、

四
ノ
事
上
ノ
如
シ
、
士
ト
爲シ

テ
此
ノ
若
ナ
ル
則と
き
ん

ハ
、
可
ナ
リ
ト
爲ス

、

江
熙
カ
云
ク
、
但
ニ
是
ノ
若
キ
ン
ハ
自
ヲ
の
つ
か
ら

_可
ナ
リ
ト
言
フ
、

（
一
）
「
四
事
如
上
」、
武
内
本
作
「
如
上
四
事
」。

（
二
）
「
若
」、
武
内
本
作
「
如
」。

（
三
）
「
自
」、
武
内
本
作
「
則
」。

【
經
】

子
張
曰
、
執
德
不
弘
、
信
道
不
篤
、
焉
能
爲
有
、
焉
能
爲
亡
、

子
張
カ
曰
ク
德
ヲ
執
ル
コ
ト
弘ヲ
ヲ

イ
ナ
ラ
不ス

、
道
ヲ
信
ス
ル
コ
ト
篤ア
ツ

カ
ラ
不す

ン
ハ
焉
イ
つ
く
ン

ソ
_能
ク
有
リ
ト
爲セ

ン
、
焉
ソ
_能
ク
亡ナ

シ
ト
爲セ

ン
、

【
疏
】

弘
大
也
、
篤
厚
也
、
亡
無
也
、
人
執
德
能
至
弘
大
、
信
道
必
使
篤

厚
、
此
人
於
世
乃
爲
可
重
、
若
雖
執
德
而
不
弘
、
雖
信
道
而
不
厚
、

此
人
於
世
不
足
可
重
、
如
有
如
無
、
故
云
焉
能
爲
有
、
焉
能
爲
亡

也
、
江
熙
云
、
有
德
不
能
弘
大
、
信
道
不
務
厚
至
、
雖
有
其
懷
道

德
、
蔑
然
不
能
爲
損
益
也
、

弘
ハ
大
、
篤
ハ
厚
、
亡
ハ
無
、
人
德
ヲ
執
レ
ル
コ
ト
能
ク
弘
-大
ニ

至
リ
、
道
ヲ
信
ス
ル
コ
ト
必
ス
篤
-厚
タ
ラ
使シ

メ
ハ
、
此
ノ
_人
世
ニ

於
テ
乃い
ま

シ
重
ン
ス
可ヘ

シ
ト
爲ス

、
若
シ
德
ヲ
執
ト
雖
い
へ
と
も

弘
ナ
ラ
不ス

、
道

ヲ
信
ス
ト
雖
い
へ
と
も

厚
カ
ラ
不す

ン
ハ
、
此
ノ
_人
世
ニ
於
テ
重
ン
ス
可へ

キ

ニ
足
ラ
不ス

、
有
ル
カ
如
ク
無
キ
カ
如
シ
、
故
ニ
云
ク
焉
ソ
能
ク
有
リ

ト
爲セ

ン
、
焉
ソ
能
ク
亡
シ
ト
爲セ

ン
、
江
熙
カ
云
ク
、
德
ヲ
有
ス
ル

（
有タモ
ツ
）
コ
ト
弘
-大
ナ
ル
コ
ト
能
ハ
不ス

、
道
ヲ
信
ス
ル
コ
ト
厚
-至

ヲ
務
メ
不す

ン
ハ
、
其
レ
道
-德
ヲ
懷イ
タ

ク
コ
ト
有
ト
雖
モ
、
蔑ベ
ツ

-然
ト
シ

テ
損
-益
ヲ
爲ス

ル
コ
ト
能
ハ
不シ

、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
言
無
所
輕
重
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
言
ハ
輕
-重
ス
ル
所
無
シ
、

【
疏
】

世
無
此
人
、
則
不
足
爲
輕
、
世
有
此
人
、
亦
不
足
爲
重
、
故
云
、
無

所
輕
重
之
也
、
二
章
訖
、
此
是
子
張
語
是
第
一
、
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世
ニ
此
ノ
_人
無な
き

ト
モ
、
則
チ
輕
シ
ト
爲ス

ル
ニ
足
ラ
不ス

、
世
ニ
此
ノ
_

人
有
ル
モ
、
亦
重
シ
ト
爲ス

ル
ニ
足
ラ
不ス

、
故
ニ
云
ク
、
輕
-重
ス
ル

所
無
シ
ト
、
二
-章
訖お
わ
ん

ヌ
、
此
レ
ハ
_是
レ
子
張
カ
語
是
レ
第
-一
ナ

リ
、

【
經
】

子
貢(一
)之
門
人
問
交
於
子
張
、

子
貢
カ
門
-人
交
ヲ
子
張
ニ
問
フ
、

【
疏
】

此
以(二
)下

是
第
二
、
是
子
夏
語
、
自
有
十
一
章
、
子
夏
弟
子
問
子
張
、

求
交
友
之
道
也
、

此
ヨ
リ
以
-下
ハ
是
レ
第
-二
ナ
リ
、
是
レ
子
夏
カ
語
ナ
リ
、
自
ヲ
の
つ
か
ら

十
一
章
有
リ
、
子
夏
カ
弟
-子
子
張
ニ
問
テ
、
友
ニ
交
ル
ノ
道
ヲ
求

ム
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
問
與
人
交
接
之
道
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
人
與ト

交
-接
ス
ル
ノ
道
ヲ
問
フ
ソ
、

【
經
】

子
張
曰
、
子
夏
云
何
、

子
張
カ
曰
ク
、
子
夏
云ユ

イ
ケ
ン
コ
ト
何イ
カ
ン

、

【
疏
】

子
張
反
問
子
夏
之
門
人
云
、
汝
師
何
所
道
、
故
曰
云
何
也
、

子
張
反
テ
子
夏
カ
門
-人
ニ
問
テ
云
ク
、
汝
カ
師
何
ノ
道い

フ
所
ソ
、

故
ニ
曰
ク
云
ケ
ン
コ
ト
何い
カ
ン

ト
、

【
經
】

對
曰
、
子
夏
曰
、
可
者
與
之
、
其
不
可
者
拒
之
、

對
テ
曰
ク
、
子
夏
カ
曰イ

ツ
シ
ク
、
可
ナ
ル
者も
ノ

ニ
ハ
之
ニ
與ク
ミ

セ
ン
、
其

レ
不
-可
ノ
ナ
ル
者も
ノ

ヲ
ハ
之
ヲ
拒フ
セ

カ
ン
、（
可
ン
者も
ノ

ニ
ハ
之
ニ
與ク
ミ

セ

ン
、
其
ノ
不
可
ン
者も
ノ

ヲ
ハ
之
ヲ
拒フ
セ

カ
ン
、）

【
疏
】

子
夏
弟
子
對
子
張
述
子
夏
言
也
、
言
子
夏
云
、
結
交
之
道
、
若
彼
人

可
者
、
則
與
之
交
、
若
彼
人
不
可
者
、
則
拒(三
)而

不
交
也
、
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子
夏
カ
弟
-子
子
張
ニ
對
テ
子
夏
カ
言コ
ト

ヲ
述
フ
、
言
ハ
子
夏
カ
云
ク
、

交
ヲ
結
フ
ノ
道
、
若
シ
彼
ノ
_人
可
ナ
ラ
ハ
、
則
チ
之こ

レ
與ト

交
ラ
ン
、

若
シ
彼
ノ
_人
不
-可
ナ
ラ
ハ
、
則
チ
拒
テ
交
ハ
ラ
不シ

、

【
經
】

子
張
曰
、
異
乎
吾
所
聞
、

子
張
カ
曰
ク
、
吾
カ
聞
ケ
ル
所
ニ
異
ナ
リ
、

【
疏
】

子
張
聞
子
夏
之
交
、
與
己
異
、
故
云
異
乎
吾
所
聞
也
、

子
張
子
夏
カ
交
ヲ
聞
ク
ニ
、
己お
の
レ

與ト

異
ナ
リ
、
故
ニ
云
ク
吾
カ
聞
ケ

ル
所
ニ
異
ナ
リ
、

【
經
】

君
子
尊
賢
而
容
衆
、
嘉
善
而
矜
不
能
、

君
-子
ハ
賢
ヲ
尊
ヒ
衆
ヲ
容イ

レ
、
善
ヲ
嘉ヨ
ミ

シ
テ
不
-能
ヲ
矜メ
グ

ム
、

【
疏
】

彼
既
異
我
、
我
故
更
説
我
所
聞
也
、
言
君
子
取
交
之
法
、
若
見
賢

者
、
則
尊
重
之
、
衆
來
歸
我
、
我
則
交(四
)之

、
交
之
中
、
有
善
者
則
、

嘉
而
美
之
、
有
不
善
不
能
者
、
則
矜(五
)而

不
責
、
不
得
可
者
與
、
不
可

者
拒
之
、

彼か
レ

既
ニ
我
ニ
異
ナ
リ
、
我わ
レ

故
ニ
更
ニ
我
カ
聞
ケ
ル
所
ヲ
説
ク
、

言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
君
-子
ノ
交
ヲ
取
ル
ノ
法
、
若
シ
賢
-者
ヲ
見
テ
ハ
、
則
チ

之
ヲ
尊
-重
ス
、
衆
_來
テ
我
ニ
歸
ス
、
我わ
レ

則
チ
之
ヲ
交
ル
、
之
ヲ
交

ル
ル
ノ
中
ニ
、
善
-者
有
ル
則と
き
ん

ハ
、
嘉ヨ
ミ

シ
テ
之
ヲ
美ほ

ム
、
不
-善
不
-

能
ノ
者も
ノ

有
ル
、
則と
き
ん

ハ
矜メ
ク

ン
テ
責セ

メ
不ス

、
可
ナ
ル
_者も
ノ

ニ
ハ
與ク
ミ

シ
、

不
-可
ナ
ル
者も
ノ

ヲ
ハ
之
ヲ
拒
ク
コ
ト
ヲ
得
不ス

、

【
經
】

我
之
大
賢
、
與
於
人
何
所
不
容
、

我わ
レ

大
-賢
ナ
ラ
ハ
、
與ク
ミ

セ
ン
ニ
人
ニ
於
テ
何
ノ
容イ

レ
ラ
レ
不ス

ト
イ
フ

所と
こ
ロ

カ
ア
ラ
ン
、

【
疏
】

更
説
不
宜
不
可
者
拒
之
也
、
設
他
人
欲
與
我
交
、
我
若
是
大
賢
則
、

他
人
必
與
我
、
故
云
於
人(六
)所

不
容
也
、

更
ニ
宜
ク
不
-可
ナ
ル
者も
ノ

之
ヲ
拒
ク
宜ヘ
カ
ラ
不さ

ル
コ
ト
ヲ
説
ク
、
設タ
ト
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ヘ
ハ
他
-人
我
與ト

交
ラ
ン
ト
欲
セ
ン
ニ
、
我わ
レ

_若
シ
是
レ
大
-賢
ナ
ル

則と
き
ん

ハ
、
他
-人
必
ス
我
ニ
與ク
ミ

セ
ン
、
故
ニ
云
ク
人
ニ
於
テ
容イ

レ
不す

ト

イ
フ
所と
こ
ロ

ア
ラ
ン
ヤ
、

【
經
】

我
之
不
賢
、
與
人
將
拒
我
、

我わ
レ

不
-賢
ナ
ラ
ハ
、
與ク
ミ

セ
ン
_人
將
ニ
我
ヲ
拒フ
セ

カ
ン
ト
將セ
ン
、

【
疏
】

又
云
、
若
我
設
不
賢
、
而
他
人
必
亦
拒
我
、
而
不
矜
也
、

又
云
ク
、
若
シ
我わ
レ

設タ
ト
イ

不
-賢
ナ
ラ
ハ
、
而
シ
テ
他
-人
必
ス
亦
我
ヲ

拒
テ
、
矜メ
グ

マ
不シ

、

【
經
】

如
之
何
其
拒
人
也
、

如
_之
_何

イ

カ

ン

ソ
其
レ
人
ヲ
拒
カ
ン
、

【
疏
】

我
若
矜
人
、
人
必
矜
我
、
我
若
拒
人
、
人
必
拒
我
、
故
云
、
如
之
何

其
拒
人
也
、

我わ
レ

若
シ
人
ヲ
矜
マ
ハ
、
人
_必
ス
我
ヲ
矜
マ
ン
、
我わ
レ

_若
シ
人
ヲ
拒
カ

ハ
、
人
_必
ス
我
ヲ
拒
カ
ン
、
故
ニ
云
ク
、
如
_之
_何
ソ
其
レ
人
ヲ

拒
カ
ン
、

【
注
】

苞
氏
曰
、
友
交
當
如
子
夏
、

苞
氏
カ
曰
ク
、
友
ノ
_
交
ま
し
は
リ

ハ
當
ニ
子
夏
カ
如
ク
ナ
ル
當ヘ
シ
、

【
疏
】

既
欲
與
爲
友
、
故
宜
可
者
與
之
、
不
可
者
拒
也
、

既
ニ
與ト
モ

ニ
友
爲タ

ラ
ン
ト
欲
ス
、
故
ニ
宜
ク
可
ナ
ル
者も
ノ

ニ
ハ
之
ニ
與

シ
、
不
-可
ナ
ル
者も
ノ

ヲ
ハ
拒
ク
宜ヘ
シ
、

【
注
】

汎
交
當
如
子
張
、

汎ヒ
ロ

キ
_
交
ま
し
は
リ

ハ
當
ニ
子
張
カ
如
ク
ナ
ル
當ヘ
シ
、
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【
疏
】

若
德
悠
悠
、
汎
交
則
嘉
善
矜
不
能
也
、
明
二
子
各
一
是
也
、
鄭
玄

曰
、
子
夏
所
云
、
倫
黨
之
交
也
、
子
張
所
云
、
尊
卑
之
交
也
、
王
肅

曰
、
子
夏
所
云
敵
體(七
)、

子
張
所
云
、
覆
蓋
交
也
、
欒
肇
曰
、
聖
人
體

備
、
賢
者
或
偏
、
以
偏
師
備
、
學
不
能
同
也
、
故
準
其
所
資
、
而
立

業
焉
、
猶
易
云
仁
者
見
其
仁
、
知(八
)者
見
其
智
﹆

寬
則
得
衆
而
遇
濫
、

偏
則
寡
合
﹆

而
身
孤
、
明
各
出
二
子
之
偏
性
、
亦
未
能
兼
弘
夫
子
度

也
、

若
シ
德
悠
-悠
ト
シ
テ
、
汎
ク
_交
ル
則と
き
ん

ハ
、
善
ク
嘉
シ
不
-能
ヲ
矜

マ
ン
、
明
ケ
シ
二
-子
各
お
の
お
の

一
-是
ナ
ル
コ
ト
ヲ
、
鄭
玄
カ
曰
ク
、
子

夏
カ
云
フ
所
ハ
、
倫
-黨
ノ
交
ナ
リ
、
子
張
カ
云
フ
所
ハ
、
尊
-卑
ノ

交
ナ
リ
、
王
肅
カ
曰
ク
、
子
夏
カ
云
フ
所
ハ
敵
-體
ナ
リ
、
子
張
カ

云
フ
所
ハ
、
覆フ

-蓋
ノ
交
ナ
リ
、
欒
肇
カ
曰
ク
、
聖
-人
ハ
體
_備ソ
な

ハ

ル
、
賢
-者
ハ
或
ハ
偏
ナ
リ
、
偏
ヲ
以
テ
備
ハ
ル
ヲ
師
ト
ス
、
學
同

キ
コ
ト
能
ハ
不ス

、
故
ニ
其
ノ
資ヨ

ル
（
資ト
ル
）
所
ニ
準ナ
ソ
ラ

ヘ
テ
、
業
ヲ

立
ツ
、
易
ニ
仁
-者
ハ
其
ノ
_仁
ヲ
見ミ

、
知
-者
ハ
其
ノ
_智
ヲ
見
ル
ト

云
フ
カ
猶
シ
﹆

寬
ナ
ル
_
則と
き
ん

ハ
衆
ヲ
得
テ
濫
（
濫ミタリ
）
ニ
遇
フ
、
偏

ナ
ル
則と
き
ん

ハ
合ア

フ
コ
ト
寡ス
ク
ナ

シ
﹆

而
シ
テ
身
_孤
ナ
リ
、
明
ケ
シ
各
お
の
お
の

二
-子
ノ
偏
-性
ヨ
リ
出
ル
コ
ト
ヲ
、
亦
タ
未
タ
夫
-子
ノ
度ト

ヲ
兼
ネ
_

弘ヲ
ヲ
イ

ニ
ス
ル
コ
ト
能
ハ
未ス
、

（
一
）
「
貢
」、
武
内
本
作
「
夏
」。

（
二
）
「
以
」、
武
内
本
此
字
無
。

（
三
）
「
拒
」、
武
内
本
作
「
距
」。
下
同
。

（
四
）
「
交
」、
武
内
本
作
「
容
」。
下
同
。

（
五
）
「
矜
」、
武
内
本
作
「
務
」。

（
六
）
「
人
」
下
、
武
内
本
有
「
何
」
字
。

（
七
）
「
體
」
下
、
武
内
本
有
「
交
」
字
。

（
八
）
「
知
」、
武
内
本
作
「
智
」。

【
經
】

子
夏
曰
、
雖
小
道
、
必
有
可
觀
者
焉
、

子
夏
カ
曰
ク
、
小
-道
ナ
リ
ト
雖い
へ
ト

モ
、
必
ス
觀
ツ
可
キ
者も
ノ

有
リ
、

【
疏
】

小
道
、
謂
諸
子
百
家
之
書
也
、
一
往
看
覽
、
亦
微
有
片
理
、
故
云
必

有
可
觀
者
焉
也
、

小
-道
ト
ハ
、
諸
-子
百
-家
ノ
書
ヲ
謂
フ
、
一
-往
看ミ

_覽み

ル
ニ
、
亦

タ
微ス
コ

シ
片
-理
有
リ
、
故
ニ
云
ク
必
ス
觀
ツ
可
キ
者も
ノ

有あ
り

、
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【
注
】

小
道
、
謂
異
端
也
、

小
道
ト
ハ
、
異
-端
ヲ
謂
フ
、

【
經
】

致
遠
恐
泥
、

遠
キ
ニ
致
ス
ト
キ
ハ
泥ナ
ツ

マ
ン
コ
ト
ヲ
恐
ル
、

【
疏
】

致
至
也
、
遠
久
也
、
泥
謂
泥
難
也
、
小
道
雖
一
往
可
觀
、
若
持
行

事
、
至
遠
經
久
則
、
恐
泥
難
不
能
通
也
、

致
ハ
至
ナ
リ
、
遠
ハ
久
ナ
リ
、
泥
ハ
泥
-難
ヲ
謂
フ
、
小
-道
ハ
一
-

往
觀
ツ
可へ

シ
ト
雖い
へ
ト

モ
、
若
シ
持
シ
テ
事
ヲ
行
テ
、
遠
ニ
至
リ
久
ヲ

經フ

ル
則と
き
ん

ハ
、
泥
-難
シ
テ
通
ス
ル
コ
ト
能
ハ
不さ
ら

ン
コ
ト
ヲ
恐
ル
、

【
注
】

苞
氏
曰
、
泥
難
不
通
也
、

苞
氏
カ
曰
ク
、
泥
-難
シ
テ
通
セ
不さ

ル
ソ
、

【
經
】

是
以
君
子
不
爲
也
、

是
ヲ
_以
テ
君
-子
ハ
爲マ
ナ

ビ
不ス

、

【
疏
】

爲
猶
學
也
、
既
致
遠
必
恐
泥
、
故
君
子
之
人
、
秉
持
正
典
、
不
學
百

家
也
、
江
熙
云
、
聖
人
所
以
訓
世
軌
物
者
、
遠
有
體
趣
、
故
又(一
)文

質

可
改
、
而
此
處
無
反
也
、
至
夫
百
家
競
説
、
非
無
其
理
、
然
家
人
之

規
謨
、
不
及
於
經
國
、
慮
止
於
爲
身
、
無
貽
厥
孫
謀
、
是
以
君
子
舍

彼
取
此
也
、

爲
ハ
學
ノ
猶
シ
、
既
ニ
遠
ニ
致
シ
テ
必
ス
泥
マ
ン
コ
ト
ヲ
恐
ル
、
故

ニ
君
-子
ノ
人
ハ
、
正
-典
ヲ
秉ト

リ
_持
チ
、
百
-家
ヲ
學
ヒ
不ス

、
江
熙

カ
云
ク
、
聖
-人
ハ
世
ヲ
訓ヲ
シ

ヘ
物
ニ
軌ノ
リ

タ
ル
所
_以
ノ
者も
ノ

ナ
リ
、
遠
ク

體
-趣
有
リ
、
故
ニ
又
文
-質
ハ
改
ル
可へ

シ
、
而
シ
テ
此
ノ
_
處
コ
ト
ハ
リ

反ソ
ム

ク
コ
ト
無な
か

レ
、
夫
レ
百
-家
ノ
競
-説
ニ
至
テ
ハ
、
其
ノ
_理
無
キ
ニ

非
ス
、
然
ト
モ
家
-人
ノ
規
-謨モ

（
謨
ハ
カ
リ
コ
ト

）
ニ
シ
テ
、
經
-國
ニ
及
ハ

不ス

、
慮
リ
身
ヲ
爲ヲ
サ

ム
ル
ニ
止ト
ト

マ
リ
テ
、
厥そ

ノ
孫
-謀
ヲ
貽ノ
コ

ス
コ
ト
無

シ
、
是
ヲ
_以
テ
君
-子
ハ
彼
ヲ
舍す

テ
テ
此
ヲ
取
ル
、
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（
一
）
「
又
」、
武
内
本
無
此
字
。

【
經
】

子
夏
曰
、
日
知
其
所
亡
、

子
夏
カ
曰
ク
、
日
ニ
亡ナ

キ
所
ヲ
知
リ
、

【
疏
】

此
勸
人
學
也
、
亡
無
也
、
無(一
)謂

從
來
未
經
所
識
者
也
、
令
人
日
新
其

德
、
日
日(二
)知

所
未
識
者
、
令
識
録
之(三
)也

、

此
レ
ハ
人
ヲ
學
ニ
勸
ム
、
亡
ハ
無
ナ
リ
、
無
ト
ハ
謂い
は
ゆ

ル
從
-來
未
タ

識
ル
所
ヲ
經へ

未さ
ル
者も
ノ

ナ
リ
、
人
ヲ
令シ

テ
日
ニ
其
ノ
_德
ヲ
新
ニ
セ
令シ

ム
、
日
_日
ニ
未
タ
識
ラ
未さ
ル
所
ノ
者
ヲ
知
テ
、
之
ヲ
識
-録
セ
令し

ム
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
日
知
其
所
未
聞
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
日
ニ
其
ノ
未
タ
聞
カ
未さ
ル
所
ヲ
知
ル
ソ
、

【
經
】

月
無
忘
其
所
能
、

月
つ
き
つ
き

ニ
其
ノ
能
ク
ス
ル
所
ヲ
忘
ル
ル
コ
ト
無
キ
ソ
、

【
疏
】

所
能
、
謂
已(四
)識
在
心
者
也
、
既
自(五
)日
日
識
所
未
知
、
又
月
月
無
忘(六
)所

能
、
故
云
識
之(七
)也

、

所
能
ト
ハ
、
已
ニ
_識し
リ

（
己おのレ
識し
リ

）
心
ニ
在
ル
者
ヲ
謂
フ
、
既
ニ
自
ミ
ツ
か
ら

日
_日
ニ
未
タ
知
ラ
未さ
ル
所
ヲ
識
テ
、
又
月
_月
ニ
能
ク
ス
ル
所
ヲ
忘

ル
ル
コ
ト
無
シ
、
故
ニ
之
ヲ
識
ル
ト
云
フ
、

【
經
】

可
謂
好
學
也
已
矣
、

學
好
ム
ト
謂
フ
可へ
か

ラ
ク
已ノ
ミ

、

【
疏
】

能
如
上
事
、
故
可
謂
好
學
者
也
、
然
此(八
)是

温
故
而
知
新
也
、
日
知
其

所
亡
、
是
知
新
也
、
月
無
忘
所
能
、
是
温
故
也
、
可
謂
好
學
、
是
謂

爲
師
也
、
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能
ク
上
ノ
_事
ノ
如
キ
ン
ハ
、
故
コ
の
ゆ
え

ニ
學
好
ム
者
ト
謂
フ
可へ

シ
、
然

ル
ニ
此
レ
ハ
_是
レ
故フ

ル

キ
ヲ
温タ
ツ

ネ
テ
新
キ
ヲ
知
ル
ナ
リ
、
日
ニ
其
ノ

亡
キ
所
ヲ
知
ル
、
是
レ
新
キ
ヲ
知
ル
ナ
リ
、
月
つ
き
つ
き

ニ
能
ク
ス
ル
所
ヲ

忘
ル
ル
コ
ト
無
キ
、
是
レ
故フ
ル

キ
ヲ
温タ
ツ

ヌ
ル
ナ
リ
、
學
好
ム
ト
謂
フ
可へ

シ
ト
ハ
、
是
レ
師
爲タ

ル
ヲ
謂
フ
、

（
一
）
「
無
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
二
）
「
日
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
三
）
「
之
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
四
）
「
已
」、
武
内
本
作
「
己
」。

（
五
）
「
自
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
六
）
「
忘
」
下
、
武
内
本
有
「
其
」
字
。

（
七
）
「
之
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
八
）
「
此
」
下
、
武
内
本
有
「
即
」
字
。

【
經
】

子
夏
曰
、
博
學
而
篤
志
、

子
夏
カ
曰
ク
、
博ヒ
ロ

ク
_
學ま
な
ひ

テ
篤ア
ツ

ク
_志シ
ル

ス
、

【
疏
】

亦
勸
學
也
、
博
廣(一
)也

、
篤
厚
也
、
志
識
也
、
言
人
當
廣
學
經
典
、
而

深
厚
識
録
之
不
忘
也
、

亦
タ
學
ヲ
勸
ム
、
博
ハ
廣
ナ
リ
、
篤ト
ク

ハ
厚
ナ
リ
、
志
ハ
識シ

ナ
リ
、
言

ハ
人
當
ニ
廣
ク
經
-典
ヲ
學
テ
、
深
ク
_厚
ク
之
ヲ
識
-録
シ
テ
忘
レ

不さ

ル
當ヘ
シ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
廣
學
而
厚
識
之
也
、

孔
安
國
曰
、
廣
ク
學
テ
厚
ク
識シ
ル

ス
ソ
（
識し
ル
）、

【
經
】

切
問
而
近
思
、

切タ
シ
カ

ニ
問
テ
近
ク
_思
フ
ハ
、

【
疏
】

切
猶
急
也
、
若
有
所
未
達
之
事
、
宜
急
諮
問
取
解
、
故
云
切
問
也
、

近
思
者
、
若
有
所
思
、
則
宜
思
已(二
)所

己(三
)學

者
、
故
曰
近
思
也
、

切
ハ
急
ノ
猶
シ
、
若
シ
未
タ
達
セ
未さ
ル
所
ノ
事
有
ル
ヲ
ハ
、
宜
ク
急

ニ
諮
ヒ
_問
テ
解
ル
コ
ト
ヲ
取
ル
宜ヘ
シ
、
故
ニ
切
ニ
_問
フ
ト
云
フ
、
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近
ク
思
フ
ト
ハ
、
若
シ
思
フ
所と
こ
ロ

有
ル
、
則と
き
ん

ハ
宜
ク
已
ニ
己
カ
_學

フ
所
ノ
者
ヲ
思
フ
宜ヘ
シ
、
故
ニ
近
ク
_思
フ
ト
曰
フ
、

【
注
】

切
問
者
、
切
問
於
己
所
學
而
未
悟
之
事
也
、
近
思
者
、
近
思
於
己
所

能
及
之
事
也
、
若
汎
問
所
未
學
、
遠
思
所
未
達
、
則
於
所
學
者
、
不

精
、
於
所
思
者
不
解
也
、

切タ
し
か

ニ
_問
ト
ハ
、
切
ニ
己
カ
學ま
な
ふ

所
ニ
シ
テ
未
タ
悟
ラ
未さ
ル
ノ
事
ヲ

問と
ふ

ソ
、
近
ク
_思
ト
ハ
、
近
ク
己お
の
レ

カ
能
ク
_及
フ
所
ノ
事
ヲ
思
ソ
、

若
シ
汎
ク
未
タ
學
ヒ
未さ
ル
所
ヲ
問
ヒ
、
遠と
お
く

未
タ
達
セ
未さ
ル
所
ヲ
思

フ
、
則と
き
ん

ハ
學
フ
所
ノ
者
ニ
於
テ
、
精ク
ワ

シ
カ
ラ
不ス

、
思
フ
所
ノ
者も
ノ

ニ

於
テ
解サ
ト

ラ
不ス

、

【
經
】

仁
在
其
中
矣
、

仁
其
ノ
_中な
カ

ニ
在
リ
、

【
疏
】

能
如
上
事
、
雖
未
是
仁
、
而
方
可
能
爲
仁
、
故
云(四
)仁

在
其
中
矣
也(五
)、

能
ク
上
ノ
事
ノ
如
ン
ハ
、
未
タ
是
レ
_仁
ア
ラ
未ス
ト
雖
い
へ
と
も

、
方マ
サ

ニ
能

ク
仁
ア
リ
ト
爲ス

可へ

シ
、
故
ニ
仁
其
ノ
_中
ニ
在
リ
ト
云
フ
、

（
一
）
「
廣
」、
武
内
本
作
「
好
」。

（
二
）
「
已
」、
武
内
本
作
「
己
」。

（
三
）
「
己
」、
武
内
本
作
「
已
」

（
四
）
「
云
」、
武
内
本
作
「
曰
」。

（
五
）
「
也
」、
武
内
本
無
此
字
。

【
經
】

子
夏
曰
、
百
工
居
肆
以
成
其
事
、

子
夏
カ
曰
ク
、
百
-工
ハ
肆ツ
ラ

ニ
居
テ
其
ノ
_事
ヲ
成
ス
、

【
疏
】

亦
勸
學
也
、
先
爲
設
譬
、
百
工
者
巧
師
也
、
言
百
者(一
)、

擧
全
數
也
、

居
肆
者
、
其
居(二
)常
所
作
物
器
之
處
也
、
言
百
工
由
日
日
居
其
常
業
之

處
、
則
其
業
乃
成
也
、

亦
學
ヲ
勸
ム
、
先
ツ
_爲
ニ
譬
ヲ
設
ク
、
百
-工
ト
ハ
巧
-師
ナ
リ
、

百
ト
言い
ふ

コ
ト
ハ
、
全
-數
ヲ
擧
ク
、
肆ツ
ラ

ニ
居
ル
ト
ハ
、
其
ノ
常
ニ
物
-

器
ヲ
作
ス
所
ノ
處
ニ
居
ル
ソ
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
百
-工
ハ
日
_日
ニ
其
ノ
常
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ノ
業
ノ
處
ニ
居
ル
由
テ
、
則と
き
ん

ハ
其
ノ
_業
乃い
ま

シ
_成
ル
、

【
經
】

君
子
學
以
致
其
道
、

君
-子
ハ
學
（
學マナ
ン
テ
）
以
コ
れ
を
も

テ
其
ノ
_道
ヲ
致
ス
、

【
疏
】

致
至
也
、
君
子
由
學
、
以
至
於
道
、
如
工
居
肆
以
成
事
也
、

致
ハ
至
、
君
-子
ハ
學
ニ
由
テ
、
以
テ
道
ニ
至
ル
コ
ト
、
工
ノ
肆
ニ

居
テ
以
テ
事
ヲ
成
ス
カ
如
シ
、

【
注
】

苞
氏
曰
、
言
百
工
處
其
肆
、
則
事
成
猶
君
子
學
以
立
其
道
也
、

苞
氏
カ
曰
ク
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
百
-工
ハ
其
ノ
_肆
ニ
處
ル
、
則と
き
ん

ハ
事
ノ
_

成
ル
コ
ト
猶
ヲ
君
-子
ノ
學
_
以
コ
れ
を
も

テ
其
ノ
_道
ヲ
立
ル
カ
猶こと
シ
、

【
疏
】

江
熙
云
、
亦
非
生
巧
也
、
居
肆
則(三
)見

廣
、
見
廣
而
巧
成
、
君
子
未
能

體
足
也
、
學
以
廣
其
思
、
思
廣
而
道
成
也
、

江
熙
カ
云
ク
、
亦
タ
生
ム
ま
れ
な
か

ラ
ニ
巧
ナ
ル
ニ
非
ス
、
肆ツ
ら

ニ
居
ル
則と
き
ん

ハ

見
ル
コ
ト
_廣
シ
、
見
ル
コ
ト
_
廣ひ

ろ
く

シ
テ
而
シ
テ
巧た
く
ミ

_成
ル
、
君
-子

モ
未
タ
體
_足
ル
コ
ト
能
ハ
未ス
、
學
テ
_以
テ
其
ノ
_
思お
も
ひ

ヲ
廣ひ
ろ
く

ス
、

思
ヒ
_
廣ひ
ろ
く

シ
テ
道
_成
ル
、

（
一
）
「
者
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
二
）
「
居
」
下
、
武
内
本
有
「
者
」
字
。

（
三
）
「
則
」
下
、
武
内
本
有
「
是
」
字
。

【
經
】

子
夏
曰
、
小
人
之
過
也
、
必
則
文
、

子
夏
カ
曰
ク
、
小
-人
ノ
過ア
や
ま

チ
ハ
、
必
ス
文カ
ザ

ル
、

【
疏
】

君
子
有
過
、
是
己
誤
行
、
非
故
爲
也
、
故
知
之
則
改
、
而
小
人
有

過
、
是
知
而
故
爲
、
故
愈
文
飾
之
、
不
肯
言
己
非
也
、
故
繆
播
云
、

君
子
過
由
不
及
、
不
及
而
失
、
非
心
之
病
、
務
在
改
行
、
故
無
吝

也
、
其
失
之
理
明
、
然
後
能
之
理
著
、
得
失
既
辨
、
故
過
可
復
改

也
、
小
人
之
過
、
生
於
情
僞
、
故
不
能
不
飾
、
飾
則
彌
張
、
乃
是
謂

過
也
、
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君
-子
ニ
過
チ
有
ル
ハ
、
是
レ
_
己お
の
レ

誤
テ
行
フ
、
故
コ
ト
サ
ラ

ニ
_爲ス

ル
ニ
非

ス
、
故
ニ
之
ヲ
知
ル
則と
き
ん

ハ
改
ム
、
小
-人
過あ
や
ま

チ
有
ル
ト
キ
ハ
、
是

レ
知
テ
故
コ
と
さ
ら

ニ
_爲ス

、
故
ニ
愈
イ
ヨ
イ
ヨ

之
ヲ
文カ
サ

リ
_飾
ル
、
肯
テ
己お
の
レ

カ
非

ヲ
言
ハ
不ス

、
故
ニ
繆
播
カ
云
ク
、
君
-子
ノ
過
ハ
及
ハ
不さ

ル
ニ
由
ル
、

及
ハ
不す

シ
テ
失
ス
、
心
ノ
病
ニ
非
ス
、
務
メ
行
お
こ
な
ひ

ヲ
改
ム
ル
ニ
在

リ
、
故
ニ
吝ヲ
シ

ム
コ
ト
無
シ
、
其
レ
之
ヲ
失
ス
ル
ノ
理
_明
ニ
シ
テ
、

然
シ
テ
_後
ニ
能
ク
ス
ル
ノ
理
_
著ア
ラ
ハ

ル
、
得
-失
既
ニ
_辨
ス
、
故
ニ

過
テ
ハ
復
タ
_改
ム
可
シ
、
小
-人
ノ
過
ハ
、
情
ノ
僞
ニ
生ナ

ル
、
故
ニ

飾
ラ
不さ

ル
コ
ト
能
ハ
不ス

、
飾
ル
則と
き
ん

ハ
彌
い
ヨ
い
ヨ

張ハ
ビ
コ

ル
、
乃
チ
是
レ
ヲ
過

ト
謂
フ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
文
飾
其
過
、
不
言
其
情
實
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
其
ノ
_過
ヲ
文
リ
_飾
テ
、
其
ノ
情
-實
ヲ
言
ハ
不ス

、

【
經
】

子
夏
曰
、
君
子
有
三
變
、

子
夏
カ
曰
ク
、
君
-子
ニ
三
ノ
_變
有
リ
、

【
疏
】

變
者
有
三
、
其
事
但
在
一
時
也
、

變
ス
ル
_者も
ノ

三
有
リ
、
其
ノ
_事こ
ト

但
タ
一
-時
ニ
在
リ
、

【
經
】

望
之
嚴
然
、

望
ム
ト
キ
ニ
嚴
-然
タ
リ
、

【
疏
】

一
也
、
君
子
正
其
衣
冠
嚴
然
、
人
望
而
畏
之(一
)、

一
ナ
リ
、
君
-子
ハ
其
ノ
衣
-冠
ヲ
正
シ
テ
、
嚴
-然
タ
リ
、
人
_望
テ

之
ヲ
畏
ル
、

【
經
】

即
之
也
温
、

即ツ

ク
ト
キ
ニ
温
ナ
リ
、
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【
疏
】

二
也
、
即
就
也
、
就
近
而
視
則
、
其
體
温
、
温
潤
也
、
而
人
不
憎
之

也
、
袁
氏
注
曰
、
温
和
潤
也
、

二
ナ
リ
、
即
ハ
就
ナ
リ
、
就
キ
_
近
き
か
づ
き

テ
視
ル
則と
き
ん

ハ
、
其
ノ
_體
温

ニ
シ
テ
温
-潤
ナ
リ
、
而
シ
テ
人
之
ヲ
憎ニ
ク

ミ
不ス

、
袁
氏
カ
注
ニ
曰
ク
、

温
ト
ハ
和
-潤
ナ
リ
、

【
經
】

聽
其
言
也
厲
、

其
ノ
言コ
ト

ヲ
聽
ク
ト
キ
ニ
厲レ
イ

ナ
リ
、

【
疏
】

三
也
、
厲
嚴
正
也
、
雖
見
其
和
潤
、
而
出
言
其
嚴
正
也
、
所
以
前
卷

云
、
君
子
温
而
厲
、
是
也
、

三
ナ
リ
、
厲
ハ
嚴
-正
ナ
リ
、
其
ノ
和
-潤
ヲ
見
ル
ト
雖
モ
、
而
ト
モ

言
ヲ
出
ス
コ
ト
其
レ
嚴
-正
ナ
リ
、
所
_以
コ
ノ
ユ
ヘ

ニ
前
ノ
卷
ニ
云
ク
、
君
-

子
温
ニ
シ
テ
厲レ
イ

ナ
リ
ト
ハ
、
是
ナ
リ
、

【
注
】

鄭
玄
曰
、
厲
嚴
正
也
、

鄭
玄
カ
曰
ク
、
厲レ
イ

ト
ハ
嚴
-正
ナ
ル
ソ
（
嚴
正
ナ
リ
）、

【
疏
】

李
充
曰
、
厲
淸
正
之
謂
也
、
君
子
敬
以
直
内
、
義
以
方
外
、
辭
正
體

直
、
而
德
容
自
然
發
、
人
謂
之
變
耳
、
君
子
無
變
也
、

李
充
カ
曰
ク
、
厲
ハ
淸
-正
ノ
謂
ナ
リ
、
君
-子
ハ
敬
以
コ
れ
を
も

テ
内
ヲ
直

フ
シ
、
義
ヲ
_
以
コ
れ
を
も

テ
外
ヲ
方
ニ
ス
、
辭
_正
ク
體
_
直な
お
く

シ
テ
、
德
-

容
自
-然
ニ
發
ス
、
人
之
ヲ
變
ス
ト
謂
フ
耳ノ
ミ

、
君
-子
ハ
變
ス
ル
コ
ト

無
シ
、

（
一
）
「
之
」
下
、
武
内
本
有
「
也
」
字
。

【
經
】

子
夏
曰
、
君
子
信
而
後
勞
其
民
、

子
夏
カ
曰
ク
、
君
-子
ハ
信
ア
ツ
テ
而
シ
テ
_後
ニ
其
ノ
_民
ヲ
勞
ス

（
勞
シ
ム
）、
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【
疏
】

君
子
、
謂
國
君
也
、
國
君
若
能
行
信
素
著
則
、
民
知
其
非
私
、
故
勞

役
不
悼(一
)、

故
云
、
信
而
後
勞
其
民
也
、

君
-子
ト
ハ
、
國
-君
ヲ
謂
フ
、
國
-君
若
シ
能
ク
信
ヲ
行
テ
素モ
ト

ヨ
リ
_

著ア
ラ
ハ

ル
ル
則と
き
ん

ハ
、
民
其
ノ
私
ニ
非
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
、
故
ニ
勞
-役
ス

レ
ト
モ
悼イ
タ

マ
不ス

、
故
ニ
云
ク
、
信
ア
リ
テ
而
シ
テ
_後
ニ
其
ノ
_民
ヲ

勞
セ
シ
ム
ト
、

【
經
】

未
信
則
以
爲
厲
己
也
、

未
タ
信
ア
ラ
未さ
ル
則と
き
ん

ハ
己
ヲ
厲ヤ

マ
シ
ム
ト
爲ス

、

【
疏
】

厲
病
也
、
君
若
信
未
素
著
、
而
動
役
使
民
、
民
則
怨
君
行
私
而
橫
見

病
役
於
己
也
、
江
熙
云
、
君
子
克
厲
德
也
、
故
民
素
信
之
服
勞
役
、

故
知
非
私
、
信
不
素
立
、
民
動
以
爲
病
己
而
奉
其
私
也
、

厲
ハ
病
ナ
リ
、
君
_若
シ
信
未
タ
素モ
ト

ヨ
リ
著ア
ら
ハ

レ
未す
シ
テ
、
民
ヲ
動
-

役
シ
_使
フ
ト
キ
ハ
、
民
_則
チ
君
私
ヲ
行
テ
橫
よ
こ
さ
ま

ニ
己お
の
レ

ヲ
病
-役
セ

見
ル
ル
ト
怨
ム
、
江
熙
カ
云
ク
、
君
-子
ハ
克ヨ
ク

德
ヲ
厲ハ
ケ

シ
フ
ス
、
故

ニ
民
_素モ
ト

ヨ
リ
之
ヲ
信
シ
テ
勞
-役
ニ
服
ス
、
故
ニ
私
ニ
非
ル
コ
ト
ヲ

知
ル
、
信
素モ
ト

ヨ
リ
_立
セ
不す

シ
テ
、
民
_動
ク
ト
キ
ハ
以
テ
己お
の
レ

ヲ
病

マ
シ
ム
ト
其
ノ
_私
ニ
奉
ス
ト
爲ス

、

【
注
】

王
肅
曰
、
厲
猶
病
也
、

王
肅
カ
曰
ク
、
厲レ
イ

ハ
病
、

【
經
】

信
而
後
諫
、

信
ア
ツ
テ
而
シ
テ
後
ニ
諫
ム
、

【
疏
】

此
謂
臣
下
也
、
臣
下
信
若
素
著
則
、
可
諫
君
、
君
乃
知
其
惜(二
)
我
非

虚
、
故
從
之(三
)、

此
レ
ハ
臣
-下
ヲ
謂
フ
、
臣
-下
ハ
信
_若
シ
素モ
と

ヨ
リ
著ア
ら
は

ル
ル
_
則と
き
ん

ハ
、
君
ヲ
諫
ム
可へ

シ
、
君
_乃
チ
其
ノ
我
ヲ
惜
テ
虚
ニ
非
ル
コ
ト
ヲ

知
ル
、
故
ニ
之
ニ
從
フ
、
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【
經
】

未
信
則
、
以
爲
謗
己
也
、

未
タ
信
ア
ラ
未さ
ル
則と
き
ん

ハ
、
己
ヲ
謗ソ
シ

ル
ト
爲す

、

【
疏
】

臣
若
信
未
素
立
、
而
忽
諫
君
、
君
則
不
信
其
言(四
)、
其
所
諫
之
事
、
是

謗
於
己
也
、
江
熙
云
、
人
非
忠
誠
、
相
與
未
能
諫
也
、
然
投
人
夜

光
、
鮮
不
案
劔
、
易
曰(五
)、

貴
孚
在
道
、
明
無
素
信
、
不
可
輕
致
諫
之

也
、

臣
_若
シ
信
未
タ
素
ヨ
リ
_立
セ
未す
シ
テ
、
忽
ニ
君
ヲ
諫
ム
ト
キ
ハ
、

君
_則
チ
其
ノ
言コ
ト

ヲ
信
セ
不ス

、
其
ノ
諫
ム
ル
所
ノ
事こ
ト

、
是
レ
己お
の
レ

ヲ
謗

ル
ナ
リ
ト
ス
、
江
熙
カ
云
ク
、
人
忠
-誠
非あ
ら
す

ン
ハ
、
相
ヒ
_與
ニ
未

タ
諫
ム
ル
コ
ト
能
ハ
未ス
、
然
ル
コ
ト
ハ
人
ニ
夜
-光
ヲ
投
ス
ル
ニ
、

劔
ヲ
案
セ
不ス

ト
イ
フ
コ
ト
鮮ス
ク
ナ

シ
、
易
ニ
曰
ク
、
孚マ
コ
ト

ノ
道
ニ
在ヲ

ケ
ル

コ
ト
ヲ
貴
フ
、
明
ケ
シ
素モ
ト

ヨ
リ
_信
無な
く

シ
テ
、
輕
か
ろ
か
ろ

シ
ク
諫
ヲ
致
ス

可へ
か
ら

ラ
不ス

、

（
一
）
「
悼
」、
武
内
本
作
「
憚
」。

（
二
）
「
惜
」、
武
内
本
作
「
措
」。

（
三
）
「
之
」
下
、
武
内
本
有
「
也
」
字
。

（
四
）
「
言
」
下
、
武
内
本
有
「
其
言
」
二
字
。

（
五
）
「
曰
」、
武
内
本
無
此
字
。

【
經
】

子
夏
曰
、
大
德
不
踰
閑
、

子
夏
カ
曰
ク
、
大
-德
ハ
閑ノ
リ

ヲ
踰コ

ヘ
不ス

、

【
疏
】

大
德
、
上
賢
以
上
也
、
閑
猶
法
也
、
上
德
之
人
、
常
不
踰
越
於
法
則

也
、

大
-德
ト
ハ
、
上
-賢
以
-上
ナ
リ
、
閑
ハ
法
ノ
猶
シ
、
上
-德
ノ
人

ハ
、
常
ニ
法
-則
ヲ
踰
ヘ
_越
ヘ
不ス

、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
閑
猶
法
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
閑
ハ
法
ノ
猶
シ
、

【
經
】

小
德
出
入
可
也
、
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小
-德
ハ
出
-入
ス
ル
コ
ト
可
ナ
リ
、

【
疏
】

小
德
、
中
賢
以
下
也
、
其
立
德
不
能
恆
全
、
有
時
蹔
至
、
有
時
不

及
、
故
曰
出
入
也
、
不
素
其
備
、
故
曰
可
也
、

小
-德
ト
ハ
、
中
-賢
以
-下
ナ
リ
、
其
ノ
德
ヲ
立
ツ
ル
コ
ト
恆ツ
ね

ニ
_全

キ
コ
ト
能
ハ
不ス

、
時
有あ
り

テ
蹔シ
は
ら

ク
_至
リ
、
時
有あ
り

テ
及
ハ
不ス

、
故
ニ

出
-入
ト
曰
フ
、
素モ
ト

ヨ
リ
其
レ
備ツ
ふ
さ

ナ
ラ
不ス

、
故
ニ
可
ナ
リ
ト
曰
フ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
小
德
不
能
不
踰
法
、
故
曰
出
入
可
也(一
)

孔
安
國
カ
曰
ク
、
小
-德
ハ
法ノ
リ

ヲ
踰コ

ヘ
不さ

ル
コ
ト
能
ハ
不ス

、
故
ニ
出
-

入
ス
ル
コ
ト
可
ナ
リ
ト
曰
フ

（
一
）
「
也
」
下
、
武
内
本
有
「
子
夏
語
十
一
章
訖
此
也
」
九
字

（
小
字
雙
行
）。

【
經
】

子
游
曰
、
子
夏
之
門
人
小
子
當
洒
埽
應
對
進
退
則
可
矣
、

子
游
カ
曰
ク
、
子
夏
カ
門
-人
小
-子
洒
-掃
應
-對
進
-退
ニ
當
テ
ハ

則
チ
可
ナ
リ
、

【
疏
】

此
下
、
第
三
、
子
游
語
、
自
有
二
章
、
門
人
小
子
、
謂
子
夏
之
弟
子

也
、
子
游
言
、
子
夏
語(一
)弟
子
、
不
能
廣
學
先
王
之
道
、
唯
可
洒
掃
堂

宇
、
當
對
賓
客
、
進
退
威
儀
之
少
禮
、
於
此
乃
則
爲
可
也
耳
矣
、

此
ヨ
リ
_下
ハ
、
第
-三
、
子
游
カ
語
ナ
リ
、
自
ヲ
の
つ
か
ら

二
-章
有
リ
、

門
-人
小
-子
ト
ハ
、
子
夏
カ
弟
-子
ヲ
謂
フ
、
子
游
カ
言
ク
、
子
夏

カ
弟
-子
ニ
語
ル
コ
ト
、
廣
ク
先
-王
ノ
道
ヲ
學ま
な
ふ

コ
ト
能
ハ
不ス

、
唯

タ
堂
-宇
ヲ
洒
-掃
シ
、
賓
-客
ニ
當
-對
シ
、
進
-退
威
-儀
ノ
少
-禮

ナ
ル
可ヘ

シ
、
此
ニ
於
テ
乃
チ
可
ナ
リ
ト
爲ス

ル
耳ノ
ミ

、

【
經
】

抑
末
也
、
本
之
則
無
如
之
何
、

抑
モ
末
ナ
リ
、
本も
ト

ノ
則
チ
（
則ノリ
）
無
キ
ヲ
如
_之
_何

い

か

ん

、

【
疏
】

抑
助
語
也
、
洒
掃
以
下
之
事
、
抑
但
是
末
事
耳
、
若
本
事
、
則
無
如

之
何
也
、
本
謂
先
王
之
道
、
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抑
ハ
助
ノ
語
ナ
リ
、
洒
-掃
ヨ
リ
以
-下
ノ
事
ハ
、
抑
モ
但
タ
是
レ
末

ノ
_事コ

ト

耳ノ
ミ

、
本
ノ
_事
ノ
若こ
と
き

ン
ハ
、
則
チ
無
キ
コ
ト
如
_之
_何

イ

カ

ン

、
本

ト
ハ
先
-王
ノ
道
ヲ
謂
フ
、

【
注
】

苞
氏
曰
、
言
子
夏
弟
子(二
)、
於
當
對
賓
客
、
修
威
儀
禮
節
之
事
、
則

可
、
然
此
但
是
人
之
末
事
耳
、
不
可
無
其
本
也
、
故
云
本
之
則
無
如

之
何
也
、

苞
氏
カ
曰
ク
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
子
夏
カ
弟
-子
、
賓
-客
ニ
當
-對
シ
、
威
-

儀
禮
-節
ノ
事
ヲ
修
ス
ル
ニ
於
テ
ハ
、
則
チ
可
ナ
リ
、
然
ト
モ
此
ハ

但
タ
是
レ
人
ノ
末す
ヘ

ノ
事こ
ト

ナ
ラ
ク
耳ノ
ミ

、
其
ノ
_本も
ト

無
ク
ン
ハ
ア
ル
可へ
か

ラ

不ス

、
故
ニ
本も
ト

ノ
則
チ
（
則ノリ
）
無
キ
ヲ
如
_之
_何

イ

か

ん

ト
云
フ
、

【
經
】

子
夏
聞
之
曰
噫
、

子
夏
聞
テ
曰
ク
噫イ
イ

、

【
疏
】

噫
不
平
之
聲
也
、
子
夏
聞
子
游
鄙
己
門
人
、
故
爲
不
平
之
聲
也
、

噫
ハ
不
-平
ノ
聲
ナ
リ
、
子
夏
子
游
カ
己お
の
レ

カ
門
-人
ヲ
鄙
イ
や
し
く

ス
ル
ヲ

聞
ク
、
故
ニ
不
-平
ノ
聲
ヲ
爲ナ

ス
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
噫
心
不
平
之
聲
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
噫
ハ
心
不
-平
ノ
聲
ソ
、

【
經
】

言
游
過
矣
、

言
游
過ア
ヤ
マ

テ
リ
、

【
疏
】

既
不
平
之
、
而
又
云
、
言
游
之
説
、
實
爲
過
矣
也
、

既す
て
に

之
ヲ
平
ナ
リ
ト
不せ
ス

、
又
云
ク
、
言
游
カ
説
、
實
ニ
過
-失
爲タ

リ
、

【
經
】

君
子
之
道
孰
先
傳
焉
﹆

孰
後
倦
焉
、

君
-子
ノ
道
孰イ
ツ

レ
カ
（
孰イ
ツ

レ
ヲ
カ
）（
孰タレ
カ
）
先
ツ
傳
ヘ
ン
﹆

孰イ
ツ

レ
カ
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（
孰イ
ツ

レ
ヲ
カ
）（
孰タレ
カ
）
後
ニ
倦う

マ
ン
、

【
疏
】

既
云
子
游
之
説
是
過
、
故
更
説
我
所
以
先
敎
以
小
事
之
由
也
、
君
子

之
道
、
謂
先
王
之
道
也
、
孰
誰
也
、
言
先
王
大
道
、
即
既
深
且
遠
、

而
我
知
誰
先
能
傳
而
後
能
倦
懈
者
耶
、
故
云
、
孰
先
傳
焉
孰
後
倦

焉
、
既
不
知
誰
、
故
先
歴
試
小
事
、
然
後
乃
敎
以
大
道
也
、
張
憑

云
、
人
性
不
同
也
、
先
習
者
、
或
早
懈
、
晩
學
者
、
或
後
倦
、
當
要

功
於
歳
終
、
不
可
以
一
限
也
、

既
ニ
子
游
カ
説
是
レ
_過
テ
リ
ト
云
フ
、
故
ニ
更
ニ
我
カ
先
ツ
_敎
ル

ニ
小
-事
ヲ
以
テ
ス
ル
所
_以
ゆ
ゑ
ん

ノ
由
ヲ
説
ク
、
君
-子
ノ
道
ト
ハ
、
先
-

王
ノ
道
ヲ
謂
フ
、
孰
ハ
誰
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
先
-王
ノ
大
-道
ハ
、
即
チ
既

ニ
深ふ
か
く

シ
テ
且
ツ
遠
シ
、
而
ル
ヲ
我わ
レ

誰
カ
（
誰イツレ
ヲ
カ
）
_先
ツ
能
ク

傳
ヘ
ン
而
ル
ヲ
後
ニ
能
ク
倦う

ミ
_懈お
こ

タ
ル
者
ヲ
知
ラ
ン
耶ヤ

、
故
ニ
云

ク
、
孰
カ
（
孰イツレ
ヲ
カ
）
_先
ツ
_傳
ヘ
ン
、
孰た
レ

カ
（
孰イツレ
ヲ
カ
）
_後

ニ
_倦
マ
ン
、
既
ニ
誰
ヲ
知
ラ
不ス

、
故
ニ
先
ツ
小
-事
ヲ
歴
_試
テ
、

然
シ
テ
_後
ニ
乃
チ
敎
ル
ニ
大
-道
ヲ
以
テ
ス
、
張
憑
カ
云
ク
、
人
-

性
同
カ
ラ
不ス

、
先
ツ
_習
フ
_者も
ノ

、
或
ハ
早
ク
懈お
こ
た

リ
、
晩
ク
_學
フ

者も
ノ

、
或
ハ
後
ニ
_倦
ム
、
當
ニ
功
ヲ
歳
ノ
-終
ニ
要
カ
ナ
ラ
ズ

ト
ス
當ヘ
シ
、

一
-限
ヲ
以
テ
ス
可へ
か
ら

不ス

、

【
注
】

苞
氏
曰
、
言
先
大
傳
業
者
、
必
先
厭
倦
、
故
我
門
人
先
敎
、
以
小
事

後
將
敎
以
大
道
也
、

苞
氏
カ
曰
ク
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
先
ツ
大
-業
ヲ
傳
ル
者も
ノ

ハ
、
必
ス
先
ツ
厭イ
ト

ヒ

_倦
ム
、
故
ニ
我
カ
門
-人
ハ
先マ

ツ
敎
ル
ニ
、
小
-事
ヲ
以
テ
シ
テ
後

ニ
將
ニ
敎
ル
ニ
大
-道
ヲ
以
テ
セ
ン
ト
將ス
、

【
疏
】

熊
埋
云
、
凡
童
蒙
初
學
、
固
宜
聞
漸
日
進
、
階
麤
入
妙
、
故
先
且
啓

之
以
小
事
、
後
將
敎
之
以
大
道
也
、

熊
埋
カ
云
ク
、
凡
ソ
童
-蒙
ノ
初
-學
ハ
、
固ま
こ
と

ニ
宜
ク
聞
ク
コ
ト

漸
や
う
や
く

ニ
日
ニ
_進
テ
、
麤そ

ヲ
階ハ
シ

ト
シ
テ
妙
ニ
入
ル
宜ヘ
シ
、
故
ニ
先
ツ

且し
は
ら

ク
之
ヲ
啓ヒ
ラ

ク
ニ
小
-事
ヲ
以
テ
シ
テ
、
後
ニ
將
ニ
之
ニ
敎
ル
ニ

大
-道
ヲ
以
テ
セ
ン
將とス
、

【
經
】

譬
諸
草
木
區
以
別
矣
、

草
-木
ノ
區
マ
チ
マ
チ

ニ
シ
テ
以
テ
別
ア
ル
ニ
譬
フ
、（
譬た
と
ふ

レ
ハ
草
木
ニ

區
マ
チ
マ
チ

ニ
シ
テ
以
テ
別
ア
リ
、）
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【
疏
】

言
大
道
與
小
道
殊
異
、
譬
如
草
木
異
類
區
別
、
學
者
當
以
次
、
不
可

一
往
學
致
生
厭
倦
也
、

言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
大
-道
ト
小
-道
與ト

ノ
殊
ニ
_異
ナ
ル
コ
ト
、
譬
ハ
草
-木
ノ

類
ヲ
異
ニ
シ
テ
區
チ
別
ア
ル
カ
如
シ
、
學
_者ハ

當
ニ
次つ
い

ヲ
以
ス
當ヘ
シ
、

一
-往
學
テ
厭
イ
_倦
ム
コ
ト
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
ヲ
致
ス
可へ
か

ラ
不ス

、

【
注
】

馬
融
曰
、
言
大
道
與
小
道
、
殊
異
、
譬
如
草
木
異
類
區
別
、
言
學
當

以
次
也
、

馬
融
カ
曰
ク
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
大
-道
ト
小
-道
與ト

、
殊
ニ
異
ナ
リ
、
譬
ヘ

ハ
草
-木
ノ
類
ヲ
異
ニ
シ
テ
區
マ
ち
ま
ち

ニ
別
ア
ル
カ
如
シ
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
學ま
な
ふ

コ
ト
當
ニ
次
テ
ヲ
以
ス
當ヘ
シ
、

【
經
】

君
子
之
道
、
焉
可
誣
也
、

君
-子
ノ
道み
チ

、
焉
イ
つ
く
ん

ソ
誣シ
イ
シ

ム
可へ

キ
、

【
疏
】

君
子
大
道
既
深
、
故
傳
學
有
次
、
豈
可
發
初
使
誣
罔
其
儀
、
而
并
學

之
乎
、

君
-子
ノ
大
-道
ハ
既
ニ
_深
シ
、
故
ニ
傳
ヘ
_學
テ
次
テ
有
リ
、
豈
ニ

發
-初
ニ
其
ノ
_儀
ヲ
誣シ

イ
_罔し
い

テ
、
并
ニ
之
ヲ
學
ハ
使シ

ム
可ヘ

ケ
ン
ヤ
、

【
注
】

馬
融
曰
、
君
子
之
道
、
焉
可
使
誣
、
言
我
門
人
但
能
洒
掃
而
已
也
、

馬
融
カ
曰
ク
、
君
-子
ノ
道
、
焉
イ
つ
く
ん

ソ
誣シ

イ
使シ

ム
可ヘ

キ
ト
ハ
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
我
カ
門
-人
但
タ
能
ク
洒
-掃
ス
ラ
ク
而ノ

_已ミ

、

【
經
】

有
始
有
終
者
、
其
唯
聖
人
乎
、

始
メ
有
リ
終
リ
有
ル
ハ
、
其
レ
唯
タ
聖
-人
乎カ

、

【
疏
】

唯
聖
人
有
始
有
終
、
學
能
不
倦
、
故
可
先
學
大
道
耳
、
自
非
聖
人
、

則
不
可
不
先
從
小
起
也
、
張
憑
云
、
譬
諸
草
木
、
或
春
花
而
夙(三
)落

、

或
秋
榮
而
早
實
、
君
子
道
、
亦
有
遲
速
、
焉
可
誣
也
、
唯
聖
人
始
終
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如
一
、
可
謂
永
無
先
後
之
異
也
、

唯
タ
聖
-人
ノ
ミ
始
メ
有
リ
終
リ
有
リ
、
學
テ
能
ク
倦
マ
不ス

、
故
ニ

先
ツ
大
-道
ヲ
學
フ
可ヘ

キ
耳ノ
ミ

、
聖
-人
ニ
非
ス
自
リ
ン
ハ
、
先
ツ
小
從よ

リ
起ヲ
コ

ラ
不す

ン
ハ
ア
ル
可へ
か
ら

不ス

、
張
憑
カ
云
ク
、
草
-木
ニ
譬
ル
ニ
、
或

ハ
春
_花
サ
イ
テ
夙ハ
ヤ

ク
_落
チ
、
或
ハ
秋
_榮
テ
早
ク
_實ミ
ノ

ル
、
君
-子

ノ
道
モ
、
亦
タ
遲
-速
有
リ
、
焉
イ
つ
く
ん

ソ
誣し

ユ
可へ
け

ン
ヤ
、
唯
タ
聖
-人
ハ

始
-終
一
ノ
如
シ
、
永
ク
先
-後
ノ
異
無
シ
ト
謂
ツ
可ヘ

シ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
始
終
如
一
、
唯
聖
人
耳
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
始
-終
一
ノ
如こ
と
く

ナ
ル
ハ
、
唯
タ
聖
-人
ナ
ラ
ク
耳ノ
ミ

、

（
一
）
「
語
」、
武
内
本
作
「
諸
」。

（
二
）
「
於
」
上
、
武
内
本
有
「
但
」
字
。

（
三
）
「
夙
」、
武
内
本
作
「
風
」。

【
經
】

子
夏
曰
、
仕
而
優
則
學
、

子
夏
カ
曰
ク
、
仕
ヘ
テ
優ユ
タ

カ
ナ
ル
_
則と
き
ん

ハ
學
フ
、

【
疏
】

亦
勸
學
也
、
優
謂
行
有
餘
力
也
、
若
任(一
)官

治
官
、
官
法
而
已
、
力
有

優
餘
則
、
更
可
研
學
先
王
典
訓
也
、

亦
タ
學
ヲ
勸
ム
、
優
ト
ハ
行
餘
-力
有
ル
ヲ
謂
フ
、
若
シ
官
ニ
任
テ

官
ヲ
治
メ
ハ
、
官
-法
而ノ

_已ミ

ナ
リ
、
力ち
か
ラ

優
-餘
有
ル
則と
き
ん

ハ
、
更
ニ

先
-王
ノ
典
-訓
ヲ
研
（
研ミカク
）-學
ス
可へ

シ
、

【
注
】

馬
融
曰
、
行
有
餘
力
則
、
可
以
學
文
、

馬
融
カ
曰
ク
、
行
餘
-力
有
ル
則と
き
ん

ハ
、
以
テ
文
ヲ
學
フ
可へ

シ
、

【
經
】

學
而
優
則
仕
、

學
テ
優
ナ
ル
則と
き
ん

ハ
仕
フ
、

【
疏
】

學
既
無
當
於
立
官
、
立
官
不
得
不
治
、
故
學
業
優
足
、
則
必
進
仕

也
、
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學
フ
ト
キ
ハ
既
ニ
當
ニ
官
ニ
立
ツ
當ヘ
キ
コ
ト
無
シ
、
官
ニ
立
テ
ハ
治

メ
不ス

ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
得え

不ス

、
故
ニ
學
-業
優
-足
ナ
ル
、
則と
き
ん

ハ
必
ス

進
-仕
ス
、

（
一
）
「
任
」、
武
内
本
作
「
仕
」。

【
經
】

子
游
曰
、
喪
致
乎
哀
而
止
、

子
游
カ
曰
ク
、
喪
ハ
哀
ヲ
致
シ
テ
止ヤ

ム
、

【
疏
】

致
猶
至
也
、
雖
喪
禮
主
哀
、
然
孝
子
不
得
過
哀
以
滅
性
、
故
使
各
至

極
哀
而
止
也
、

致
ハ
至
ノ
猶こ
と

シ
、
喪
ノ
_禮
ハ
哀
ヲ
主
ト
ス
ト
雖い
へ
ト

モ
、
然
ト
モ
孝
-

子
過
キ
_哀
テ
以
テ
性
ヲ
滅
ス
コ
ト
ヲ
得え

不ス

、
故
ニ
各
お
の
お
の

極
-哀
ヲ
至

シ
テ
止や

マ
使し

ム
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
毀
不
滅
性
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
毀ヤ
ブ

レ
（
毀ヤス
レ
）
ト
モ
性
ヲ
滅ホ
ロ

ホ
サ
不ス

、

【
經
】

子
游
曰
、
吾
友
張
也
爲
難
能
也
、

子
游
カ
曰
ク
、
吾
カ
_友
張
能
ク
シ
難
キ
コ
ト
ヲ
爲ス

、

【
疏
】

張
子
張
也
、
子
游
言
、
吾
同
志
之
友
有
於
子
張
、
容
貌
堂
偉
、
難
爲

人
所
能
及
、
故
云
爲
難
能
也
、

張
ハ
子
張
ナ
リ
、
子
游
カ
言
ク
、
吾
カ
同
-志
ノ
友
子
張
有
リ
、
容
-

貌
堂
-偉
（
偉

イ
ツ
ク
シ

）
タ
リ
、
人
ノ
能
ク
及
フ
所
爲タ

ル
コ
ト
難
シ
、
故

ニ
云
ク
能
ク
シ
難
キ
コ
ト
ヲ
爲ス

ト
、

【
注
】

苞
氏
曰
、
言
子
張
之
容
儀
之
難
及
者
、

苞
氏
カ
曰
ク
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
子
張
カ
容
-儀
及
ヒ
難
キ
者も
ノ

ナ
リ
、

【
經
】

然
而
未
仁
、
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然
ト
モ
未
タ
仁
ア
ラ
未ス
、

【
疏
】

袁
氏
云
、
子
張
容
貌
難
及
、
但
未
能
體
仁
也
、

袁
氏
カ
云
ク
、
子
張
カ
容
-貌
及
ヒ
難
シ
、
但
タ
未
タ
仁
ヲ
體
ス
ル

コ
ト
能
ハ
未ス
、

【
經
】

曾
子
曰
、
堂
堂
乎
張
也
、

曾
子
カ
曰
ク
、
堂
-堂
タ
ル
カ
ナ
張
、

【
疏
】

此
以
下
、
是
第
四
、
曾
參
語
、
自
有
四
章
、
堂
堂
儀
容
可
怜
也
、

此
ヨ
リ
以
-下
ハ
、
是
レ
第
-四
、
曾
參
カ
語
ナ
リ
、
自
ヲ
の
つ
か
ら

四
-章
有

リ
、
堂
-堂
ハ
儀
-容
ノ
怜ア
ハ

レ
ム
可ヘ
キ

ナ
リ
、

【
經
】

難
與
竝
爲
仁
矣
、

與ト
モ

ニ
竝
テ
仁
ヲ
爲ス

ル
コ
ト
難
シ
、

【
疏
】

言
子
張
雖
容
貌
堂
堂
、
而
仁
行
淺
薄
、
故
云
難
竝
爲
仁
、
竝
竝
也
、

言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
子
張
カ
容
-貌
堂
-堂
タ
リ
ト
雖
い
へ
と
も

、
而
ト
モ
仁
-行
淺
-薄

ナ
リ
、
故
ニ
云
ク
竝
テ
仁
ヲ
爲ス

ル
コ
ト
難
シ
、
竝
ハ
竝ヘ
イ

ナ
リ
、

【
注
】

鄭
玄
曰
、
言
子
張
容
儀
盛
。
而
於
仁
道
薄
也
、

鄭
玄
カ
曰
ク
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
子
張
カ
容
-儀
盛サ
か
ん

ナ
レ
ト
モ
、
仁
-道
ニ
於

テ
薄
シ
、

【
疏
】

江
煕
云
、
堂
堂
德
宇
廣
也
、
仁
行
之
極
也
、
難
與
竝
、
仁
蔭
人
上

也
、
然
江
熙
之
意
、
是
子
張
仁
勝
於
人
、
故
難
與
竝
也
、

江
煕
カ
云
ク
、
堂
-堂
ハ
德
-宇
ノ
廣
ナ
リ
、
仁
ハ
行
ノ
極
ナ
リ
、
與

ニ
_竝
ヒ
難
シ
ト
ハ
、
仁
ハ
人
ヲ
蔭ヲ
ヲ

ウ
ノ
上
ナ
リ
、
然
レ
ハ
江
熙
カ

意
ハ
、
是
レ
子
張
カ
仁
人
ニ
勝マ
さ

レ
リ
、
故
ニ
與
ニ
_竝
ヒ
難
シ
、
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【
經
】

曾
子
曰
、
吾
聞
諸
夫
子
、

曾
子
カ
曰
ク
、
吾
夫
-子
ニ
聞キ

キ
キ
、

【
疏
】

據
有
所
聞
於(一
)孔
子
也
、
其
事
在
下
文(二
)、

孔
子
ニ
聞
ク
所と
こ
ロ

有
ル
ニ
據
ル
、
其
ノ
事
ハ
下
ノ
文
ニ
在
リ
、

【
經
】

人
未
有
自
致
者
也
、
必
也
親
喪
乎
、

人
未
タ
自
ミ
つ
か
ら

_致キ
ハ

ム
ル
コ
ト
有
ラ
未サ
ル
者も
ノ

ナ
リ
、
必
ス
親
ノ
_喪モ

ニ
ヲ

イ
テ
乎カ

（
人
未
タ
自
ミ
つ
か
ら

致キ
ハ

ム
ル
コ
ト
有
ラ
未サ
ル
ハ
、
必
ス
親
ノ
_喪

ニ
カ
）、

【
疏
】

此
所
聞
於
孔
子
之
事
也
、
致
極
也
、
言
人
於
他
行
、
了
可
有
時
不
得

自
極
、
然
及
君
親
喪
、
則
必
宜
自
極
其
哀
、
故
云
必
也
親
喪
乎
也
、

此
レ
ハ
孔
子
ニ
聞
ク
所
ノ
事
ナ
リ
、
致
ハ
極
ナ
リ
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
人
他

ノ
_行
ニ
於
テ
ハ
、
了ヲ

ル
コ
ト
時
有
テ
自
ミ
つ
か
ら

_極
ル
コ
ト
ヲ
得え

不さ

ル
可ヘ

シ
、
然
ト
モ
君
-親
ノ
喪
ニ
及
テ
ハ
、
則
チ
必
ス
宜
ク
自
ミ
つ
か
ら

其
ノ
哀

ヲ
極
ム
宜ヘ
シ
、
故
ニ
必
ス
親
ノ
_喪モ

ニ
ヲ
イ
テ
_乎カ

ト
云
フ
、

【
注
】

馬
融
曰
、
言
人
雖
未
能
自
致
盡
於
他
事
、
至
於
親
喪
、
必
自
致
盡

也
、

馬
融
カ
曰
ク
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
人
未
タ
自
ミ
つ
か
ら

他
-事
ヲ
致キ
ハ

メ
_盡
ス
コ
ト
能

ハ
未ス
ト
雖い
へ
ト

モ
、
親
ノ
_喪
ニ
至
テ
ハ
、
必
ス
自
ミ
つ
か
ら

致キ
ハ

メ
_盡
ス
、

（
一
）
「
於
」、
武
内
本
作
「
仁
」。

（
二
）
「
文
」、
武
内
本
無
此
字
。

【
經
】

曾
子
曰
、
吾
聞
諸
夫
子
孟
莊
子
之
孝
也
、
其
他
可
能
也
、

曾
子
カ
曰
ク
、
吾わ
レ

夫
-子
ニ
孟
莊
子
カ
孝
ヲ
聞キ

キ
キ
、
其
ノ
_他
ヲ
ハ

能
ク
ス
可ヘ

シ
、

【
疏
】

人
子
爲
孝
、
皆
以
愛
敬
而
爲
體
、
而
孟
莊
子
爲
孝
、
非
唯
愛
敬
、
愛
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敬
之
外
、
別
又
有
事
、
故
云
其
他
可
能
也
、

人
ノ
子
ノ
孝
爲タ

ル
コ
ト
、
皆み
ナ

愛
-敬
ヲ
以
テ
體
ト
爲ス

、
而
ル
ヲ
孟
莊

子
カ
孝
爲タ

ル
コ
ト
、
唯
タ
愛
-敬
ス
ル
ノ
ミ
ニ
非
ス
、
愛
-敬
ノ
外ほ
カ

、

別
ニ
又
事
有
リ
、
故
ニ
其
ノ
_他
ヲ
ハ
能
ク
ス
可ヘ

シ
ト
云
フ
、

【
經
】

其
不
改
父
之
臣
與
父
之
政
、
是
難
也
、

其
レ
父
ノ
臣
ト
父
ノ
政
與ト

ヲ
改
メ
不さ

ル
コ
ト
ハ
、
是
レ
難
シ
、

【
疏
】

此
是
其
不(一
)可

能
之
事
也
、
時
人
有
喪
三
年
之
内
、
皆
改
易
其
父
平
生

時
臣
、
及
於
政
事
、
而
莊
子
居
喪
、
父
臣
父
政
、
雖
有
不
善
者
、
而

莊
子
猶
不
忍
改
之
、
能
如
此
者
、
所
以
是
難
也
、

此
レ
ハ
是
レ
其
ノ
能
ク
ス
可へ
か

ラ
不さ

ル
ノ
事
ナ
リ
、
時
ノ
人
喪
ニ
有
ル

コ
ト
三
-年
ノ
内
、
皆み
ナ

其
ノ
父
ノ
平
-生
ノ
時
ノ
臣
、
及
ヒ
政
-事
ヲ

改
-易エ
キ

ス
、
而
ル
ヲ
莊
子
喪
ニ
居
テ
、
父
ノ
_臣
父
ノ
_政
、
不
-善
ナ

ル
コ
ト
有
リ
ト
雖
モ
、
而
ト
モ
莊
子
猶
ヲ
之
ヲ
改
ム
ル
ニ
忍
ヒ
不ス

、

能
ク
此
ノ
如
キ
ン
ハ
、
是
レ
_難
シ
ト
ス
ル
所
_以
ゆ
ゑ
ん

ナ
リ
、

【
注
】

馬
融
曰
、
孟
莊
子
魯
大
夫
仲
孫
速
也
、
謂
在
諒
闇(二
)之

中
、
父
臣
及
父

政
、
雖
不
善
者
、
不
忍
改
之
也
、

馬
融
カ
曰
ク
、
孟
莊
子
ハ
魯
ノ
大
夫
仲
孫
速
ソ
、
諒
-闇
ノ
中
ニ
在

テ
、
父
ノ
_臣
及
ヒ
父
ノ
政
、
善
カ
ラ
不さ

ル
者も
ノ

ト
雖
い
へ
と
も

、
改
ム
ル
ニ

忍
ヒ
（
忍
テ
改
メ
）
不さ

ル
ヲ
謂
フ
、

（
一
）
「
不
」、
武
内
本
作
「
他
」。

（
二
）
「
闇
」、
武
内
本
作
「
陰
」。

【
經
】

孟
氏
使
陽
膚
爲
士
師
、

孟
氏
陽
膚フ

ヲ
使シ

テ
士
師
爲タ

ラ
使シ
ム
、

【
疏
】

孟
氏
魯
下
卿
也
、
陽
膚
曾
子
之
弟
子
也
、
士
師
獄(一
)官

也
、
孟
氏(二
)使

陽

膚
爲
己
家
獄
官
也
、

孟
氏
ハ
魯
ノ
下
卿
、
陽
膚
ハ
曾
子
カ
弟
-子
ナ
リ
、
士
師
ハ
獄
-官
ナ

リ
、
孟
氏
陽
膚
ヲ
使シ

テ
己
カ
_家
ノ
獄
-官
爲タ

ラ
使シ
ム
、
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【
注
】

苞
氏
曰
、
陽
膚
曾
子
弟
子
也
、
士
師
典
獄
官
也
、

苞
氏
カ
曰
ク
、
陽
膚
ハ
曾
子
カ
弟
-子
ナ
リ
、
士
師
ハ
典
獄
ノ
官
ソ
、

【
經
】

問
於
曾
子
、

曾
子
ニ
問
フ
、

【
疏
】

曾
子
曾
參
也
、
陽
膚
將
爲
獄
官
、
而
還
問
師
、
求
其
法
術
也
、

曾
子
ハ
曾
參
ソ
、
陽
膚
將
ニ
獄
-官
爲タ

ラ
ン
ト
將ス
、
而
シ
テ
還
テ
師

ニ
問
テ
、
其
ノ
法
-術
ヲ
求
ム
、

【
經
】

曾
子
曰
、
上
失
其
道
、
民
散
久
矣
、

曾
子
カ
曰
ク
、
上か
ミ

其
ノ
_道
ヲ
失
テ
、
民
散
ス
ル
コ
ト
_久
シ
、

【
疏
】

曾
子
答
之
、
使
爲
法
也
、
言
君
上
若
善
則
、
民
下
不
犯
罪
、
故
堯
舜

之
民
比
屋
可
封
、
君
上
若
惡
則
、
民
下
多
犯
罪
、
故
桀
紂
之
民
比
屋

可
誅
、
當
于
其(二
)時

、
君
上
失
道
既
久
、
故
民
下
犯
罪
、
離
散
者
衆
、

故
云
久
也
、

曾
子
之
ニ
答
テ
、
法
ヲ
爲ナ

サ
使シ

ム
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
君
-上
若
シ
善
ナ
ル
_

則と
き
ん

ハ
、
民
-下
罪
ヲ
犯
サ
不ス

、
故
ニ
堯
舜
ノ
民
ハ
比
-屋
封
シ
ツ
可ヘ

シ
、
君
-上
若
シ
惡
シ
キ
_
則と
き
ん

ハ
、
民
-下
罪
ヲ
犯
ス
コ
ト
多
シ
、
故

ニ
桀
紂
カ
民
ハ
比
-屋
誅
シ
ツ
可ヘ

シ
、
其
ノ
時
ニ
當
テ
、
君
-上
道
ヲ

失
ス
ル
コ
ト
既
ニ
久
シ
、
故
ニ
民
-下
罪
ヲ
犯
シ
テ
、
離
-散
ス
ル
者も
ノ

衆
ナ
リ
（
衆ヲヲ
シ
）、
故
ニ
久
シ
ト
云
フ
、

【
經
】

如
得
其
情
、
則
哀
矜
而
勿
喜
、

如モ

シ
其
ノ
_情
ヲ
得
テ
ン
ハ
、
哀
-矜ケ
フ

シ
テ
喜
フ
コ
ト
勿
レ
、

【
疏
】

如
猶
若
也
、
若
得
其
情
、
謂
責
竅(四
)得
其
罪
状
也
、
言
汝
爲
獄
官
、
職

之
所
司
、
不
得
不
辨
覈
、
雖
然
若
得
罪
状
則
、
當
哀
矜
愍
念
、
之
愼

勿
自
喜
言
汝
能
得
人
之
罪
也
、
所
以
必
須
哀
矜
者
、
民
之
犯
罪
、
非
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其
本
懷
、
政
是
由
從
君
子(五
)故

耳
、
罪
既
非
本
、
所
以
宜
哀
矜(六
)、

如
ハ
若
ノ
猶
シ
、
若
シ
其
ノ
_情
ヲ
得
テ
ン
ハ
ト
ハ
、
責セ

メ
_
竅ア
ナ
グ

ツ

テ
（
竅ケフ
）
テ
其
ノ
罪
ノ
_
状カ
タ
チ

ヲ
得
ル
ヲ
謂
フ
、

言
い
ふ
こ
こ
こ
ろ

ハ
汝な
ん
チ

獄
-官

爲タ

リ
、
職
ノ
司
ツ
カ
サ
ト

ル
所と
こ
ロ

、
辨
-竅ケ
フ

セ
不さ

ル
コ
ト
ヲ
得え

不ス

、
然
ト
雖
い
へ
と
も

若
シ
罪
ノ
状
ヲ
得
ル
則と
き
ん

ハ
、
當
ニ
哀
矜
愍び
ん

-念
シ
テ
、
愼
テ
自
ミ
つ
か
ら

喜

テ
汝な
ん
チ

能
ク
人
ノ
罪
ヲ
得
タ
リ
ト
言い
ふ

コ
ト
勿な
か

ル
當ヘ
シ
、
必
ス
須
ク
哀
-

矜
ス
須ヘ
キ
所
_以
ゆ
ゑ
ん

ハ
、
民
ノ
罪
ヲ
犯
ス
コ
ト
、
其
ノ
本
-懷
ニ
非
ス
、

政マ
さ

ニ
是
レ
君
-子
ニ
由
リ
_從
ヘ
ル
カ
故ゆ
ヘ

耳ノ
ミ

、
罪
_既
ニ
本
ニ
非
ス
、

宜
ク
哀
-矜
ス
宜ヘ
キ
所
_以
ゆ
ゑ
ん

ナ
リ
、

【
注
】

馬
融
曰
、
民
之
離
散
爲
輕
漂
犯
法
、
乃
上
之
所
爲
也
、
非
民
之
過

也
、
當
哀
矜
之
勿
自
喜
能
得
其
情
也
、

馬
融
カ
曰
ク
、
民
ノ
離
-散
シ
テ
輕
-漂
ヲ
爲ナ

シ
テ
法
ヲ
犯
ス
コ
ト

ハ
、
乃
チ
上
ノ
爲ス

ル
所
ナ
リ
、
民
ノ
過
ア
や
ま
ち

ニ
非
ス
、
當
ニ
哀
-矜
シ

テ
自
ミ
つ
か
ら

能
ク
其
ノ
_情
ヲ
得
ル
コ
ト
ヲ
喜
フ
コ
ト
勿な
か

ル
當ヘ
シ
、

（
一
）
「
獄
」
上
、
武
内
本
有
「
典
」
字
。

（
二
）
「
氏
」、
武
内
本
作
「
子
」。

（
三
）
「
其
」、
武
内
本
作
「
爾
」。

（
四
）
「
竅
」、
武
内
本
作
「
覈
」。
以
下
同
。

（
五
）
「
子
」、
武
内
本
作
「
上
」。

（
六
）
「
矜
」
下
、
武
内
本
有
「
也
」
字
。

【
經
】

子
貢
曰
、
紂
之
不
善
也
、
不
如
是
之
甚
也
、

子
貢
カ
曰
ク
、
紂
カ
不
-善
ナ
ル
コ
ト
、
是
ノ
如
ク
甚
タ
シ
キ
ハ

不あ
ら
ス

、

【
疏
】

此
以
下
是
第
五
、
子
貢
語
、
自
有
五
章
、
紂
者
殷
家
無
道
君
也
、
無

道
失
國
、
而
後
世
經
是
惡
事
、
皆
云
、
是
紂
昔
所
爲
然
、
紂
昔
者
爲

惡
、
實
不
應
頓
如
此
之
甚
、
故
云
不
如
是
之
甚
也
、

此
ヨ
リ
以
-下
ハ
是
レ
第
-五
、
子
貢
カ
語
ナ
リ
、
自
ヲ
の
つ
か
ら

五
-章
有

リ
、
紂
ハ
殷
-家
無
-道
ノ
君
ナ
リ
、
無
-道
ニ
シ
テ
國
ヲ
失
ス
、
而

シ
テ
後
-世
是
ノ
惡
-事
ヲ
經ヘ

テ
、
皆み
ナ

云
ク
、
是
レ
紂
昔む
か
シ

、
爲ス

ル
所と
こ
ロ

然し
カ

リ
、
紂
昔
_者
ム
カ
シ

惡
ヲ
爲ナ

ス
コ
ト
、
實
ニ
頓と
み

ニ
此
ノ
如
ク
甚
カ
ル
應へ
か

ラ
不ス

、
故
ニ
云
ク
是
ノ
如
ク
甚
キ
ハ
不ア
ら
ス

、
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【
經
】

是
以
君
子(一

)惡
居
下
流
﹆

天
下
之
惡
皆
歸
焉
、

是
ヲ
_以も
て

君
-子
ハ
下
-流
ニ
居
ル
コ
ト
ヲ
惡
ム
﹆

天
-下
ノ
惡
皆み
ナ

_歸

ス
、

【
疏
】

下
流
、
謂
爲
惡
行
、
而
處
人
下
者
也
、
言
紂
不
遍
爲
衆
惡
、
而
天
下

之
惡
事
、
皆
云
是
紂
所
爲
、
故
君
子
立
身
、
惡
爲
居
人
下
流
、
若
一

居
下
流
則
、
天
下
之
罪
、
并
歸
之
也
、

下
-流
ト
ハ
、
惡
-行
ヲ
爲ナ

シ
テ
、
人
ノ
_下
ニ
處
ル
者
ヲ
謂
フ
、

言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
紂
遍
ク
衆
-惡
ヲ
爲ナ

ス
ニ
不あ
ら
ス

、
而
ト
モ
天
-下
ノ
惡
-事
、

皆み
ナ

是
レ
紂
カ
爲ス

ル
所
ト
云
フ
、
故
ニ
君
-子
ハ
身
ヲ
立
テ
テ
、
人
ノ

下
-流
ニ
居
ル
コ
ト
ヲ
爲ナ

ス
コ
ト
ヲ
惡
ム
、
若
シ
一ひ
と
た

ヒ
下
-流
ニ
居

ル
則と
き
ん

ハ
、
天
下
ノ
罪
、
并
ニ
之
ニ
歸
ス
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
紂
爲
不
善
、
以
喪
天
下
、
後
世
憎
甚
之
、
皆
以
天
下
之

惡
、
歸
之
於
紂
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
紂
不
-善
ヲ
爲ナ

シ
テ
、
以
テ
天
-下
ヲ
喪
セ
リ
、

後
-世
憎ニ
ク

ム
コ
ト
_甚
シ
、
皆み
ナ

天
-下
ノ
惡
ヲ
以
テ
、
之
ヲ
紂
ニ
歸
ス
、

【
疏
】

蔡
謨
云
、
聖
人
之
化
、
由
群
賢
之
輔
、
闇
主
之
亂
、
由
衆
惡
之
黨
、

是
以
有
君
無
臣
、
宋
襄
以
敗
、
衞
靈
無
道
夫
奚
其
喪
、
言
一
紂
之
不

善
、
其
亂
不
得
如
是
之
甚
、
身
居
下
流
、
天
下
惡
人
皆
歸
之
、
是
故

亡
也
、
若
如
蔡
謨
意
、
是
天
下
惡
人
皆
助
紂
爲
惡
、
故
失
天
下
耳
、

若
直
置
一
紂
則
、
不
能
如
此(一
)甚

也
、

蔡
謨
カ
云
ク
、
聖
-人
ノ
化
ハ
、
群
-賢
ノ
輔タ
ス
ケ

ニ
由
ル
、
闇
-主
ノ
亂

ハ
、
衆
-惡
ノ
黨
ニ
由
ル
、
是
ヲ
_以
テ
君
有
リ
臣
無
キ
ハ
、
宋
ノ
襄

以
テ
_敗
ル
、
衞
ノ
靈
無
-道
ナ
レ
ト
モ
夫
レ
奚
イ
つ
く
ん

ソ
其
レ
喪
ヒ
ン

ヤ
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
一ひ
と

リ
ノ
紂
カ
不
-善
ニ
シ
テ
、
其
ノ
_亂
是
ノ
如
ク
甚

キ
コ
ト
ヲ
得え

不シ

、
身
下
-流
ニ
居
テ
、
天
-下
ノ
惡
-人
皆み
ナ

之
ニ
歸
ス
、

是
ノ
故
ニ
亡
ス
、
若
シ
蔡
謨
カ
意
ノ
如
ン
ハ
、
是
レ
天
-下
ノ
惡
-人

皆
紂
ヲ
助
ケ
テ
惡
ヲ
爲
ス
、
故
ニ
天
-下
ヲ
失
ス
ル
耳ノ
ミ

、
若
シ
直タ
タ

ニ

一
-紂
ヲ
置
ク
則と
き
ん

ハ
、
此
ノ
如
ク
甚
コ
ト
能
ハ
不シ

、

（
一
）
「
子
」、
武
内
本
作
「
臣
」。

（
二
）
「
此
」、
武
内
本
無
此
字
。
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【
經
】

子
貢
曰
、
君
子
之
過
也
、
如
日
月
之
蝕
也
、

子
貢
カ
曰
ク
、
君
-子
ノ
過
ア
や
ま
ち

ハ
、
日
-月
ノ
蝕
ノ
如
シ
、

【
疏
】

日
月
之
蝕(一
)、
非
日
月
故
爲
、
君
子
之
過
、
非
君
子
故
爲
、
故
云
如
日

月
之
蝕
也
、

日
-月
ノ
蝕
ハ
、
日
-月
ノ
故
コ
ト
サ
ラ

ニ
_爲ス

ル
ニ
非
ス
、
君
-子
ノ
過
ア
や
ま
ち

ハ
、
君
-子
ノ
故
コ
と
さ
ら

ニ
_爲ス

ル
ニ
非
ス
、
故
ニ
云
ク
日
-月
ノ
蝕
ノ
如

シ
ト
、

【
經
】

過
也
人
皆
見
之
、

過
チ
ア
ル
ト
キ
ハ
（
過あやま
ツ
）
人
_皆み
ナ

之
ヲ
見
ル
、

【
疏
】

日
月
之
蝕(二
)、

人
竝
見
之
、
如
君
子
有
過
不
隱
、
人
亦
見
之(三
)、

日
-月
ノ
蝕
ハ
、
人
竝
ニ
之
ヲ
見
ル
、
君
-子
過
チ
有
ル
ト
キ
ハ
隱
サ

不ス

、
人
亦
タ
之
見
ル
カ
如
シ
、

【
經
】

更
也
人
皆
仰
之
、

更ア
ラ
タ

ム
ル
ト
キ
ハ
人
_皆み
ナ

之
ヲ
仰
ク
、

【
疏
】

更
改
也
、
日
月
蝕(四
)罷

改
闇
更
明
則
、
天
下
皆
竝
瞻
仰
、
君
子
之
能(五
)亦

不
以
先
過
爲
累
也
、

更
ハ
改
ナ
リ
、
日
-月
ノ
蝕
_罷ヤ

ン
デ
闇
ヲ
改
メ
テ
更
ニ
_明
ナ
ル
則と
き
ん

ハ
、
天
-下
皆み
ナ

竝
ニ
瞻
-仰
ス
、
君
-子
ノ
能
モ
亦
先
-過
ヲ
以
テ
累
ト

爲セ

不さ

ル
ナ
リ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
更
改
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
更
ハ
改
、

（
一
）
「
蝕
」、
武
内
本
作
「
食
」。

（
二
）
「
蝕
」、
武
内
本
作
「
食
」。
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（
三
）
「
之
」
下
、
武
内
本
有
「
也
」
字
。

（
四
）
「
蝕
」、
武
内
本
作
「
食
」。

（
五
）
「
能
」、
武
内
本
作
「
德
」。

【
經
】

衞
公
孫
朝

衞
ノ
公
孫
朝

【
注
】

馬
融
曰
、
朝
衞
大
夫
也
、

馬
融
カ
曰
ク
、
朝
ハ
衞
ノ
大
夫
、

【
經
】

問
於
子
貢
曰
、
仲
尼
焉
學
、

子
貢
ニ
問
テ
曰
ク
、
仲
尼
焉イ
ツ

ク
ン
ソ
_（
焉
い
つ
く
に

カ
）
學
ヒ
シ
、

【
疏
】

公
孫
問
意
、
政(一
)嫌

孔
子
無
師
、
故
問
云
、
仲
尼
焉
學
也
、

公
孫
カ
問
フ
_意
ハ
、
政マ
さ

ニ
孔
子
ノ
師
無
キ
コ
ト
ヲ
嫌ウ
た
か

フ
、
故
ニ
問

テ
云
ク
、
仲
尼
焉
ン
カ
_學
ヒ
シ
、

【
經
】

子
貢
曰
、
文
武
之
道
未
墜
於
地
、

子
貢
カ
曰
ク
、
文
-武
ノ
道み
チ

未
タ
地
ニ
墜
チ
未ス
、

【
疏
】

子
貢
答
稱
仲
尼
必
學
也
、
將
答
道
學
、
故
先
廣
引
道
理
也
、
文
武
之

道
、
謂
先
王
之
道
也
、
未
墜
於
地
、
謂
未
廢
落
在
於
地
也
、

子
貢
答
テ
仲
尼
ノ
必
ス
學
コ
ト
ヲ
稱
ス
、
將
ニ
道
ノ
_學
ヲ
答
ン
ト

將す
、
故
ニ
先
ツ
廣
ク
道
-理
ヲ
引
ク
、
文
-武
ノ
道
ト
ハ
、
先
-王
ノ

道
ヲ
謂
フ
、
未
タ
地
ニ
墜
チ
未ス
ト
ハ
、
未
タ
廢
-落
シ
テ
地
ニ
在
ラ

未さ
ル
ヲ
謂
フ
、

【
經
】

在
人
、

人
ニ
在
リ
、
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【
疏
】

既
未
廢
落
墜
地
、
而
在
於
人
所
行
也
、

既
ニ
未
タ
廢
-落
シ
テ
地
ニ
墜
チ
未ス
、
而
シ
テ
人
ノ
行
フ
所
ニ
在
リ
、

【
經
】

賢
者
識
其
大
者
、
不
賢
者
識
其
小
者
、

賢
-者
ハ
其
ノ
大
ナ
ル
_者も
ノ

ヲ
識
ル
、
不
-賢
-者
ハ
其
ノ
小
シ
キ
ナ
ル

_者も
ノ

ヲ
識
ル
、

【
疏
】

既
猶
在
人
所
行
、
人
有
賢
否
、
若
大
賢
者
、
則
學
識
文
武
之
道
大(二
)、

若(三
)不

賢
者
、
則
學
識
文
武
之
道
小(四
)也

、

既
ニ
猶
ヲ
人
ノ
行
フ
所
ニ
在
リ
、
人
ニ
賢
-否
有
リ
、
若
シ
大
-賢
ナ

ル
者も
ノ

ハ
、
則
チ
文
-武
ノ
道
ノ
大
ナ
ル
ヲ
學
-識
ス
、
若
シ
不
-賢
ナ

ル
者も
ノ

ハ
、
則
チ
文
-武
ノ
道
ノ
小
ナ
ル
ヲ
學
-識
ス
、

【
經
】

莫
不
有
文
武
之
道
焉
、

文
-武
ノ
道
有
ラ
不ス

ト
イ
フ
コ
ト
莫
シ
、

【
疏
】

雖
大
少(五

)有
異
、
而
人
皆
有
之
、
故
曰
、
莫
不
有
文
武
之
道
也
、

大
-少
ノ
異
有
リ
ト
雖い
へ
ト

モ
、
人
_皆
之こ

レ
有
リ
、
故
ニ
曰
ク
、
文
-武

ノ
道
有
ラ
不ス

ト
イ
フ
コ
ト
莫
シ
、

【
經
】

夫
子
焉
不
學
、

夫
-子
焉
イ
つ
く
に

カ
學
ヒ
不さ

ラ
ン
、

【
疏
】

大
人
學
識
大
者
、
孔
子
是
人
之
大
者
、
豈
得
獨
不
學
識
之
乎
、

大
-人
ハ
大
ナ
ル
_者も
ノ

ヲ
學
-識
ス
、
孔
子
ハ
是
レ
人
ノ
大
ナ
ル
者ヒ
ト
リ

、

豈
ニ
獨
リ
學
ヒ
不す

シ
テ
之
ヲ
識
ル
コ
ト
ヲ
得
ン
ヤ
乎ヤ

、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
文
武
之
道
、
未
墜
落
於
地
、
賢
與
不
賢
、
各
有
所
識
、

夫
子
無
所
不
從
其(六
)學

也
、
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孔
安
國
カ
曰
ク
、
文
-武
ノ
道
、
未
タ
地
ニ
墜
-落
セ
未ス
、
賢
ト
不
-

賢
與ト

、
各
お
の
お
の

識
ル
所
有
リ
、
夫
-子
從
テ
學
ヒ
不す

ト
イ
フ
所
無
シ
、

【
經
】

而
亦
何
常
師
之
有
、

而
ラ
ハ
亦
何な
ン

ノ
常
ノ
師
ト
イ
フ
コ
ト
カ
有
ラ
ン
、

【
疏
】

言
孔
子
識
大
、
所
學
者
多
端
、
多
端
故
無
常
師
也
、

言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
孔
子
大
ヲ
識
ル
、
學
フ
所
ノ
者も
ノ

端は
シ

多
シ
、
端
多
キ
カ
故
ニ

常
ノ
_師
無
シ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
無
所
不
從
學
、
故
無
常
師
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
從
テ
_學
ヒ
不す

ト
イ
フ
所
無
シ
、
故
ニ
常
ノ
_師
無

シ
、（

一
）
「
政
」、
武
内
本
作
「
故
」。

（
二
）
「
大
」
下
、
武
内
本
有
「
者
也
」
二
字
。

（
三
）
「
若
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
四
）
「
小
」
下
、
武
内
本
有
「
者
」
字
。

（
五
）
「
少
」、
武
内
本
作
「
小
」。

（
六
）
「
其
」、
武
内
本
無
此
字
。

【
經
】

叔
孫
武
叔
語
大
夫
於
朝
、

叔
孫
武
叔
大
夫
ニ
朝
ニ
語
テ
、

【
疏
】

武
叔
身
是
大
夫
、
又
語
他
大
夫
於
朝
廷
、
以
譏(一
)孔

子
也
、

武
叔
ハ
身
ハ
_是
レ
大
夫
ナ
リ
、
又
他
ノ
大
夫
ニ
朝
-廷
ニ
語
テ
、
孔

子
ヲ
譏
ル
、

【
注
】

馬
融
曰
、
魯
大
夫
叔
孫
州
仇
、
武
謚
也
、

馬
融
カ
曰
ク
、
魯
ノ
大
夫
叔
孫
州
仇キ
フ

ソ
、
武
ハ
謚
、
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【
經
】

曰
子
貢
賢
於
仲
尼
、

曰
ク
子
貢
ハ
仲
尼
ニ
賢マ
サ

レ
リ
、

【
疏
】

此
所
謂(二
)之
事
也
、
言
子
貢
人
身
、
識
量
賢
於
孔
子
也
、

此
レ
ハ
謂
フ
所
ノ
事
ナ
リ
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
子
貢
カ
人
-身
、
識
-量
孔
子

ニ
賢
レ
リ
、

【
經
】

子
服
景
伯
以
告
子
貢
、

子
服
景
伯
子
貢
ニ
告
ク
、

【
疏
】

景
伯
亦
魯
大
夫
、
當
是
于
時
在
朝
聞
叔
孫
之
語
、
故
來
告
子
貢
道
之

也
、

景
伯
ハ
亦
魯
ノ
大
夫
ナ
リ
、
當
ニ
是
レ
時
于に

朝
ニ
在
テ
叔
孫
カ
語
ヲ

聞
ク
當ヘ
シ
、
故
ニ
來
テ
子
貢
ニ
告
テ
之
ヲ
道
フ
、

【
經
】

子
貢
曰
、
譬
諸
宮
墻
、

子
貢
カ
曰
ク
、
宮
-墻
ニ
譬
レ
ハ
、

【
疏
】

子
貢
聞
景
伯
之
告
、
亦
不
驚
拒(三
)、
仍
爲
之
設
譬
也
、
言
人
之
器
量
、

各
有
深
淺
、
深
者
難
見
、
淺
者
易
覩
、
譬
如
居
家
之
有
宮
墻
、
墻
高

則
、
非
闚
闞
所
測
、
墻
下
闚
闞
易
了
、
故
云
譬
之
宮
墻
也
、

子
貢
景
伯
カ
告
ル
ヲ
聞
ク
、
亦
驚
キ
_拒
カ
不ス

、
仍
チ
之
カ
爲
ニ
譬

ヲ
設
ク
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
人
ノ
器
-量
、
各
深
-淺
有
リ
、
深
キ
_者
ハ
見
難

シ
、
淺
キ
_者も
ノ

ハ
覩ミ

易
シ
、
譬
ハ
居
-家
ノ
宮
-墻
有
ル
カ
如
シ
、
墻か
キ

_

高
キ
則と
き
ん

ハ
、
闚ウ
カ
カ

イ
_闞
テ
測ハ
カ

ル
所
ニ
非
ス
、
墻か
キ

_下ヒ
キ

キ
ト
キ
ハ
闚
ヒ

_闞
テ
了サ
と

リ
易
シ
、
故
ニ
宮
-墻
ニ
譬
レ
ハ
ト
云
フ
、

【
經
】

賜
之
牆
也
及
肩
、

賜
カ
牆
肩
ニ
及
ヘ
リ
、
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【
疏
】

賜
子
貢
名
也
、
子
貢
自
言
賜
之
識
量
短
淺
、
如
及
肩
之
墻
也
、

賜
ハ
子
貢
カ
名
ナ
リ
、
子
貢
自

ミ
つ
か
ら

賜
カ
識
-量
短
-淺
ヲ
言
フ
、
肩
ニ

及
ヘ
ル
墻
ノ
如
シ
、

【
經
】

闚
見
室
家
之
好
、

室
-家
ノ
好ヨ
シ
ミ

ヲ
闚ウ
か
か

ヒ
_見
テ
ン
、

【
疏
】

墻
既
及
肩
、
故
他
人
從
墻
外
行
、
得
闚
見
墻
内
室
家
之
好
也
、

墻か
キ

既
ニ
肩
ニ
及
ヘ
リ
、
故
ニ
他
-人
墻
-外
從
リ
、
行
テ
墻
-内
ノ
室
-

家
ノ
好よ
し
ミ

ヲ
闚
イ
_見
ル
コ
ト
ヲ
得
タ
リ
、

【
經
】

夫
子
之
墻
數
仞
、

夫
-子
ノ
墻
ハ
數
-仞
ナ
リ
、

【
疏
】

七
尺
曰
仞
、
言
孔
子
聖
量
之
深
、
如
數
仞
之
高
墻
也
、

七
-尺
ヲ
仞
ト
曰
フ
、
言

い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
孔
子
ノ
聖
-量
ノ
深
キ
コ
ト
、
數
-仞

ノ
高
-墻
ノ
如
シ
、

【
經
】

不
得
其
門
而
入
者
、
不
見
宗
廟
之
美
、
百
官
之
富
、

其
ノ
_門
ヲ
得
テ
入い

ラ
不さ

ル
ト
キ
ハ
者も
ノ

ハ
、
宗
-廟
ノ
美
、
百
-官
ノ

富
ヲ
見
不ス

、

【
疏
】

墻
既
高
峻
、
不
可
闚
闞
、
唯
從
門
入
者
、
乃
得
見
内
、
若
不
入
門
、

則
不
見
其
所
内
之
美
也
、
然
墻
短
下
者
、
其
内
止
有
室
家
、
墻
高
深

者
、
故
廣
有
容
宗
廟
百
官
也
、

墻
_既
ニ
高
-
峻シ
ユ
ン

（
峻サカシ
）、
闚
ヒ
_闞
フ
可へ
か

ラ
不ス

、
唯
タ
門
從
リ
入
ル

_者も
ノ

ハ
、
乃
チ
内
ヲ
見
ル
コ
ト
ヲ
得
ン
、
若
シ
門
ニ
入
ラ
不す

ン
ハ
、

其
ノ
所
-内
ノ
美
ヲ
見
不シ

、
然
レ
ハ
墻
ノ
短
-下
ナ
ル
者も
ノ

ハ
、
其
ノ
内う
チ

止タ
タ

室
-家
ノ
ミ
有
ラ
ン
、
墻
高
-深
ナ
ル
者も
ノ

ハ
、
故
コ
の
ゆ
ゑ

ニ
廣
ク
宗
-廟

百
-官
有
ル
容ヘ

シ
、
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【
經
】

得
其
門
者
、
或
寡
矣
、

其
ノ
_門
ヲ
得
ル
者も
ノ

ハ
、
或
ハ
寡ス
く
な

シ
、

【
疏
】

富
貴
之
門
、
非
賤
者
輕
入
、
入
者
唯
富
貴
人
耳
、
孔
子
聖
人
器
量
之

門
、
非
凡
鄙
可
至
、
至
者
唯
顏
子
耳
、
故
云
、
得
門
或
寡
、
寡
少

也
、

富
-貴
ノ
門
ハ
、
賤
-者
ノ
輕
シ
ク
_入
ル
ニ
非
ス
、
入
ル
_者も
ノ

ハ
唯
タ

富
-貴
ノ
人
_耳ノ
ミ

、
孔
子
聖
-人
ノ
器
-量
ノ
門
ハ
、
凡
-鄙
ノ
至
ル
可へ

キ
ニ
非
ス
、
至
ル
_者も
ノ

ハ
唯
タ
顏
子
耳ノ
ミ

ナ
リ
、
故
ニ
云
ク
、
門
ヲ
得

ル
モ
ノ
ハ
或
ハ
_寡
シ
ト
、
寡
ハ
少
ナ
リ
、

【
注
】

苞
氏
曰
、
七
尺
曰
仞
也
、

苞
氏
カ
曰
ク
、
七
-尺
ヲ
仞
ト
曰
フ
、

【
經
】

夫
子
之
云
不
亦
宜
乎
、

夫
-子
ノ
云ユ

イ
ケ
ン
コ
ト
亦
タ
宜ウ
ヘ

ナ
ラ
不ス

乎ヤ

、

【
疏
】

子
貢
呼
武
叔
爲
夫
子
也
、
賤
者
不
得
入
富
貴
之
門
、
愚
人
不
得
入
聖

人
之
奧
室
、
武
叔
凡
愚
云
、
賜
賢
於
孔
子
、
是
其
不
入
聖
門
、
而
有

此
言
、
故
是
其
宜
也
、
袁
氏
云
、
武
叔
凡
人
、
應
不
達
聖
也
、

子
貢
武
叔
ヲ
呼
テ
夫
-子
ト
爲ス

、
賤
キ
_者も
ノ

ハ
富
-貴
ノ
門
ニ
入
ル
コ

ト
ヲ
得
不ス

、
愚
-人
ハ
聖
-人
ノ
奧
-室
ニ
入
ル
コ
ト
ヲ
得
不ス

、
武
叔

ハ
凡
-愚
ニ
シ
テ
云
ク
、
賜
ハ
孔
子
ニ
賢
レ
リ
ト
、
是
レ
其
レ
聖
-門

ニ
入
ラ
不す

シ
テ
、
而
シ
テ
此
ノ
言コ
ト

有
リ
、
故
ニ
是
レ
其
レ
宜う
へ

ナ
リ
、

袁
氏
カ
云
ク
、
武
叔
ハ
凡
-人
ナ
リ
、
聖
ニ
達
セ
不さ

ル
應へ

シ
、

【
注
】

苞
氏
曰
、
夫
子
謂
武
叔
也
、

苞
氏
カ
曰
ク
、
夫
-子
ト
ハ
武
叔
ヲ
謂
フ
、

（
一
）
「
譏
」、
武
内
本
作
「
説
」。

（
二
）
「
謂
」、
武
内
本
作
「
語
」。

（
三
）
「
拒
」、
武
内
本
作
「
距
」。
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【
經
】

叔
孫
武
叔
毀
仲
尼
、

叔
孫
武
叔
仲
尼
ヲ
毀ソ

シ

ル
、

【
疏
】

猶
是
前
之
武
叔
又
訾
毀
孔
子
也
、

猶
ヲ
是
レ
前
ノ
武
叔
又
孔
子
ヲ
訾ソ
シ

リ
_毀
レ
リ
、

【
經
】

子
貢
曰
、
無
以
爲
也
、

子
貢
カ
曰
ク
、
以
テ
_爲ス

ル
コ
ト
無な
か

レ
、

【
疏
】

子
貢
聞
武
叔
之
言
、
故
抑
止
之
、
使
無
以
爲
訾
毀
、

子
貢
武
叔
カ
言コ
ト

ヲ
聞
ク
、
故
ニ
抑
テ
之
ヲ
止
メ
テ
、
以
テ
訾
リ
_毀

ル
コ
ト
ヲ
爲ナ

ス
コ
ト
無な
か

ラ
使シ

ム
、

【
經
】

仲
尼
不
可
毀
也

仲
尼
ヲ
ハ
毀
ル
可へ
か
ら

不ス

【
疏
】

又
明
言
語
之
云
、
仲
尼
聖
人
、
不
可
輕
毀
也
、

又
明
ニ
言
テ
之
ニ
語
テ
云
ク
、
仲
尼
ハ
聖
-人
ナ
リ
、
輕
シ
ク
毀
ル

可へ
か

ラ
不ス

、

【
經
】

他
人
之
賢
者
丘
陵
也
、
猶
可
踰
也
、

他
-人
ノ
賢
-者
ハ
丘
-陵
ナ
リ
、
猶
踰コ

ヘ
ツ
可へ

シ
、

【
疏
】

更
喩
之
説(一
)仲

尼
不
可
毀
之
譬
也
、
言
他
人
賢
者
、
雖
有
才
智
、
才
智

之
高
、
止
如
丘
陵
、
丘
陵
雖
高
、
而
人
猶
得
踰
越
其
上
、
既
猶
可

踰
、
故
可(二
)毀
也
、

更
ニ
之
ヲ
喩サ
ト

シ
テ
仲
尼
ヲ
毀
ル
可へ
か
ら

不さ

ル
ノ
譬
ヲ
説
ク
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
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他
-人
ノ
賢
-者
ハ
、
才
-智
有
リ
ト
雖
い
へ
と
も

、
才
-智
ノ
高
キ
コ
ト
、
止タ
タ

丘
-陵
ノ
如
シ
、
丘
-陵
ハ
高
シ
ト
雖
い
へ
と
も

、
而
ト
モ
人
_猶
ヲ
其
ノ
_上

ヲ
踰
へ
_越
ル
コ
ト
ヲ
得
、
既
ニ
猶
ヲ
踰
ツ
可
シ
、
故
ニ
毀
ル
可へ

シ
、

【
經
】

仲
尼
如
日
月
也
、
無
得
而
踰
焉
、

仲
尼
ハ
日
-月
ノ
如
シ
、
得
テ
踰
ル
コ
ト
無
ケ
ン
、

【
疏
】

言
仲
尼
聖
知
高
、
如
日
月
、
日
月
麗
天
、
豈
有
人
得
踰
踐
者
乎
、
既

不
可
踰
、
故
亦
不
可
毀
也

言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
仲
尼
ノ
聖
-知
ノ
高
キ
コ
ト
、
日
-月
ノ
如
シ
、
日
-月
ハ
天

ニ
麗ツ

ク
、
豈
ニ
人
ノ
踰
ヘ
_踐フ

ム
コ
ト
ヲ
得
ル
者も
ノ

有
ン
ヤ
、
既
ニ
踰

フ
可へ
か
ら

不ス

、
故
ニ
亦
毀
ル
可へ
か
ら

不す

【
經
】

人
雖
欲
自
絕
也
、
其
何
傷
於
日
月
乎
、

人
自
ミ
つ
か
ら

_絕タ

タ
マ
ク
欲
ス
ト
雖い
フ
ト

モ
、
其
レ
何
ソ
日
-月
ヲ
傷ヤ
フ

ラ
ン
乎ヤ

、

【
疏
】

世
人
踰
丘
陵
、
而
望
下
、
便
謂
丘
陵
爲
高
、
未
曾
踰
踐
日
月
、
不
覺

日
月
之
高
、
既
不
覺
高
、
故
訾
毀
日
月
、
謂
便
不
勝
丘
陵
、
是
自
絶

日
月
也
、
日
月
雖
得
人
之
見
絶
、
而
未
曾
傷
減
其
明
、
故
言
何
傷
於

日
月
也
、
譬
凡
人
見
小
才
智
、
便
謂
之
高
、
而
不
識
聖
人
之
奧
、
故

毀
絶
之
、
雖
復
毀
絶
、
亦
何
傷
聖
人
德
乎
、

世
-人
丘
-陵
ヲ
踰
テ
、
下シ
モ

ヨ
リ
望
テ
、
便
チ
丘
-陵
ヲ
謂
テ
高
シ
ト

爲ス

、
未
タ
曾
テ
日
-月
ヲ
踰
ヘ
_踐
マ
未さ
レ
ハ
、
日
-月
ノ
高
キ
コ
ト

ヲ
覺
ヘ
不ス

、
既
ニ
高
キ
コ
ト
ヲ
覺
ヘ
不ス

、
故
ニ
日
-月
ヲ
訾
リ
_毀

テ
、
便
チ
丘
-陵
ニ
勝マ
さ

ラ
不ス

ト
謂
フ
、
是
レ
自
ミ
つ
か
ら

日
-月
ヲ
絶
ツ
ナ

リ
、
日
-月
ハ
人
ニ
絶
タ
見ル

ル
コ
ト
ヲ
得
ト
雖
い
へ
と
も

、
未
タ
曾か
つ
て

其
ノ
_

明
ヲ
傷
-減
セ
未ス
、
故
ニ
言
ク
何
ソ
日
-月
ヲ
傷
ラ
ン
ヤ
ト
、
凡
-人

ノ
小
-才
ノ
智
ヲ
見
テ
、
便
チ
之
ヲ
高
シ
ト
謂
テ
、
聖
-人
ノ
奧
ヲ
識

ラ
不さ

ル
カ
、
故
ニ
之
ヲ
毀
リ
_絶
ツ
ニ
譬
フ
、
復
毀
リ
_絶
ツ
ト

雖
い
へ
と
も

、
亦
タ
何
ソ
聖
-人
ノ
德
ヲ
傷
ラ
ン
ヤ
、

【
經
】

多
見
其
不
知
量
也
、

多
ク
其そ
の

量は
か
り

ヲ
知
ラ
不さ

ル
ヲ
見
ル
、

－200－



【
疏
】

不
測
聖
人
德
之
深
、
而
毀
絶
之
、
如
不
知
日
月
之
明
、
而
棄
絶
之
、

若
有
識
之
士
、
視
覩
於
汝
則
、
多
見
汝
愚
闇
、
不
知
聖
人
之
度
量

也
、

聖
-人
ノ
德
ノ
深ふ
か
き

コ
ト
ヲ
測
ラ
不す

シ
テ
、
之
ヲ
毀
リ
_絶
ツ
コ
ト
、

日
-月
ノ
明
ヲ
知
ラ
不す

シ
テ
、
之
ヲ
棄
テ
_絶
ツ
カ
如こ
と

シ
、
若
シ
有
-

識
ノ
士
、
汝
ヲ
視ミ

_覩ミ

ハ
則
チ
、
多
ク
汝
ノ
愚
-闇
ニ
シ
テ
、
聖
-人

ノ
度ト

-量
ヲ
知
ラ
不さ

ル
ヲ
見
ン
、

【
注
】

言
人
雖
欲
自
絕
弃
於
日
月
、
其
何
能
傷
乎
、
適
足
自
見
其
不
知
量

也
、言

い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
人
自
ミ
つ
か
ら

日
-月
ヲ
絕
チ
_棄
テ
欲
ス
ト
雖い
ヘ
ト

モ
、
其
レ
何
ソ
能

ク
傷ヤ
ふ

ラ
ン
ヤ
、
適マ
サ

ニ
自
ミ
つ
か
ら

其そ
の

量は
か
り

ヲ
知
ラ
不さ

ル
ヲ
見
ル
ニ
足
レ
リ
、

（
一
）
「
説
」、
武
内
本
作
「
設
」。

（
二
）
「
可
」
上
、
武
内
本
有
「
不
」
字
。

【
經
】

陳
子
禽
謂
子
貢
曰
、
子
爲
恭
也
、
仲
尼
豈
賢
於
子
乎
、

陳
子
禽
子
貢
ニ
謂カ
た
り

テ
曰
ク
、
子
恭
ヲ
爲ス

、
仲
尼
豈
ニ
子
ニ
賢ま
さ

ラ
ン

ヤ
、

【
疏
】

此
子
禽
必
非
陳
亢
、
當
是
同
姓
名
之
子
禽
也
、
其
見
子
貢
毎
事
稱

師
、
故
謂
子
貢
云
、
汝
何
忽(一
)事
事
崇
述
仲
尼
乎
、
故
政
當
是
汝
爲
人

性
多
恭
敬
、
故
爾
耳
、
而
仲
尼
才
德
豈
賢
勝
於
己(二
)乎
、
呼
子
貢
以
爲

子
也
、

此
ノ
子
禽
ハ
必
ス
陳
亢カ
フ

ニ
非
ス
、
當
ニ
是
レ
姓
-名
ヲ
同
ス
ル
ノ
子

禽
ナ
ル
當ヘ
シ
、
其
レ
子
貢
事こ
ト

毎
ニ
師
ヲ
稱
ス
ル
ヲ
見
ル
、
故
ニ
子
貢

ニ
謂
テ
云
ク
、
汝な
ん
チ

何
ソ
忽
ニ
事
-事
仲
尼
ヲ
崇
-述
ス
ル
ヤ
、
故
ニ

政マ

_當サ

ニ
是
レ
汝な
ん
チ

人
ト
爲ナ

リ
性
恭
-敬
多
シ
、
故
ニ
爾シ
カ

ル
_耳ノ
ミ

、
而
シ

テ
仲
尼
ノ
才
-德
豈
ニ
己
ニ
賢
リ
_勝
ン
ヤ
、
子
貢
ヲ
呼
テ
子
ト
爲ス

、

【
經
】

子
貢
曰
、
君
子
一
言
以
爲
智
、
一
言
以
爲
不
智
、

子
貢
カ
曰
ク
、
君
-子
ハ
一
-言
以
コ
れ
を
も

テ
智
ト
爲シ

、
一
-言
以
コ
れ
を
も

テ
不
-

智
ト
爲ス

、
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【
疏
】

子
貢
聞
子
禽
之
言
、
故
方
便
答
拒(三
)之

也
、
言
智
與
不
智
、
由
於
一
言

耳
、
今
汝
出
此
言
、
是
不
知
也
、

子
貢
子
禽
カ
言コ
ト

ヲ
聞
ク
、
故
ニ
方
-便
シ
テ
（
方
便
カ
ス
ラ
ウ

）
答
テ
之
ヲ
拒

ク
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
智
ト
不
-智
與ト

、
一
-言
ニ
由
ル
ラ
ク
耳ノ
ミ

、
今い
マ

汝な
ん
チ

此
ノ

_言コ
ト

ヲ
出
ス
、
是
レ
不
-知
ナ
リ
、

【
經
】

言
不
可
不
愼
也
、

言コ
ト

ヲ
ハ
（
言コト
）
愼
マ
不す

ン
ハ
ア
ル
可へ
か

ラ
不ス

、

【
疏
】

智
否
、
既
寄
由
一
言
、
故
宜
愼
之
耳
、

智
ト
否フ
チ

ト
、
既
ニ
一
-言
ニ
寄
リ
_由
ル
、
故
ニ
宜
ク
之
ヲ
愼
ム
宜ヘ
キ

耳ノ
ミ

、
【
經
】

夫
子
之
不
可
及
也
、
猶
天
之
不
可
階
而
升
也
、

夫
-子
ノ
及
フ
可へ
か

ラ
不さ

ル
コ
ト
ハ
、
猶
ヲ
天
ノ
階ハ
シ

タ
テ
テ
モ
升
ル
可へ
か

ラ
不さ

ル
カ
猶こと
シ
、

【
疏
】

此
出
子
禽
不
知
之
事
也
、
夫
物
之
高
者
、
莫
峻
嵩
嶽
、
嵩
嶽
雖
峻
、

而
人
猶
得
爲
階
梯
、
以
升
上
之
也
、
今
孔
子
聖
德
其
高
如
天
、
天
之

懸
絶
、
既
非
人
可
得
階
升
、
而
孔
子
聖
德
、
豈
可
謂
我
之
賢
勝
之

乎
、
汝
謂
不
勝
爲
勝
、
即
是
一
言
爲
不
智
、
故
不
可
不
愼
也
、

此
レ
ハ
子
禽
カ
不
-知
ノ
事
ヲ
出
ス
、
夫
レ
物
ノ
高
キ
者も
ノ

ハ
、
嵩
-嶽

ヨ
リ
峻タ
カ

キ
ハ
莫な
し

、
嵩
-嶽
峻
シ
ト
雖い
へ
ト

モ
、
而
ト
モ
人
猶
ヲ
階
-梯
ヲ

爲ナ

シ
テ
、
升
リ
_上
ル
コ
ト
ヲ
得
ン
、
今い
マ

孔
子
ノ
聖
-德
其
ノ
高
キ
コ

ト
天
ノ
如
シ
、
天
ノ
懸ハ
ル

カ
ニ
_絶
ス
ル
コ
ト
、
既
ニ
人
ノ
階
ヲ
得
テ

モ
升
ル
可へ

キ
ニ
非あ
ら

ス
、
而
ル
ヲ
孔
子
ノ
聖
-德
、
豈
ニ
我
ヲ
之
ニ
賢

リ
_勝
ル
ト
謂
フ
可へ
け

ン
ヤ
、
汝な
ん
チ

勝
ラ
不さ

ル
ヲ
謂
テ
勝
レ
リ
ト
爲ス

、
即

チ
_是
レ
一
-言
ニ
シ
テ
不
-智
ト
爲ス

、
故
ニ
愼
マ
不す

ン
ハ
ア
ル
可へ
か

ラ

不ス

、
【
經
】

夫
子
之
得
邦
家
者
、

夫
-子
邦
-家
ヲ
得
テ
ン
ハ
、
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【
疏
】

子
禽
當
是
見
孔
子
栖
遑
、
不
被
時
用
、
故
發
此
不
智
之
言
、
子
貢
抑

之
既
竟
、
故
此
更
廣
爲
陳
孔
子
聖
德
不
與
世
人
同
也
、
邦
謂
作
諸
侯

也
、
家
謂
作
卿
大
夫
也
、
言
孔
子
若
爲
時
所
用
、
得
爲
諸
侯
及
卿
大

夫
之
日
、
其(四
)風
化
與
堯
舜
無
殊
、
故
先
張
本
、
云
夫
子
之
得
邦
家
者

也
、

子
禽
當
ニ
是
レ
孔
子
栖
-遑
ト
シ
テ
、
時
ニ
_用
イ
被ラ

レ
不
ル
ヲ
見

ル
、
故
ニ
此
ノ
不
-智
ノ
言コ
ト

ヲ
發
ス
、
子
貢
之
ヲ
抑
ル
コ
ト
既
ニ
_竟を
わ

ル
、
故
ニ
此コ
コ

ニ
更
ニ
廣
ク
_爲た
メ

ニ
孔
子
ノ
聖
-德
ノ
世
-人
與と

同
カ
ラ

不さ

ル
コ
ト
ヲ
陳ノ

フ
、
邦
ト
ハ
諸
侯
ト
作ナ

ル
ヲ
謂
フ
、
家
ト
ハ
卿
大
夫

ト
作ナ

ル
ヲ
謂
フ
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
孔
子
若
シ
時
ノ
爲
ニ
用
ヒ
所ラ

レ
テ
、
諸

侯
及
ヒ
卿
大
夫
爲タ

ル
ノ
日
ヲ
得
ハ
、
其
ノ
風
-化
堯
舜
與と

殊
ナ
ル
コ

ト
無
シ
、
故
ニ
先
ツ
本
ヲ
張
テ
、
夫
-子
ノ
邦
-家
ヲ
得
テ
ン
バ
ト
云

フ
者も
ノ

ナ
リ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
謂
爲
諸
侯
若
卿
大
夫
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
諸
侯
若
シ
ク
ハ
卿
大
夫
爲タ

ル
ヲ
謂
フ
、

【
經
】

所
謂
立
之
斯
立
、

謂
ハ
所ゆ

ル
立
ツ
ル
ト
キ
ハ
斯コ
コ

ニ
_立
ツ
、

【
疏
】

言
夫
子
若
得
爲
政
則
、
立
敎
無
不
立
、
故
云
、
所
謂
立
之
斯
立
也
、

言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
夫
-子
若
シ
政
ヲ
爲ス

ル
コ
ト
ヲ
得
ル
則と
き
ん

ハ
、
敎
ヲ
立
ル
コ

ト
立
テ
不す

ト
イ
フ
コ
ト
無
シ
、
故
ニ
云
ク
、
謂
ハ
所
ル
立
ル
ト
キ
ハ

斯コ
コ

ニ
_立
ツ
ト
、

【
經
】

導
之
斯
行
、

導
ミ
ち
ひ
く

ト
キ
ハ
斯コ
コ

ニ
行
ハ
ル
、

【
疏
】

又
若
導
民
、
以
德
則
、
民
莫
不
興
行
也
、
故
云
、
導
之
斯
行
也
、

又
若
シ
民
ヲ
導
ク
ニ
、
德
ヲ
以
テ
ス
ル
則と
き
ん

ハ
、
民
興
シ
_行
ハ
レ
不す

ト
イ
フ
コ
ト
莫
シ
、
故
ニ
云
ク
、
之
導
ク
ト
キ
ハ
斯
ニ
行
ン
ト
、
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【
經
】

綏
之
斯
來
、

綏ヤ
ス

ン
ス
ル
ト
キ
ハ
斯
ニ
_來
ル
、

【
疏
】

綏
安
也
、
遠
人
不
服
、
修
文
德
安
之
、
遠
者
莫
不
繦
負
而
來
也
、

綏ス
イ

ハ
安
、
遠
-人
服
セ
不さ

ル
ト
キ
ハ
、
文
-德
ヲ
修
メ
テ
之
ヲ
安や
す
ん

ス

ル
ト
キ
ハ
、
遠
-者
ハ
繦
-負
シ
テ
來
ラ
不す

ト
イ
フ
コ
ト
莫
ケ
ン
、

【
經
】

動
之
斯
和
、

動
カ
ス
ト
キ
ハ
斯
ニ
和
ス
、

【
疏
】

動
謂
勞
役
之
也
、
悅
以
使
民
民
忘
其
勞
、
故
役
使
之(五
)莫

不
和
穆
也
、

動
ト
ハ
勞
-役
ヲ
謂
フ
、
悅
ヒ
_
以
コ
れ
を
も

テ
民
ヲ
使
フ
ト
キ
ハ
民
其
ノ
_

勞
ヲ
忘
ル
、
故
ニ
之
ヲ
役
-使
ス
ル
ニ
和
-穆
セ
不す

ト
イ
フ
コ
ト
莫

シ
、

【
經
】

其
生
也
榮
也
、

其
レ
生イ
ケ

ル
ト
キ
ハ
榮サ
カ

ヘ
、

【
疏
】

孔
子
生
時
、
則
物
皆
賴
之
、
得
性
尊
崇
於
孔
子
、
是
其
生
也
、
榮

也
、

孔
子
生イ
け

ル
_時
ハ
、
物も
ノ

皆み
ナ

之
ニ
賴ヨ
ツ

（
賴タノム
）
テ
、
性
ヲ
得
テ
孔
子
ヲ

尊
-崇
ス
、
是
レ
其
レ
生
ト
キ
ハ
、
榮
ナ
リ
、

【
經
】

其
死
也
哀
、
如
之
何
其
可
及
也
、

其
レ
死
ス
ル
ト
キ
ハ
哀
ム
、
如
_之
_何

い

か

ん

ソ
其
レ
及
フ
可
ケ
ン
、

【
疏
】

孔
子
之
死
、
則
四
海
遏
密
、
如
喪
考
妣
、
是
其
死
也
哀
也
、
袁
氏

云
、
生
則
、
時
物
皆
榮
、
死
則
時
物
哀(六
)感

也
、

孔
子
ノ
死
ス
ル
、
則と
き
ん

ハ
四
-海
遏
-密
シ
テ
、
考
-妣
ニ
喪モ

ス
ル
カ
如
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シ
、
是
レ
其
レ
死
ス
ル
ト
キ
ハ
哀
ム
ナ
リ
、
袁
氏
カ
云
ク
、
生
ケ
ル

則と
き
ん

ハ
、
時
ノ
物も
ノ

皆み
ナ

榮
ヘ
、
死
ス
ル
則と
き
ん

ハ
時
ノ
物も
ノ

哀
ミ
_感
ス
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
綏
安
也
、
言
孔
子
爲
政
、
其
立
敎
則
無
不
立
、
導
之
則

莫
不
興
行
、
安
之
則
遠
者
來
至
、
動
之
則
莫
不
和
穆
、
故
能
生
則
見

榮
顯
、
死
則
見
哀
痛
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
綏ス
イ

ハ
安
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
孔
子
政
ヲ
爲セ

ン
ニ
、
其
レ
敎

ヲ
立
ツ
ル
則と
き
ん

ハ
立
セ
不す

ト
イ
フ
コ
ト
無
シ
、
導
ク
ト
キ
ハ
興
シ
_行

ハ
レ
不す

ト
イ
フ
コ
ト
莫
シ
、
安
ス
ル
ト
キ
ハ
遠
キ
_者も
ノ

ハ
來
リ
_至

リ
、
動
ス
ト
キ
ハ
和
-穆
セ
不す

ス
ト
イ
フ
コ
ト
莫
シ
、
故
ニ
能
ク
_生イ
け

ル
則と
き
ん

ハ
榮
-顯
セ
見ラ

レ
、
死
ス
ル
_
則と
き
ん

ハ
哀
-痛
セ
見ラ

ル
、

（
一
）
「
忽
」、
武
内
本
作
「
毎
」。

（
二
）
「
己
」、
武
内
本
作
「
汝
」。

（
三
）
「
拒
」、
武
内
本
作
「
距
」。

（
四
）
「
其
」
上
、
武
内
本
有
「
則
」
字
。

（
五
）
「
之
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
六
）
「
哀
感
」、
武
内
本
作
「
咸
哀
」。

（
子
張
篇
担
当

相
原
健
右
）
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堯(一
)曰

第
二
十

何
晏
集
解
凡
三
／
章(二
)

疏(三
)

（
一
）
「
堯
」
上
、
武
内
本
有
「
論
語
」
二
字
。

（
二
）
「
凡
三
／
章
」（
小
字
雙
行
）、
武
内
本
小
字
單
行
。

（
三
）
「
疏
」、
武
内
本
跳
格
。

【
疏
】

堯
曰
者
、
古
聖
天
子
所
言
也
、
其
言
天
下
太
平
、
禪
位
與
舜
之
事

也
、
所
以
次
前
者
、
事
君
之
道
、
若
宜
去
者
拂
衣
、
宜
留
者
致
命
、

去
留
當
理
、
事
迹
無
虧
、
則
太
平
可
覩
、
揖
讓
如
堯
、
故
堯
曰
最
後

次
子
張
也
、

堯
-曰
ハ
、
古
ノ
聖
-天
-子
ノ
言
フ
所
ナ
リ
、
其
ノ
言コ
ト

ハ
天
-下
太
-

平
ニ
シ
テ
、
位
ヲ
禪ゆ
つ
り

テ
舜
ニ
與あ
た
ふ

ル
ノ
事
ナ
リ
、
前
ニ
次
ル
所
_以

ハ
、
君
ニ
事
ル
ノ
道
、
若
シ
宜
ク
去
ル
宜ヘ
キ
者も
ノ

ハ
衣
ヲ
拂
フ
、
宜
ク

留
マ
ル
宜ヘ
キ
者も
ノ

ハ
命
ヲ
致
ス
、
去
-留
理
ニ
當
ル
、
事
-迹
虧カ

ク
ル
コ

ト
無
シ
、
則
チ
太
-平
ニ
シ
テ
覩
ツ
可
シ
、
揖
-讓
堯
ノ
如
シ
、
故
ニ

堯
曰
ヲ
最
モ
後
ニ
子
張
ニ
次
ツ
、

【
經
】

堯
曰
、

堯
ノ
曰
ノ
た
ま
は

ク
、

【
疏
】

云
堯
曰
者
、
稱
堯
之
言
敎
也
、
此
篇
凡
有
三
章
、
雖
初
稱
堯
曰
、
而

寬
通
衆
聖
、
故
其
章
内
、
幷
陳
二
帝
三
王
之
道
也
、
就
此
一
章
中
、

凡
有
五
重
、
自
篇
首
、
至
天
祿
永
終
、
爲
第
一
、
是
堯
命
授
舜
之

辭
、
又
下
云
、
舜
亦
以
命
禹
爲
第
二
、
是
記
者
序
舜
之
命
禹
、
亦
同

堯
命
舜
之
辭
也
、
又
自
予
小
子
履
、
至
萬
方
有
罪
在
朕
躬
、
爲
第

三
、
是
湯
伐
桀
告
天
之
辭
、
又
自
周
有
大
賚
、
至
在
予
一
人
、
爲
第

四
、
是
明
周
武
伐
紂
之
文
也
、
又
自
謹
權
量
、
至
章
末
、
爲
第
五
、

明
二
帝
三
王
、
雖
有
揖
讓
與
干
戈
之
異
、
而
安
民
取
治
之
同
法
則(一
)

也
、
又
下
次
子
張
問
孔
子
章
、
明
孔
子
之
德
、
同
於
堯
舜
諸
聖
也
、

上
章
諸
聖
所
以
能
安
民
者
、
不
出
尊
五
美
屏
四
惡
、
而
孔
子
非
不
能

爲
之
、
而
時
不
値
耳
、
故
師
資
殷
勤
往
反
論
之
也
、
下
又
一
章
、
不

知
命
無
以
爲
君
子
也
、
此
章
以
明
孔
子
非
不
能
爲
、
而
不
爲
者
、
知

天
命
故
也
、

堯
-曰
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
堯
ノ
言
-敎
ヲ
稱
ス
レ
ハ
ナ
リ
、
此
ノ
篇
ハ

凡
ソ
三
-章
有
リ
、
初
メ
ニ
堯
-曰
ト
稱
ス
ト
雖
モ
、
而
ト
モ
衆
-聖

ニ
寬
-通
ス
、
故
ニ
其
ノ
章
ノ
内
ニ
、
幷
ニ
二
-帝
三
-王
ノ
道
ヲ
陳ノ

フ
、
此
ノ
一
-章
ノ
中
ニ
就
テ
、
凡
ソ
五
-重
有
リ
、
篇
ノ
首ハ
シ
メ

自
リ
、

天
ノ
_祿
永
ク
終
ヘ
ン
ト
イ
フ
ニ
至い
た
る

マ
テ
、
第
-一
ト
爲ス

、
是
レ
堯
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命
シ
テ
舜
ニ
授
ル
ノ
辭
ナ
リ
、
又ま
た

下
ニ
云
ク
、
舜
亦ま
た

禹
ニ
命
ス
ト
イ

フ
ヲ
第
-二
ト
爲ス

、
是
レ
ハ
記
-者
舜
ノ
禹
ニ
命
め
い
す
る

コ
ト
ヲ
序
ツ
、
亦ま
た

堯
ノ
舜
ニ
命
ス
ル
ノ
辭
ニ
同
シ
、
又ま
た

予
小
子
履
ト
イ
フ
自
リ
、
萬
-

方
罪
有
ラ
ハ
朕
カ
_躬
ニ
在あ
ら

ン
ト
イ
フ
ニ
至い
た
る

マ
テ
、
第
-三
ト
爲ス

、

是
レ
ハ
湯
桀
ヲ
伐
テ
天
ニ
告
ル
ノ
辭
ナ
リ
、
又ま
た

周
ニ
大
ナ
ル
_
賚
タ
マ
ン
モ
ノ

有
リ
ト
イ
フ
自
リ
、
予
-一
-人
ニ
在あ
ら

ン
ト
イ
フ
ニ
至
ル
マ
テ
、
第
-

四
ト
爲ス

、
是
レ
ハ
周
ノ
武
紂
ヲ
伐
ツ
ノ
文
ヲ
明
ス
、
又ま
た

權
-量
ヲ
謹つ
つ
シ

ム
ト
イ
フ
自
リ
、
章
ノ
末
ニ
至い
た
る

マ
テ
、
第
-五
ト
爲ス

、
明
ケ
シ
二
-

帝
三
-王
、
揖
-讓
ト
干
-戈
與ト

ノ
異
有
リ
ト
雖
モ
、
民
ヲ
安
シ
治
ヲ

取
ル
コ
ト
ノ
法
-則
ヲ
同
ス
ル
コ
ト
ヲ
、
又ま
た

下
ニ
子
張
孔
子
ニ
問
フ

ノ
章
ヲ
次
ツ
、
明
ケ
シ
孔
子
ノ
德
、
堯
舜
ノ
諸
聖
ニ
同
お
な
し
き

コ
ト
ヲ
、

上
ノ
章
ノ
諸
-聖
能
ク
民
ヲ
安
ス
ル
所
_以
ノ
者
、
五
-美
ヲ
尊
ヒ
四
-

惡
ヲ
屏シ
リ
ゾ

ク
ル
ニ
出
テ
不ス

、
而
レ
ハ
孔
子
之
ヲ
爲ス

ル
コ
ト
能
ハ
不さ

ル

ニ
ハ
非
ス
、
而
ル
ヲ
時
ニ
値ア

ハ
不さ

ル
耳ノ
ミ

、
故
ニ
師
-資
殷
-勤
ニ
往
-

反
シ
テ
之
ヲ
論
ス
、
下
ノ
又ま
た

一
-章
ニ
ハ
、
命
ヲ
知
ラ
不さ

ル
ト
キ
ハ

君
-子
ト
爲ス

ル
コ
ト
無
シ
ト
イ
フ
、
此
ノ
章
ハ
孔
子
ノ
爲ス

ル
コ
ト
能

ハ
不さ

ル
ニ
非
ス
、
爲セ

不さ

ル
コ
ト
ハ
、
天
-命
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
明
ス
故ユ
ゑ

ナ
リ
、

【
經
】

咨
爾
舜

咨ア
ア

爾な
ん
チ

舜

【
疏
】

自
此
以
下
、
堯
命
舜
以
天
位
之
辭
也
、
咨
咨
嗟
也
、
爾
汝
也
、
汝
汝(二
)

於
舜
也
、
舜
者
謚
也
、
堯
名
放
勳
、
謚
云
堯
也
、
舜
名
重
華
﹆

謚
云

舜
也
、
謚
法
云
、
翼
善
傳
聖
曰
堯
、
仁
盛
聖
明
曰
舜
也
、
堯
將
命

舜
、
故
先
咨
嗟
歎
而
命
之
、
故
云
、
咨
汝
舜
也
、
所
以
歎
而
命
之

者
、
言
舜
之
德
美
兼
合
用
我
命
也
、

此
レ
自
リ
以
-下
ハ
、
堯
舜
ニ
命
ス
ル
ニ
天
-位
ヲ
以
テ
ス
ル
ノ
辭
ナ

リ
、
咨シ

ハ
咨
-嗟
ナ
リ
、
爾
ハ
汝
ナ
リ
、
汝
ト
ハ
舜
ニ
汝
ソ
、
舜
ハ

謚
ナ
リ
、
堯
ノ
名
ハ
放
（
放ナラフ
）
勳
、
謚
シ
テ
堯
ト
云
フ
、
舜
ノ
名

ハ
重
華
、
謚
シ
テ
舜
ト
云
フ
、
謚
ノ
法
ニ
云
ク
、
善
ヲ
翼タ
ス

ケ
テ
聖
ニ

傳つ
た
ふ

ル
ヲ
堯
ト
曰
フ
、
仁
-盛
聖
-明
ナ
ル
ヲ
舜
ト
曰
フ
﹆

堯
將
ニ
舜

ニ
命
セ
ン
ト
將ス
、
故
ニ
先
ツ
咨
-嗟
シ
テ
歎
シ
テ
之
ニ
命
ス
、
故
ニ

云
ノ
た
ま
は

ク
、
咨ア
ア

汝な
ん
チ

舜
ト
、
歎
シ
テ
之
ニ
命
ス
ル
所
_以
ゆ
ゑ
ん

ハ
、
舜
ノ
德
-

美
兼
ネ
_合カ
ナ

ツ
テ
我
カ
命
ヲ
用
も
ち
ふ
る

コ
ト
ヲ
言
フ
、

【
經
】

天
之
歴
數
在
爾
躬
、
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天
ノ
歴
-數
爾
カ
_躬
ニ
在
リ
、

【
疏
】

天
天
位
也
、
歴
數
謂
天
位
列
次
也
、
爾
汝
也
、
躬
身
也
、
堯
命
舜

云
、
天
位
列
次
次
在
汝
身
、
故
我
今
命
授
與
汝
也
、

天
ハ
天
-位
ナ
リ
、
歴
-數
ト
ハ
天
-位
ノ
列
-次
ヲ
謂
フ
、
爾
ハ
汝
ナ

リ
、
躬
ハ
身
ナ
リ
、
堯
舜
ニ
命
シ
テ
云
ノ
た
ま
は

ク
、
天
-位
ノ
列
-次
ノ
次

汝
カ
_身
ニ
在
リ
、
故
ニ
我わ
レ

今い
マ

命
シ
テ
汝
ニ
授
ケ
_與
フ
、

【
注
】

歴
數
、
謂
列
次
也
、

歴
-數
ト
ハ
、
列
-次
ヲ
謂
フ
、

【
疏
】

列
次
者
、
謂
五
行
金
、
木
、
水
、
火
、
土
、
更
王
之
次
也
、

列
-次
ト
ハ
、
五
-行
金
、
木
、
水
、
火
、
土
ノ
、

更
カ
ハ
ル
カ
ハ
ル

王
ノ
次
ヲ

謂
フ
、

【
經
】

允
執
其
中
、

允マ
コ
ト

ニ
其
ノ
_中
ヲ
執
ラ
ハ
、

【
疏
】

允
信
也
、
執
持
也
、
中
謂
中
正
之
道
也
、
言
天
位
運
次
、
既
在
汝
身

則
、
汝
宜
信
執
持
中
正
之
道
也
、

允イ
ン

ハ
信
ナ
リ
、
執
ハ
持
ナ
リ
、
中
ト
ハ
中
-正
ノ
道
ヲ
謂
フ
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
天
-位
ノ
運
-次
、
既
ニ
汝
カ
_身
ニ
在
ル
則と
き
ん

ハ
、
汝な
ん
チ

宜
ク
信マ
こ
と

ニ

中
-正
ノ
道
ヲ
執
リ
_持と

ル
宜ヘ
ク
ン
ハ
、

【
經
】

四
海
困
窮
、

四
-海
困
-窮
シ
テ
、

【
疏
】

四
海
、
謂
四
方
蠻
夷
戎
狄
之
國
也
、
困
極
也
、
窮
盡
也
、
若
内
執
中

正
之
道
則
、
德
敎
外
被
四
海
、
一
切
服
化
、
莫
不
極
盡
也(三
)、
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四
-海
ト
ハ
、
四
-方
蠻
-夷
戎
-狄
ノ
國
ヲ
謂
フ
、
困
ハ
極
ナ
リ
、
窮

ハ
盡
ナ
リ
、
若
シ
内う

チ

中
-正
ノ
道
ヲ
執
ル
則と
き
ん

ハ
、
德
-敎
外ほ
カ

四
-海
ニ

被カ
フ
ム

ラ
シ
メ
テ
、
一
-切
化
ニ
服
シ
テ
、
極
メ
_盡
サ
不す

ト
イ
フ
コ
ト

莫
シ
、

【
經
】

天
祿
永
終
、

天
ノ
祿
永
ク
_終
ヘ
ン
、

【
疏
】

永
長
也
、
終
猶
卒
竟
也
、
若
内
正
中
國
、
外
被
四
海
則
、
天
祚
祿
位

長
卒
竟
汝
身
也
、
執
其
中
則
、
能
窮
極
四
海
、
天
祿
所
以
長
終
也
、

永
ハ
長
ナ
リ
、
終
ハ
卒
-竟
ノ
猶
シ
、
若
シ
内う
ち

中
-國
ヲ
正
フ
シ
テ
、

外ほ
カ

四
-海
ニ
被カ
ふ
む

ラ
シ
ム
ル
則と
き
ん

ハ
、
天
-祚ソ

（
祚サカイ
）
ノ
祿
-位
長
ク
汝

カ
_身
ニ
卒
ヘ
_竟
ヘ
ン
、
其
ノ
中
ヲ
執
ラ
ハ
、
能
ク
四
-海
ヲ
窮
メ
_

極
メ
テ
、
天
-祿
長
ク
_終
ル
所
_以
ゆ
ゑ
ん

ナ
リ
（
所
_以
ゆ
ゑ
ん

ナ
ラ
ン
）、

【
注
】

苞
氏
曰
、
允
信
也
、
困
極
也
、
永
長
也
、
言
爲
政
信
執
其
中
則
、
能

窮
極
四
海
、
天
祿
所
以
長
終
也
、

苞
氏
カ
曰
ク
、
允イ
ン

ハ
信
、
困
ハ
極
、
永
ハ
長
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
政
ヲ
爲ス

ル

コ
ト
信マ

コ
ト

ニ
其
ノ
_中
ヲ
執
ラ
ハ
、
能
ク
四
-海
ヲ
窮
メ
_極
メ
テ
、
天

ノ
_祿
長
ク
_終
ル
所
_以
ゆ
ゑ
ん

ナ
リ
、

【
經
】

舜
亦
以
命
禹

舜
亦ま
た

以
テ
禹
ニ
命
ス

【
疏
】

此
第(四
)二

重
、
明
舜
讓
禹
也
、
舜
受
堯
禪
在
位
、
年
老
而
讓
與
禹
、
亦

用
堯
命
己(五
)辭

、
以
命
於
禹
也
、
故
云
、
舜
亦
以
命
禹
也
、
所
以
不
別

爲
辭
者
、
明
同
是
揖
讓
而
授
也
、
當
云
舜
曰
、
咨
爾
禹
、
天
之
歴
數

以
下
之
言
之(六
)、

此
レ
ハ
第
-二
-重
ナ
リ
、
舜
ノ
禹
ニ
讓
ル
コ
ト
ヲ
明
ス
、
舜
堯
ノ
禪

ヲ
受
テ
位
ニ
在
リ
、
年
_老
テ
讓
テ
禹
ニ
與
フ
ル
ニ
、
亦ま
た

堯
ノ
己お
の
レ

ニ

命
ス
ル
ノ
辭
ヲ
用
テ
、
禹
ニ
命
ス
、
故
ニ
云
ク
、
舜
亦ま
た

以も
て

禹
ニ
命
ス

ト
、
別
ニ
辭
爲ツ
ク

ラ
不さ

ル
所
_以
ゆ
ゑ
ん

ハ
、
同
ク
是
レ
揖
-讓
シ
テ
授
さ
つ
く
る

コ
ト

ヲ
明あ

ク
、
當
ニ
舜
ノ
曰
ノ
た
ま
は

ク
、
咨ア
ア

_
爾な
ん
チ

禹
、
天
ノ
歴
-數
ト
イ
フ
ヨ

リ
以
-下
ノ
言コ
ト

ヲ
云
フ
當ヘ
シ
、
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【
注
】

孔
安
國
曰
、
舜
亦
以
堯
命
己
之
辭
、
命
禹
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
舜
亦
タ
堯
ノ
己お
の
レ

ニ
命
ス
ル
ノ
辭
ヲ
以
テ
、
禹
ニ

命
ス
、

【
經
】

曰
予
小
子
履

曰
ノ
た
ま
は

ク
予
小
-子
履リ

【
疏
】

此
第
三
重
、
明
湯
伐
桀
也
、
伐
與
授
異
、
故
不
因
前
揖
讓
之
辭
也
、

澆
淳
既
異
、
揖
讓
之
道
不
行
、
禹
受
人
禪
、
而
不
禪
人
、
乃
傳
位
與

其
子
孫
、
至
末
孫
桀
、
無
道
爲
天
下
苦
患
、
湯
有
聖
德
、
應
天
從

民
、
告
天
而
伐
之
、
此
以
下
是
其
辭
也
、
予
我
也
、
小
子
湯
自
稱
謙

也
、
履
湯
名
也(七
)、
將
告
天
、
故
自
稱
我
小
子
、
而
又
稱
名
也
、

此
レ
ハ
第
-三
-重
ナ
リ
、
湯
ノ
桀
ヲ
伐う
つ

コ
ト
ヲ
明
ス
、
伐
授
與ト

異
ナ

リ
、
故
ニ
前
ノ
揖
-讓
ノ
辭
ニ
因
ラ
不ス

、
澆
-淳
既
ニ
異
ナ
リ
、
揖
-

讓
ノ
道
行
ハ
レ
不ス

、
禹
ハ
人
ノ
_禪
ヲ
受
テ
、
人
ニ
禪
ラ
不ス

、
乃
チ

位
ヲ
傳
テ
其
ノ
子
-孫
ニ
與ア
た

フ
、
末
-孫
桀
ニ
至
テ
、
無
-道
ニ
シ
テ

天
-下
ノ
苦
-患
ヲ
爲サ

ス
、
湯
聖
-德
有
テ
、
天
ニ
應
シ
民
ニ
從
テ
、

天
ニ
告
テ
之
ヲ
伐
ツ
、
此
ヨ
リ
以
-下
ハ
是
レ
其
ノ
_辭
ナ
リ
、
予
ハ

我
ナ
リ
、
小
-子
ハ
湯
自
ミ
つ
か
ら

_稱
シ
テ
謙
ス
、
履
ハ
湯
ノ
名
ナ
リ
、
將

ニ
天
ニ
告
ケ
ン
ト
將ス
、
故
ニ
自
ミ
つ
か
ら

我わ
レ

小
-子
ト
稱
シ
テ
、
又
タ
名
ヲ

稱
ス
、

【
經
】

敢
用
玄
牡

敢
テ
玄
牡ボ

ヲ
用
イ
テ

【
疏
】

敢
果
也
、
玄
黒
也
、
牡
雄
也
、
夏
尚
黒
、
爾
時
湯
猶
未
改
夏
色
、
故

猶
用
黒
牡
、
以
告
天
、
故
云
果
敢
、
用
於
玄
牡
也
、

敢
ハ
果
ナ
リ
、
玄
ハ
黒
ナ
リ
、
牡
ハ
雄
ナ
リ
、
夏
ハ
黒
ヲ
尚
フ
、
爾

ノ
_時
ニ
湯
猶
ヲ
未
タ
夏
ノ
_色
ヲ
改
メ
未ス
、
故
ニ
猶
ヲ
黒
-牡
ヲ
用

テ
、
天
ニ
告
ク
、
故
ニ
云
ク
果
-敢
ニ
シ
テ
、
玄
-牡
ヲ
用
フ
、

【
經
】

敢
昭
告
于
皇
皇
后
帝
、
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敢
テ
昭ア
キ

ラ
カ
ニ
皇
-皇
后
-帝
ニ
告マ
フ

ス
、

【
疏
】

昭
明
也
、
皇
大
也
、
后
君
也
、
帝
天
帝
也
、
用
玄
牡
告
天
、
而
云
、

敢
明
告
于
大
大
君
天
帝(八
)、

昭
ハ
明
ナ
リ
、
皇
ハ
大
ナ
リ
、
后
ハ
君
ナ
リ
、
帝
ハ
天
-帝
ナ
リ
、

玄
-牡
ヲ
用
テ
天
ニ
告
テ
、
而
シ
テ
云
ノ
た
ま
は

ク
、
敢
テ
明
あ
き
ら
か

ニ
大
-大
-

君
天
-帝
ニ
告
ス
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
履
殷
湯
名
也
、
此
伐
桀
告
天
也
文(九
)、

殷
家
尚
白
、
未
變

夏
禮
、
故
用
玄
牡
也
、
皇
大
也
、
后
君
也
、
大
大
君
帝
謂
天
帝
也
、

墨
子
引
湯
誓
、
其
辭
若
此
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
履
ハ
殷
ノ
湯
ノ
名
ソ
、
此
ハ
桀
ヲ
伐
テ
天
ニ
告マ
フ

ス

ノ
文
ナ
リ
、
殷
家
ハ
白
ヲ
尚タ
ツ
ト

フ
、
未
タ
夏
ノ
_禮
ヲ
變
セ
未ス
、
故
ニ

玄
-牡ボ

ヲ
用
フ
、
皇
ハ
大
、
后
ハ
君
、
大
-大
君
-帝
ト
ハ
天
-帝
ヲ
謂

フ
、
墨
子
ニ
湯
誓
ヲ
引
ク
コ
ト
、
其
ノ
辭コ
ト
ハ

此
ノ
若
シ
、

【
疏
】

此
伐
桀
告
天
辭
、
是
墨
子
之
書
所
言
也
、
然
易
説
云
、
湯
名
乙
、
而

此
言
名
履
者
、
白
虎
通
云
、
本
湯
名
履
、
尅
夏
以
復(一
〇
)欲

從
殷
家
生

子
、
以
日
爲
名
、
故
改
履
名
乙
、
乙(一

一
)以

爲
殷
家
法
也
、

此
レ
ハ
桀
ヲ
伐
テ
天
ニ
告
ル
ノ
辭
ナ
リ
、
是
レ
墨
子
カ
書
ニ
言
フ
所

ナ
リ
、
然
ル
ニ
易
ノ
説
ニ
云
ク
、
湯
ノ
名
ハ
乙
、
而
ル
ヲ
此
ニ
名
ハ

履
ト
言い
ふ

コ
ト
ハ
、
白
虎
通
ニ
云
ク
、
本も
ト

湯
ノ
名
ハ
履
、
夏
ニ
尅カ

ツ
テ

以
テ
復
タ
殷
家
ニ
子
ヲ
生
ム
ニ
、
日
ヲ
以も
て

名
ト
爲ス

ル
ニ
從
ハ
ン
ト
欲

ス
、
故
ニ
履
ヲ
改
テ
乙
ト
名
ク
、
乙
ハ
殷
家
ノ
法
ト
爲ス

、

【
經
】

有
罪
不
敢
赦
、

罪つ
ミ

有
ラ
ハ
敢
テ
_赦ユ
ル

サ
不シ

、

【
疏
】

湯
既
應
天
、
天
不
赦
罪
、
故
凡
有
罪
者
、
則
湯
亦
不
敢
擅
赦
也
、

湯
既
ニ
天
ニ
應
ス
、
天
ハ
罪
ヲ
赦ユ
ル

サ
不ス

、
故
ニ
凡
ソ
罪つ
ミ

有
ル
者も
ノ

ヲ

ハ
、
則
チ
湯
モ
亦ま
た

敢
テ
擅
ホ
シ
イ
マ
マ

ニ
_赦
サ
不シ

、

【
注
】

苞
氏
曰
、
順(一
二
)天

奉
法
、
有
罪
者
不
敢
擅
赦
也
、
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苞
氏
カ
曰
ク
、
天
ニ
順
テ
法
ヲ
奉ウ

ク
、
罪つ
ミ

有
ラ
ン
者も
ノ

ヲ
ハ
敢
テ
擅
ニ

_赦
サ
不シ

、

【
經
】

帝
臣
不
蔽
、
簡
在
帝
心
、

帝
-臣
蔽カ
ク

サ
不ス

、
簡エ
ラ

フ
コ
ト
帝
ノ
_心
ニ
在
リ
、

【
疏
】

此
明
有
罪
之
人
也
、
帝
臣
謂
桀
也
、
桀
是
天
子
、
天
子
事
天
、
猶
臣

事
君
、
故
謂
桀
爲
帝
臣
也
、
不
蔽
者
、
言
桀
罪
顯
箸(一
三
)、

天
地
共
知
、

不
可
陰
蔽
也
、

此
レ
ハ
罪つ
ミ

有
ル
ノ
人
ヲ
明
ス
、
帝
-臣
ト
ハ
桀
ヲ
謂
フ
、
桀
ハ
是
レ

天
-子
ナ
リ
、
天
-子
ノ
天
ニ
事
ツ
か
ふ
ま
ツ

ル
コ
ト
、
臣
ノ
君
ニ
事
ル
カ
猶

シ
、
故
ニ
桀
ヲ
謂
テ
帝
-臣
ト
爲ス

、
蔽カ
ク

サ
不す

ト
ハ
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
桀
カ
罪つ
ミ

顯
-箸チ
ヨ

ニ
シ
テ
、
天
-地
共
ニ
_知
テ
、
陰
-蔽
ス
可へ
か

ラ
不ス

、

【
注
】

言
桀
居
帝
臣
之
位
也
、
有
罪
過
、
不
可
隱
蔽
、
以
其(一
四
)已

簡
在
天
心

故(一
五
)也

、

言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
桀
帝
-臣
ノ
位
ニ
居
ル
、
罪
-過
有
リ
、
隱
シ
_蔽ヲ
ヲ

フ
可へ
か
ら

不ス

、

其
ノ
簡エ
ラ

フ
コ
ト
天
-心
ニ
在
ル
ヲ
以
テ
ノ
故ゆ
ヘ

ナ
リ
、

【
經
】

朕
躬
有
罪
、
無
以
萬
方
、

朕
カ
躬
ニ
罪つ
ミ

有
ラ
ハ
、
萬
-方
ヲ
以
テ
ス
ル
コ
ト
無
ケ
ン
、

【
疏
】

朕
我
也
、
萬
方
猶
天
下
也
、
湯
言
我
身
若(一
六
)自

有
罪
、
則
我
自
有(一
七
)當

之
、
不
敢
關
預
天
下
萬
方
也
、

朕
ハ
我
ナ
リ
、
萬
-方
ト
ハ
天
-下
ノ
猶
シ
、
湯
ノ
言
ノ
た
ま
は

ク
我
カ
_身

若
シ
自
ミ
つ
か
ら

罪つ
ミ

有
ラ
ハ
、
我わ
レ

自
ミ
つ
か
ら

之
ニ
當
ル
コ
ト
有
ラ
ン
、
敢
テ
天
-

下
萬
-方
ニ
關
リ
_預
ラ
不シ

、

【
經
】

萬
方
有
罪
、
在
朕
躬
、

萬
-方
ニ
罪つ
ミ

有
ラ
ハ
、
朕
カ
_躬
ニ
在
ラ
ン
、
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【
疏
】

若
萬
方
百
姓
有
罪
、
則
由
我
身
也
、
我
爲
民
主
、
我
欲
善
、
而
民

善
、
故
有
罪
、
則
歸
責
於
我
也
、

若
シ
萬
-方
ノ
百
-姓
罪
有
ラ
ハ
、
我
カ
_身
ニ
由
ラ
ン
、
我わ
レ

民
-主
爲タ

リ
、
我わ
レ

善
ヲ
欲ホ
つ

セ
ハ
、
民
_善
ケ
ン
、
故
ニ
罪
有
ラ
ハ
、
責セ
メ

ヲ
我
ニ

歸
セ
ン
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
無
以
萬
方
、
萬
方
不
預(一
八
)

也
、
萬
方
有
罪
、
我
身(一
九
)

過

也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
萬
-方
ヲ
以
テ
ス
ル
コ
ト
無
ケ
ン
ト
ハ
、
萬
-方
預ア
ツ

カ
ラ
不さ

ル
ソ
、
萬
-方
罪つ
ミ

有
ラ
ハ
、
我
カ
_身
ノ
過
あ
や
ま
チ

ナ
リ
、

【
經
】

周
有
大
賚
、
善
人
是
富
、

周
大
ナ
ル
_
賚
タ
マ
ン
モ
ノ

有
リ
、
善
-人
是
レ
富
メ
リ
、

【
疏
】

此
第
四
重
、
明
周
家
法
也
、
此
以
下
、
是
周
伐
紂
誓
民
之
辭
也
、
舜

與
堯
同
是
揖
讓
、
謙
共
用
一
辭
、
武
與
湯
同
是
干
戈
、
故
不
爲
別
告

天
之
文
、
而(二
〇
)即

用
湯
之
告
天
文
也
、
而
此
述
周
誓
民
之
文
之(二
一
)、

不

述
湯
誓
民
文
者
、
尚
書
亦
有
湯
誓
也
、
今
記
者
、
欲
互
以
相
明
、
故

下
擧
周
誓
則
、
湯
其
可
知
也
、
周
周
家
也
、
賚
賜
也
、
言
周
家
受
天

大
賜
、
故
富
足
於
善
人
也
、
或
云
、
周
家
大
賜
財
帛
於
天
下
之
善

人
、
善
人
故
是
富
也
、

此
レ
ハ
第
-四
-重
ナ
リ
、
周
-家
ノ
法
ヲ
明
ス
、
此
ヨ
リ
以
-下
ハ
、

是
レ
周
紂
ヲ
伐
テ
民
ニ
誓
フ
ノ
辭
ナ
リ
、
舜
ト
堯
與ト

ハ
同
ク
是
レ

揖
-讓
ス
、
謙
シ
テ
共
ニ
一
-辭
ヲ
用
ユ
、
武
ト
湯
與ト

ハ
同
ク
_是
レ

干
-戈
ナ
リ
、
故
ニ
別
ニ
天
ニ
告
ル
ノ
文
ヲ
爲
サ
不ス

、
即
チ
湯
ノ
天

ニ
告
ル
ノ
文
ヲ
用
イ
ン
、
而
シ
テ
此
レ
ハ
周
ノ
民
ニ
誓
フ
ノ
文
ヲ
述

テ
、
湯
ノ
民
ニ
誓
フ
ノ
文
ヲ
述
ヘ
不さ

ル
コ
ト
ハ
、
尚
書
ニ
亦ま
た

湯
誓
有

リ
、
今い
マ

記
-者
、
互タ
カ

ヘ
テ
相
ヒ
_明
サ
ン
ト
欲
ス
、
故
ニ
下
ニ
_周
ノ

誓
ヲ
擧
ル
則と
き
ん

ハ
、
湯
ハ
其
レ
知
ヌ
可へ

シ
、
周
ハ
周
-家
ナ
リ
、
賚ラ
イ

ハ

賜
ナ
リ
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
周
家
天
ノ
大
ナ
ル
_賜
ヲ
受
ク
、
故
ニ
善
-人
ニ

富
ミ
_足
レ
リ
、
或
ハ
云
ク
、
周
家
大
ニ
財
-帛
ヲ
天
-下
ノ
善
-人
ニ

賜
タ
マ
モ
ノ

ス
、
善
-人
故
ニ
是
レ
富
メ
リ
、

【
注
】

周
周
家
也
、
賚
賜
也
、
言
周
家
受
天
大
賜
、
富
於
善
人
也
、
有
亂
臣

十
人
是
也
、
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周
ト
ハ
周
-家
ソ
、
賚ラ
イ

ハ
賜シ

、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
周
-家
天
ノ
大
ナ
ル
_賜
ヲ
受う
け

テ
、
善
-人
ニ
富
メ
リ
、
亂
-臣
十
-人
有
ル
是
ナ
リ
、

【
疏
】

此
如
前
通
也
、

此
ハ
前
ノ
通
ノ
如
シ
、

【
經
】

雖
有
周
親
、
不
如
仁
人
、

周
親
有
リ
ト
雖
い
へ
と
も

、
仁
-人
ニ
如
カ
不ス

、

【
疏
】

已
上
尚
書
第
六
泰
誓
中
文(二
二
)、

言
雖
與
周
有
親
、
而
不
爲
善
則
、
被

罪
黜
、
不
如
雖
無
親
而
仁
者
、
必
有
祿
爵
也
、

已
-上
ハ
尚
書
ノ
第
-六
泰
誓
ノ
中
ノ
_文
ナ
リ
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
周
與ト

親
有

リ
ト
雖い
へ
ト

モ
、
善
ヲ
爲
サ
不さ

ル
則と
き
ん

ハ
、
罪つ
ミ

黜チ
ユ
ツ

セ
被ら

ル
、
親
無
シ
ト

雖
い
へ
と
も

仁
-者
ニ
如し
か

不ス

、
必
ス
祿
-爵
有
リ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
親
而
不
賢
不
忠
則
、
誅
之
、
管
蔡
是
也
、
仁
人
謂(二
三
)箕

子
微
子
來
則
用
之
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
親
ケ
レ
ト
モ
不
-賢
不
-忠
ナ
ル
則と
き
ん

ハ
、
誅
セ
ラ

ル
、
管
蔡
是
ナ
リ
、
仁
-人
ト
ハ
箕
子
微
子
來
ル
則と
き
ん

ハ
之
ヲ
用
ル
ヲ

謂
フ
、

【
疏
】

管
蔡
謂
周
公
之
弟
管
叔
蔡
叔
也
、
流
言
作
亂
﹆

周
公
誅
之
、
是
有
親

而
不
仁
、
所
以
被
誅
也
、
箕
子
是
紂
叔
父
、
爲
紂
囚
奴
、
武
王
誅

紂
、
而
釋
箕
子
囚
、
用
爲
官
爵
、
使
之
行
商
容
、
微
子
是
紂
庶
兄

也
、
見
紂
惡
、
而
先
投
周
、
武
王
用
之
、
爲
殷
後
於
宋
、
竝
是
仁

人
、
於
周
無
親
、
而
周
用
之
也
、

管
蔡
ト
ハ
周
公
ノ
弟
管
叔
蔡
叔
ヲ
謂
フ
、
流
-言
シ
テ
亂
ヲ
作ナ

ス
﹆

周
公
之
ヲ
誅
ス
、
是
レ
親
ケ
レ
ト
モ
不
-仁
ナ
ル
コ
ト
有
レ
ハ
、
誅

セ
被ら

ル
ル
所
_以
ナ
リ
、
箕
子
ハ
是
レ
紂
カ
叔
_父
ヲ

ヂ

、
紂
カ
囚
-奴
ト

爲ナ

ル
、
武
王
紂
ヲ
誅
シ
テ
、
箕
子
カ
囚
ヲ
釋ユ
ル

シ
テ
、
用
テ
官
-爵
ヲ

爲ナ

シ
テ
、
之
ヲ
使シ

テ
商
容
ヲ
行ヲ
コ
ナ

ハ
（
行ユ
カ
）
使シ
ム
、
微
子
ハ
是
レ

紂
カ
庶
-兄
ナ
リ
、
紂
カ
惡
ヲ
見
テ
、
先
ツ
周
ニ
投
ス
、
武
王
之
ヲ

用
テ
、
殷
ノ
後
ヲ
宋
ニ
爲タ

ツ
、
竝
ニ
_是
レ
仁
-人
ナ
リ
、
周
ニ
於
テ
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親
無
シ
、
而
ル
ヲ
周
之
ヲ
用
ユ
、

【
經
】

百
姓
有
過
、
在
予
一
人
、

百
-姓
過ト
カ

（
過
ア
や
ま
チ

）
有
ラ
ハ
、
予
-一
-人
ニ
在
ラ
ン
、

【
疏
】

此
武
王
引
咎
自
責
辭
也
、
江
熙
云
、
自
此
以
上
、
至
大
賚
、
周
告
天

之
文
也
、
自
此
以
下
、
所
修
之
政
也
、
禪
者
有
命
無
告
、
舜
之
命
禹

一
準
於
堯
、
周
告
天
文
少
、
其
略
如(二
四
)殷

、
所
異
者
如
此
、
存
其
體

不
録
修(二
五
)也

、
侃
案
湯
伐
桀
辭
、
皆
云
天
、
故
知
是
告
天
也
、
周
伐

紂
文
、
句
句
稱
人
、
故
知
是
誓
人
也
、

此
レ
ハ
武
王
咎ト
カ

ヲ
引
テ
自
ミ
つ
か
ら

_責
ム
ル
ノ
辭
ナ
リ
、
江
熙
カ
云
ク
、

此
自
リ
以
-上
、
大
ナ
ル
_賚
ニ
至
ル
マ
テ
、
周
ノ
天
ニ
告
ル
ノ
文
ナ

リ
、
此
レ
自
リ
以
-下
ハ
、
修ヲ
さ
む

ル
所
ノ
政
ナ
リ
、
禪ゆ
つ

リ
ハ
命
有
テ
告

ル
コ
ト
無
シ
、
舜
ノ
禹
ニ
命
ス
ル
コ
ト
一
ヘ
ニ
堯
ニ
準ナ
ソ
ラ

ウ
、
周
ノ

天
ニ
告
ル
ノ
文
少
シ
、
其
レ
略ホ
ホ

殷
ノ
如
ク
ニ
シ
テ
、
異
ナ
ル
所
ノ
者も
ノ

此
ノ
如
シ
、
其
ノ
體
ヲ
存
シ
テ
録
シ
_修
メ
不ス

、
侃
湯
桀
ヲ
伐
ツ
ノ

辭
ヲ
案
ス
ル
ニ
、
皆み
ナ

天
ト
云
フ
、
故
ニ
知
ヌ
是
レ
天
ニ
告つ
く
る

コ
ト
ヲ
、

周
紂
ヲ
伐
ツ
ノ
文
ハ
、
句
-句
人
ト
稱
ス
、
故
ニ
知
ヌ
是
レ
人
ニ
誓ち
か
ふ

コ
ト
ヲ
、

【
經
】

謹
權
量
、

權
-量
ヲ
謹ツ
ツ
シ

ミ
、

【
疏
】

此
以
下
第
五
重
、
明
二
帝
三
王
所
修
之
政
同
也
、
不
爲
國
則
已
、
既

爲
便
當
然
也
、
謹
猶
愼
也
、
權
稱
也
、
量
斗
斛
也
、
當
謹
愼
於
稱
尺

斗
斛
也
、

此
ヨ
リ
以
-下
ハ
第
-五
-重
ナ
リ
、
二
-帝
三
-王
ノ
修
ム
ル
所
ノ
政

ノ
_
同
お
な
し
き

コ
ト
ヲ
明
ス
、
國
ヲ
爲ヲ
サ

メ
不さ

ル
則と
き
ん

ハ
已ヤ

ム
、
既
ニ
爲ヲ
サ

メ
ハ

便
チ
當
ニ
然
ル
當ヘ
シ
、
謹
ハ
愼
ノ
猶
シ
、
權
ハ
稱
ナ
リ
、
量
ハ
斗
-

斛
ナ
リ
、
當
ニ
稱
-尺
斗
-斛
ヲ
謹
ミ
_愼
ム
當ヘ
シ
、

【
經
】

審
法
度
、

法
-度
ヲ
審ア
キ
ラ

カ
ニ
シ
、
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【
疏
】

審
猶
諦
也
、
法
度
謂
可
治
國
之
制
典
也
、
宜
審
諦
分
明
之
也
、

審
ハ
諦
ノ
猶
シ
、
法
-度
ト
ハ
國
ヲ
治
ム
可へ

キ
ノ
制
-典
ヲ
謂
フ
、
宜

ク
審
-諦
ニ
シ
テ
之
ヲ
分
-明
ニ
ス
宜ヘ
シ
、

【
經
】

修
廢
官
、

廢ス
タ

レ
タ
ル
_官
ヲ
修ヲ
サ

メ
テ
、

【
疏
】

治
故
曰
修
、
若
舊
官
有
廢
者
、
則
更
修
立
之
也
、

故フ
ル

キ
ヲ
治
ム
ル
ヲ
修
ト
曰
フ
、
若
シ
舊
-官
廢
ス
ル
_者も
ノ

有
ラ
ハ
、
則

チ
更
ニ
修
メ
テ
之
ヲ
立
ツ
、

【
經
】

四
方
之
政
行
矣
、

四
-方
ノ
政
_行
ハ
ル
、

【
疏
】

自
謹
權
、
若
皆
得
法
則
、
四
方
風
政
、
竝
服
行
也
、

權
ヲ
謹
ム
自
リ
、
若
シ
皆み
ナ

法
ヲ
得
ハ
、
四
-方
ノ
風
-政
、
竝
ニ
服
シ

_行
ハ
ル
、

【
注
】

苞
氏
曰
、
權
稱
也
、
量
斗
斛
也
、

苞
氏
カ
曰
ク
、
權
ハ
稱
、
量
斗
-斛
ソ
、

【
經
】

興
滅
國
、

滅ホ
ロ

ヒ
タ
ル
_國
ヲ
興
シ
、

【
疏
】

若
有
國
爲
前
人
非
理
而
滅
之
者
、
新
王
當
更
爲
興
起
之
也
、

若
シ
國
前
-人
非
-理
ヲ
爲ナ

シ
テ
之
ヲ
滅
ス
者も
ノ

有
ラ
ハ
、
新
-王
當
ニ

更
ニ
爲
ニ
之
ヲ
興
シ
_起
ス
當ヘ
シ
、
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【
經
】

繼
絶
世
、

絶た
へ

タ
ル
_世
ヲ
繼ツ

キ
、

【
疏
】

若
賢
人
之
世
、
被
絶
、
不
祀
者
、
當
爲
立
後
係
之
、
使
得
仍
享
祀

也
、

若
シ
賢
-人
ノ
世
、
絶タ
ヤ

サ
被レ

テ
、
祀マ
つ

ラ
不さ

ル
者も
ノ

ヲ
ハ
、
當
ニ
爲
ニ
後

ヲ
立
テ
テ
、
之
ヲ
係ツ

イ
テ
、
仍
チ
享
-祀シ

ス
ル
コ
ト
ヲ
得
セ
使シ
ム
當ヘ

シ
、

【
經
】

擧
逸
民
、

逸
-民
ヲ
擧
シ
テ
、

【
疏
】

若
民
中
有
才
行
超
逸
、
不
仕
者
、
則
躬
擧
之
於
朝
廷
、
爲
官
爵
也
、

若
シ
民
-中
ニ
才
-行
超
-逸
ニ
シ
テ
、
仕
ヘ
不さ

ル
者も
ノ

有
レ
ハ
、
躬ミ
つ
か

ラ

之
ヲ
朝
-廷
ニ
擧
テ
、
官
-爵
ヲ
爲ナ

ス
、

【
經
】

天
下
之
民
歸
心
焉
、

天
-下
ノ
民
心こ
こ
ろ

ヲ
歸
ス
、

【
疏
】

既
能
興
、
繼
擧
逸
、
故
爲
天
下
之
民
皆
歸
心
、
繦
負
而
至
也
、

既
ニ
能
ク
興
シ
、
繼
テ
逸
ヲ
擧
ク
、
故
ニ
天
-下
ノ
民
皆み
ナ

心
ヲ
歸
シ

テ
、
繦
-負
シ
テ
至
ル
コ
ト
ヲ
爲ナ

ス
、

【
經
】

所
重
民
、
食
、
喪
、
祭
、

重
ン
ス
ル
所
ハ
民
、
食シ
イ

、
喪
、
祭
、

【
疏
】

此
四
事
、
竝
又
治
天
下
所
、
宜
重
者
也
、
國
以
民
爲
本
、
故
重
民
爲

先
也
、
民
以
食
爲
活
、
故
次
重
食
也
、
有
生
必
有
死
、
故
次
重
於
喪

也
、
喪
畢
爲
之
宗
廟
、
以
鬼
享
之
、
故
次
重
祭
也
、
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此
ノ
四
-事
ハ
、
竝
ニ
又ま
た

天
-下
ヲ
治
ム
ル
ニ
、
宜
ク
重
ン
ス
宜ヘ
キ
所

ノ
者も
ノ

ナ
リ
、
國
ハ
民
ヲ
以
テ
本
ト
爲ス

、
故
ニ
民
ヲ
重
ス
ル
ヲ
先さ
キ

ト

爲ス

、
民
ハ
食
ヲ
以
テ
活
ル
コ
ト
ヲ
爲ナ

ス
、
故
ニ
次
ニ
食
ヲ
重
ン
ス
、

生
有
レ
ハ
必
ス
死
有
リ
、
故
ニ
次
ニ
喪
ヲ
重
ン
ス
、
喪
_畢
テ
之
カ

宗
-廟
ヲ
爲
シ
テ
、
鬼
ヲ
以
テ
之
ヲ
享
ス
、
故
ニ
次
ニ
祭
ヲ
重
ン
ス
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
重
民
國
之
本
也
、
重
食
民
之
命
也
、
重
喪
所
以
盡
其(二
六
)

哀
、
重
祭
所
以
致
敬
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
民
ヲ
重
ン
ス
ル
コ
ト
ハ
國
ノ
本
ナ
レ
ハ
ナ
リ
、
食

ヲ
重
ス
ル
コ
ト
ハ
民
ノ
命
ナ
レ
ハ
ナ
リ
、
喪
ヲ
重
ン
ス
ル
コ
ト
ハ
其

ノ
_哀
ヲ
盡
ス
所
_以
ゆ
ゑ
ん

ナ
リ
、
祭
ヲ
重
ン
ス
ル
コ
ト
ハ
敬
ヲ
致
ス

所
_以
ゆ
ゑ
ん

ナ
リ
、

【
經
】

寬
則
得
衆
、

寬
ナ
ル
則と
き
ん

ハ
衆
ヲ
得
、

【
疏
】

爲
君
上
、
若
能
寬
則
、
衆
所
共
歸
、
故
云
得
衆
也
、

君
-上
ニ
爲シ

テ
、
若
シ
能
ク
寬
ナ
ル
則と
き
ん

ハ
、
衆
ノ
共
ニ
_歸
ス
ル
所

ナ
リ
、
故
ニ
云
ク
衆
ヲ
得
、

【
經
】

敏
則
有
功
、

敏
ナ
ル
則と
き
ん

ハ
功
有
リ
、

【
疏
】

君
行
事
、
若
儀
用
敏
疾
則
、
功
大
易
成
、
故
云
有
功
也
、

君
事
ヲ
行
フ
、
若
シ
儀
-用
敏
-疾
ナ
ル
則と
き
ん

ハ
、
功
_大
ニ
成
リ
易

シ
、
故
ニ
功
有あ
り

ト
云
フ
、

【
經
】

公
則
民
悦
、

公
ナ
ル
則と
き
ん

ハ
民
_悦
フ
、
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【
疏
】

君
若
爲
事
、
公
平
則
、
百
姓
皆
歡
悦
也
、

君
_若
シ
事
ヲ
爲ナ

ス
コ
ト
、
公
-平
ナ
ル
則と
き
ん

ハ
、
百
-姓
皆み
ナ

歡
-悦
ス
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
言
政
敎
公
平
則
、
民
悦
矣
、
凡
此
二
帝
三
王
所
以
治

也
、
故
傳
以
示
後
世
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
政
-敎
公
-平
ナ
ル
則と
き
ん

ハ
、
民
_悦
フ
、

凡
ソ
此
レ
ハ
二
-帝
三
-王
ノ
治
ト
ス
ル
所
_以
ゆ
ゑ
ん

ナ
リ
、
故
ニ
傳
ヘ
テ

以
テ
後
-世
ニ
示
ス
、

（
一
）
「
同
法
則
」、
武
内
本
作
「
法
則
同
」。

（
二
）
「
汝
汝
」、
武
内
本
作
「
汝
」。

（
三
）
「
也
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
四
）
「
第
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
五
）
「
己
」
下
、
武
内
本
有
「
之
」
字
。

（
六
）
「
之
」、
武
内
本
作
「
也
」。

（
七
）
「
也
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
八
）
「
帝
」
下
、
武
内
本
有
「
也
」
字
。

（
九
）
「
也
文
」、
武
内
本
作
「
文
也
」。

（
一
〇
）
「
復
」、
武
内
本
作
「
後
」。

（
一
一
）
「
乙
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
一
二
）
「
順
」、
武
内
本
作
「
從
」。

（
一
三
）
「
箸
」、
武
内
本
作
「
著
」。

（
一
四
）
「
以
其
」、
武
内
本
無
此
二
字
。

（
一
五
）
「
故
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
一
六
）
「
身
若
」、
武
内
本
無
此
二
字
。

（
一
七
）
「
有
」、
武
内
本
作
「
在
」。

（
一
八
）
「
不
預
」、
武
内
本
作
「
不
不
預
」。

（
一
九
）
「
身
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
二
〇
）
「
而
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
二
一
）
「
之
」、
武
内
本
作
「
而
」。

（
二
二
）
「
已
上
尚
書
第
六
泰
誓
中
文
」、
武
内
本
無
此
十
字
。

（
二
三
）
「
謂
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
二
四
）
「
其
略
如
」、
武
内
本
作
「
異
於
」。

（
二
五
）
「
修
」、
武
内
本
作
「
備
」。

（
二
六
）
「
其
」、
武
内
本
無
此
字
。

【
經
】

子
張
問
政
於
孔
子
曰
、
何
如
斯
可
以
從
政
矣
、

子
張
政
ヲ
孔
子
ニ
問
テ
曰イ
は

ク
、
何
_如
イ

カ

ナ
ル
斯
レ
ヲ
カ
以
テ
政
ニ
從
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ハ
シ
ム
可へ

キ
、

【
疏
】

此
章
第
二
、
明
孔
子
同
於
堯
舜
諸
聖
之
事(一

)也
、
子
張
問
於
孔
子
、
求

爲
政
之
法
也
、

此
ノ
_章
ハ
第
-二
ナ
リ
、
孔
子
堯
舜
ノ
諸
-聖
ト
同
キ
ノ
事
ヲ
明
ス
、

子
張
孔
子
ニ
問
テ
、
政
ヲ
爲ス

ル
ノ
法
ヲ
求
ム
、

【
經
】

子
曰
尊
五
美
、

子
ノ
曰
ノ
た
ま
は

ク
五
-美
ヲ
尊
ヒ
、

【
疏
】

尊
崇
重
也
、
孔
子
答
曰
、
若
欲
從
政
、
當
尊
崇(二
)於

五
事
之
美
者
也
、

尊
ハ
崇
-重
ナ
リ
、
孔
子
答
テ
曰
ノ
た
ま
は

ク
、
若
シ
政
ニ
從
ハ
シ
メ
ン
ト

欲
セ
ハ
、
當
ニ
五
-事
ノ
美
ヲ
尊
-崇
ス
當ヘ
キ
者も
ノ

ナ
リ
、

【
經
】

屏
四
惡
、

四
-惡
ヲ
屏ノ
ソ

ク
、

【
疏
】

屏
除
也
、
又
除
於
四
事
之
惡
者
也
、

屏
ハ
除
ナ
リ
、
又ま

た

四
-事
ノ
惡
ヲ
除
ク
者も
ノ

ナ
リ
、

【
經
】

斯
可
以
從
政
矣
、

斯
レ
政
ニ
從
ハ
シ
ム
可へ

シ
、

【
疏
】

若
尊
五
、
除
四
則
、
此
可
以
從
政
也
、

若
シ
五
ヲ
尊
ヒ
、
四
ヲ
除
カ
ハ
、
此
レ
政
ニ
從
ハ
シ
ム
可へ

シ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
屏
除
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
屏
ハ
除
、
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【
經
】

子
張
曰
、
何
謂
五
美
也
、

子
張
カ
曰
ク
、
何な

ニ

ヲ
カ
五
-美
ト
謂
フ
、

【
疏
】

子
張
幷(三
)曰
、
何
謂
五
美
也
、
子
張
幷
不
曉
五
美
四
惡
、
未
敢
幷
問
、

今
且
分
諮
五
美
、
故
云
何
謂
五
美
也
、

子
張
幷
ニ
曰
ク
、
何な
ニ

ヲ
カ
五
-美
ト
謂
フ
、
子
張
幷
ニ
五
-美
四
-惡

ヲ
曉
ラ
不ス

、
未
タ
敢
テ
幷
ニ
問
ハ
未ス
、
今い
マ

_且
ツ
分
テ
五
-美
ヲ
諮ト

フ
、
故
ニ
云
ク
何な
ニ

ヲ
カ
五
-美
ト
謂
フ
、

【
經
】

子
曰
、
君
子
惠
而
不
費
、

子
ノ
曰
ク
、
君
-子
ハ
惠
ス
レ
ト
モ
費ツ
イ

エ
不ス

、

【
疏
】

歴
答
於
五
、
此
其
一
也
、
言
爲
政
之
道
、
能
令
民
下
荷
於
潤
惠
、
而

我
無
所
費
損
、
故
云
惠
而
不
費
也
、

五
ヲ
歴ヘ

_答
フ
、
此
レ
其
ノ
一
ナ
リ
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
政
ヲ
爲ス

ル
ノ
道
、
能

ク
民
-下
ヲ
令シ

テ
潤
-惠
ヲ
荷
ハ
令シ
ム
、
而
レ
ト
モ
我
費
-損
ス
ル
所と
こ
ロ

無
シ
、
故
ニ
云
ク
惠
ス
レ
ト
モ
費
ヘ
不ス

ト
、

【
經
】

勞
而
不
怨
、

勞
ス
レ
ト
モ
怨
ミ
不ス

、

【
疏
】

二
也
、
君
使
民
勞
苦
、
而
民
其(四
)心

無
怨
、
故
云
勞
而
不
怨
也
、

二
ナ
リ
、
君
民
使シ

テ
勞
-苦
セ
使シ
ム
レ
ト
モ
、
而
ト
モ
民
其
ノ
心
怨

ル
コ
ト
無
シ
、
故
ニ
云
ク
勞
ス
レ
ト
モ
怨
ミ
不ス

ト
、

【
經
】

欲
而
不
貪
、

欲
ホ
つ
す
れ

ト
モ
貪
ラ
不ス

、

【
疏
】

三
也
、
君
能
遂
己
所
欲
、
而
非
貪
吝
也
、
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三
ナ
リ
、
君
_能
ク
己お
の
レ

カ
欲ホ
つ

ス
ル
所
ヲ
遂ト
く

レ
ト
モ
、
貪タ
ン

-吝リ
ン

（
吝ヲシム
）

ス
ル
ニ
非
ス
、

【
經
】

泰
而
不
驕
、

泰ユ
た
か

ナ
レ
ト
モ
驕ヲ
コ

ラ
不ス

、

【
疏
】

四
也
、
君
能
恆
寬
泰
、
而
不
驕
傲
也
、

四
ナ
リ
、
君
_能
ク
恆
ニ
寬
-泰
ナ
レ
ト
モ
、
驕
-傲ガ
フ

（
傲ホコル
）
セ
不ス

、

【
經
】

威
而
不
猛
、

威
ア
ツ
テ
猛
カ
ラ
不ス

、

【
疏
】

五
也
、
君
能
有
威
嚴
、
而
不
猛
厲
傷
物
也
、

五
ナ
リ
、
君
_能
ク
威
-嚴
有あ
れ

ト
モ
、
猛
-厲レ
イ

ニ
シ
テ
物
ヲ
傷ヤ
フ

ラ
不ス

、

【
經
】

子
張
曰
、
何
謂
惠
而
不
費
、

子
張
カ
曰
ク
、
何な
ニ

ヲ
カ
惠
ス
レ
ト
モ
費
ヘ
不す

ト
謂
フ
、

【
疏
】

子
張
亦
幷
未
曉
五
事
、
故
且
先
從
第
一
而
更
諮
也
、

子
張
亦ま
た

幷
ニ
未
タ
五
-事
ヲ
曉
ラ
未ス
、
故
ニ
且
ツ
先
ツ
第
-一
從
リ
シ

テ
更
ニ
諮
フ
、

【
經
】

子
曰
、
因
民
之
所
利
而
利
之
、
斯
不
亦
惠
而
不
費
乎
、

子
ノ
曰
ク
、
民
ノ
利
ト
ス
ル
所
ニ
因
テ
利
ス
、
斯
レ
亦ま
た

惠
ス
レ
ト
モ

費
ヘ
不さ

ル
ニ
不ア
ら

ス
ヤ
、

【
疏
】

答
之
也
、
因
民
所
利
而
利
之
、
謂
民
水
居
者
、
利
在
魚
鹽
蜃
蛤
﹆

山

居
者
、
利
於
菓(五
)

實
財(六
)

木
、
明
君
爲
政
、
即
而
安
之
、
不
使
水
者
居

山
、
渚
者
居
中
原
、
是
因
民
所
利
而
利
之
、
而
於
君
無
所
損
費
也
、
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之
ニ
答
フ
、
民
ノ
利
ト
ス
ル
所
ニ
因
テ
之
ヲ
利
ス
ト
ハ
、
謂
ル
民

水
-居
ス
ル
者も

ノ

ハ
、
利
魚
-鹽
蜃シ
ン

-蛤
（
蜃
-蛤
ハ
マ
ク
リ

）
ニ
在
リ
﹆

山
-居
ス

ル
者も
ノ

ハ
、
利
菓
-實
財
-木
ニ
於
テ
ス
、
明
ケ
シ
_君
政
ヲ
爲ス

ル
コ
ト
、

即ツ

イ
テ
之
ヲ
安
ス
ル
コ
ト
ヲ
、
水
-者
ヲ
使シ

テ
山
ニ
居
リ
、
渚
-者
ヲ

シ
テ
中
-原
ニ
居
ラ
使シ
メ
不す

、
是
レ
民
ノ
利
ト
ス
ル
所
ニ
因
テ
之
ヲ

利
シ
テ
、
而
シ
テ
君
ニ
於
テ
損
-費ヒ

ス
ル
所
無
シ
、

【
注
】

王
肅
曰
、
利
民
在
政
、
無
費
於
財
也
、
擇
其
可
勞
、
而
勞
、
之
又
誰

怨
、

王
肅
カ
曰
ク
、
民
ヲ
利
ス
ル
コ
ト
政
ニ
在
リ
、
財
ヲ
費
ス
コ
ト
無

シ
、
其
ノ
勞
ス
可へ

キ
ヲ
擇
テ
、
勞
ス
、
又ま
た

誰
ヲ
カ
_怨
ミ
ン
、

【
疏
】

孔
子
知
子
張
竝
疑
、
故
竝(七
)歴

答
也
、
言
凡
使
民
之
法
、
各
有
等
差
、

擇
其
可
應
勞
役
者
、
而
勞
役
之
則
、
民
各
服
其
勞
、
而
不
敢
怨
也
、

孔
子
子
張
カ
竝
ニ
_疑
ハ
シ
キ
コ
ト
ヲ
知
ル
、
故
ニ
竝
ニ
歴
_答
フ
、

言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
凡
ソ
民
ヲ
使ツ
か
ふ

ノ
法
、
各
お
の
お
の

等
-差サ

（
差シヤ
）
有
リ
、
其
ノ
勞
-

役
ニ
應
ス
可ヘ

キ
者
ヲ
擇
テ
、
之
ヲ
勞
-役
ス
ル
則と
き
ん

ハ
、
民
各
お
の
お
の

其
ノ

勞
ニ
服
シ
テ
、
敢
テ
_怨
ミ
不ス

、

【
經
】

欲
仁
而
得
仁
、
又
焉
貪
、

仁
ヲ
欲
シ
テ
仁
ヲ
得
タ
リ
、
又ま
た

焉
イ
つ
く
ん

ソ
貪
ラ
ン
、

【
疏
】

欲
有
多
塗
、
有
欲
財
色
之
欲
、
有
欲
仁
義
之
欲
、
欲
仁
羲
者
爲
廉
、

欲
財
色
者
爲
貪
、
言
人
君
當
欲
於
仁
義
、
使
仁
義
事
顯
、
不
爲
欲
財

色
之
貪
、
故
云
欲
仁
而
得
仁
、
又
焉
貪
也
、
江
熙
云
、
我
欲
仁
則
、

仁
至
、
非
貪
也
、

欲
ニ
多
-塗
有
リ
、
財
-色
ヲ
欲ホ
つ

ス
ル
ノ
欲
有
リ
、
仁
-義
ヲ
欲
ス
ル

ノ
欲
有
リ
、
仁
-羲
ヲ
欲
ス
ル
者も
ノ

ハ
廉
ヲ
爲ス

、
財
-色
ヲ
欲
ス
ル
者も
ノ

ハ

貪
ヲ
爲ス

、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
人
-君
仁
-義
ヲ
欲
ス
ル
ニ
當
テ
ハ
、
仁
-義
ノ
事

ヲ
使シ

テ
顯
サ
使しめ
、
財
-色
ノ
貪
ヲ
欲
ス
ル
コ
ト
ヲ
爲ナ

サ
不ス

、
故
ニ
云

ク
仁
ヲ
欲
シ
テ
仁
ヲ
得
タ
リ
、
又ま
た

焉
イ
つ
く
ん

ソ
貪
ラ
ン
、
江
熙
カ
云
ク
、

我わ
レ

仁
ヲ
欲
ス
ル
則と
き
ん

ハ
、
仁
_至
ル
、
貪
ニ
非
ス
、

【
經
】

君
子
無
衆
寡
、
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君
-子
ハ
衆
-寡
ト
無
ク
、

【
疏
】

言
不
以
我
富
財
之
衆
、
而
陵
彼
之
寡
少
也
、

言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
我わ
レ

財
富
ム
ノ
衆
ヲ
以
テ
、
彼
カ
寡
-少
ヲ
陵シ
ノ

カ
不ス

、

【
經
】

無
小
大
、

小
-大
ト
無
ク
、

【
疏
】

又
不
得
以
我
貴
勢
之
大
、
加
彼
之
小
也
、

又ま
た

我
カ
貴
-勢
ノ
大
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
彼
カ
小
ヲ
加し
の
く

コ
ト
ヲ
得
不ス

、

【
經
】

無
敢
慢
、

敢
テ
慢ア
ナ
ト

ル
コ
ト
無
シ
、

【
疏
】

我
雖
衆
大
、
而
愈
我(八
)敬

寡
小(九
)、

故
無
所
敢
慢
也
、

我わ
レ

衆
-大
ナ
リ
ト
雖
い
へ
と
も

、
愈
イ
ヨ
イ
ヨ

我わ
レ

寡
-小
ヲ
敬
ス
、
故
ニ
敢
テ
_慢
ル

所
無
シ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
言
君
子
不
以
寡
小
而
慢
之
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
言
い
ふ
こ
こ
ろ

ハ
君
-子
寡
-小
ヲ
以も
て

慢
ラ
不ス

、

【
經
】

斯
不
亦
泰
而
不
驕
乎
、

斯
レ
亦ま
た

泰
ナ
レ
ト
モ
驕
ラ
不さ

ル
ニ
不ア
ら

ス
ヤ
、

【
疏
】

能
衆
、
能
大
、
是
我
之
泰
、
不
敢
慢
於
寡
小
、
是
不
驕
也
、
故
云
、

泰
而
不
驕
也
、
殷
仲
湛(一
〇
)云

、
君
子
處
心
以
虚
、
接
物
以
爲
敬
、
不

以
衆
寡
異
情
、
大
小
改
意
、
無
所
敢
慢
﹆

斯
不
驕
也
、

能
ク
_衆
ニ
、
能
ク
_大
ナ
リ
、
是
レ
我
カ
泰
ナ
ル
ナ
リ
、
敢
テ
寡
-
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小
ヲ
慢
ラ
不ス

、
是
レ
驕
ラ
不さ

ル
ナ
リ
、
故
ニ
云
ク
、
泰
ナ
レ
ト
モ
驕

ラ
不ス

、
殷
仲
湛
カ
云
ク
、
君
-子
ノ
心
ヲ
處
ス
ル
コ
ト
虚
ヲ
以
テ
ス
、

物
ニ
接マ
し
は

ル
コ
ト
敬
ヲ
爲ス

、
衆
-寡
ヲ
以
テ
情
ヲ
異
ニ
シ
、
大
-小
ヲ

モ
テ
意
ヲ
改
メ
不ス

、
敢
テ
_慢
ル
所
無
シ
﹆

斯
レ
驕
ラ
不さ

ル
ナ
リ
、

【
經
】

君
子
正
其
衣
冠
、

君
-子
ハ
其
ノ
衣
-冠
ヲ
正
シ
テ
、

【
疏
】

衣
無
撥
、
冠
無
免
也
、

衣
撥ハ
ツ

ス
ル
コ
ト
無
ク
、
冠
免ヌ

グ
コ
ト
無
シ
、

【
經
】

尊
其
瞻
視
、

其
ノ
瞻ミ

_視
ル
コ
ト
ヲ
尊
テ
、

【
疏
】

視
瞻
無
回
邪(一
一
)也

、

視
-瞻
ス
ル
コ
ト
回
-邪
無
シ
、

【
經
】

儼
然

儼
-然
タ
リ

【
疏
】

若
思
以
若(一
二
)容

也
、

思
モ
ノ
ヲ
モ

フ
カ
若
ク

容
カ
タ
チ
ツ
ク
ロ

フ
カ
若
シ
、

【
經
】

人
望
而
畏
之
、

人
_望
テ
之
ヲ
畏
ル
、

【
疏
】

望
之
儼
然
、
即
之
也
温
、
聽
其
言
也
厲
、
故
服
而
畏
之
也
、

之
ヲ
望
ム
ニ
儼
-然
タ
リ
、
之
ニ
即
ク
ニ
温
ナ
リ
、
其
ノ
言コ
ト

ヲ
聽
ク

ニ
厲レ
イ

ナ
リ
（
厲ハケ
シ
）、
故
ニ
服
シ
テ
之
ヲ
畏
ル
、
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【
經
】

斯
不
亦
威
而
不
猛
乎
、

斯
レ
亦
タ
威
ア
レ
ト
モ
猛タ
け

カ
ラ
不さ

ル
ニ
不あ
ら

ス
、

【
疏
】

望
而
畏
之
、
是
其
威
也
、
即
之
也
温
、
是
不
猛
乎(一
三
)、

望
テ
之
ヲ
畏
ル
、
是
レ
其
レ
威
ナ
リ
、
之
ニ
即ツ

ク
ニ
温
ナ
リ
、
是
レ

猛
カ
ラ
不さ

ル
ナ
リ
、

【
經
】

子
張
曰
、
何
謂
四
惡
、

子
張
カ
曰
ク
、
何な
ニ

ヲ
カ
四
-惡
ト
謂
フ
、

【
疏
】

已
聞
五
美
、
故
次
更
諮
四
惡
也
、

已
ニ
五
-美
ヲ
聞
ク
、
故
ニ
次
ニ
更
ニ
四
-惡
ヲ
諮
フ
、

【
經
】

子
曰
、
不
敎
而
殺
、
謂
之
虐
、

子
ノ
曰
ノ
た
ま
は

ク
、
敎
ヘ
不す

シ
テ
殺
ス
、
虐
ト
謂
フ
、

【
疏
】

一
惡
也
、
爲
政
之
道
、
必
先
施
敎
、
敎
若
不
從
、
然
後
乃
殺
、
若
不

先
行
敎
、
而
即
用
殺
則
、
是
酷
虐
之
君
也
、

一
ノ
惡
ナ
リ
、
政
ヲ
爲ス

ル
ノ
道
、
必
ス
先
ツ
敎
ヲ
施
ス
、
敎
_若
シ

從
ハ
不さ

ル
ト
キ
ハ
、
然
シ
テ
後
ニ
乃
チ
_殺
ス
、
若
シ
先
ツ
敎
ヲ
行

ハ
不す

シ
テ
、
即
チ
殺こ
ろ
す

コ
ト
ヲ
用
ル
則と
き
ん

ハ
、
是こ
れ

酷コ
ク

（
酷
ハ
ナ
ハ
タ
シ

）-虐
ノ

君
ナ
リ
、

【
經
】

不
戒
視
成
、
謂
之
暴
、

戒
メ
不す

シ
テ
成
ル
ヲ
視
ル
、
之
ヲ
暴
ト
謂
フ
、

【
疏
】

二
惡
也
、
爲
君
上
、
見
民
不
善
、
當
宿
戒
語
之
、
戒
若
不
從
、
然
後

可
責
、
若
不
先
戒
勗
、
而
急
卒
就
責
、
目
前
視
之
取
成
、
此
是
風
化
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無
漸
、
故
爲
暴
卒
之
君
也
、
暴
淺
於
虐
也
、

二
ノ
惡
ナ
リ
、
君
-上
ト
爲シ

テ
、
民
ノ
不
-善
ヲ
見
テ
ハ
、
當
ニ
宿
ア
ら
か
し

メ
戒
メ
テ
之
ニ
語
ル
當ヘ
シ
、
戒
メ
若
シ
從
ハ
不す

ン
ハ
、
然
シ
テ
_後

ニ
責
ム
可へ

シ
、
若
シ
先
ツ
戒
メ
_勗ツ
ト

メ
不す

シ
テ
、
急
-卒
ニ
就
テ
_責

メ
テ
、
目
-前
ニ
之
ヲ
視
テ
成
ル
コ
ト
ヲ
取
ル
、
此
レ
ハ
是
レ
風
-化

漸
無
キ
ナ
リ
、
故
ニ
暴
-卒
ノ
君
ト
爲ス

、
暴
虐
ヨ
リ
淺
シ
、

【
注
】

馬
融
曰
、
不
宿
戒
、
而
責
目
前
成
、
爲
視
成
也
、

馬
融
カ
曰
ク
、
宿
ア
ら
か
し

メ
_戒
メ
不ス

シ
テ
、
目
-前
ニ
成
ル
ヲ
責セ

ム
ル

ヲ
、
成
ル
ヲ
視
ル
ト
爲ス

、

【
疏
】

責
目
前
之
成
、
故
謂
之
視
成
也
、

目
-前
ニ
成
ル
コ
ト
ヲ
責
ム
、
故
ニ
之
ヲ
成
ル
ヲ
視
ル
ト
謂
フ
、

【
經
】

慢
令
致
期
謂
之
賊
、

令
ヲ
慢ア
ナ
ト

リ
テ
期
ヲ
致
ス
賊
ト
謂
フ
、

【
疏
】

三
惡
也
、
與
民
無
信
而
虚
期
、
期
不
申
勗(一
四
)丁

寧
、
是
慢
令
致
期
也
、

期
若
不
至
而
行
誅
罰
、
此
是(一
五
)賊
害
之
君
也
、
袁
氏
云
、
令
之
不
明
、

而
急
期
之
也
、

三
ノ
惡
ナ
リ
、
民
與ト

信
無な
く

シ
テ
期
ヲ
虚
ム
な
し
く

ス
、
期
申ノ

ベ
勗ツ
ト

ム
ル
コ
ト

丁
-寧
ナ
ラ
不ス

、
是
レ
令
ヲ
慢
テ
期
ヲ
致
ス
ナ
リ
、
期
若
シ
至
ラ
不ス

ト
シ
テ
誅
-罰
ヲ
行
フ
、
此
レ
ハ
是
レ
賊
-害
ノ
君
ナ
リ
、
袁
氏
カ
云

ク
、
之
ヲ
令
ス
ル
コ
ト
明
ナ
ラ
不す

シ
テ
、
急
ニ
之
ヲ
期
ス
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
與
民
無
信
、
而
虚
刻(一
六
)期

也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
民
與ト

信
無な
く

シ
テ
、
虚
シ
ク
期
ヲ
刻
ム
ソ
、

【
經
】

猶
之
與
人
也
、

猶
ヲ
人
ニ
與ア
た
ふ

ル
カ
、
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【
疏
】

四
惡
也
、
猶
之
與
人
、
謂
以
物
獻
與
彼
人
、
必
不
得
止
者
也
、

四
ノ
惡
ナ
リ
、
猶な
ほ

シ
人
ニ
與
ル
カ
猶コト
シ
ト
ハ
、
物
ヲ
以
テ
彼
ノ
_人

ニ
獻
シ
_與
ル
カ
、
必
ス
止や
む

コ
ト
ヲ
得
不さ

ル
者
ヲ
謂
フ
、

【
經
】

出
内
之
吝
、

出
タ
シ
内イ

ル
ル
ニ
吝
ヤ
フ
サ
カ

ナ
ル
カ
猶コト
キ
、

【
疏
】

吝
難
惜
之
也
、
猶
會
應
與
人
、
而
其
吝
惜
於
出
入
屬(一
七
)、

故
云
出
内

之
吝
也
、

吝
ナ
リ
ト
ハ
之
ヲ
難ハ
ハ

ミ
_惜
ム
ソ
、
猶
ヲ
會
タ
マ
タ
マ

人
ニ
與
フ
應へ

シ
、
而

ル
ヲ
其
レ
吝
-惜
シ
テ
出
-入
ニ
於
テ
ス
ル
ノ
屬
ナ
リ
、
故
ニ
出
-内

ス
ル
ニ
吝
ヤ
フ
サ
カ
ン

ナ
リ
（
吝ヲシ
ム
）
ト
云
フ
、

【
經
】

謂
之
有
司
、

有
司
ト
謂
フ
、

【
疏
】

有
司
謂
主
典
物
者
也
、
猶
庫
吏
之
屬
也
、
庫
吏
雖
有
官
物
、
而
不
得

自
由
、
故
物
應
出
入
者
、
必
有
所
諮
問
、
不
敢
擅
易
、
人
君
若
物
與

人
、
而
不(一
八
)即
與
、
庫
吏
無
異
、
故
云
謂
之
有
司
也
、

有
-司
ハ
主
ト
シ
テ
物
ヲ
典
ツ
カ
サ
ト

ル
者
ヲ
謂
フ
、
庫
-吏
ノ
屬
ノ
猶
シ
、

庫
-吏
官
-物
有
リ
ト
雖い
へ
ト

モ
、
自
-由
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
不ス

、
故
ニ
物
ノ

出
-入
ス
應へ

キ
ト
キ
ハ
、
必
ス
諮
ヒ
_問
フ
所
有
リ
、
敢
テ
擅
ホ
シ
イ
マ
マ

ニ
_

易カ

ヘ
不ス

、
人
-君
若
シ
物
ヲ
人
ニ
與ア
た
へ

テ
、
而
シ
テ
即
チ
與
ヘ
不さ

ル

ハ
、
庫
-吏
ト
異
ル
コ
ト
無
シ
、
故
ニ
云
ク
之
ヲ
有
司
ト
謂
フ
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
謂
財
物
也
、
倶
當
與
人
、
而
吝
嗇
於
出
内
、
惜
難
之
、

此
有
司
之
任
耳
、
非
人
君
之
道
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
財
-物
ヲ
謂
フ
ソ
、
倶
ニ
當
ニ
人
ニ
與
フ
當へし
、
而

ル
ヲ
吝リ
ン

-
嗇シ
ヨ
ク

シ
テ
出
シ
_内イ

ル
ル
ニ
、
惜
ミ
難ハ
ハ
カ

ル
ハ
、
此
レ
有
司
ノ

任
ナ
ラ
ク
耳ノ
ミ

、
人
-君
ノ
道
ニ
非
ス
、

（
一
）
「
事
」、
武
内
本
作
「
尊
」。
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（
二
）
「
尊
崇
」、
武
内
本
作
「
崇
尊
」。

（
三
）
「
幷
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
四
）
「
其
」
武
内
本
作
「
甘
」。

（
五
）
「
菓
」、
武
内
本
作
「
果
」。

（
六
）
「
財
」、
武
内
本
作
「
材
」。

（
七
）
「
竝
」、
武
内
本
作
「
幷
」。

（
八
）
「
我
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
九
）
「
寡
小
」、
武
内
本
作
「
寡
少
」。
下
同
。

（
一
〇
）
「
湛
」、
武
内
本
作
「
堪
」。

（
一
一
）
「
邪
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
一
二
）
「
若
」、
武
内
本
作
「
爲
」。

（
一
三
）
「
乎
」、
武
内
本
作
「
也
」。

（
一
四
）
「
勗
」、
武
内
本
作
「
勑
」。

（
一
五
）
「
是
」、
武
内
本
無
此
字
。

（
一
六
）
「
刻
」、
武
内
本
作
「
尅
」。

（
一
七
）
「
屬
」、
武
内
本
作
「
也
」。

（
一
八
）
「
不
」、
武
内
本
作
「
吝
」。

【
經
】

孔
子
曰
、
不
知
命
、
無
以
爲
君
子
也
、

孔
子
ノ
曰
ク
、
命
ヲ
知
ラ
不さ

ル
ト
キ
ハ
、
以
テ
君
-子
ト
爲ス

ル
コ
ト

無
シ
、

【
疏
】

此
章
第
三
、
明
若
不
知
命
、
無
以
爲
君
子
、
所
以
更
明
孔
子
知
命
、

故
不
爲
政
也
、
命
謂
窮
通
夭
壽
也
、
人
生
而
有
命
、
受
之
由
天
、
故

不
可
不
知
也
、
若
不
知
而
強
求
則
、
不
成
爲
君
子
之
德
、
故
云
、
無

以
爲
君
子
也
、

此
ノ
章
ハ
第
-三
ナ
リ
、
明
ケ
シ
若
シ
命
ヲ
知
ラ
不さ

ル
ト
キ
ハ
、
君
-

子
ト
爲ス

ル
コ
ト
無
ケ
ン
、
更
ニ
孔
子
命
ヲ
知
ル
、
故
ニ
政
ヲ
爲セ

不さ

ル

コ
ト
ヲ
明
ス
所
_以
ゆ
ゑ
ん

ナ
リ
、
命
ト
ハ
窮
-通
夭ヨ
フ

-壽
ヲ
謂
フ
、
人
_生
シ

テ
命
有
リ
、
之
ヲ
受う
く
る

コ
ト
ハ
天
ニ
由
ル
、
故
ニ
知
ラ
不す

ン
ハ
ア
ル

可へ
か
ら

不ス

、
若
シ
知
ラ
不す

シ
テ
強
テ
求
ル
則と
き
ん

ハ
、
君
-子
爲タ

ル
ノ
德
ヲ

成
サ
不ス

、
故
ニ
云
ク
、
以
テ
君
-子
爲タ

ル
コ
ト
無
ケ
ン
、

【
注
】

孔
安
國
曰
、
命
謂
窮
達
之
分
也
、

孔
安
國
カ
曰
ク
、
命
ト
ハ
窮
-達
ノ
分
ヲ
謂
フ
、

【
疏
】

窮
謂
貧
賤
、
達
謂
富
貴
、
竝
稟
之
於
天
、
如
天
之
見
命
爲
之
者
也
、
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窮
ト
ハ
貧
-賤
ヲ
謂
フ
、
達
ト
ハ
富
-貴
ヲ
謂
フ
、
竝
ニ
之
ヲ
天
ニ
稟う
く

ル
コ
ト
、
天
ノ
命
セ
見ラ

レ
テ
之
ヲ
爲ス

ル
カ
如
キ
者も
ノ

ナ
リ
、

【
經
】

不
知
禮
、
無
以
立
也
、

禮
ヲ
知
ラ
不さ

ル
ト
キ
ハ
、
以
テ
_立
ツ
コ
ト
無
シ
、

【
疏
】

禮
主
恭
儉
莊
敬
、
爲
立
身
之
本
、
人
若
不
知
禮
者
、
無
以
得
立
其
身

於
世
之(一
)、

故
禮
運
云
、
得
之
者
生
、
失
之
者
死
、
詩
云
、
人
而
無

禮
、
不
死
何
俟
﹆

是
也
、

禮
ハ
恭
-儉
莊
-敬
ヲ
主
ト
ス
、
身
ヲ
立た
つ

ル
ノ
本も
ト

爲タ

リ
、
人
若
シ
禮
ヲ

知
ラ
不さ

ル
ト
キ
ハ
、
其
ノ
身
ヲ
世
ニ
立た
つ
る

コ
ト
ヲ
得
ル
コ
ト
無
シ
、

故
ニ
禮
運
ニ
云
ク
、
之
ヲ
得
ル
者も
ノ

ハ
生
シ
、
之
ヲ
失
ス
ル
者
ハ
死

ス
、
詩
ニ
云
ク
、
人
ト
シ
テ
禮
無な
く

ン
ハ
、
死
セ
不す

シ
テ
何
ヲ
カ
_俟マ

タ
ン
ト
イ
ヘ
ル
﹆

是
ナ
リ
、

【
經
】

不
知
言
、
無
以
知
人
也
、

言コ
ト

ヲ
知
ラ
不さ

ル
ト
キ
ハ
、
人
ヲ
知
ル
コ
ト
無
シ
、

【
疏
】

江
熙
云
、
不
知
言
則
、
不
能
賞
言
、
不
能
賞
言
則
、
不
能
量
彼
、
猶

短
綆
不
可
測
於
深
井
、
故
無
以
知
人
也(二
)、

江
熙
カ
云
ク
、
言
ヲ
知
ラ
不さ

ル
則と
き
ん

ハ
、
言
ヲ
賞
ス
ル
コ
ト
能
ハ
不ス

、

言
ヲ
賞
ス
ル
コ
ト
能
ハ
不さ

ル
則と
き
ん

ハ
、
彼
ヲ
量は
か
る

コ
ト
能
ハ
不ス

、
短
-

綆
ノ
深
-井
ヲ
測ハ
カ

ル
可へ
か
ら

不さ

ル
カ
猶
シ
、
故
ニ
以
テ
人
ヲ
知
ル
コ
ト
無

ケ
ン
、

【
注
】

馬
融
曰
、
聽
言
則
、
別
其
是
非
也
、

馬
融
カ
曰
ク
、
言コ
ト

ヲ
聽
ク
則と
き
ん

ハ
、
其
ノ
是
-非
ヲ
別
ツ
、

（
一
）
「
之
」、
武
内
本
作
「
也
」。

（
二
）
「
也
」、
武
内
本
無
此
字
。

論
語
義
疏
卷
第
十
終(一
)

（
一
）
「
卷
第
十
終
」、
武
内
本
作
「
第
十
」、「
第
十
」
下
有
「
經
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一
千
二
百
二
十
三
字
／
注
一
千
一
百
七
十
五
字
」
十
八
字

（
小
字
雙
行
）。

（
堯
曰
篇
担
当

洲
脇
武
志
）
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